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Ｘ ｉ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 
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第１章 総則 

 

 第１条～第２条 （略） 

 

  （用語の定義） 

 第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用  語 用  語  の  意  味 

１～12 （略） （略） 

  

13～15 （略） （略） 

  

16～18 （略） （略） 

  

     第 59 条の２ 通信の切断 

     第 60 条 （略） 

  第３節～第４節 （略） 

 第 10 章～第 14 章 （略） 

 料金表 （略） 

 別表 （略） 

 附則 （略）  

 

 

 

第１章 総則 

 

 第１条～第２条 （略） 

 

  （用語の定義） 

 第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用  語 用  語  の  意  味 

１～12 （略） （略） 

13 第１種Ｘｉユビキタス契   

 約 
Ｘｉユビキタス契約であって、第２種Ｘｉユビキタス契約以外のもの 

14 第１種Ｘｉユビキタス契 

約者 
当社と第１種Ｘｉユビキタス契約を締結している者 

15 第２種Ｘｉユビキタス契 

 約 

Ｘｉユビキタス契約であって、料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(1)の

２に規定するＸｉデバイスプラス 300、Ｘｉデバイスプラス 500 を選択することができるも

の 

16 第２種Ｘｉユビキタス契 

約者 
当社と第２種Ｘｉユビキタス契約を締結している者 

17～19 （略） （略） 

20 フリーコース 
定期契約であって、当社が定める期間が経過した後、定期契約に係る解約金の支払いを

要さないもの 

21～23 （略） （略） 

24 第１種Ｘｉユビキタス一 

般契約 
第１種Ｘｉユビキタス契約であって、第１種Ｘｉユビキタス定期契約以外のもの 

25 第１種Ｘｉユビキタス一 

般契約者 
当社と第１種Ｘｉユビキタス一般契約を締結している者 

26 第２種Ｘｉユビキタス一 

般契約 
第２種Ｘｉユビキタス契約であって、第２種Ｘｉユビキタス定期契約以外のもの 

27 第２種Ｘｉユビキタス一 

般契約者 
当社と第２種Ｘｉユビキタス一般契約を締結している者 
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19～20 （略） （略） 

  

21～36 （略） （略） 

 

 
第２章 （略） 

 

 

第３章 Ｘｉ契約 

 第１節 （略） 

 

 第２節  一般契約 

 

 第７条 （略） 

 

  （一般契約申込の方法） 

 第８条 一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書等を契約事務を行うＸｉサービス取扱所に提出していただきます。 

 ２ （略） 

 ３ 一般契約の申込みをする場合であって、その申込みをする者が、料金表第１表（料金）第１（基本使用料）に規定するデータ専

用プランを選択するときは、次の(1)から(4)の条件を満たす 1 のＸｉ（以下「指定先Ｘｉ」といいます。）を指定し、当社に申し出てい

ただきます。 

  (1) その申込みに係るＸｉ（以下「指定元Ｘｉ」といいます。」）の契約者名義と同一の契約者名義であること。 

  (2) 基本利用料の料金種別が、料金表第１表（料金）第１（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定するギガホ又はギガライ

トであること。 

  (3) 他のＸｉに係る指定先Ｘｉとなっていないこと。 

  (4) 第 12 条の２（Ｘｉの電話番号保管）に規定する電話番号保管を行っていないこと。 

 

  （一般契約申込の承諾） 

 第９条 当社は、一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ （略） 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その一般契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1) 一般契約の申込みをした者がＸｉの料金その他の債務（この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の

債務をいい、第 58 条の２（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者（第 58 条の２に規定するものをいいます。）へ

譲渡した債権を含みます。以下第 14 条、第 18 条、第 21 条の４、第 21 条の 7 の 3、第 68 条、第 85 条、第 90 条及び第

91 条において同じとします。）の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

  (2)～(7)（略） 

 

28～29 （略） （略） 

30 第１種Ｘｉユビキタス定 

期契約 
第１種Ｘｉユビキタス契約であって、定期契約となるもの 

31 第１種Ｘｉユビキタス定 

期契約者 
当社と第１種Ｘｉユビキタス定期契約を締結している者 

32 第２種Ｘｉユビキタス定 

期契約 
第２種Ｘｉユビキタス契約であって、Ｘｉユビキタス定期契約となるもの 

33 第２種Ｘｉユビキタス定 

期契約者 
当社と第２種Ｘｉユビキタス定期契約を締結している者 

34～49 （略） （略） 

 

 
第２章 （略） 

 

 

第３章 Ｘｉ契約 

 第１節 （略） 

 

 第２節  一般契約 

 

 第７条 （略） 

 

  （一般契約申込の方法） 

 第８条 一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書等を契約事務を行うＸｉサービス取扱所に提出していただきます。 

 ２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （一般契約申込の承諾） 

 第９条 当社は、一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ （略） 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その一般契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1) 一般契約の申込みをした者がＸｉの料金その他の債務（この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の

債務をいい、第 58 条の２（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者（第 58 条の２に規定するものをいいます。）へ

譲渡した債権を含みます。以下第 14 条、第 18 条、第 21 条の４、第 21 条の 7 の 3、第 21 条の 10、第 21 条の 16、第 68

条、第 85 条、第 90 条及び第 91 条において同じとします。）の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

  (2)～(7)（略） 
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 （契約者識別番号） 

 第 10 条 Ｘｉの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、一般契約者が継続的に利用できることを

保証するものではありません。 

 ２～４ （略） 

 （注１）（略） 

 （注２）データ専用プラン（料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定するものをいいます。）に係る一般契約

を締結する者は、第２項に規定する申出を行うことができません。 

 

 

 第 11 条～第 12 条 （略） 

 

  （Ｘｉの電話番号保管） 

 第 12 条の２ 当社は、一般契約者から請求があったときは、総合利用プランに係るＸｉの電話番号保管（その契約者識別番号を他

に転用することなく、請求があった日から一定期間、そのＸｉを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。）を

行います。 

    ただし、当該一般契約が第８条（一般契約申込の方法）に規定する指定先Ｘｉであるときは、電話番号保管を請求することが

できません。 

 ２～４ （略） 

 

  （一般契約者の氏名等の変更の届出） 

 第 13 条 一般契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等（当社又は請求事業者（第 58 条の２（債権の譲渡等）

に規定するものをいいます。）が発行するＸｉサービスの利用に係る請求書、口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書をい

います。以下同じとします。）若しくは電子メール等の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属Ｘｉサービス取扱所に届

け出ていただきます。 

  ただし、その変更があったにもかかわらず、所属Ｘｉサービス取扱所に届出がないときは、当社から契約者に行う通知は、当社に届

出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等の送付先への郵送等の通知、又は電子メール等の送付先への電子メ

ール等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。 

２ 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 

３ 第 1 項の規定にかかわらず、当社は請求書等の送付先への郵送等の通知が３回連続で不達であったことを確認したときは、その事

実が解消されるまでの間、請求書等の通知を行いません。 

 

  （一般契約に係る名義変更） 

 第 14 条 一般契約者は、一般契約に係る名義変更（氏名又は名称の変更に伴うものを除きます。以下同じとします。）を請求するこ

とができます。 

 ２～５ （略） 

 ６  当社は、指定先Ｘｉに係るＸｉ契約について、第１項から前項までの規定により名義変更又は相続等があったときは、その指定先

Ｘｉに係る指定元Ｘｉに関するＸｉ契約について、指定先Ｘｉの契約者名義と同一の契約者名義へ名義変更又は相続等を行

います。 

 

  （一般契約者が行う一般契約の解除） 

 第 15 条 一般契約者は、一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属Ｘｉサービス取扱所に当社所定の書面により通

知していただきます。 

 ２～４ （略） 

 （注１）（略） 

 （注２）データ専用プラン（料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定するものをいいます。）に係る一般契約

を締結する者は、第２項に規定する申出を行うことができません。 

 

 

  （契約者識別番号） 

 第 10 条 Ｘｉの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、一般契約者が継続的に利用できることを

保証するものではありません。 

 ２～４ （略） 

 （注１）（略） 

 （注２）データ定額パック（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(8)の２に規定するものをいいます。）を選択しているデー

タ専用プラン（料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定するものをいいます。）に係る一般契約を締結する

者は、第２項に規定する申出を行うことができません。 

 

 第 11 条～第 12 条 （略） 

 

  （Ｘｉの電話番号保管） 

 第 12 条の２ 当社は、一般契約者から請求があったときは、総合利用プランに係るＸｉの電話番号保管（その契約者識別番号を他

に転用することなく、請求があった日から一定期間、そのＸｉを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。）を

行います。 

    ただし、当該一般契約が第 21 条の９に規定する指定共有Ｘｉ等であるときは、電話番号保管を請求することができません。 

 

 ２～４ （略） 

 

  （一般契約者の氏名等の変更の届出） 

 第 13 条 一般契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等（当社又は請求事業者（第 58 条の２（債権の譲渡等）

に規定するものをいいます。）が発行するＸｉサービスの利用に係る請求書、口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書をい

います。以下同じとします。）若しくは電子メール等の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属Ｘｉサービス取扱所に届

け出ていただきます。 

  ただし、その変更があったにもかかわらず、所属Ｘｉサービス取扱所に届出がないときは、当社から契約者に行う通知は、当社に届

出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等の送付先への郵送等の通知、又は電子メール等の送付先への電子メ

ール等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。 

２ 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 

 

 

 

  （一般契約に係る名義変更） 

 第 14 条 一般契約者は、一般契約に係る名義変更（氏名又は名称の変更に伴うものを除きます。以下同じとします。）を請求するこ

とができます。 

 ２～５ （略） 

 

 

 

 

  （一般契約者が行う一般契約の解除） 

 第 15 条 一般契約者は、一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属Ｘｉサービス取扱所に当社所定の書面により通

知していただきます。 

 ２～４ （略） 

 （注１）（略） 

 （注２）データ定額パック（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(8)の２に規定するものをいいます。）を選択しているデー

タ専用プラン（料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定するものをいいます。）に係る一般契約を締結する

者は、第２項に規定する申出を行うことができません。 
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 （注３）（略） 

 

 第 16 条 （略） 

 

 第３節 定期契約 

 

 第 17 条～第 18 条 （略） 

 

  （定期契約の満了） 

 第 19 条 定期契約は、当社がその定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の初日（契約者回線の

提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日とします。以下この条において「起算日」といいます。）から起算して２年が経過す

ることとなる日をもって満了となります。 

 ２ （略） 

 ３ 第１項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡに係る２年定期契約（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。）の解除と

同時に新たに定期契約を締結したとき（当社が別に定めるときを除きます。）は、契約の解除があったそのＦＯＭＡに係る２年定期

契約に係る起算日から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。 

 

 

 

 

 

 ４ 前３項の規定によるほか、その定期契約が第 20 条（定期契約の満了に伴う契約の更新等）の規定により更新されたものであると

きは、その更新日から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。 

 ５ 当社は、前４項に規定する定期契約の満了について、当該定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定める方法により、

当該定期契約者（当社が定める者を除きます。）に通知します。 

  

  （定期契約の満了に伴う契約の更新等） 

 第20条 定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに一般契約又は定期契約を締結するときは、その定期契約を締結した日から定

期契約の満了日を含む暦月の前々暦月の末日までの間において、当社に申し出ていただきます。 

 ２ 当社は、前項に規定する申出がなかったときは、その契約の満了日の翌日に定期契約を更新します。 

 ３ 当社は、前項の規定により、定期契約を更新するときは、第 18 条（定期契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注３）（略） 

 

 第 16 条 （略） 

 

 第３節 定期契約 

 

 第 17 条～第 18 条 （略） 

 

  （定期契約の満了） 

 第 19 条 定期契約は、当社がその定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の初日（契約者回線の

提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日とします。以下この条において「起算日」といいます。）から起算して２年が経過す

ることとなる日をもって満了となります。 

 ２ （略） 

 ３ 第１項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡに係る２年定期契約（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいい、当社が定めるも

のに限ります。）又は第２種定期契約（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。）

の解除と同時に新たに締結した定期契約は、契約の解除があったそのＦＯＭＡに係る２年定期契約若しくは第２種定期契約に係

る起算日から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。  

 ４ 第１項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡ契約及びＸｉ契約に係る経過期間（料金表第１表第３（通信料）の１の(8)の４に定

めるものをいいます。）が２年を超えているＦＯＭＡ契約者又はＸｉ契約者がＦＯＭＡ契約に係る第１種一般契約若しくは第２

種一般契約（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。）又はＸｉ契約に係る一般契約の解除と同時に新たに締結

した定期契約は、その契約の解除があった日を含む暦月の初日から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。 

 ５ 前４項の規定によるほか、その定期契約が第 20 条（定期契約の満了に伴う契約の更新等）の規定により更新されたものであると

きは、その更新日から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。 

 ６ 当社は、前５項に規定する定期契約の満了について、当該定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定める方法により、

当該定期契約者（当社が定める者を除きます。）に通知します。 

  

  （定期契約の満了に伴う契約の更新等） 

 第 20 条 定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに一般契約又は定期契約を締結するときは、当社が指定する期間中に、当社

に申し出ていただきます。 

 ２ 当社は、定期契約の満了日までに前項に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に定期契約を更新します。 

 ３ 当社は、前項の規定により、定期契約を更新するときは、第 18 条（定期契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

  （定期契約者が行うフリーコースの選択） 

 第20条の２ 当社は、定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、更新期間（定期契約の更新日を含む暦月のその前

暦月の初日から定期契約の更新日を含む暦月の翌暦月の末日までの間をいいます。以下同じとします。）である場合に限り、その申

出を承諾します。 

 ２ 当社は、前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡ契約及びＸｉ契約に係る経過期間（料金表第１表第３（通信料）の１の(8)の

４に定めるものをいいます。）が２年を超えているＦＯＭＡ契約者又はＸｉ契約者がＦＯＭＡ契約に係る第１種一般契約若しく

は第２種一般契約（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。）又はＸｉ契約に係る一般契約の解除と同時に新た

に定期契約を締結する場合において、定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、その一般契約の解除があった日を

含む暦月の初日から起算して翌暦月の末日までの間に限り、その申出を承諾します。 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、そのフリーコースを選択する申出を承諾しません。 

  (1) その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。）であるとき。 

  (2) そのＸｉに係る基本使用料の料金種別がＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ）、Ｘｉカ

ケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）、Ｘｉカケホーダイライトプラン、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）、Ｘｉシンプルプラン、Ｘ

ｉデータプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉデータプラン（ＳＩＭフリー）又はＸｉデータプラン（ルーター）以外であるとき。 

  (3) そのＸｉに係る共有回線群の共有代表回線（料金表第１表第３（通信料）の１の(8)の３に規定するものをいいます。以下

この条において同じとします。）がフリーコースを選択していないとき。 
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 第 21 条 （略） 

 

第４章 Ｘｉユビキタス契約 

 

 第１節 契約の種別 

 

（契約の種別） 

 第 21 条の２ Ｘｉユビキタス契約には、次の種別があります。 

  (1) ユビキタス一般契約 

  (2) ユビキタス定期契約 

  

 

 

 

 

 

 

第２節 Ｘｉユビキタス一般契約 

 

  （契約の単位） 

 第 21 条の３ 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１のＸｉユビキタス一般契約を締結します。この場合、契約者は、１のＸｉユビ

キタス一般契約につき１人に限ります。 

 

  （Ｘｉユビキタス一般契約の申込の承諾） 

 第 21 条の４ 当社は、Ｘｉユビキタス一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ （略） 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、そのＸｉユビキタス一般契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1)Ｘｉユビキタス一般契約の申込みをした者がＸｉユビキタスの料金その他の債務又は当社と契約を締結している若しくは締結してい

た他の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

  (2) （略） 

  (3)Ｘｉユビキタス一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＸｉサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る

契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (4) 21 条の 7（その他の提供条件）の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合にお

いて、Ｘｉユビキタス一般契約の申込みをした者の同意がないとき。 

  (5) （略） 

 

 第 21 条の５ （略） 

 

  （請求による契約者識別番号の変更） 

 第 21 条の５の２ Ｘｉユビキタス一般契約者は、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている場合、又はＭ２Ｍ等専用番号（当社

が別に定める契約者識別番号をいいます。以下同じとします。）への変更である場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別

 ４ 当社は、契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、その申出を当社が承諾した日を含む暦月の翌暦月からフリーコースを

適用します。 

 ５ 当社は、契約者からフリーコースを廃止する申出があったときは、その申出を当社が承諾した日にフリーコースの適用を廃止します。 

 ６ 当社は、フリーコースを選択している契約者から定期契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約に係る第２種定期契約（ＦＯＭＡ

サービス契約約款に規定するものをいいます。）を締結する申出があったときは、そのＦＯＭＡ契約に係る第２種定期契約において、

フリーコースを選択する場合に限り、その申出を承諾します。 

 

 第 21 条 （略） 

 

第４章 Ｘｉユビキタス契約 

 

 第１節 契約の種別 

 

（契約の種別） 

 第 21 条の２ Ｘｉユビキタス契約には、次の種別があります。 

  (1) 第１種Ｘｉユビキタス契約 

  (2) 第２種Ｘｉユビキタス契約 

 ２ 前項に規定する第 1 種Ｘｉユビキタスには、次の種別があります。 

  (1) 第 1 種Ｘｉユビキタス一般契約  

  (2) 第 1 種Ｘｉユビキタス定期契約 

 ３ 第１項に規定する第２種Ｘｉユビキタス契約には、次の種別があります。 

  (1) 第２種Ｘｉユビキタス一般契約 

  (2) 第２種Ｘｉユビキタス定期契約 

 

第２節 第１種Ｘｉユビキタス一般契約 

 

  （契約の単位） 

 第 21 条の３ 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第１種Ｘｉユビキタス一般契約を締結します。この場合、契約者は、１の

第１種Ｘｉユビキタス一般契約につき１人に限ります。 

 

  （第１種Ｘｉユビキタス一般契約の申込の承諾） 

 第 21 条の４ 当社は、第１種Ｘｉユビキタス一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ （略） 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第１種Ｘｉユビキタス一般契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1)第１種Ｘｉユビキタス一般契約の申込みをした者がＸｉユビキタスの料金その他の債務又は当社と契約を締結している若しくは締

結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

  (2) （略） 

  (3) 第１種Ｘｉユビキタス一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＸｉサービスに係る契約及び他の電気通信サービ

スに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (4) 21 条の 7（その他の提供条件）の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合にお

いて、第１種Ｘｉユビキタス一般契約の申込みをした者の同意がないとき。 

  (5) （略） 

 

 第 21 条の５ （略） 

 

  （請求による契約者識別番号の変更） 

 第 21 条の５の２ 第１種Ｘｉユビキタス一般契約者は、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている場合、又はＭ２Ｍ等専用番号

（当社が別に定める契約者識別番号をいいます。以下同じとします。）への変更である場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約
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番号の変更の請求をすることができます。 

 ２ Ｘｉユビキタス一般契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、所属Ｘｉサービス取扱所に対し、当

社所定の書面により請求していただきます。 

 ３ 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っているＸｉユビキタス一般契約者からのもので

あると当社が認めた場合、又はＭ２Ｍ等専用番号への変更であると当社が認めた場合に限り、その請求を承諾します。 

 ４ 当社は、Ｘｉユビキタス一般契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと

が判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。 

 （注）（略） 

 

  （契約者が行うＸｉユビキタス一般契約の解除） 

 第 21 条の６ 契約者は、Ｘｉユビキタス一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属Ｘｉサービス取扱所に当社所定

の書面により通知していただきます。 

 ２ 第１項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基づきＸｉユビキタス一般契約が解除されるときのその

解除にかかる取扱いは、当社が別に定めるところによります。 

 （注）（略） 

 

  （その他の提供条件） 

 第 21 条の７ Ｘｉユビキタス一般契約におけるその他の提供条件（Ｘｉの電話番号保管、料金表及び別表に定めるものを除きま

す。）については、一般契約の場合に準ずるものとします。 

    ただし、Ｘｉの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 

       第３節 Ｘｉユビキタス定期契約 

 

  （契約の単位） 

 第 21 条の７の２ 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１のＸｉユビキタス定期契約を締結します。この場合、契約者は、１のＸｉ

ユビキタス定期契約につき１人に限ります。 

 

  （Ｘｉユビキタス定期契約の申込の承諾） 

 第 21 条の７の３ 当社は、Ｘｉユビキタス定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ （略） 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、そのＸｉユビキタス定期契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1) Ｘｉユビキタス定期契約の申込みをした者がＸｉユビキタスの料金その他の債務又は当社と契約を締結している若しくは締結して

いた他の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

  (2) （略） 

  (3) Ｘｉユビキタス定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＸｉサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る

契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (4) 第 21 条の７の６（その他の提供条件）の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する

場合において、Ｘｉユビキタス定期契約の申込みをした者の同意がないとき。 

  (5) （略） 

 

  （Ｘｉユビキタス定期契約の満了） 

 第 21 条の７の４ Ｘｉユビキタス定期契約は、当社がそのＸｉユビキタス定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した日の属する

暦月の翌暦月の初日（契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日）から起算して２年が経過することとなる

日をもって満了となります。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、そのＸｉユビキタス定期契約が第 21 条の 7 の 5（Ｘｉユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新

等）の規定により更新されたものであるときは、その更新日から起算して第１項に規定する期間が経過することとなる日をもって満了と

なります。 

 ３ 当社は、前２項に規定するＸｉユビキタス定期契約の満了について、当該Ｘｉユビキタス定期契約の満了日の属する暦月におい

者識別番号の変更の請求をすることができます。 

 ２ 第１種Ｘｉユビキタス一般契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、所属Ｘｉサービス取扱所に

対し、当社所定の書面により請求していただきます。 

 ３ 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている第１種Ｘｉユビキタス一般契約者から

のものであると当社が認めた場合、又はＭ２Ｍ等専用番号への変更であると当社が認めた場合に限り、その請求を承諾します。 

 ４ 当社は、第１種Ｘｉユビキタス一般契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行

ったことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。 

 （注）（略） 

 

  （契約者が行う第１種Ｘｉユビキタス一般契約の解除） 

 第 21 条の６ 契約者は、第１種Ｘｉユビキタス一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属Ｘｉサービス取扱所に当

社所定の書面により通知していただきます。 

 ２ 第１項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基づき第１種Ｘｉユビキタス一般契約が解除されるとき

のその解除にかかる取扱いは、当社が別に定めるところによります。 

 （注）（略） 

 

  （その他の提供条件） 

 第 21 条の７ 第１種Ｘｉユビキタス一般契約におけるその他の提供条件（Ｘｉの電話番号保管、料金表及び別表に定めるものを除

きます。）については、一般契約の場合に準ずるものとします。 

    ただし、Ｘｉの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 

       第３節 第１種Ｘｉユビキタス定期契約 

 

  （契約の単位） 

 第 21 条の７の２ 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第１種Ｘｉユビキタス定期契約を締結します。この場合、契約者は、

１の第１種Ｘｉユビキタス定期契約につき１人に限ります。 

 

  （第１種Ｘｉユビキタス定期契約の申込の承諾） 

 第 21 条の７の３ 当社は、第１種Ｘｉユビキタス定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ （略） 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第１種Ｘｉユビキタス定期契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1) 第１種Ｘｉユビキタス定期契約の申込みをした者がＸｉユビキタスの料金その他の債務又は当社と契約を締結している若しくは

締結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

  (2) （略） 

  (3) 第１種Ｘｉユビキタス定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＸｉサービスに係る契約及び他の電気通信サービ

スに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (4) 第 21 条の７の６（その他の提供条件）の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する

場合において、第１種Ｘｉユビキタス定期契約の申込みをした者の同意がないとき。 

  (5) （略） 

 

  （第１種Ｘｉユビキタス定期契約の満了） 

 第 21 条の７の４ 第 1 種Ｘｉユビキタス定期契約は、当社がその第１種Ｘｉユビキタス定期契約に基づき契約者回線の提供を開始

した日の属する暦月の翌暦月の初日（契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日）から起算して２年が経

過することとなる日をもって満了となります。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、その第１種Ｘｉユビキタス定期契約が第 21 条の 7 の 5（第１種Ｘｉユビキタス定期契約の満了に伴う

契約の更新等）の規定により更新されたものであるときは、その更新日から起算して第１項に規定する期間が経過することとなる日を

もって満了となります。 

 ３ 当社は、前２項に規定する第１種Ｘｉユビキタス定期契約の満了について、当該第１種Ｘｉユビキタス定期契約の満了日の属す
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て、当社が定める方法により、当該Ｘｉユビキタス定期契約者（当社が定める者を除きます。）に通知します。 

 

  （Ｘｉユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新等） 

 第 21 条の７の５ Ｘｉユビキタス定期契約者は、その契約の満了と同時に新たにＸｉユビキタス一般契約を締結するとき又は満了と

同時に契約を解除するときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。 

 ２ 当社は、Ｘｉユビキタス定期契約の満了日までに前項に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日にＸｉユビキタ

ス定期契約を更新します。 

 ３ 当社は、前項の規定により、Ｘｉユビキタス定期契約を更新するときは、第 21 条の７の３（Ｘｉユビキタス定期契約申込の承

諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

  （その他の提供条件） 

 第 21 条の７の６ Ｘｉユビキタス定期契約におけるその他の提供条件については、Ｘｉユビキタス一般契約の場合に準ずるものとしま

す。 

    ただし、Ｘｉユビキタス一般契約の場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る暦月において、当社が定める方法により、当該第１種Ｘｉユビキタス定期契約者（当社が定める者を除きます。）に通知します。 

 

  （第１種Ｘｉユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新等） 

 第 21 条の７の５ 第１種Ｘｉユビキタス定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに第１種Ｘｉユビキタス一般契約を締結すると

き又は満了と同時に契約を解除するときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。 

 ２ 当社は、第１種Ｘｉユビキタス定期契約の満了日までに前項に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に第１

種Ｘｉユビキタス定期契約を更新します。 

 ３ 当社は、前項の規定により、第 1 種Ｘｉユビキタス定期契約を更新するときは、第 21 条の７の３（第１種Ｘｉユビキタス定期契

約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

  （その他の提供条件） 

 第 21 条の７の６ 第１種Ｘｉユビキタス定期契約におけるその他の提供条件については、第１種Ｘｉユビキタス一般契約の場合に準

ずるものとします。 

    ただし、第１種Ｘｉユビキタス一般契約の場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 

 

       第４節 第２種Ｘｉユビキタス一般契約 

 

  （契約の単位） 

 第 21 条の８ 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第２種Ｘｉユビキタス一般契約を締結します。この場合、契約者は、１の

第２種Ｘｉユビキタス一般契約につき１人に限ります。 

 

  （第２種Ｘｉユビキタス一般契約申込の方法） 

 第 21 条の９ 第２種Ｘｉユビキタス一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行うＸｉサービス取扱所

に提出していただきます。 

 ２ 前項の場合において、第２種Ｘｉユビキタス一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類

を提示していただきます。 

    ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。 

 ３ 第２種Ｘｉユビキタス一般契約の申込みをするときは、次のいずれかに該当する１のＦＯＭＡ（ＦＯＭＡサービス契約約款に規

定するものをいい、第２種契約に係るものに限ります。）又はＸｉ（以下、「指定共有Ｘｉ等」といいます。）を指定し、当社に申し

出ていただきます。 

  (1) その申込みに係るＸｉユビキタス（その契約者名義が法人であるときを除きます。）と同一の割引回線群（料金表第１表第３

（通信料）の１（適用）の(13)に規定するものをいいます。以下この条に同じとします。）及び共有回線群（料金表第１表第

３（通信料）の１（適用）の(8)の３に規定するものをいいます。以下この条に同じとします。）を構成することとなるＸｉ又はＦ

ＯＭＡであって、その共有回線群の共有代表回線であること。 

  (2) その申込みに係るＸｉユビキタス（その契約者名義が法人であるときに限ります。）と同一の共有回線群を構成することとなるＸ

ｉ又はＦＯＭＡであって、その共有回線群の共有代表回線であること。 

 

  （第２種Ｘｉユビキタス一般契約の申込の承諾） 

 第 21 条の 10 当社は、第２種Ｘｉユビキタス一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第２種Ｘｉユビキタス一般契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1) 第２種Ｘｉユビキタス一般契約の申込みをした者がＸｉユビキタスの料金その他の債務又は当社と契約を締結している若しくは

締結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

  (2) 第 70 条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

  (3) 第２種Ｘｉユビキタス一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＸｉサービスに係る契約及び他の電気通信サービ

スに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (4) 第 21 条の９（第２種Ｘｉユビキタス一般契約申込の方法）及び第 21 条の 14（その他の提供条件）の規定により提示され
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た書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、第２種Ｘｉユビキタス一般契約の申込みをした者

の同意がないとき。 

  (5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 

  （契約者識別番号） 

 第 21 条の 11 Ｘｉユビキタスの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用で

きることを保証するものではありません。 

 ２ 当社は、第 62 条（修理又は復旧）の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、Ｘｉユビ

キタス等の契約者識別番号を変更することがあります。 

 ３ 前項の規定により、Ｘｉユビキタスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。 

 

  （契約者が行う第２種Ｘｉユビキタス一般契約の解除） 

 第 21 条の 12 契約者は、第２種Ｘｉユビキタス一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属Ｘｉサービス取扱所に当

社所定の書面により通知していただきます。 

 ２ 第１項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基づき第２種Ｘｉユビキタス一般契約が解除されるとき

のその解除にかかる取扱いは、当社が別に定めるところによります。 

 （注）本条第２項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページに定めるところによります。 

 

  （当社が行う第２種Ｘｉユビキタス一般契約の解除） 

 第 21 条の 13 当社は、第 41 条（利用停止）第１項の規定によりＸｉユビキタスの利用を停止された第２種Ｘｉユビキタス一般契

約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第２種Ｘｉユビキタス一般契約を解除することがあります。 

 ２ 当社は、第２種Ｘｉユビキタス一般契約者が第 41 条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の

遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、Ｘｉユビキタスの利用停止をしないでその第２種Ｘｉ

ユビキタス一般契約を解除することがあります。 

 ３ 当社は、契約者が第 21 条の９（第２種Ｘｉユビキタス一般契約申込の方法）の規定により指定された指定共有Ｘｉ等につい

て、次のいずれかに該当する場合は、その第２種Ｘｉユビキタス一般契約を解除します。 

  (1) 名義変更があったとき。 

  (2) 契約の解除があったとき。 

  (3) 第 21 条の９（第２種Ｘｉユビキタス一般契約申込の方法）第３項に該当しないことが判明したとき。 

 

  （その他の提供条件） 

 第 21 条の 14 第２種Ｘｉユビキタス一般契約におけるその他の提供条件（Ｘｉの電話番号保管、料金表及び別表に定めるものを

除きます。）については、第１種Ｘｉユビキタス一般契約の場合に準ずるものとします。 

 ただし、第１種Ｘｉユビキタス一般契約の場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 

 

第５節 第２種Ｘｉユビキタス定期契約 

 

  （契約の単位） 

 第 21 条の 15 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第２種Ｘｉユビキタス定期契約を締結します。この場合、契約者は、１の

第２種Ｘｉユビキタス定期契約につき１人に限ります。 

 

  （第２種Ｘｉユビキタス定期契約の申込の承諾） 

 第 21 条の 16 当社は、第２種Ｘｉユビキタス定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第２種Ｘｉユビキタス定期契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1) 第２種Ｘｉユビキタス定期契約の申込みをした者がＸｉユビキタスの料金その他の債務又は当社と契約を締結している若しくは

締結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 
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第４章の２ （略） 

 

 

第５章 付加機能 

 

  （付加機能の提供） 

 第 28 条 当社は、Ｘｉ契約者から請求があったときは、別表２（付加機能）に規定する付加機能を提供します。 

 ２～３ （略） 

 ４ 第１項の規定にかかわらず、Ｘｉ契約の申込みをする場合又はＸｉに係る基本使用料の料金種別を変更する場合であって、その

申込みをする者又はＸｉ契約者が、料金表第１表（料金）第１（基本使用料）の１（適用）に規定する総合利用プラン又は

データ専用プランを選択するときは、別表 2（付加機能）に規定する sp モード機能、mopera U 機能（スタンダードプランに係るもの

に限ります。）又はビジネス mopera インターネット機能（以下「対象付加機能」といいます。）のうち、いずれか１つを選択し当社に申

し出ていただきます。 

    ただし、そのＸｉにおいてすでに対象付加機能が選択されているときは、この限りではありません。 

  (2) 第 70 条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

  (3) 第２種Ｘｉユビキタス定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＸｉサービスに係る契約及び他の電気通信サービ

スに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (4) 第８条（一般契約申込の方法）及び第 21 条の 19（その他の提供条件）の規定により提示された書類に係る情報を、当社

がその書類の発行元機関へ通知する場合において、第２種Ｘｉユビキタス定期契約の申込みをした者の同意がないとき。 

  (5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 

  （第２種Ｘｉユビキタス定期契約の満了） 

 第 21 条の 17 第２種Ｘｉユビキタス定期契約は、当社がその第２種Ｘｉユビキタス定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した

日の属する暦月の翌暦月の初日（契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日）から起算して２年が経過す

ることとなる日をもって満了となります。 

 ２ 第１項の規定にかかわらず、第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。以下こ

の条において同じとします。）の解除と同時に新たに締結した第２種Ｘｉユビキタス定期契約は、契約の解除があったその第２種Ｆ

ＯＭＡユビキタス定期契約に係る起算日から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。 

 ３ 前項の規定によるほか、その第２種Ｘｉユビキタス定期契約が第 21 条の 18（第２種Ｘｉユビキタス定期契約の満了に伴う契約

の更新等）の規定により更新されたものであるときは、その更新日から起算して第１項に規定する期間が経過することとなる日をもって

満了となります。 

 ４ 当社は、前３項に規定する第２種Ｘｉユビキタス定期契約の満了について、当該第２種Ｘｉユビキタス定期契約の満了日の属す

る暦月において、当社が定める方法により、当該第２種Ｘｉユビキタス定期契約者（当社が定める者を除きます。）に通知します。 

 

  （第２種Ｘｉユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新等） 

 第 21 条の 18 第２種Ｘｉユビキタス定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに第２種Ｘｉユビキタス一般契約を締結するとき

又は満了と同時に契約を解除するときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。 

 ２ 当社は、第２種Ｘｉユビキタス定期契約の満了日までに前項に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に第２

種Ｘｉユビキタス定期契約を更新します。 

 ３ 当社は、前項の規定により、第２種Ｘｉユビキタス定期契約を更新するときは、第 21 条の16（第２種Ｘｉユビキタス定期契約申

込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

  （その他の提供条件） 

 第21条の19 第２種Ｘｉユビキタス定期契約におけるその他の提供条件については、第２種Ｘｉユビキタス一般契約の場合に準ずる

ものとします。 

    ただし、第２種Ｘｉユビキタス一般契約の場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 

  

第４章の２ （略） 

 

 

第５章 付加機能 

 

  （付加機能の提供） 

 第 28 条 当社は、Ｘｉ契約者から請求があったときは、別表２（付加機能）に規定する付加機能を提供します。 

 ２～３ （略） 
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 ５ （略） 

 ６ 当社は、付加機能を提供しているＸｉに係る名義変更があった場合において、その付加機能に関して別表２に別段の定めがあると

きは、第 14 条（一般契約に係る名義変更）、第 21 条（その他の提供条件）、第 21 条の７（その他の提供条件）又は第 21

条の７の６（その他の提供条件）の規定にかかわらず、その付加機能を廃止します。 

  

７～10 （略） 

 

 

 （注１）（略） 

 （注２）本条第５項に規定する当社が別に定めるものは、別表２（付加機能）に規定するｉモード機能（別表２に規定するｉモー

ド電子メールのメールアドレス保管を行っている場合であって、基本機能及びアクセス制限に係るものに限ります。）、遠隔管理機能

及び sp モード機能（別表２に規定する sp モード電子メールのメールアドレス保管を行っている場合に限ります。）とします。 

 

 

第６章～第７章 （略） 

 

第８章  利用中止等 

 

  （利用中止） 

 第 40 条 当社は、次の場合には、Ｘｉサービスの利用を中止することがあります。 

  (1)～(2)（略） 

  (3) 第 10 条（契約者識別番号）第３項、第 21 条（その他の提供条件）、第 21 条の５（契約者識別番号）第２項、第 21

条の７の６（その他の提供条件）、第 25 条（契約者識別番号）第２項若しくは第 3 項又は第 62 条（修理又は復旧）の

規定により、契約者識別番号を変更するとき。 

 ２～３ （略） 

 

  （利用停止） 

第 41 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が定める期間（Ｘｉに係る料金その他の債務（この約 

款の規定により、支払いを要することとなったＸｉに係る料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この

条、第 74 条の２（利用者登録）及び第 77 条（電気通信事業者への情報の通知）において同じとします。）を支払わないときは、

その料金その他の債務が支払われるまでの間）、そのＸｉサービスの利用を停止することがあります。 

  (1)～(2)（略） 

  (3) 第 13 条（一般契約者の氏名等の変更の届出）、第 21 条（その他の提供条件）、第 21 条の７（その他の提供条件）及

び第 21 条の７の６（その他の提供条件）の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判

明したとき。 

  (4)～(11)（略） 

 ２～３ （略） 

 

 

第９章  通信 

 

       第１節 通信の種類等 

 

  （通信の種類等） 

 第 42 条 通信には、次の種類があります。 

    ただし、Ｘｉユビキタスに係る通信の種類は、データ通信モード及びショートメッセージ通信モードに、Ｘｉ特定接続に係る通信の種

類はデータ通信モード（128k 通信モードを除きます。）に限ります。 

 ４ （略） 

 ５ 当社は、付加機能を提供しているＸｉに係る名義変更があった場合において、その付加機能に関して別表２に別段の定めがあると

きは、第 14 条（一般契約に係る名義変更）、第 21 条（その他の提供条件）、第 21 条の７（その他の提供条件）、第 21 条

の７の６（その他の提供条件）、第 21 条の 14（その他の提供条件）又は第 21 条の 19（その他の提供条件）の規定にかかわ

らず、その付加機能を廃止します。 

 ６～９ （略） 

 

 

 （注１）（略） 

 （注２）本条第４項に規定する当社が別に定めるものは、別表２（付加機能）に規定するｉモード機能（別表２に規定するｉモー

ド電子メールのメールアドレス保管を行っている場合であって、基本機能及びアクセス制限に係るものに限ります。）、遠隔管理機能

及び sp モード機能（別表２に規定する sp モード電子メールのメールアドレス保管を行っている場合に限ります。）とします。 

 

 

第６章～第７章 （略） 

 

第８章  利用中止等 

 

  （利用中止） 

 第 40 条 当社は、次の場合には、Ｘｉサービスの利用を中止することがあります。 

  (1)～(2)（略） 

  (3) 第 10 条（契約者識別番号）第３項、第 21 条（その他の提供条件）、第 21 条の５（契約者識別番号）第２項、第 21

条の７の６（その他の提供条件）、第 21 条の 14（その他の提供条件）、第 21 条の 19（その他の提供条件）、第 25 条

（契約者識別番号）第２項若しくは第 3 項又は第 62 条（修理又は復旧）の規定により、契約者識別番号を変更するとき。 

 ２～３ （略） 

 

  （利用停止） 

第 41 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が定める期間（Ｘｉに係る料金その他の債務（この約 

款の規定により、支払いを要することとなったＸｉに係る料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この

条、第 74 条の２（利用者登録）及び第 77 条（電気通信事業者への情報の通知）において同じとします。）を支払わないときは、

その料金その他の債務が支払われるまでの間）、そのＸｉサービスの利用を停止することがあります。 

  (1)～(2)（略） 

  (3) 第 13 条（一般契約者の氏名等の変更の届出）、第 21 条（その他の提供条件）、第 21 条の７（その他の提供条件）、

第 21 条の 1４（その他の提供条件）、第 21 条の７の６（その他の提供条件）及び第 21 条の 19（その他の提供条件）の

規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。 

  (4)～(11)（略） 

 ２～３ （略） 

 

 

第９章  通信 

 

       第１節 通信の種類等 

 

  （通信の種類等） 

 第 42 条 通信には、次の種類があります。 

    ただし、Ｘｉユビキタスに係る通信の種類は、データ通信モード及びショートメッセージ通信モードに、Ｘｉ特定接続に係る通信の種

類はデータ通信モード（128k 通信モードを除きます。）に限ります。 
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種     類 内               容 

（略） （略） 

データ通信モード (1) （略） 

(2) パケット交換方式により 1Mb/s 以下で符号の伝送を行うためのもの（1M 通信

モード） 

(3) （略） 

（略） （略） 

 ２～３ （略） 

 ４ 前項に規定する災害等の情報は、第 12 条（Ｘｉの利用の一時中断) 、第 12 条の２（Ｘｉの電話番号保管）、第 21 条（そ

の他の提供条件）、第 21 条の７（その他の提供条件）、第 21 条の７の６（その他の提供条件）若しくは第 41 条（利用停

止）の規定にかかわらず、利用の一時中断をしている場合又は利用停止されている場合であっても受信することができます。 

 

 ５ （略） 

 （注１）～（注２）（略） 

 

 第 43 条～第 44 条 （略） 

 

        第２節 通信利用の制限 

 

  （通信利用の制限） 

 第 45 条 Ｘｉサービス、ＦＯＭＡサービス、ＪＷＳＩＭサービス、ＪＷＳＩＭ－０サービス及び回線卸Ｘｉ及び回線卸ＦＯＭＡ

（卸携帯電話サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）に係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を

接続することができないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある

場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び

公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表５（通信の優先的取扱いに係る機関名）に掲

げる機関に提供しているＸｉサービス（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。）以外のものによる通信の利用を中

止する措置（特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。）をとることがあります。 

 ２～８ （略） 

 （注１）（略） 

 （注２）料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(6)の３、(13)、(15)又は(20)の規定に係る通信（通話モードによるもの

に限ります。）は、通信のふくそう状況によって、その規定の適用を受けていない通信と比べ通信の利用を中止する措置が異なること

があります。 

 

  （通信の切断） 

 第 46 条 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。 

 ２ 当社は、前項の規定によるほか、料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(6)の３、(13)、(15)又は(20)の規定に係る

通信（通話モードによるものに限ります。）について、その契約者回線からの通信の利用が当社が定める時間を超えたときは、その通信

を切断することがあります。 

 

        第３節～第４節 （略） 

 

第 10 章  料金等 

 

  第１節 料金及び工事費 

種     類 内               容 

（略） （略） 

データ通信モード (1) （略） 

 

 

(2) （略） 

（略） （略） 

 ２～３ （略） 

 ４ 前項に規定する災害等の情報は、第 12 条（Ｘｉの利用の一時中断) 、第 12 条の２（Ｘｉの電話番号保管）、第 21 条（そ

の他の提供条件）、第 21 条の７（その他の提供条件）、第 21 条の７の６（その他の提供条件）、第 21 条の 14（その他の提

供条件）、第 21 条の 19（その他の提供条件）若しくは第 41 条（利用停止）の規定にかかわらず、利用の一時中断をしている場

合又は利用停止されている場合であっても受信することができます。 

 ５ （略） 

 （注１）～（注２）（略） 

 

 第 43 条～第 44 条 （略） 

 

        第２節 通信利用の制限 

 

  （通信利用の制限） 

 第 45 条 Ｘｉサービス、ＦＯＭＡサービス、ＪＷＳＩＭサービス、ＪＷＳＩＭ－０サービス及び回線卸Ｘｉ及び回線卸ＦＯＭＡ

（卸携帯電話サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）に係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を

接続することができないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある

場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び

公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表５（通信の優先的取扱いに係る機関名）に掲

げる機関に提供しているＸｉサービス（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。）以外のものによる通信の利用を中

止する措置（特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。）をとることがあります。 

 ２～８ （略） 

 （注１）（略） 

 （注２）Ｘｉに係る通信（通話モードによるものに限ります。）、又は料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(13)のア、

(15)若しくは(20)の規定に係る通信（通話モードによるものに限ります。）は、通信のふくそう状況によって、その規定の適用を受け

ていない通信と比べ通信の利用を中止する措置が異なることがあります。 

 

  （通信の切断） 

 第 46 条 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。 

 ２ 当社は、前項の規定によるほか、Ｘｉに係る通信（通話モードによるものに限ります。）又は料金表第１表第３（通信料）の１ 

（適用）の(13)のア、(15)若しくは(20)の規定に係る通信について、その契約者回線からの通信の利用が当社が定める時間を超え

たときは、その通信を切断することがあります。 

 

        第３節～第４節 （略） 

 

第 10 章  料金等 

 

  第１節 料金及び工事費 
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  （料金及び工事費） 

 第 48 条 当社が提供するＸｉの料金は、基本使用料、付加機能使用料、通信料、定期契約等（定期契約、Ｘｉユビキタス定期契

約をいいます。以下同じとします。）に係る解約金、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料及び請求書等の発行に関する料金と

し、料金表第１表（料金）に定めるところによります。 

 ２～５ （略）  

 

  第２節（略） 料金及び工事費 

 

 

第 13 章 雑則 

 

 第 65 条 （略） 

 

  （データ量到達通知） 

 第 66 条 当社は、Ｘｉ契約者から請求があったときは、Ｘｉの契約者回線との間の通信（当社が別に定めるものに限ります。以下この

条において同じとします。）に関する課金対象データ量の概算量（当社が別に定める方法により算定した量とし、料金月単位で累計す

るものとします。以下この条において同じとします。）が当社が別に定める量を超えたときに、そのＸｉ契約者へその旨を通知（以下「デ

ータ量到達通知」といいます。）します。 

 ２ 当社は、指定先Ｘｉに係るＸｉ契約者から前項に規定する請求があったときは、その指定先Ｘｉの契約者回線との間の通信に関

する課金対象データ量の概算量に、その指定先Ｘｉに係る指定元Ｘｉの契約者回線との間の通信に関する課金対象データ量の概

算量を合算して得た課金対象データ量の概算量が当社が別に定める量を超えたときに、そのＸｉ契約者へデータ量到達通知を行いま

す。 

 ３ データ量到達通知は、当社が定める方法により行います。 

 

 第 67 条～第 74 条 （略） 

 

  （利用者登録） 

 第 74 条の２ Ｘｉ契約者は、当社が定める方法により、その契約に係るＸｉサービスを主に利用する者の登録（以下「利用者登録」

といいます。）を行うことができます。この場合において、利用者登録により当社に登録される者（以下「登録利用者」といいます。）の

情報は、登録利用者の氏名及び生年月日とします。 

 ２～５ （略） 

 ６ Ｘｉ契約者は、そのＸｉ契約者以外の者を登録利用者として利用者登録を行うときは、次の事項についてあらかじめ登録利用者と

なる者の承諾を得ていただきます。この場合において、当社はＸｉ契約者が登録利用者の承諾を得ていないことに起因する損害につい

て、一切の責任を負いません。 

  (1)～(2)（略） 

  (3) Ｘｉ契約者が、そのＸｉサービスに関する料金その他の債務を支払わないとき（第 58 条の２（債権の譲渡等）の規定により、

当社がＸｉサービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがない時

を含みます。）は、第 41 条（利用停止）の規定に基づきＸｉサービスの利用を停止されることがあること、又は第 16 条（当社が

行う一般契約の解除）、第 21 条（その他の提供条件）、第 21 条の７（その他の提供条件）及び第 21 条の 7 の 6（その他

の提供条件）の規定に基づきＸｉサービスに係る契約を解除されることがあること。 

 

  (4)～(7)（略） 

 ７～９ （略） 

  

 

 

 （注）（略） 

 

  （料金及び工事費） 

 第 48 条 当社が提供するＸｉの料金は、基本使用料、付加機能使用料、通信料、定期契約等（定期契約、第 1 種Ｘｉユビキタス 

定期契約及び第２種Ｘｉユビキタス定期契約をいいます。以下同じとします。）に係る解約金、手続きに関する料金、ユニバーサルサ

ービス料及び請求書等の発行に関する料金とし、料金表第１表（料金）に定めるところによります。 

 ２～５ （略）  

 

  第２節（略） 料金及び工事費 

 

 

第 13 章 雑則 

 

 第 65 条 （略） 

 

  （データ量到達通知） 

 第 66 条 当社は、Ｘｉ契約者から請求があったときは、Ｘｉの契約者回線との間の通信（当社が別に定めるものに限ります。以下この

条において同じとします。）に関する課金対象データ量の概算量（当社が別に定める方法により算定した量とし、料金月単位で累計す

るものとします。以下この条において同じとします。）が当社が別に定める量を超えたときに、その契約者へその旨を通知（以下「データ

量到達通知」といいます。）します。 

 ２ 前項の規定によるほか、当社は、共有代表回線（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(8)の３に規定するものをいい

ます。）に係るＸｉ契約者から請求があったときは、そのＸｉに係る共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の契約

者回線との間の通信に関する課金対象データ量の合計の概算量が当社が別に定める量を超えたときに、そのＸｉ契約者へデータ量到

達通知を行います。 

 ３ データ量到達通知は、当社が定める方法により行います。 

 

 第 67 条～第 74 条 （略） 

 

  （利用者登録） 

 第 74 条の２ Ｘｉ契約者は、当社が定める方法により、その契約に係るＸｉサービスを主に利用する者の登録（以下「利用者登録」

といいます。）を行うことができます。この場合において、利用者登録により当社に登録される者（以下「登録利用者」といいます。）の

情報は、登録利用者の氏名及び生年月日とします。 

 ２～５ （略） 

 ６ Ｘｉ契約者は、そのＸｉ契約者以外の者を登録利用者として利用者登録を行うときは、次の事項についてあらかじめ登録利用者と

なる者の承諾を得ていただきます。この場合において、当社はＸｉ契約者が登録利用者の承諾を得ていないことに起因する損害につい

て、一切の責任を負いません。 

  (1)～(2)（略） 

  (3) Ｘｉ契約者が、そのＸｉサービスに関する料金その他の債務を支払わないとき（第 58 条の２（債権の譲渡等）の規定により、

当社がＸｉサービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがない時

を含みます。）は、第 41 条（利用停止）の規定に基づきＸｉサービスの利用を停止されることがあること、又は第 16 条（当社が

行う一般契約の解除）、第 21 条（その他の提供条件）、第 21 条の７（その他の提供条件）、第 21 条の 7 の 6（その他の

提供条件）、第 21 条の 13（当社が行う第２種Ｘｉユビキタス一般契約の解除）、第 21 条の 19（その他の提供条件）の規

定に基づきＸｉサービスに係る契約を解除されることがあること。 

  (4)～(7)（略） 

 ７～９ （略） 

 10 第４項の規定によるほか、料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(8)の３に定める共有回線群を構成するＸｉに係る

契約者は、料金表第１表第３（通信料）の１の(8)の３に定める共有代表回線からの請求に基づき、契約者に係る課金対象デー

タの情報を当社が共有代表回線に係る契約者へ通知することにあらかじめ同意するものとします。 

 （注）（略） 
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 第 75 条～第 76 条 （略） 

 

  （電気通信事業者への情報の通知） 

 第 77 条 Ｘｉ契約者は、第 15 条（一般契約者が行う一般契約の解除）、第 16 条（当社が行う一般契約の解除）、第 21 条

（その他の提供条件）、第 21 条の６（契約者が行うＸｉユビキタス一般契約の解除）、第 21 条の 7（その他の提供条件）又は

第 21 条の 7 の 6（その他の提供条件）の規定に基づき契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合（第 58 条

の２（債権の譲渡等）の規定により、当社がＸｉサービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、そ

の請求事業者への支払いがないときを含みます。）は、当社以外の電気通信事業者（当社が別に定める携帯電話事業者、ＰＨＳ

事業者及びＢＷＡ事業者（ＢＷＡアクセスサービスの役務を提供する電気通信事業者をいいます。）とします。）からの請求に基づ

き、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報（Ｘｉ契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に

関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。 

  

 

２ 前項の規定によるほか、Ｘｉ契約者は、次のいずれかに該当するときは、当社以外の電気通信事業者（当社が別に定める携帯電話

事業者及びＰＨＳ事業者とします。）からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及び生年月日等の情報（Ｘｉ契約者を

特定するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。 

  (1) 第16条、第21条又は第21条の７の規定により当社がそのＸｉ契約を解除したとき（第70条（利用に係る契約者の義務）

第２項又は第３項の規定に違反したと当社が認めた場合に限ります。）。 

  (2) （略） 

 ３～４ （略） 

 （注）（略） 

 

 

第 14 章 （略） 

 

通則 

１～15 （略） 

 

 

 

 

16～17 （略） 

 

 

 

 

18 （略） 

（料金等の支払い） 

19 契約者は、料金及び工事費について、第 24 項に規定する場合を除き、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合に

おいて、Ｘｉ契約者は、その料金及び工事費（第 58 条の２（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したもの

を除きます。）について、当社が指定するＸｉサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。 

20 当社は、契約者に係る奇数月の請求額情報が、当社が別に定める額に満たない場合は、その暦月と翌暦月の料金を、まとめて請

求するものとし、契約者は所定の期日までに支払っていただきます。 

   ただし、契約者から 1 月毎の支払いを希望する申出があった場合は、この限りではありません。 

21～24 （略） 

（注１）第 20 項の当社が別に定める額は、当社のインターネットホームページに定めるところによります。 

（注２）当社は、第 24 項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係のＸｉサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨

 

 第 75 条～第 76 条 （略） 

 

  （電気通信事業者への情報の通知） 

 第 77 条 Ｘｉ契約者は、第 15 条（一般契約者が行う一般契約の解除）、第 16 条（当社が行う一般契約の解除）、第 21 条

（その他の提供条件）、第 21 条の６（契約者が行う第１種Ｘｉユビキタス一般契約の解除）、第 21 条の 7（その他の提供条

件）、第 21 条の 7 の 6（その他の提供条件）、第 21 条の 12（契約者が行う第２種Ｘｉユビキタス一般契約の解除）、第 21

条の 13（当社が行う第２種Ｘｉユビキタス一般契約の解除）又は第 21 条の 19（その他の提供条件）の規定に基づき契約を解

除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合（第 58 条の２（債権の譲渡等）の規定により、当社がＸｉサービスの料金

その他の債務に係る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないときを含みます。）は、当社以外

の電気通信事業者（当社が別に定める携帯電話事業者、ＰＨＳ事業者及びＢＷＡ事業者（ＢＷＡアクセスサービスの役務を提

供する電気通信事業者をいいます。）とします。）からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等

の情報（Ｘｉ契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。）を当社が

通知することにあらかじめ同意するものとします。 

 ２ 前項の規定によるほか、Ｘｉ契約者は、次のいずれかに該当するときは、当社以外の電気通信事業者（当社が別に定める携帯電

話事業者及びＰＨＳ事業者とします。）からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及び生年月日等の情報（Ｘｉ契約

者を特定するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。 

  (1) 第 16 条、第 21 条、第 21 条の７、第 21 条の 13 又は第 21 条の 19 の規定により当社がそのＸｉ契約を解除したとき（第

70 条（利用に係る契約者の義務）第２項又は第３項の規定に違反したと当社が認めた場合に限ります。）。 

  (2) （略） 

 ３～４ （略） 

 （注）（略） 

 

 

第 14 章 （略） 

 

通則 

１～15 （略） 

16 当社は、第11項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＸｉに係る料金等が、口座振替又はクレジ

ット払いにより当社が定める期日までに支払われたことを当社が確認したときは、そのＸｉに係る料金等から 20 円を減額します。この

場合において、料金表の適用による場合は、適用した後の料金の額から減額します。 

 ただし、前項の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発行を受けたときはこの限りでありません。 

17～18 （略） 

19 前項の規定により電子媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃止があったときは、その廃止があった日を含む暦月までのそのＸ

ｉに係る料金等を、第 16 項に規定する減額の対象とします。 

    ただし、歴月の初日におけるＸｉ契約の解除により電子媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃止があったときは、その廃止

があった日を含む暦月の前暦月までのそのＸｉに係る料金等を、第 16 項に規定する減額の対象とします。 

20 （略） 

（料金等の支払い） 

21 Ｘｉ契約者は、料金及び工事費について、第 23 項に規定する場合を除き、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場

合において、Ｘｉ契約者は、その料金及び工事費（第 58 条の２（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者へ譲渡した

ものを除きます。）について、当社が指定するＸｉサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。 

 

 

 

22～25 （略） 

 

（注）当社は、第 25 項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係のＸｉサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を
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を周知します。 

 

 

 

第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービス 

の料金を除きます。） 

 

第１ 基本使用料 

１ 適用 

基 本 使 用 料 の 適 用 

(1) Ｘｉの基本使 

用料の適用 

ア Ｘｉの基本使用料には、次の料金種別があります。 

(ア) 一般契約に係るもの 

 区   分 基本使用料の料金種別 

Ｘｉ 総合利用 

プラン 

ギガホ 

ギガライト 

ケータイプラン 

データ専用

プラン 

データプラス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）定期契約に係るもの 

  区   分 基本使用料の料金種別 

Ｘｉ 総合利用 

プラン 

ギガホ 

ギガライト 

ケータイプラン 

データ専用

プラン 

データプラス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周知します。 

 

 

 

第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービス 

の料金を除きます。） 

 

第１ 基本使用料 

１ 適用 

基 本 使 用 料 の 適 用 

(1) Ｘｉの基本使 

用料の適用 

ア Ｘｉの基本使用料には、次の料金種別があります。 

(ア) 一般契約に係るもの 

 区   分 基本使用料の料金種別 

Ｘｉ 総合利用 

プラン 

Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 

Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ） 

Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 

Ｘｉカケホーダイライトプラン 

Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ） 

Ｘｉシンプルプラン 

データ専用

プラン 

Ｘｉデータプラン（スマホ／タブ） 

Ｘｉデータプラン（ＳＩＭフリー） 

Ｘｉデータプラン（ルーター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）定期契約に係るもの 

 区   分 基本使用料の料金種別 

Ｘｉ 総 合 利 用

プラン 

Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 

Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ） 

Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 

Ｘｉカケホーダイライトプラン 

Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ） 

Ｘｉシンプルプラン 

データ専用

プラン 

Ｘｉデータプラン（スマホ／タブ） 

Ｘｉデータプラン（ＳＩＭフリー） 

Ｘｉデータプラン（ルーター） 
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イ Ｘｉ契約者は、アのいずれかの基本使用料の料金種別を選択していただきます。 

   ただし、次のいずれかに該当する場合は、その基本使用料の料金種別を選択することができません。 

(ア) そのＸｉが、総合利用プランを選択する場合であって、別表２（付加機能）に規定するｉモー

ド機能の提供を受けているとき。 

 

 

(イ) そのＸｉが、データ専用プランを選択する場合であって、別表２に規定する通信中着信機能、留

守番電話及び不在案内機能、ｉモード機能、自動着信転送機能、着信短縮ダイヤル機能又は通

話録音機能の提供を受けているとき。 

 

 

 

(ウ) そのＸｉが、ケータイプランを選択する場合であって、当社が別に定める端末設備を利用していな

いと当社が認めたとき。 

 

 

 

ウ～エ （略） 

オ エに規定する場合を除き、Ｘｉ契約に係る基本使用料については、通則第３項（料金の計算方法

等）及び第４項の規定にかかわらず、日割しません。 

カ ギガライトに係る基本使用料は、１の暦月における累計の課金対象デ－タ量（以下「累計課金対

象データ量」といいます。）に応じて２（料金額）の２－１に規定するステップ（以下「データ量ステッ

プ」といいます。）に係る額を適用します。 

キ ギガライトに係る基本使用料について、第３（通信料）１（適用）の（7）の規定により、定額上

限データ量へ繰越データ量の加算があったときは、２（料金額）の２－１に規定するデータ量ステップ

について、同表中「１GB」を「１GB に繰越データ量を加算したデータ量」に、「３GB」を「３GB に繰越

データ量を加算したデータ量」に、「５GB」を「５GB に繰越データ量を加算したデータ量」に、「７GB」を

「７GB に繰越データ量を加算したデータ量」に、それぞれ読み替えて適用します。 

ク 同一暦月内において、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結又は一般契約の解除と同

時に新たに定期契約を締結した場合であって、新たに契約を締結したＸｉの基本使用料の料金種別

が、契約の解除があったＸｉの基本使用料の料金種別と同一であるときは、その契約の解除があった

暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。 

ケ データ専用プラン若しくはケータイプランからギガホ若しくはギガライトへ基本使用料の料金種別を変更

又はデータ専用プラン若しくはケータイプランに係るＸｉ契約の解除と同時に新たにギガホ若しくはギガラ

イトに係るＸｉ契約を締結したときは、その基本使用料の料金種別の変更又はＸｉ契約の締結のあ

った日を含む暦月の基本使用料について、継続してギガホ又はギガライトの選択があったものとみなし

て、２（料金額）に規定する額を適用します。 

コ FOMA サービス契約約款に規定する FOMA 契約の解除と同時に新たに総合利用プランに係るＸｉ

契約を締結したときは、そのＸｉ契約の締結のあった日を含む暦月の基本使用料について、継続して

総合利用プランの選択があったものとみなして、２（料金額）に規定する額を適用します。 

サ 当社は、指定元Ｘｉについて、その指定元Ｘｉに係る指定先Ｘｉが次のいずれかに該当することが

判明したときは、当社がそのことを確認した日において、その指定元Ｘｉに係る基本使用料の料金種

別をデータ専用プランからギガライトへ変更します。 

（ア）契約の解除があったとき 

（イ）基本使用料の料金種別がギガホ又はギガライト以外となったとき 

（ウ）電話番号保管があったとき 

シ 当社は、Ｘｉ契約者から、基本使用料の料金種別の変更又はＸｉ契約の締結による総合利用プ

ラン又はデータ専用プランの選択と同時に、その料金の適用に係る申出があったとき（そのＸｉ契約者

イ Ｘｉ契約者は、アのいずれかの基本使用料の料金種別を選択していただきます。 

   ただし、次のいずれかに該当する場合は、その基本使用料の料金種別を選択することができません。 

(ア) そのＸｉが、Ｘｉカケホーダイライトプラン又はＸｉシンプルプランを選択する場合であって、第３

（通信料）の１（適用）の(8)の２に規定するデータ定額パック（Ｘｉカケホーダイライトプランを

選択する場合はケータイパックを除きます。以下この欄において同じとします。）のいずれかを選択して

いないとき。 

(イ) そのＸｉ（ケータイパックの適用を受けていない場合に限ります。）が、Ｘｉカケホーダイライトプラ

ン又はＸｉシンプルプランを選択する場合及び共有対象回線（第３（通信料）の１（適用）の

(8)の３に規定するものをいいます。）となる場合であって、その共有回線群（第３（通信料）の

１（適用）の(8)の３に規定するものをいいます。）に係る共有代表回線（第３（通信料）の

１（適用）の(8)の３に規定するものをいいます。）の契約者がデータ定額パックのいずれかを選択

していないとき。 

(ウ) そのＸｉが、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）を選択する場合であって、当社が別に定め

る端末設備を利用していないと当社が認めたとき。 

ウ イの規定にかかわらず、別表２（付加機能）に規定する通信中着信機能、留守番電話及び不在

案内機能、ｉモード機能、自動着信転送機能、着信短縮ダイヤル機能又は通話録音機能の提供を

受けているときは、データ専用プランに係る基本使用料の料金種別を選択できません。 

エ～オ （略） 

カ オに規定する場合を除き、Ｘｉ契約に係る基本使用料については、通則第３項（料金の計算方法

等）及び第４項の規定にかかわらず、日割しません。 
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からの最初の申出であると当社が認める場合に限ります。）は、その申出のあった日を含む暦月及びそ

の前暦月（以下この欄において「当該暦月」といいます。）におけるデータ通信モードに係る通信（当

社が別に定める通信を除きます。以下この欄において同じとします。）について、当社が定める方法によ

り、その総合利用プラン（データ専用プランを選択したときはギガライトとします。）の選択があったものと

みなして料金を算定します。この場合において、その前暦月におけるその通信に係る料金額がその算定

額を超える場合は、その料金額と算定額の差額の支払いを要しないものとし、その額を返還します。 

ス シの規定によるほか、当社は、ＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結したＸｉ契約

者から、そのＸｉ契約の締結及び総合利用プラン若しくはデータ専用プランの選択と同時に、その料金

の適用に係る申出があったとき（その契約者からの最初の申出であると当社が認める場合に限りま

す。）は、当該暦月におけるデータ通信モード及びパケット通信モード（ＦＯＭＡサービス契約約款に

規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）に係る通信について、当社が定める方法

により、その総合利用プラン（データ専用プランを選択したときはギガライトとします。）の選択があったも

のとみなして料金を算定します。この場合において、その前暦月におけるその通信に係る料金額がその

算定額を超える場合は、その料金額と算定額の差額の支払いを要しないものとし、その額を返還しま

す。 

セ 当社は、シ又はスに規定する申出があった場合において、そのＸｉがケ又はコの適用を受けるときは、

その申出のあった日を含む暦月の前暦月におけるデータ通信モードに係る通信に限り、シ又はスの規定

を適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソ Ｘｉ契約者は、一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結、定期契約の解除と同時に新たに

一般契約を締結、総合利用プランに係る定期契約の解除と同時に新たにデータ専用プランに係る定

期契約を締結、データ専用プランに係る定期契約の解除と同時に新たに総合利用プランに係る定期

契約を締結又は基本使用料の料金種別を変更する場合であって、当該月におけるＸｉ契約の締結

及び料金種別の変更の合計回数が当社が別に定める回数を超えるときは、第５（手続きに関する料

金）に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 定額データプランスタンダード、定額データプラン HIGH-SPEED、定額データプランスタンダード２、定

額データプランフラット又は定額データプラン 128Ｋ（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをい

います。以下「定額データプラン」といいます。）に係るＦＯＭＡの一般契約者又は２年定期契約者

が、その契約の解除と同時に新たにデータ専用プランに係るＸｉ契約を締結したときは、その契約の解

除に係る定額データプランのＦＯＭＡ及び新たに締結したデータ専用プランに係るＸｉの当該暦月の

基本使用料について、当社が定める方法により、当社がＸｉサービスを継続して提供したものとみなし

て計算した額を適用します。 

ク Ｘｉ契約者が、同一暦月内において、料金種別を変更したときは、その変更があった暦月は基本使

用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。 

ケ 同一暦月内において、Ｘｉ契約（総合利用プランに係るものに限ります。）の解除と同時に新たに

Ｘｉ契約（データ専用プランに係るものに限ります。）を締結又はＸｉ契約（データ専用プランに係る

ものに限ります。）の解除と同時に新たにＸｉ契約（総合利用プランに係るものに限ります。）を締結

したときは、その変更があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用しま

す。 

コ 同一暦月内において、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結又は一般契約の解除と同

時に新たに定期契約を締結したときは、その契約の解除があった暦月は基本使用料の料金額が高い

料金種別の料金額のみを適用します。 

サ 同一暦月内において、ＦＯＭＡに係る第２種契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結したとき

は、その契約の解除があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用しま

す。 

シ Ｘｉ契約者は、一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結、定期契約の解除と同時に新た

に一般契約を締結、総合利用プランに係る定期契約の解除と同時に新たにデータ専用プランに係る定

期契約を締結、データ専用プランに係る定期契約の解除と同時に新たに総合利用プランに係る定期

契約を締結、フリーコースを選択若しくは廃止又は基本使用料の料金種別を変更する場合であって、

当該月におけるＸｉ契約の締結、フリーコースの選択若しくは廃止及び料金種別の変更の合計回数

が当社が別に定める回数を超えるときは、第５（手続きに関する料金）に規定する手続きに関する料

金の支払いを要します。 

ス アの表に規定するＸｉデータプラン（ルーター）は、当社が定める端末設備を利用する場合において

適用されます。 

セ Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ）、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）又はＸｉデータプラン
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タ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チ 当社は、同一暦月内において、Ｘｉ契約者から基本使用料の料金種別を変更する請求があったとき

は、その請求があった日を含む暦月の翌暦月から適用する場合があります。（注 1）当社は、１の

セッション（当社が通信をできる状態にした時刻から起算してその通信を切断した時刻までの間をい

います。）の設定中に基本使用料の料金種別の変更があったときは、当社が定める方法により料金

を算定するものとします。 

（注 2）契約者は、当社がシ又はスに規定する料金の算定をするまでの間、当該暦月におけるパケット

通信モード又はデータ通信モードに係る通信に関する料金の支払いを要します。 

(1)の２ Ｘｉユビキ

タスの基本使用料

の適用 

ア Ｘｉユビキタスの基本使用料には、次の料金種別があります。 

  

 (ア) Ｘｉユビキタス一般契約に係るもの 

    表（略） 

 (イ) Ｘｉユビキタス定期契約に係るもの 

表（略） 

 

 

 

 

 

 

 

（ルーター）に係るＸｉの契約者回線に、当社が定める端末設備以外のものが接続されていることを

当社が確認したときは、当社がその確認をした日を含む暦月の基本使用料に 500 円を加算します。こ

の場合において、当社は暦月の初日から末日までの間において、Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ）、

Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）又はＸｉデータプラン（ルーター）が選択されているものとみ

なしてこの規定を適用します。 

   ただし、オの規定により基本使用料を日割するときは、 500 円を日割して適用します。 

ソ Ｘｉシンプルプランに係るＸｉの契約者回線に、次表に定める端末設備が接続されていることを当社

が確認したときは、当社がその確認をした日を含む暦月の基本使用料に次表に規定する区分に応じた

料金額(対象外機種利用料といいます。以下この欄において同じとします。）を加算します。 

   ただし、オの規定により基本使用料を日割するときは、対象外機種利用料を日割して適用します。 

区  分 料 金 額 

当社が定める端末設備のうち当社がタブレットとして取

り扱うもの 

720 円 

当社が定める端末設備のうち当社がルーターとして取

り扱うもの 

220 円 

タ （略） 

チ ＦＯＭＡに係る第１種契約（総合利用プランに限ります。）又はＦＯＭＡに係る第２種契約

（限定利用プランに限ります。）の解除と同時に新たにＸｉ契約（総合利用プランに限ります。）を

締結（その契約者との最初の締結であると当社が認める場合に限ります。）する場合は、その締結が

あった日を含む暦月について、ＦＯＭＡに係る第１種契約又はＦＯＭＡに係る第２種契約の基本

使用料の支払いを要しません。 

ツ ＦＯＭＡに係る第１種契約（データ専用プランに限ります。）の解除と同時に新たにＸｉ契約（デ

ータ専用プランに限ります。）を締結（その契約者との最初の契約であると当社が認める場合であっ

て、その契約の締結と同時に第３（通信料）１（適用）の８の(2)に規定するデータ定額パックの

選択又は第３（通信料）１（適用）の８の(3)に共有代表回線とのデータ定額共有の選択があっ

たときに限ります。）する場合は、その締結があった日を含む暦月について、ＦＯＭＡに係る第１種契

約の基本使用料の支払いを要しません。 

テ 当社は、同一暦月内において、Ｘｉ契約者から料金種別を変更の請求があったときは、その請求が

あった日を含む暦月の翌暦月から適用する場合があります。 

 

(1)の２ Ｘｉユビキ

タスの基本使用料

の適用 

ア Ｘｉユビキタスの基本使用料には、次の料金種別があります。 

 (ア) 第１種Ｘｉユビキタス契約に係るもの 

   ① 第 1 種Ｘｉユビキタス一般契約に係るもの 

    表（略） 

   ② 第１種Ｘｉユビキタス定期契約に係るもの 

表（略） 

 (イ) 第２種Ｘｉユビキタス契約に係るもの 

   ① 第２種Ｘｉユビキタス一般契約に係るもの 

区  分 基本使用料の料金種別 

Ｘｉユビキタス Ｘｉデバイスプラス 300 

Ｘｉデバイスプラス 500 

   ② 第２種Ｘｉユビキタス定期契約に係るもの 
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イ～ウ （略） 

 

 

 

エ～オ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 基本使用料の料金種別 

Ｘｉユビキタス Ｘｉデバイスプラス 500 

イ～ウ （略） 

エ 第２種Ｘｉユビキタス契約者は、その契約の締結があった日を含む暦月から起算して契約の解除

（当社が別に定める場合を除きます。）があった日を含む暦月までの期間について、２（料金額）に

規定する料金の支払いを要します。 

オ～カ （略） 

キ 暦月の初日以外に第２種Ｘｉユビキタス契約を締結（当社が提供する電気通信サービスに係る契

約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）したときは、その契約の締結があった暦月の基本

使用料について、エの規定にかかわらず、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に

準じて、その契約の締結があった日から当該暦月の末日までの日数に応じて日割します。 

ただし、当該暦月の末日までに基本使用料の料金種別の変更又は契約の解除があったときは、キの

規定を適用します。 

ク キに規定する場合を除き、第２種Ｘｉユビキタス契約に係る基本使用料については、通則第３項

（料金の計算方法等）及び第４項の規定にかかわらず、日割しません。 

ケ アの表に規定するＸｉデバイスプラス 300 又はＸｉデバイスプラス 500 は、当社が定める端末設備

を利用する場合において適用されます。 

コ Ｘｉデバイスプラス 300 又はＸｉデバイスプラス 500 に係るＸｉユビキタスの契約者回線に、次表

に定める端末設備が接続されていることを当社が確認したときは、当社がその確認をした日を含む歴月

の基本使用料に次表に規定する区分に応じた料金額(対象外機種利用料といいます。以下同じとし

ます。）を加算します。 この場合において、当社は歴月の初日から末日までの間において、Ｘｉデバイ

スプラス 300 又はＸｉデバイスプラス 500 が選択されているものとみなしてこの規定を適用します。 

   ただし、キの規定により基本使用料を日割するときは、対象外機種利用料を日割して適用します。 

区   分 
Ｘ ｉ デ バ イ ス プ ラ ス 

300 

Ｘ ｉ デバイ スプ ラス 

500 

当社が定めるインターネットホームページにおいて

Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）向けに

区分されるもの 

3,400 円 

( 3,672 円) 

2,700 円 

( 2,916 円) 

当社が定めるインターネットホームページにおいて

Ｘｉデータプラン（ルーター）向けに区分される

もの 

2,900 円 

( 3,132 円) 

2,200 円 

( 2,376 円) 

当社が定めるインターネットホームページにおいて

Ｘｉデバイスプラス 500 向けに区分されるもの 

700 円 

( 756 円) ― 

上記以外のもの 3,400 円 

( 3,672 円) 

2,700 円 

( 2,916 円) 

サ 当社は、コに規定する端末設備について区分の変更又は端末設備の追加を行うときは、個別に通知

する方法又は当社が定めるインターネットホームページに掲示する方法により説明します。 

シ キの規定により基本使用料を日割するときは、対象外機種利用料を日割して加算します。 

ス 第２種Ｘｉユビキタス契約者が、同一暦月内において、料金種別を変更したときは、その変更があっ

た暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。 

セ 同一暦月内において、第２種Ｘｉユビキタス定期契約の解除と同時に新たに第２種Ｘｉユビキタス

一般契約を締結又は第２種Ｘｉユビキタス一般契約の解除と同時に新たに第２種Ｘｉユビキタス

定期契約を締結したときは、その契約の解除があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の

料金額のみを適用します。 
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カ Ｘｉユビキタス契約者は、Ｘｉユビキタス一般契約の解除と同時に新たにＸｉユビキタス定期契約を

締結、Ｘｉユビキタス定期契約の解除と同時に新たにＸｉユビキタス一般契約を締結又は基本使用

料の料金種別を変更する場合であって、当該月におけるＸｉユビキタス契約の締結及び料金種別の

変更の合計回数が当社が別に定める回数を超えるときは、第５（手続きに関する料金）に規定する

手続きに関する料金の支払いを要します。 

 

 

キ Ｘｉユビキタス定期契約者は、IoT プラン等（IoT プラン又は IoT プラン HS をいいます。以下同じと

します。）とトランシーバプラン等との間の基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。 

ク （略） 

(2) 身 体障 がい者

等割引（ハーテ割

引）の適用 

ア 身体障がい者等割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、身体障がい者等（身体

障がい者（身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条第４項の規定により、身体

障害者手帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）、知的障がい者（療育手帳制

度について（昭和 48 年厚生省発児第 156 号厚生事務次官通知）により定められた療育手帳制

度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）、精神障がい者

（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第 45 条第２項の

規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）、特定

疾患患者（特定疾患治療研究事業について（昭和48年厚生省衛発242号）に規定される対象

の疾患であることについて各都道府県から証明書（以下特定疾患患者証明書といいます。）の交付

を受けている者をいいます。以下同じとします。）又は指定難病患者（難病の患者に対する医療等に

関する法律（平成 26 年法律第 50 号）第７条第４項の規定により各都道府県から医療受給者

証の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）をいいます。以下同じとします。）が当社と

締結している一般契約のＸｉ又は身体障がい者等を登録利用者として利用者登録が行われている

一般契約のＸｉの基本使用料について、契約者からの選択により次表に規定する額の割引を行うこと

をいいます。 

基本使用料の割引額                （月額） 

1,520 円(税込額 1,641.6 円) 

イ～ク （略） 

 

 

ケ （略） 

(3)～(4)（略） （略） 

ソ 同一暦月内において、第２種ＦＯＭＡユビキタス契約の解除と同時に新たに第２種Ｘｉユビキタス

契約を締結したときは、その契約の解除があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金

額のみを適用します。 

タ 当社は、第１種ＦＯＭＡユビキタス契約（お便りフォトプランフラット、定額ユビキタスプラン、お便りフ

ォトプラン又はお便りフォトプランフルに係るものに限ります。）の解除と同時に新たにＸｉデバイスプラス

500に係るＸｉユビキタス契約を締結（その契約者からの最初の申出であると当社が認める場合に限

ります。）したときは、その契約の解除に係る第１種ＦＯＭＡユビキタスの当該暦月の基本使用料に

ついて、当社が定める方法により、当社がＸｉサービスを継続して提供したものとみなして計算した額を

適用します。 

チ Ｘｉユビキタス契約者は、第１種Ｘｉユビキタス一般契約の解除と同時に新たに第１種Ｘｉユビキ

タス定期契約を締結、第１種Ｘｉユビキタス定期契約の解除と同時に新たに第１種Ｘｉユビキタス

一般契約を締結、第２種Ｘｉユビキタス一般契約の解除と同時に新たに第２種Ｘｉユビキタス定期

契約を締結、第２種Ｘｉユビキタス定期契約の解除と同時に新たに第２種Ｘｉユビキタス一般契約

を締結又は基本使用料の料金種別を変更する場合であって、当該月におけるＸｉユビキタス契約の

締結及び料金種別の変更の合計回数が当社が別に定める回数を超えるときは、第５（手続きに関

する料金）に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 

 

 

ツ （略） 

(2) 身 体障 がい者

等割引（ハーテ割

引）の適用 

ア 身体障がい者等割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、身体障がい者等（身体

障がい者（身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条第４項の規定により、身体

障害者手帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）、知的障がい者（療育手帳制

度について（昭和 48 年厚生省発児第 156 号厚生事務次官通知）により定められた療育手帳制

度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）、精神障がい者

（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第 45 条第２項の

規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）、特定

疾患患者（特定疾患治療研究事業について（昭和48年厚生省衛発242号）に規定される対象

の疾患であることについて各都道府県から証明書（以下特定疾患患者証明書といいます。）の交付

を受けている者をいいます。以下同じとします。）又は指定難病患者（難病の患者に対する医療等に

関する法律（平成 26 年法律第 50 号）第７条第４項の規定により各都道府県から医療受給者

証の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）をいいます。以下同じとします。）が当社と

締結している一般契約のＸｉ又は身体障がい者等を登録利用者として利用者登録が行われている

一般契約のＸｉの基本使用料について、契約者からの選択により次表に規定する額の割引を行うこと

をいいます。 

基本使用料の割引額                （月額） 

1,700 円(税込額 1,836 円) 

イ～ク （略） 

ケ 第３（通信料）の(16)の２に規定する定期一括通信料割引の適用を受けているときは、本割引

を適用しません。 

コ （略） 

(3)～(4)（略） （略） 
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(5) 複数回線複合

割引等の適用を受

けているＸｉに係

る基本使用料割

引（みんなドコモ

割）の適用 

ア 当社は、基本使用料の料金種別がギガホ又はギガライトのＸｉ（以下この欄及び(6)において「ギガ

ホ等Ｘｉといいます。」）が、複数回線複合割引（第 3（通信料）の(13)に規定するものをいいま

す。）の適用を受けている場合であって、そのＸｉが属する割引回線群（第 3 の(13)に規定するもの

をいいます。以下この欄において同じとします。）を構成する割引選択回線（第 3 の(13)に規定する

ものをいい、当社が別に定める基本使用料の料金種別を選択しているＸｉ又はＦＯＭＡであって、

当該暦月において基本使用料の適用を受けているものに限ります。以下この欄において同じとしま

す。）の数が2以上あることを確認したときは、当社がそのことを確認した日を含む暦月におけるそのギガ

ホ等Ｘｉの基本使用料について、その割引選択回線の数に応じて、次表に規定する割引を適用しま

す。 

1 契約ごとに 

区     分 

  基本使用料の割引額       （月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

割引回線群に係る

割引選択回線の数 

２ 500 円(    540 円) 

３以上 1,000 円(  1,080 円) 

イ 当社は、ギガホ等Ｘｉが、定期契約に係る通信料月極割引（第 3（通信料）の(15)に規定する

ものをいいます。）の適用を受けている場合であって、そのＸｉが属する指定割引回線群（第 3 の

(15)に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）を構成するＸｉ等（第3の(15)

に規定するものをいい、当社が別に定める基本使用料の料金種別を選択しているＸｉ又はＦＯＭＡ

であって、当該暦月において基本使用料の適用を受けているものに限ります。以下この欄において同じと

します。）の数が 2 以上あることを確認したときは、当社がそのことを確認した日を含む暦月におけるその

ギガホ等Ｘｉの基本使用料について、そのＸｉ等に応じて、アに規定する割引を適用します。この場

合において、当社は、アの表中「割引回線群に係る割引選択回線の数」を「指定割引回線群に係る

Ｘｉ等の数」と読み替えて適用します。 

ウ (1)の規定により基本使用料を日割するときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の

規定に準じて、アに規定する額を日割して適用します。 

（注）ア及びイに規定する当社が別に定める基本使用料の料金種別は、当社のインターネットホームペ

ージに定めるところによります。 

(6) 特定Ｘｉ等の

Ｘｉに係る基本使

用料割引（光セッ

ト割）の適用 

 

 

 

ア 当社は、ギガホ等Ｘｉが、特定Ｘｉ等（ＩＰ通信網サービス契約約款に規定するものをいいます。

以下この欄において同じとします。）である場合又はそのＸｉが属する複数回線複合割引（第 3

（通信料）の(13)に規定するものをいいます。）に係る割引回線群（第 3 の(13)に規定するものを

いいます。以下この欄において同じとします。）を構成する割引選択回線（第 3 の(13)に規定するも

のをいいます。）に特定Ｘｉ等（ＩＰ通信網サービス契約約款に規定するものをいいます。以下この

欄において同じとします。）がある場合であって、その特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約（契約者回

線の提供を受けているものであって、ＩＰ通信網サービス契約約款に規定する移転等を行っているもの

を除きます。以下この欄において「対象ＩＰ通信網契約」といいます。）に関する基本使用料の料金

種別がドコモ光ミニタイプ（ＩＰ通信網サービス契約約款に規定するものをいいます。以下この欄にお

いて同じとします。）以外であるときは、当社がそのことを確認した日を含む暦月におけるそのギガホ等Ｘ

ｉの基本使用料について、次表に規定する割引を適用します。この場合において、基本利用料の料金

種別がギガライトであるときは、２（料金額）の２－１に規定するデータ量ステップに応じて、次表に

規定する割引を適用します。 

1 契約ごとに 

基本使用料の料金種別 基 本 使 用 料 の 割 引 額   （月額） 
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データ量ステップ 

ギガライト ステップ１ － 

 ステップ２ 500円 

 ステップ３ 1,000円 

 ステップ４ 1,000円 

ギガホ ― 1,000円 

イ 当社は、基本使用料の料金種別がギガホ等Ｘｉが属する定期契約に係る通信料月極割引（第 3

（通信料）の(15)に規定するものをいいます。）に係る指定割引回線群（第 3 の(15)に規定する

ものをいいます。以下この欄において同じとします。）を構成するＸｉ等（第 3 の(15)に規定するもの

をいいます。）に特定Ｘｉ等がある場合であって、その特定Ｘｉ等に係る対象ＩＰ通信網契約に関

する基本使用料の料金種別がドコモ光ミニタイプ以外であるときは、当社がそのことを確認した日を含む

暦月におけるそのギガホ等Ｘｉの基本使用料について、(6)のアの規定により各々のギガホ等Ｘｉごと

に算定した割引額（以下この欄において「Ｘｉ割引額」といいます。）を合算して得た額（以下この

欄において「Ｘｉ割引総額」といいます。）をその指定割引回線群を構成するギガホ等Ｘｉの数で除

して得た額を割引して適用します。 

ウ 指定割引回線群を構成するギガホＸｉ等の数が 21 以上となるときは、(6)のアの規定により算定し

たＸｉ割引額が高くなる順に 20 のギガホＸｉ等を選定し、そのギガホＸｉ等に係るＸｉ割引額を合

算して得た額をＸｉ割引総額とし、イの規定を適用します。 

エ 当社は、ギガホ等Ｘｉが特定Ｘｉ等である場合であって、その特定Ｘｉ等に係る対象ＩＰ通信網

契約に関する基本使用料の料金種別がドコモ光ミニタイプであるときは、当社がそのことを確認した日を

含む暦月におけるそのギガホＸｉ等の基本使用料について、次表に規定する割引を適用します。この

場合において、基本利用料の料金種別がギガライトであるときは、２（料金額）の２－１に規定する

データ量ステップに応じて、次表に規定する割引を適用します。 

  1 契約ごとに 

基本使用料の料金種別 

基 本 使 用 料 の 割 引 額   （月額） 
 

データ量ステップ 

ギガライト ステップ１ － 

 ステップ２ 200円 

 ステップ３ 500円 

 ステップ４ 500円 

ギガホ 500円 

オ １の割引回線群又は指定割引回線群において、アからウの規定が適用されているときは、エの規定を

適用しません。 
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カ (1)の規定により基本使用料を日割するときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の

規定に準じて、ア及びエに規定する額を日割して適用します。 

 

 

２ 料金額 

 ２－１ Ｘｉに係るもの 

１契約ごとに 

区       分 料 金 額（月額） 

 
データ量ステップ 次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉ 一般契約

に係るもの 

総 合 利 用

プラン 
ギガホ － 8,180 円 (8,834.4 円) 

ギガライト 

ステップ１ １GB まで 4,180 円 (4,514.4 円) 

ステップ２ 
１GB 超え

３GB まで 
5,180 円 (5,594.4 円) 

ステップ３ 
３GB 超え

５GB まで 
6,180 円 (6,674.4 円) 

ステップ４ 
５GB 超え

７GB まで 
7,180 円 (7,754.4 円) 

ケータイプラン － 2,400 円 (2,592 円) 

データ専用

プラン 
データプラス － 2,200 円 (2,376 円) 

定期契約

に係るもの 

総 合 利 用

プラン 
ギガホ － 6,680 円 (7,214.4 円) 

ギガライト 

ステップ１ １GB まで 2,680 円 (2,894.4 円) 

ステップ２ 
１GB 超え

３GB まで 
3,680 円 (3,974.4 円) 

ステップ３ 
３GB 超え

５GB まで 
4,680 円 (5,054.4 円) 

ステップ４ 
５GB 超え

７GB まで 
5,680 円 (6,134.4 円) 

ケータイプラン － 900 円 (972 円) 

データ専用

プラン 
データプラス － 700 円 (756 円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 料金額 

 ２－１ Ｘｉに係るもの 

1 契約ごとに 

区       分 

料 金 額（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉ 一般契約

に係るもの 

 

総 合 利 用

プラン 
Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 4,200 円 (4,536 円) 

Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ） 3,700 円 (3,996 円) 

Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 4,200 円 (4,536 円) 

Ｘｉカケホーダイライトプラン 3,200 円 (3,456 円) 

Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ） 2,700 円 (2,916 円) 

Ｘｉシンプルプラン 2,480 円 (2,678.4 円) 

データ専用

プラン 

 

Ｘｉデータプラン（スマホ／タブ） 3,200 円 (3,456 円) 

Ｘｉデータプラン（ＳＩＭフリー） 3,200 円 (3,456 円) 

Ｘｉデータプラン（ルーター） 2,700 円 (2,916 円) 

定期契約

に係るもの 

総 合 利 用

プラン 
Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 2,700 円 (2,916 円) 

Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ） 2,200 円 (2,376 円) 

Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 2,700 円 (2,916 円) 

Ｘｉカケホーダイライトプラン 1,700 円 (1,836 円) 

Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ） 1,200 円 (1,296 円) 

Ｘｉシンプルプラン 980 円 (1,058.4 円) 

データ専用

プラン 

 

Ｘｉデータプラン（スマホ／タブ） 1,700 円 (1,836 円) 

Ｘｉデータプラン（ＳＩＭフリー） 1,700 円 (1,836 円) 
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 ２－２ Ｘｉユビキタスに係るもの 

        

   表 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

第２ 付加機能使用料 

１ 適用 

基 本 使 用 料 の 適 用 

(1) 付加機能使用 

料の減額適用 

ア １のＸｉユビキタスについて、別表２（付加機能）に規定する moperaU 機能（スタンダードプラン

に係るものに限ります。）、ビジネス mopera インターネット機能、sp モード機能及び i モード機能に係

る付加機能使用料（基本機能に係るものに限ります。）のうち、２以上の付加機能使用料の適用を

同時に受けているときは、(2)に規定する適用を受ける場合を除き、２（料金額）に規定する付加機

能使用料の額からそれぞれ 150 円（月額）を減額して適用します。 

イ～ウ （略） 

(2)～(9)（略） （略） 

(10) moperaU 機

能に係る付加機能

使用料の適用 

ア （略） 

イ アの規定にかかわらず、Ｘｉ契約者は、スタンダードプランに限り選択することができます。 

ウ～エ （略） 

オ 通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により付加機能使用料を日割するときは、

エに規定する額を日割して適用します。 

(11)（略） （略） 

 

２ （略） 

 

Ｘｉデータプラン（ルーター） 1,200 円 (1,296 円) 

 

 

 

 

 ２－２ Ｘｉユビキタスに係るもの 

       ２－２－１ 第１種Ｘｉユビキタス契約に係るもの 

   表 （略） 

       ２－２－２ 第２種Ｘｉユビキタス契約に係るもの 

１契約ごとに 

 

区       分 

料 金 額（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉユビキタス Ｘｉユビキタス一

般契約に係るもの 
Ｘｉデバイスプラス 300 300 円 ( 324 円) 

Ｘｉデバイスプラス 500 1,000 円 (1,080 円) 

Ｘｉユビキタス定

期契約に係るもの 

 

Ｘｉデバイスプラス 500 500 円 ( 540 円) 

 

 

第２ 付加機能使用料 

１ 適用 

基 本 使 用 料 の 適 用 

(1) 付加機能使用 

料の減額適用 

ア １のＸｉ及びＸｉユビキタスについて、別表２（付加機能）に規定する moperaU 機能（スタンダ

ードプランに係るものに限ります。）、ビジネス mopera インターネット機能、sp モード機能及び i モード

機能に係る付加機能使用料（基本機能に係るものに限ります。）のうち、２以上の付加機能使用

料の適用を同時に受けているときは、(2)に規定する適用を受ける場合を除き、２（料金額）に規定

する付加機能使用料の額からそれぞれ 150 円（月額）を減額して適用します。 

イ～ウ （略） 

(2)～(9)（略） （略） 

(10) moperaU 機

能に係る付加機能

使用料の適用 

ア （略） 

 

イ～ウ （略） 

エ 通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により付加機能使用料を日割するときは、

ウに規定する額を日割して適用します。 

(11)（略） （略） 

 

 ２ （略） 
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第３ 通信料 

１ 適用 

通  信  料  の  適  用 

(1) 通信の条件 ア～オ （略） 

カ 当社は、Ｘｉ又はＸｉユビキタスの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信の１料金月にお

ける累計の課金対象デ－タ量（以下「累計課金対象データ量」といいます。）が、次表に規定する定

額上限データ量（（7）の規定により、当該料金月における定額上限データ量に増加データ量及び

繰越データ量の加算があったときは、その増加データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ量としま

す。以下この欄において同じとします。）を超えたときは、当社がそのことを確認した時刻から当該料金

月の翌料金月の初日の当社が定める時刻までの間において、そのＸｉ又はＸｉユビキタスの契約者

回線との間のデータ通信モードによる通信について、そのＸｉ又はＸｉユビキタスの基本使用料の料金

種別に応じて、次表のとおり、１M 通信モードによる通信とする取扱い（以下この欄において「1M 通

信」といいます。）又は 128k 通信モードによる通信とする取扱い（以下この欄において「128k 通信」

といいます。）を適用します。この場合において、この取扱い（以下「速度制限」といいます。）の適用

を受けているＸｉ又はＸｉユビキタスから行ったデータ通信モードによる通信に係る課金対象データにつ

いては、第 47 条（通信時間等の測定等）の規定にかかわらず、課金対象データ量の測定から除きま

す。 

基本使用料の料金種別 定額上限データ量 
定額上限データ量

超過後の取扱い 

Ｘｉ ギガホ 30GB １M 通信 

 ギガライト ７GB 128k 通信 

 ケータイプラン 100MB 128k 通信 

Ｘｉユビキタス ＩｏＴプランＨＳ ３GB 128k 通信 

 ＬＴＥトランシーバプランダブル 約 244.1MB 128k 通信 

キ 当社は、指定元Ｘｉの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信について、その通信をその指

定元Ｘｉに係る指定先Ｘｉの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信とみなしてカの規定を

適用します。この場合において、指定先Ｘｉが速度制限の適用を受けるときは、その指定先Ｘｉに係

る指定元Ｘｉへ同一の速度制限を適用します。 

ク 同一料金月内において、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結又は一般契約の解除と

同時に新たに定期契約を締結した場合であって、新たに契約を締結したＸｉの基本使用料の料金種

別が、契約の解除があったＸｉの基本使用料の料金種別と同一であるときは、その契約の解除があっ

た料金月の累計課金対象デ－タ量は、契約の解除があったＸｉに係る累計課金対象デ－タ量と新た

に契約を締結したＸｉに係る累計課金対象デ－タ量を合算してカの規定を適用します。 

ケ データ専用プラン若しくはケータイプランからギガホ若しくはギガライトへ基本使用料の料金種別を変更

又はデータ専用プラン若しくはケータイプランに係るＸｉ契約の解除と同時に新たにギガホ若しくはギガラ

イトに係るＸｉ契約を締結したときは、その基本使用料の料金種別の変更又はＸｉ契約の締結のあ

った日を含む料金月のそのＸｉの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信について、継続して

ギガホ又はギガライトの選択があったものとみなして、カ及びキの規定を適用します。この場合において、

その基本使用料の料金種別の変更又はＸｉ契約の締結があった日を含む料金月においてデータ専

用プランを選択していた間におけるその指定元Ｘｉの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信

については、キの規定にかかわらず、その指定元Ｘｉに係る指定先Ｘｉに関する課金対象データ量の

 

第３ 通信料 

１ 適用 

通  信  料  の  適  用 

(1) 通信の条件 ア～オ （略） 

カ 基本使用料の料金種別がＩｏＴプランＨＳの契約者回線との間のデータ通信モードに係る通信の

１料金月における累計の課金対象データ量が3,145,728課金対象データを超えたことを当社が確認

したとき又はＬＴＥトランシーバプランダブルの契約者回線との間のデータ通信モードに係る通信の１料

金月における累計の課金対象データ量が 250,000 課金対象データを超えたことを当社が確認したとき

は、当社がそのことを確認した時刻から当該料金月の翌料金月の初日の当社が定める時刻までの間

において、そのＸｉユビキタスの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信を 128k 通信モードに

よる通信とする取扱い（以下この欄において「128k 通信」といいます。）を適用します。この場合にお

いて、128k 通信の適用を受けているＸｉユビキタスが行った通信に係る課金対象データについては、

第 47 条（通信時間等の測定等）の規定にかかわらず、累計課金対象データ量の測定から除きま

す。 
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測定から除外します。 

コ FOMA サービス契約約款に規定する FOMA 契約の解除と同時に総合利用プランに係るＸｉ契約の

締結があったときは、そのＸｉ契約の締結のあった日を含む料金月のそのＸｉの契約者回線との間の

データ通信モードによる通信について、継続して総合利用プランの選択があったものとみなして、カ及びキ

の規定を適用します。 

サ～シ （略） 

ス シの規定によるほか、第 40 条（利用中止）の規定により利用の中止があったときは、既に蓄積され

ている文字メッセージが消去されることがあります。この場合において、消去された文字メッセージを復元

することはできません。 

セ～タ （略） 

チ タに規定するショートメッセージ通信モードに係る通信については、外国の法令又は外国の電気通信

事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 

ツ （略） 

テ Ｘｉ及びＸｉユビキタスの契約者回線とＸｉ特定接続及びＦＯＭＡ特定接続（ＦＯＭＡサービ

ス契約約款に規定するものをいいます。）に係る１の協定事業者の相互接続点との間の通信は、行う

ことができません。 

ト 1Ｍ通信は、速度制限の適用を受けている場合に限り、行うことができます。 

ナ 128k 通信は、Ｘｉユビキタスに係るものである場合又は速度制限の適用を受けている場合に限り、

行うことができます。 

ニ 基本使用料の料金種別がＩｏＴプランのＸｉユビキタスの契約者回線との間のデータ通信モードに

よる通信は、128k 通信モードによる通信に限り行うことができます。 

ヌ （略） 

（注）タに規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページに定めるところによりま

す。 

(2)～(5) （略） （略） 

(6) 通話モード又は

64kb/s デジタル

通信モードに係る

通信料の適用 

ア Ｘｉの契約者回線との間の通話モード及び 64kb/s デジタル通信モードによる通信（当社が別に定

める通信を除きます。以下この欄において同じとします｡)の料金は、第 47 条（通信時間等の測定等）

の規定により測定した１料金月における累計の通信時間に応じて、２（料金額）の２－１及び２-

２の規定により算定した額を適用します。 

イ  ケータイプランからギガホ若しくはギガライトへ基本使用料の料金種別を変更又はケータイプランに係る

Ｘｉ契約の解除と同時に新たにギガホ若しくはギガライトに係るＸｉ契約を締結したときは、その基本使

用料の料金種別の変更又はＸｉ契約の締結のあった日を含む料金月の通話モード及び 64kb/s デジ

タル通信モードによる通信について、継続してギガホ又はギガライトの選択があったものとみなして、アの規

定を適用します。 

ウ  FOMA サービス契約約款に規定する FOMA 契約の解除と同時に新たに総合利用プランに係るＸ

ｉ契約を締結したときは、そのＸｉ契約の締結のあった日を含む料金月の通話モード及び 64kb/s デジ

タル通信モードによる通信について、継続して総合利用プランの選択があったものとみなして、アの規定を

適用します。 

(6)の２ 通話モード

又は 64kb/s デジ

タル通信モードに係

る定 額 通 信 料 の

適用 

ア  基本使用料の料金種別が総合利用プランのＸｉに係る契約者は、通話モード及び 64kb/s デジタ

ル通信モードによる通信（２（料金額）の２－１及び２－２に規定する料金を適用する通信に限

り、次の(ア)から(ク)のいずれかに該当する又は該当するおそれがあるものを除きます。）に関する料金

について、その月間累計額（料金月単位で累計した額とし、この取扱いの選択の申出前又はこの取

扱いの廃止後に利用した料金に係る料金額を除きます。以下この欄において同じとします。）に代え

て、次表に規定する定額通信料を適用する取扱い（以下「通信定額」といいます。）を選択すること

ができます。この場合において、通信定額にはかけ放題オプションと５分通話無料オプションの２種類が

あり、いずれか１つを選択し、あらかじめ当社に申し出ていただきます。 

 

 

 

 

 

キ～ク （略） 

ケ クの規定によるほか、第40条（利用中止）の規定により利用の中止があったときは、既に蓄積されて

いる文字メッセージが消去されることがあります。この場合において、消去された文字メッセージを復元す

ることはできません。 

コ～シ （略） 

ス シに規定するショートメッセージ通信モードに係る通信については、外国の法令又は外国の電気通信

事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 

セ （略） 

ソ Ｘｉの契約者回線とＸｉ特定接続及びＦＯＭＡ特定接続（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定

するものをいいます。）に係る１の協定事業者の相互接続点との間の通信は、行うことができません。 

 

 

タ 128k 通信は(8)の２に規定するデータ定額パックの適用を受けている場合又はＸｉユビキタスに係る

ものである場合に限り、行うことができます。 

チ 基本使用料の料金種別がＩｏＴプランのＸｉユビキタスの契約者回線との間のパケット通信モードに

よる通信は、128k 通信モードによる通信に限り行うことができます。 

ニ （略） 

（注）シに規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページに定めるところによりま

す。 

(2)～(5) （略） （略） 

  

(6)の２  Ｘｉの通

話モード等による通

信料の適用 

ア 基本使用料の料金種別が総合利用プランのＸｉ契約者は、通話モード又は 64kb/s デジタル通信

モードによる通信（２（料金額）の２－１及び２－２（次の(ア)から(ク)のいずれかに該当する又

は該当するおそれがある場合を除きます。）に規定する料金を適用する通信に限ります。）の料金につ

いて、その月間累計額（料金月単位で累計した額とし、総合利用プランの選択前又は総合利用プラ

ン以外への料金種別の変更後に利用した通信に係る料金額を除きます。）の支払いを要しません。 

(ア) 料金着信払取扱料、ワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係るもの、(19)のア

の(ア)から(ウ)に規定するワイドスター通信サービスの契約者回線への通信、当社が別に定める電

話番号への通信に係るもの又は当社が指定する電気通信事業者が提供する電気通信サービス
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１契約ごとに 

区    分 
定 額 通 信 料（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

かけ放題オプション 1,700 円（1,836 円） 

５分通話無料オプション 700 円（  756 円） 

(ア) ワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係るもの、(19)のイの(ア)から(ウ)に規定す

るワイドスター通信サービスの契約者回線への通信、当社が別に定める電話番号への通信に係るも

の又は当社が指定する電気通信事業者が提供する電気通信サービスへの通信等に係るものであ

るとき。 

(イ) 当社の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを生じさせるとき。 

(ウ) Ｘｉサービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの

円滑な提供に支障が生じるとき。 

(エ) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等

により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介したとき。 

(オ) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を得ているとき。 

(カ) 一方的な発信又は機械的な発信等により一定時間内に長時間又は多数の通信等を一定期

間継続するものであるとき。 

(キ) 音声ガイダンスへの一方的又は長時間の通信を一定期間継続するとき。 

(ク) その他当社の業務の遂行上支障が生じるとき。 

イ アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する通信に係る料金は、２（料金額）の２－１及び２

－２に規定する料金を適用します。 

(ア) Ｘｉ契約者が、５分通話無料オプションを選択している場合であって、その Xi からの通話モード又

は 64kb/s デジタル通信モードによる通信のうち、通信時間が５分を超えた時点から通信が終了し

た時点までの部分の通信。 

(イ) Ｘｉ契約者がアの(イ)から(ク)に規定する行為を一定期間継続する又は継続するおそれがあると

きの、そのＸｉ契約者から行われる全ての通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードによる通信。 

ウ 通信定額に係る変更等があったときは、それぞれの通信定額を選択している期間又は通信定額を選

択していない期間ごとに料金を算定します。 

エ 通信定額に係る定額通信料については日割しません。 

オ 料金月の初日以外にＸｉ契約を締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時

に新たに締結する場合を除きます。)した場合であって、そのＸｉ契約の締結と同時に通信定額を選択

したときは、その選択があった料金月の定額通信料について、エの規定にかかわらず、通則第 3 項(料

金の計算方法等)及び第 4 項の規定に準じて、その契約の締結があった日から当該料金月の末日ま

での日数に応じて日割します。 

   ただし、当該料金月の末日までに基本使用料の料金種別の変更、通信定額の変更若しくは廃止

又はＸｉ契約の解除があったときは、エの規定を適用します。 

カ 同一料金月内において、かけ放題オプション及び 5 分通話無料オプションの両方の選択があったとき

は、アの規定にかかわらず、5 分通話無料オプションに係る定額通信料の支払いを要しません。 

キ ケータイプランからギガホ若しくはギガライトへ基本使用料の料金種別を変更又はケータイプランに係る

Ｘｉ契約の解除と同時に新たにギガホ若しくはギガライトに係るＸｉ契約を締結した場合であって、そ

の基本使用料の料金種別の変更又はＸｉ契約の締結と同時に通信定額を選択したときは、その通

信定額を選択するまでの間のその料金月の通話モード及び 64Kb/s デジタル通信モードによる通信に

ついて、継続して通信定額の選択があったものとみなして、アの規定を適用します。 

ク FOMA サービス契約約款に規定する FOMA 契約の解除と同時に新たに総合利用プランに係るＸｉ

契約を締結した場合であって、そのＸｉ契約の締結と同時に通信定額を選択したときは、その通信定

への通信等に係るものであるとき。 

(イ) 当社の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを生じさせるとき。 

(ウ) Ｘｉサービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの

円滑な提供に支障が生じるとき。 

(エ) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等

により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介したとき。 

(オ) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を得ているとき。 

(カ) 一方的な発信又は機械的な発信等により一定時間内に長時間又は多数の通信等を一定期

間継続するものであるとき。 

(キ) 音声ガイダンスへの一方的又は長時間の通信を一定期間継続するとき。 

(ク) その他当社の業務の遂行上支障が生じるとき。 

イ アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する通信に係る料金は、２（料金額）の２－１及び２

－２に規定する料金を適用します。 

(ア) Ｘｉカケホーダイライトプラン又はＸｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）の適用を受けている場

合（(ウ)の適用を受ける場合を除きます。）であって、それぞれの通信時間について、300 秒を超

えた時点から通信が終了した時点までの通信時間（以下「ライトプラン通信料」といい、この表にお

いて同じとします。） 

(イ) Ｘｉシンプルプランの適用を受けているときの、そのＸｉ契約者から行われる通話モード又は

64kb/s デジタル通信モードによる通信。 

(ウ) Ｘｉ契約者がアの(イ)から(ク)に規定する行為を一定期間継続する又は継続するおそれがある

ときの、そのＸｉ契約者から行われる全ての通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードによる通

信。 

ウ 契約者が、料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(1)のタの適用を受けるときは、当

社が定める方法により当社が継続してＸｉサービスを提供しているものとみなしてア又はイの規定を適

用します。 
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額を選択するまでの間のその料金月の通話モード及び 64Kb/s デジタル通信モードによる通信につい

て、継続して総合利用プランの選択があったものとみなして、アの規定を適用します。 

（注）ウの規定により、通信定額を選択している期間若しくは選択していない期間ごとに料金を算定する

場合において、当社は、１の通信中に通信定額の選択又は変更等があったときは、当社が定める

方法により料金を算定するものとします。 

(7) データ通信モー

ドによる通信の料

金の適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 総合利用プランを選択している契約者は、その総合利用プランに係る各料金月の定額上限データ量

を当社が定める方法により増加する申出を行うことができます。 

イ アの規定によるほか、総合利用プランを選択している契約者は、その総合利用プランに係る定額上限

データ量を、当社が定める方法により当該料金月に限り増加する申出を行うことができます。 

ウ ア又はイに規定する申出を行う契約者が未成年であるときは、その契約者の親権者又は後見人の同

意が必要となる場合があります。 

エ 当社は、ア又はイに規定する申出があった場合であって、当該料金月における累計課金対象データ量

が、その総合利用プランに係る定額上限データ量（当該料金月において繰越データ量があるときは、そ

れを加算した後のデータ量とします。）を超えるときは、その定額上限データ量を超える部分の課金対

象データ量（(1)のカの規定により速度制限の適用を受けている間に測定した課金対象データ量を除

きます。）について、次表に規定する額を適用します。 

 

 

 

 

 

(7) データ通信モー

ドによる通信の料

金の適用 

ア Ｘｉサービスの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信（当社が別に定める通信を除きま

す。以下この欄において同じとします。）の料金は、１料金月における累計の課金対象デ－タ量（以

下「累計課金対象データ量」といいます。）に応じて、２（料金額）の２－３の規定により算定した

額を適用します。 

イ 定期契約者がその契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき又は一般契約者がその契約

の解除と同時に新たに定期契約を締結したときの累計課金対象デ－タ量は、契約の解除があったＸ

ｉに係る累計課金対象デ－タ量と新たに契約を締結したＸｉに係る累計課金対象デ－タ量を合算

して適用します。 

  ただし、基本使用料の料金種別がデータ専用プランに係るものはこの限りでありません。 

ウ Ｘｉユビキタス定期契約者がその契約の解除と同時に新たにＸｉユビキタス一般契約を締結したとき

又はＸｉユビキタス一般契約者がその契約の解除と同時に新たにＸｉユビキタス定期契約を締結した

ときの累計課金対象デ－タ量は、契約の解除があったＸｉユビキタスに係る累計課金対象デ－タ量と

新たに契約を締結したＸｉユビキタスに係る累計課金対象デ－タ量を合算して適用します。 

エ データ専用プラン又はＸｉユビキタスに係る基本使用料の料金種別の変更があった場合は、アの規定

にかかわらず、それぞれの基本使用料の料金種別を選択している期間又は選択していない期間ごとに

料金を算定します。 

オ 当社は、Ｘｉ契約者から、(8)の２に規定するデータ定額パックの選択と同時に、その料金の適用に

係る申出があったとき（その契約者からの最初の申出であると当社が認める場合に限ります。）は、そ

の申出のあった日を含む料金月及びその前料金月（以下この欄において「当該料金月」といいま

す。）におけるデータ通信モードに係る通信（当社が別に定める通信を除きます。）について、当社が

定める方法により、データ定額パックの選択があったものとみなして料金を算定します。この場合におい

て、当該料金月におけるその通信に係る料金額がその算定額を超える場合は、その料金額と算定額の

差額の支払いを要しないものとし、その額を返還します。 

カ オの規定によるほか、当社は、ＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結した契約者であ

って、そのＸｉ契約締結の際にデータ専用プランの選択等を行った者から、そのデータ定額パックの選択

と同時にその料金の適用に係る申出があったとき（その契約者からの最初の申出であると当社が認める

場合に限ります。）は、当該料金月におけるデータ通信モードに係る通信（当社が別に定める通信を

除きます。）及びパケット通信モード（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。以下こ

の欄において同じとします。）に係る通信（当社が別に定める通信を除きます。）について、当社が定

める方法により、Ｘｉ契約の締結があったものとみなして料金を算定します。この場合において、当該料

金月におけるその通信に係る料金額がその算定額を超える場合は、その料金額と算定額の差額の支

払いを要しないものとし、その額を返還します。 
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１GB ごとに  

料 金 種 別 
料  金  額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉデータ通信料 1,000 円 ( 1,080 円) 

オ エに規定する繰越データ量とは、ア又はイの規定により増加したデータ量（以下「増加データ量」といい

ます。）のうちエの規定の適用を受ける部分のデータ量から累計課金対象データ量のうち定額上限デ

ータ量（繰越データ量があるときは、それを加算した後のデータ量とします。）を超える部分のデータ量を

差し引いたものをいい、その翌料金月に限り定額上限データ量に加算することができます。 

  ただし、当該暦月において基本使用料の料金種別の変更があったとき又は翌暦月から基本使用料の

料金種別を変更する申込みがあったときは、この限りでありません。 

カ エに規定するＸｉデータ通信料については日割しません。 

  ただし、Ｘｉを利用することができない期間があった場合の取扱いについては、Ｘｉの基本使用料の

取扱いに準ずるものとします。 

コ 第１（基本使用料）の１（適用）の(1)のケ又はコの規定の適用を受けるときは、その基本使用

料の料金種別の変更又はＸｉ契約の締結のあった日を含む暦月に係る増加データ量（その基本使

用料の料金種別の変更又はＸｉ契約の締結後に行ったア又はイに規定する申出に係るものを除きま

す。）について、エの規定にかかわらず支払いを要しません。 

サ 第 1（基本使用料）の(1)のサに該当することを当社が確認したときから基本使用料の料金種別を

データ専用プランからギガライトへ変更するまでの間におけるそのＸｉサービスの契約者回線との間のデ

ータ通信モードによる通信の料金は、その期間における累計課金対象データ量に応じて、２（料金

額）の２－３の規定により算定した額を適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

(8)（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）アに規定する当社が別に定める通信は、ＩＳＰ料金支払いに係る通信及びⅰモードパケットフ

リー通信とします。 

（注２）エの規定により、基本使用料の料金種別を選択している期間若しくは選択していない期間ごと

に料金を算定する場合において、当社は、１のセッション（当社が通信をできる状態にした時刻から

起算してその通信を切断した時刻までの間をいいます。）の設定中に基本使用料の料金種別の変

更又はデータ定額に係る選択等があったときは、当社が定める方法により料金を算定するものとしま

す。 

（注３）契約者は、当社がオ又はカに規定する料金の算定をするまでの間、当該料金月におけるパケッ

ト通信モード又はデータ通信モードに係る通信に関する料金の支払いを要します。 

(8)（略） （略） 

(8)の２ データ通信

モードの定額通信

料の適用等 

ア Ｘｉ契約者は、定額通信に係る取扱い（（ア）に規定する定額通信料を支払った場合に、Ｘｉサ

ービスの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信（当社が別に定める通信を除きます。）に

関する料金について、その月間累計額（料金月単位で累計した額とし、この取扱いの選択の申出前

又はこの取扱いの廃止後に利用した通信に係る料金額を除きます。以下この欄において同じとしま

す。）に代えて、その定額通信料を適用する取扱いをいいます。）、二段階定額通信に係る取扱い

（(イ)の①に規定する定額通信料を支払った場合に、データ通信モードによる通信の一部に関する料

金について、(イ)の②の規定により算定した額を適用する取扱いをいいます。）又は四段階定額通信

に係る取扱い（Ｘｉサービスの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信（当社が別に定める

通信を除きます。）に関する料金について、その月間累計額に代えて、当該料金月における累計課金

対象データ量（クに規定する指定追加データ量、ケに規定する追加データ量及びタに規定する繰越デ

ータ量の利用に係るものを除きます。以下(ア)の表中において同じとします。)に応じて(ウ)に規定するス

テップ(以下「データ量ステップ」といいます。)に係る定額通信料を適用する取扱いをいいます。)を選択

することができます。この場合において、データ定額パック（定額通信に係る取扱い、二段階定額通信

に係る取扱い及び四段階定額通信に係る取扱いを総称したものをいいます。以下同じとします。）に

は次の(ア)から(ウ)に規定する区分があり、いずれか１つを選択し、あらかじめ当社に申し出ていただき
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ます。 

(ア) 定額通信に係るもの 

１契約ごとに 

区   分 定額通信料 

（月額） 

定額上限 

データ量 

上限 

回線数 

 次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

  

シ
ン
グ
ル
パ
ッ
ク 

ファミリーシン

グルパック 

ウルトラデータＬパック 6,000円 

( 6,480円) 

20ＧＢ 20 

ウルトラデータＬＬパッ

ク 

8,000円 

( 8,640円) 

30ＧＢ 20 

 

ビジネスシ

ングルパッ

ク 

ウルトラデータＬパック 6,000円 

( 6,480円) 

20ＧＢ 10 

 

ウルトラデータＬＬパッ

ク 

8,000円 

( 8,640円) 

30ＧＢ 10 

フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ェ
ア
パ
ッ
ク 

ウルトラシェアパック30 13,500円 

(14,580円) 

30ＧＢ 20 

ウルトラシェアパック50 16,000円 

(17,280円) 

50ＧＢ 20 

ウルトラシェアパック100 25,000円 

(27,000円) 

100ＧＢ 20 

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ェ
ア
パ
ッ
ク 

ウルトラビジネスシェアパック30 13,500円 

(14,580円) 

30ＧＢ 20 

ウルトラビジネスシェアパック50 16,000円 

(17,280円) 

50ＧＢ 20 

ウルトラビジネスシェアパック100 25,000円 

(27,000円) 

100ＧＢ 30 

 

ビジネスシェアパック50 37,000円 

(39,960円) 

50ＧＢ 50 

 

ビジネスシェアパック70 51,500円 

(55,620円) 

70ＧＢ 70 

 

ビジネスシェアパック100 73,000円 

(78,840円) 

100ＧＢ 100 

 ビジネスシェアパック150 109,000円 

(117,720円) 

150ＧＢ 150 
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 ビジネスシェアパック200 145,000円 

(156,600円) 

200ＧＢ 200 

 ビジネスシェアパック250 180,000円 

(194,400円) 

250ＧＢ 250 

 ビジネスシェアパック300 215,000円 

(232,200円) 

300ＧＢ 300 

 ビジネスシェアパック400 280,000円 

(302,400円) 

400ＧＢ 400 

 ビジネスシェアパック500 345,000円 

(372,600円) 

500ＧＢ 500 

 ビジネスシェアパック700 480,000円 

(518,400円) 

700ＧＢ 700 

 ビジネスシェアパック1000 680,000円 

(734,400円) 

1000ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック1500 1,000,000円 

(1,080,000円) 

1500ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック2000 1,300,000円 

(1,404,000円) 

2000ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック3000 1,900,000円 

(2,052,000円) 

3000ＧＢ 1000 

(イ) 二段階定額通信に係るもの 

① 定額通信料 

１契約ごとに 

区     分 料 金 額（月額） 

 次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ケータイパック 300円 (324円) 

② データ通信料 

１課金対象データごとに 

料 金 種 別 料 金 額（月額） 

 次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉデータ通信料（ケータイパックの適用を受けて

いる期間において、当社が定める端末設備のみを利

用して通信を行ったことを当社が確認した場合に限り

ます。） 

0.03円 (0.0324円) 
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上記以外のもの 0.6円 ( 0.648円) 

③ 定額上限データ量 

１契約ごとに 

区     分 定額上限データ量 

ケータイパック 
２ＧＢ 

(ウ) 四段階定額通信に係るもの 

１契約ごとに 

区  分 データ量ステップ 定額上限

データ量 

定額通信料 

（月額） 

上
限
回
線
数   次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

シ
ン
グ
ル
パ
ッ
ク 

フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ン
グ
ル
パ
ッ

ク ベーシック

パック 

ステップ１ １ＧＢまで 20ＧＢ 2,900円  

(3,132円) 

20 

 ステップ２ １ＧＢ超え

３ＧＢまで 

20ＧＢ 4,000円 (4,320円) 20 

 ステップ３ ３ＧＢ超え

５ＧＢまで 

20ＧＢ 5,000円 (5,400円) 20 

  

 ステップ４ ５ＧＢ超え

20ＧＢまで 

20ＧＢ 7,000円 (7,560円) 20 

 

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ン
グ
ル
パ
ッ
ク 

ベーシック

パック 

ステップ１ １ＧＢまで 20ＧＢ 2,900円  

(3,132円) 

20 

 ステップ２ １ＧＢ超え

３ＧＢまで 

20ＧＢ 4,000円 (4,320円) 20 

 ステップ３ ３ＧＢ超え

５ＧＢまで 

20ＧＢ 5,000円 (5,400円) 20 

  

 ステップ４ ５ＧＢ超え

20ＧＢまで 

20ＧＢ 7,000円 (7,560円) 20 

フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ェ
ア
パ

ッ
ク 

ベーシックシェアパ

ック 

ステップ１ ５ＧＢまで 30ＧＢ 6,500円 (7,020円) 20 

ステップ２ ５ＧＢ超え

10ＧＢまで 

30ＧＢ 9,000円 (9,720円) 20 

 ステップ３ 10ＧＢ超え

15ＧＢまで 

30ＧＢ 12,000円 (12,960

円) 

20 

 

 ステップ４ 15ＧＢ超え

30ＧＢまで 

30ＧＢ 15,000円 (16,200

円) 

20 
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ビ
ジ
ネ
ス
シ
ェ
ア
パ
ッ

ク ベーシックシェアパ

ック 

ステップ１ ５ＧＢまで 30ＧＢ 6,500円 (7,020円) 20 

ステップ２ ５ＧＢ超え

10ＧＢまで 

30ＧＢ 9,000円 (9,720円) 20 

 ステップ３ 10ＧＢ超え

15ＧＢまで 

30ＧＢ 12,000円 (12,960

円) 

20 

 

 ステップ４ 15ＧＢ超え

30ＧＢまで 

30ＧＢ 15,000円 (16,200

円) 

20 

 

イ アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、データ定額パックを選択することができません。 

(ア) ファミリーシングルパック又はファミリーシェアパックを選択するＸｉの契約者名義が法人（法人に

相当するものと当社が認めるものを含みます。以下この欄において同じとします。）のとき。 

(イ) ビジネスシングルパック又はビジネスシェアパックを選択するＸｉの契約者名義が法人以外のとき。 

(ウ) ケータイパックを選択する場合であって、基本使用料の料金種別がＸｉカケホーダイプラン（ケー

タイ）又はＸｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）を選択していないとき。 

ウ ファミリーシェアパック又はビジネスシェアパックを選択する契約者は、アの規定にかかわらず、選択したファ

ミリーシェアパック又はビジネスシェアパックのほか、シングルパック又はケータイパック（以下この欄及び(8)

の３において「シングルパック等」といいます。）のいずれか１つを選択していただきます。 この場合にお

いて、契約者は、ファミリーシェアパック又はビジネスシェアパックを選択している期間については、選択した

そのシングルパック等の定額通信料、アの(イ)に係るデータ通信料、ナ及びニに規定する月間累計額の

支払いを要しません。 

エ データ定額パックを選択している契約者は、アに規定する区分の変更を行うことができます。この場合に

おいて、変更後の区分は、その申出のあった日を含む料金月の翌料金月から適用します。 

オ データ定額パックを選択している一般契約者が、その契約の解除と同時に新たに定期契約を締結した

とき又はデータ定額パックを選択している定期契約者がその契約の解除と同時に新たに一般契約を締

結したときは、同一区分のデータ定額パックを継続して選択しているものとみなして取り扱います。 

カ データ定額パックを選択しているＦＯＭＡ契約者が、その契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締

結したときは、同一区分のデータ定額パックを継続して選択しているものとみなして取り扱います。 

キ パケ・ホーダイ、パケ・ホーダイフル、Ｂｉｚ・ホーダイ、パケ・ホーダイダブル、パケ・ホーダイシンプル、パ

ケ・ホーダイダブル２、パケ・ホーダイフラット若しくはらくらくパケ・ホーダイ（ＦＯＭＡサービス契約約款に

規定するものをいいます。以下この欄において「ＦＯＭＡパケット定額」といいます。）を選択している契

約者又は基本使用料の料金種別が定額データプラン HIGH-SPEED、定額データプランスタンダード、

定額データプランスタンダード２、定額データプランフラット若しくは定額データプラン 128Ｋ（ＦＯＭＡ

サービス契約約款に規定するものをいいます。以下この欄において「ＦＯＭＡ定額データプラン」といいま

す。）のＦＯＭＡに係る契約者が、その契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結した場合であっ

て、そのＸｉ契約の締結と同時にデータ定額パックを選択したとき（その契約者からの最初の選択であ

ると当社が認める場合に限ります。）は、当該料金月におけるその契約を解除したＦＯＭＡパケット定

額に係る当該料金月のパケット通信料若しくはＦＯＭＡ定額データプランに係るデータ通信料及び新

たに選択したデータ定額パックの当該料金月のデータ通信料について、当社が定める方法により、当社

がＸｉサービスを継続して提供したものとみなして計算した額を適用します。 

ク データ定額パックを選択している契約者は、そのデータ定額パックに係る各料金月の定額上限データ量

を当社が定める方法により増加する申出を行うことができます。この場合において、当社はその申出があ

った日から、その申出のあった日を含む料金月以降の料金月における定額上限データ量について、増加

の申出があったデータ量（以下この欄及び(8)の３においてにおいて「指定追加データ量」といいま

す。）を加算した後の定額上限データ量を適用します。 

  ただし、指定追加データ量を変更する申出があったときは、その申出があった日を含む料金月の翌料金
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月から適用します。 

ケ クの規定によるほか、データ定額パックを選択している契約者は、当社が別に定める方法により、そのデ

ータ定額パックに係る各料金月の定額上限データ量を当社が定める方法により増加する申出を行うこと

ができます。この場合において、当社はその申出があった日から、当該料金月における定額上限データ

量について、増加の申出があったデータ量（以下この欄及び(8)の３においてにおいて「追加データ量」

といいます。）を加算した後の定額上限データ量を適用します。 

コ ケに規定する申出を行う契約者が未成年であるときは、その契約者の親権者又は後見人の同意が必

要となる場合があります。 

サ 当社は、データ定額パックの適用を受けているＸｉの累計課金対象データ量が、その契約者が選択し

ているデータ定額パックに係る定額上限データ量（当該契約約款の規定により加算された１ＧＢの合

計のデータ量（以下この欄及び(8)の３において「付与データ量」といいます。）、指定追加データ量、

追加データ量又はタ若しくはチの規定により繰越データ量があるときは、その定額上限データ量にその付

与データ量、指定追加データ量、追加データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ量とします。）

を超えたことを当社が確認した時刻から当該料金月の翌料金月の初日の当社が定める時刻までの間

（ケに規定する申出があったときは、そのことを当社が確認するまでの間）、そのＸｉの契約者回線と

の間のデータ通信モードによる通信を 128k 通信モードによる通信とする取扱い（以下この欄及び(8)

の３において「128k 通信」といいます。）を適用します。 

シ サの規定により 128k 通信の適用を受けているＸｉが行った通信に係る課金対象データについては、

第 47 条（通信時間等の測定等）の規定にかかわらず、課金対象データ量の測定から除きます。 

ス 当社は、データ定額パックを選択している契約者からク又はケに規定する申出があった場合であって、

当該料金月における累計課金対象データ量が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量（付与

データ量又はタ若しくはチの規定により繰越データ量があるときは、その定額上限データ量にその付与デ

ータ量及び繰越データ量を加算した後のデータ量とします。）を超えるときは、その定額上限データ量を

超える部分の課金対象データ量（サの規定により128k通信の適用を受けている課金対象データ量を

除きます。）について、次表に規定する額を適用します。 

セ ア又はトに規定する定額通信料については日割しません。 ただし、Ｘｉを利用することができない期

間があった場合の取扱いについては、Ｘｉの基本使用料の取扱いに準ずるものとします。 

ソ セの規定にかかわらず、料金月の初日以外にＸｉ契約の締結（当社が提供する電気通信サービス

に係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択があっ

たときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、その定額通信料を、その

選択があった日から当該料金月の末日までの日数に応じて日割します。 

  ただし、当該料金月の末日までにそのデータ定額パックの廃止若しくは区分の変更又は(8)の３に規

定する共有代表回線の変更があったときはこの限りでありません。 

タ 当社は、データ定額パック（ケータイパック、ベーシックパック及びベーシックシェアパックを除きます。）の

適用を受けているＸｉに係る当該料金月における累計課金対象データ量が、そのデータ定額パックに

係る定額上限データ量に満たないときは、その定額上限データ量からその累計課金対象データ量を差し

引いたデータ量（１ＧＢに満たない部分を除きます。）を繰越データ量としてサ及びスの規定を適用し

ます。 

  ただし、その翌料金月においてデータ定額パックに係る区分の変更があったとき又は当該料金月若しく

は翌料金月において(8)の３に規定するデータ定額共有の選択若しくは廃止があったときは、この限りで

ありません。 

チ 当社は、データ定額パックの適用を受けているＸｉに係る当該料金月における累計課金対象データ

量が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量に付与データ量及び繰越データ量を加算した後の

データ量を超える場合であって、その定額上限データ量に付与データ量、指定追加データ量（セに規定

する定額通信料の適用を受ける部分に限ります。）、追加データ量及び繰越データ量を加算した後の

データ量（以下この欄において「加算後データ量」といいます。）に満たないときは、加算後データ量から

その累計課金対象データ量を差し引いたデータ量を繰越データ量としてサ及びスの規定を適用します。 

ツ 当社は、データ定額パックを選択している契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、
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次のいずれかに該当する場合には、データ定額パックを廃止します。 

(ア) 第２種契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める場合を除きます。）。 

(イ) 契約の解除があったとき。 

(ウ) 電話番号保管があったとき。 

(エ) ケータイパックを選択している場合であって、基本使用料の料金種別がＸｉカケホーダイプラン

（ケータイ）、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）又はＸｉシンプルプラン（当社が別に定め

る端末設備を利用していると当社が認めるものに限ります。）以外となったとき。 

テ データ定額パック（ウルトラデータＬパック、ウルトラデータＬＬパック、ウルトラシェアパック 30、ウルトラビ

ジネスシェアパック 30、ウルトラシェアパック 50、ウルトラビジネスシェアパック 50、ウルトラシェアパック 100

又はウルトラビジネスシェアパック 100 に限ります。）を選択している契約者は、テザリング通信を行う場

合（そのデータ定額パックに係る共有回線群の共有対象回線がテザリング通信を行う場合を含み、当

社が別に定める端末設備を接続する場合を除きます。）は、あらかじめ当社に申し出ていただきます。 

ト 契約者は、テに規定する申出を行った場合は、次表に定める定額通信料の支払いを要します。 

ナ ケータイパックに係る適用は次のとおりとします。 

(ア) １料金月における累計課金対象データ量に応じて、アの規定により算定した額の月間累計額か

ら、300 円を控除した額を適用します。 

 ただし、その月間累計額が 300 円に満たない場合は、その月間累計額を控除することとします。 

(イ) ケータイパックの適用を受けているＸｉの契約者回線から行ったデータ通信モードに関する料金に

ついては、アの規定により算定した額を適用します。この場合において、その料金の月間累計額が

4,200 円を超える場合は、4,200 円をその月間累計額とみなして取り扱います。 

(ウ) 当社が定める端末設備のみを利用して行ったことを当社が確認した場合は、当該料金月におけ

るその通信に係る課金対象データ量に百分の五を乗じて算出したものを当該料金月における課金

対象データ量として計算（その計算結果に小数点以下の端数が発生した場合は、その端数を切

り上げます。）するものとし、アに規定する「税抜額 0.03 円 (税込額 0.0324 円）」を「税抜額

0.6 円 (税込額 0.648 円）」に読み替えて適用します。 

ニ ア及びナの規定にかかわらず、ケータイパックの適用を受けているＸｉ契約者回線に、当社が定める端

末設備以外が接続されていることを当社が確認したときは、当社がその確認をした日を含む暦月のデー

タ通信モードに係る通信（ケータイパックの適用を受けている期間に限ります。）に関する料金について

は、4,200 円をその月間累計額とみなして取扱います。 

ヌ ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するベーシックパック又はベーシックシェアパック(以下この欄において

「ＦＯＭＡベーシックパック等」といいます。)を選択している契約者が、その契約の解除と同時に新たに

Ｘｉ契約を締結した場合であって、そのＸｉ契約の締結と同時にベーシックパック又はベーシックシェア

パックを選択したときは、当社が定める方法により、当該料金月におけるそのＦＯＭＡベーシックパック

等を選択している期間の課金対象データ量とベーシックパック又はベーシックシェアパックを選択している

期間の課金対象データ量を合算して料金を算定します。 

(8)の３ データ定額

パックに係るデータ

定額共有 

ア データ定額パック（ケータイパックを除きます。以下この欄において同じとします。）を選択している契約

者は、イに規定するデータ定額共有を選択することができます。 

イ データ定額共有とは、共有回線群（オに規定する共有代表回線及びオに規定する共有対象回線に

より構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。）を構成するＸｉ、Ｘｉユビキタ

ス（第２種Ｘｉユビキタス契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。）、ＦＯＭ

Ａ（第２種契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。）及びＦＯＭＡユビキタス

（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。）に係る

累計課金対象データ量を合算して、ウに規定する共有代表回線に係る契約者が選択しているデータ

定額パックを適用する取扱いをいいます。 

ウ 契約者は、データ定額共有を選択するときは、共有代表回線（共有回線群を代表する１のＸｉ又

はＦＯＭＡ（その契約者に係るものであって、データ定額パックを選択しているものに限ります。）を合

わせて当社に申し出ていただきます。この場合において、シングルパックに係る共有代表回線は、基本使

用料の料金種別が総合利用プランのＸｉ又はＦＯＭＡに限ります。 
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ただし、Ｘｉ又はＦＯＭＡの契約者名義が法人である場合であって、そのＸｉ又はＦＯＭＡと当

社が別に定める方法により料金その他の債務を契約者ごとに一括して請求（以下この欄において「一

括請求」といい、その契約者以外の者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社

が別に定める基準に適合する者に限ります。以下この欄において同じとします。）に係る料金等と合わせ

て請求する場合を含みます。）している他のＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタス

が既に共有代表回線又は共有対象回線であるときは、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の申

出を行うことができません。 

エ ウの規定によるほか、共有回線群の共有代表回線がフリーコースを選択している場合を除き、フリーコ

ースを選択している共有対象回線との間で共有回線群を構成することができません。 

オ データ定額共有における共有対象回線とは、共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するＸ

ｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタスのことをいいます。 

カ 共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、１の共有代表回線を指定して当社に申し

出ていただきます。この場合において、当社は、共有対象回線に係る契約者がシングルパック等（(8)の

２に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）を選択していないときは、合わせてベ

ーシックパックを選択したものとみなして取扱います。 

ただし、その契約者から、他のシングルパック等を選択する申出があった場合は、この限りでありませ

ん。 

キ カの規定により選択したシングルパック等の定額通信料、(8)の２のアの(イ)に係るデータ通信料、(8)

の２のナ及び(8)の２のニに規定する月間累計額については、共有代表回線との間のデータ定額共有

を選択している期間において、その支払いを要しません。 

ク 共有代表回線に係る契約者及び共有対象回線に係る契約者は、共有回線群を構成する共有対

象回線に係る累計課金対象データ量を共有代表回線の契約者が引き受け、当社がデータ定額共有

を適用することにあらかじめ同意するものとします。 

ケ データ定額共有の開始は、カに規定する申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとし

ます。 

   ただし、次のいずれかに該当するときは、その申出を当社が承諾した日を含む料金月から適用しま

す。 

(ア) Ｘｉ契約者が、データ定額パックの選択と同時にデータ定額共有を選択した場合であって、カの

規定によりその共有代表回線を指定して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ

及びＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択されていないとき。 

(イ) データ定額共有を開始した日以降に、その共有代表回線を指定して当社に申し出た全てのＸ

ｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択されていな

いとき。 

コ 当社は、共有代表回線の変更の申出があったときは、イの規定に準じて取扱います。 

サ 共有対象回線（Ｘｉユビキタスを除きます。）の契約者は、次表に定める定額通信料の支払いを

要します。 

１契約ごとに 

 

シ サに規定する定額通信料については日割しません。 

  ただし、Ｘｉを利用することができない期間があった場合の取扱いについては、Ｘｉの基本使用料の取

扱いに準ずるものとします。 

ス シの規定にかかわらず、料金月の初日以外にＸｉ契約の締結（当社が提供する電気通信サービス

に係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択があっ

たときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、その定額通信料を、その

選択があった日から当該料金月の末日までの日数に応じて日割します。 

  ただし、当該料金月の末日までにそのデータ定額パックの廃止若しくは区分の変更又は共有代表回線

の変更があったときはこの限りでありません。 

セ 当社は、共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線に係る累計課金対象データ量の



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計が、共有代表回線が選択しているデータ定額パックに係る定額上限データ量（付与データ量、指

定追加データ量、追加データ量又は(8)の２の規定により繰越データ量があるときは、その定額上限デ

ータ量にその付与データ量、指定追加データ量、追加データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ

量とします。）を超えたことを当社が確認した時刻から当該料金月の翌料金月の初日の当社が定める

時刻までの間（(8)の２のケに規定する申出があったときは、そのことを当社が確認するまでの間）、そ

の共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線について、128k 通信を適用します。 

ソ 共有代表回線の契約者は、ノに規定する分割請求が適用されている場合を除き、共有代表回線又

は共有対象回線ごとにその契約者回線が１の料金月において利用できる課金対象データ量を 999Ｇ

Ｂを上限として１ＧＢごとに設定する申出（以下「データ量上限設定オプション」といいます。）を行う

ことができます。 

タ 当社はデータ量上限設定オプションの申出があったときは、その申出のあった日を含む料金月以降の料

金月において、その指定を受けた共有代表回線又は共有対象回線の累計課金対象データ量が、デー

タ量上限設定オプションで設定しているデータ量の上限を超えたことを当社が確認した時刻から当該料

金月の翌料金月の初日の当社が定める時刻までの間（データ量上限設定オプションで設定しているデ

ータ量を超える上限の設定の変更があったときは、そのことを当社が確認するまでの間）その共有代表

回線又は共有対象回線について、128k 通信を適用します。この場合において、128k 通信の適用を

受けている共有代表回線又は共有対象回線に係る課金対象データについては、第 47 条（通信時

間等の測定等）の規定にかかわらず、累計課金対象データ量の測定から除きます。 

チ データ定額共有における(8)の２のク又は(8)の２のケに規定する申出は、共有代表回線に係る契約

者に限り行うことができます。 

   ただし、(8)の２のケに規定する申出は、共有代表回線に係る契約者があらかじめ同意している場

合に限り、共有対象回線（ＦＯＭＡユビキタス又はＸｉユビキタスに係るものを除きます。）に係る契

約者から行うことができます。この場合において、その申出を行う契約者が未成年であるときは、その契

約者の親権者又は後見人の同意が必要となる場合があります。 

ツ 当社は、データ定額パックを選択している契約者から(8)の２のク又は(8)の２のケに規定する申出が

あった場合であって、当該料金月における共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線

に係る累計課金対象データ量の合計が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量を超えるとき

は、その定額上限データ量を超える部分の課金対象データ量（セの規定により 128k 通信の適用を受

けている課金対象データ量を除きます。）について、次表に規定する額を適用します。 

１ＧＢごとに 

 

テ 当社は、共有回線群に属するＸｉに係る契約者からデータ定額共有を廃止する申出があった場合の

ほか、次のいずれかに該当する場合には、データ定額共有を廃止します。この場合において、その廃止の

あったＸｉが共有代表回線であるときは、共有回線群の中から新たに共有代表回線を指定していいた

だきます。 

(ア) Ｘｉ契約又はＸｉユビキタス契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める場合を除き

ます。）。 

(イ) 契約の解除があったとき。 

(ウ) ニの(ウ)、ヌの(ウ)又はネの(イ)に規定する条件を満たさなくなったとき。 

(エ) 電話番号保管があったとき。 

ト テの規定によるほか、当社は、共有代表回線の契約者から申出があったときは、共有回線群に属する

共有対象回線とのデータ定額共有を廃止します。この場合において、共有代表回線に係る契約者は、

そのデータ定額共有の廃止に係る紛議が生じたときは、当事者間において問題を解決していただきま

す。 

ナ テの規定により廃止のあったＸｉ又はＸｉユビキタスが共有対象回線であるときは、その廃止があった

日を含む料金月までデータ定額共有の対象とし、その廃止があった日を含む料金月の翌料金月から

(8)の２のウ又は本欄のカ若しくはキの規定により選択したシングルパック等を適用します。 

   ただし、その廃止があった日からその廃止があった日を含む料金月の末日までの間にデータ定額パック



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に係る区分の変更又はデータ定額パックの廃止があったときは、この限りでありません。 

ニ アからナの規定によるほか、シングルパックに係るデータ定額共有の適用は、次のとおりとします。 

(ア) シングルパックに係る共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、あらかじめ１の共

有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。 

(イ) (ア)の場合によるほか、共有代表回線の契約者は、他のＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ（第

２種契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。）又はＦＯＭＡユビキタス

（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。）を、

共有回線群を構成する共有対象回線として指定することができます。この場合において、共有代

表回線の契約者は、共有対象回線及び割引選択回線（(13)に規定するものをいいます。以下

この欄において同じとします。）として指定すること並びに基本使用料の料金種別を新たに選択す

る場合があることについて、指定したその契約者回線に係る契約者の同意を得ていただきます。 

(ウ) 当社は、(ア)又は(イ)に規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、こ

れを承諾します。 

① 共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の合計が、共有代表回線に係

る契約者が選択しているシングルパックに係る上限回線数を超えることとなるとき。 

② 申出又は指定のあったＸｉ又はＸｉユビキタスが、既に他の共有回線群に属しているとき。 

③ 申出又は指定のあったＸｉに係る基本使用料の料金種別が総合利用プランであるとき。 

④ 申出又は指定のあったＸｉ又はＸｉユビキタス（その契約者名義が法人であるときを除きま

す。）が、共有代表回線と同一の割引回線群（(13)に規定するものをいいます。）に属してい

ないとき。 

⑤ 申出又は指定のあったＸｉユビキタス（その契約者名義が法人であるときに限ります。）に係る

契約者が、共有代表回線と同一の契約者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有することに

ついて当社が別に定める基準に適合する者を含みます。）ではないとき。 

⑥ 申出又は指定のあったＸｉの契約者名義が、共有代表回線の契約者名義と異なるとき（当

社が別に定める基準に適合するときを除きます。）。 

⑦ 共有回線群を構成するＦＯＭＡ又はＸｉ（データ専用プランに係るものに限ります。）の数が

２以上となるとき。 

⑧ (イ)に規定する同意が得られていないと当社が認めたとき。 

⑨ そのＸｉが契約者以外の者の業務の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるも

のであるとき。 

⑩ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

ヌ アからナの規定によるほか、ファミリーシェアパックに係るデータ定額共有の適用は、次のとおりとします。 

(ア) ファミリーシェアパックに係る共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、あらかじめ

１の共有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。 

(イ) (ア)の場合によるほか、共有代表回線の契約者は、他のＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ又は

ＦＯＭＡユビキタスを、共有回線群を構成する共有対象回線として指定することができます。この

場合において、共有代表回線の契約者は、共有対象回線及び割引選択回線として指定すること

並びに基本使用料の料金種別を新たに選択する場合があることについて、指定したその契約者回

線に係る契約者の同意を得ていただきます。 

(ウ) 当社は、(ア)又は(イ)に規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、こ

れを承諾します。 

① 共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の合計が、共有代表回線に係

る契約者が選択しているファミリーシェアパックに係る上限回線数を超えることとなるとき。 

② 申出又は指定のあったＸｉ又はＸｉユビキタスが、既に他の共有回線群に属しているとき。 

③ 申出又は指定のあったＸｉ又はＸｉユビキタス（その契約者名義が法人であるときを除きま

す。）が、共有代表回線と同一の割引回線群（(13)に規定するものをいいます。）に属してい

ないとき。 

④ (イ)に規定する同意が得られていないと当社が認めたとき。 
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⑤ そのＸｉが契約者以外の者の業務の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるも

のであるとき。 

⑥ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

ネ アからナの規定によるほか、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の適用は、次のとおりとします。 

(ア) ビジネスシェアパックに係る共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、あらかじめ１

の共有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。 

(イ) 当社は、(ア)に規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾

します。 

① 共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の合計が、共有代表回線に係

る契約者が選択しているビジネスシェアパックに係る上限回線数を超えることとなるとき。 

② 申出のあったＸｉ又はＸｉユビキタスが、既に他の共有回線群に属しているとき。 

③ 申出のあったＸｉ又はＸｉユビキタスと一括請求している他のＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ

又はＦＯＭＡユビキタスが同一の共有回線群に属していないとき。 

④ 申出のあったＸｉ又はＸｉユビキタス（その契約者名義が法人であるときに限ります。）に係る

契約者が、共有代表回線と同一の契約者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有することに

ついて当社が別に定める基準に適合する者を含みます。）でないとき。 

⑤ そのＸｉが契約者以外の者の業務の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるも

のであるとき。 

⑥ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

ノ 当社は、共有代表回線の契約者から請求があったときは、共有代表回線及びその契約者が指定する

共有対象回線（Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡユビキタス及び限定利用プランに係るものを除きます。）の

数に応じて、(8)の２のア、ス及びト並びに本欄のサ（指定された共有対象回線に係るものに限りま

す。）及びシの規定により適用する定額通信料（(8)の４に規定するデータ定額パックに係る定額通

信料の月極割引の適用又は(9)に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の割引の適用を受け

ているときは、その割引を適用した後の額）並びにツの規定により適用するＸｉデータ通信料の合算額

に係る債務を、当社が定める方法により均等に分割して、共有代表回線及び指定された共有対象回

線に請求（以下この欄において「分割請求」といいます。）します。 

ハ ノに規定するほか、分割請求の適用は次の(ア)から(キ)に定めるところによります。 

(ア) 共有代表回線の契約者から請求があったときは、共有代表回線の契約者は、あらかじめ分割請

求の対象となる共有対象回線に係る契約者の同意を得ていただきます。 

(イ) 分割請求に係る共有対象回線の数は、当社が定める日に測定します。 

(ウ) 当社は、共有代表回線から分割請求の請求があったときは、その申出があった日を含む料金月

から適用します。 

(エ) 当社は、共有代表回線から分割請求の廃止の申出があったときは、分割請求を廃止します。 

(オ) 当社は、分割請求の廃止の申出があったときは、その廃止があった日を含む料金月の前料金月

まで分割請求の対象とします。 

(カ) ソに規定する「データ量上限設定オプション」が適用されているときは請求できません。 

(キ) (8)の２のアで規定する上限回線数が 30 を超えるビジネスシェアパックを選択している共有代表

回線から請求があったときは、その共有回線群の共有対象回線全てを指定していただきます。 

(8)の４ データ定額

パックに係る定額

通信料の月極割

引（ずっとドコモ割

プラス）の適用 

ア 当社は、データ定額パック（ケータイパックを除きます。）の適用を受けているＸｉ（そのＸｉの契約

者名義が個人であるとき及びそのＸｉに係る契約者がｄポイントプログラム会員（当社が定めるｄポイ

ントクラブ会員規約に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）であるときに限りま

す。）に係る定額通信料について、サービスステージ（当社が定めるｄポイントクラブ会員規約に規定

するものをいいます。以下この欄において同じとします。）に応じて、次の(ア)又は(イ)に定める額の割引

を適用します。この場合において、Ｘｉ契約者がベーシックパック又はベーシックシェアパックを選択してい

るときは、(8)の 2 の規定により適用する当該料金月の定額通信料に係るデータ量ステップに応じて、

(ア)又は(イ)に定める額の割引を適用します。 

 ただし、契約者が第 20 条の２（定期契約者が行うフリーコースの選択）の規定により料金月の末
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日にフリーコースを選択している場合又は料金月の末日においてｄポイントクラブ会員規約に基づき本

割引の適用に代えてｄポイント進呈を選択している場合は、この限りでありません。 

 

(ア) (イ)以外のもの 

サービス 

ステージ 

定額通信料の減額（月額） 

ベーシックシェ

アパック（ステ

ップ１） 

ベーシックシェ

アパック（ステ

ップ２） 

ベーシックシェ

アパック（ステ

ップ３）、ベー

シックシェアパッ

ク （ ス テ ッ プ

４）、ウルトラ

シェアパック30 

ウルトラシェア

パック50 

ウルトラシェア

パック100 

      

2ndステージ 100円 400円 600円 800円 1,000円 

3rdステージ 200円 600円 800円 1,000円 1,200円 

4thステージ 600円 800円 1,000円 1,200円 1,800円 

プラチナ 

ステージ 

900円 1,000円 1,200円 1,800円 2,500円 

 

(イ) シングルパックに係るもの 

サービス 

ステージ 

定額通信料の減額（月額） 

ベーシックパック

（ステップ１） 

ベーシックパック

（ステップ２） 

ベーシックパック

（ステップ３）、

ベーシックパック

（ステップ４）、

ウルトラデータＬ

パック 

ウルトラデータＬ

Ｌパック 

2ndステージ － － 100円 200円 

3rdステージ － － 200円 400円 

4thステージ － － 600円 600円 

プラチナ 

ステージ 

200円 600円 800円 800円 

イ 当社は、データ定額パック（ケータイパックを除きます。）の適用を受けているＸｉ（そのＸｉの契約

者名義が法人であるとき又はそのＸｉの契約者名義が個人である場合であって、そのＸｉに係る契約

者がｄポイントプログラム会員ではないときに限ります。）に係る定額通信料について、当該料金月のそ

のＸｉ契約に係る経過期間に応じて、次の(ア)又は(イ)に定める額の割引を適用します。この場合に

おいて、Ｘｉ契約者がベーシックパック又はベーシックシェアパックを選択しているときは、(8)の 2 の規定

により適用する当該料金月の定額通信料に係るデータ量ステップに応じて、(ア)又は(イ)に定める額の
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割引を適用します。 

   ただし、契約者が第 20 条の２（定期契約者が行うフリーコースの選択）の規定により料金月の末

日にフリーコースを選択している場合は、この限りでありません。  

(ア) (イ)以外のもの 

経過期間 定額通信料の減額（月額） 

 ベーシックシェ

アパック（ステ

ップ１） 

ベーシックシェ

アパック（ステ

ップ２） 

ベーシックシェ

アパック（ステ

ップ３）、ベー

シックシェアパッ

ク （ ス テ ッ プ

４）、ウルトラ

シ ェ ア パ ッ ク

30、ウルトラビ

ジネスシェアパ

ック30 

ウルトラシェア

パック50又は

ウルトラビジネ

スシェアパック

50 

ウルトラシェア

パ ッ ク 100 又

はウルトラビジ

ネスシェアパッ

ク100 

48か月超え96か

月まで 

100円 400円 600円 800円 1,000円 

96か月超え120

か月まで 

200円 600円 800円 1,000円 1,200円 

120 か 月 超 え

180か月まで 

600円 800円 1,000円 1,200円 1,800円 

180か月超 900円 1,000円 1,200円 1,800円 2,500円 

(イ) シングルパックに係るもの 

経過期間 定額通信料の減額（月額） 

 ベーシックパック

（ステップ１） 

ベーシックパック

（ステップ２） 

ベーシックパック

（ステップ３）、

ベーシックパック

（ステップ４）、

ウルトラデータＬ

パック 

ウルトラデータＬ

Ｌパック 

48か月超え96か

月まで 

－ － 100円 200円 

96か月超え120

か月まで 

－ － 200円 400円 

120か月超え180

か月まで 

－ － 600円 600円 

180か月超 200円 600円 800円 800円 

 

ウ ア又はイの規定にかかわらず、データ定額パックの適用を受けているＸｉが共有回線群（(8)の３に

規定するものをいいます。）を構成するＸｉであるときは、そのＸｉが共有代表回線（(8)の３に規定
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(9) 削 除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

するものをいいます。）であるときに限り、そのＸｉに係るデータ定額パックの定額通信料について、ア又

はイに規定する割引を適用します。この場合において、同一料金月内において割引代表回線の変更が

あったときは、変更後の割引代表回線に係るＸｉ契約に関するサービスステージ又は経過期間に応じ

て、ア又はイに規定する割引を適用します。 

エ (8)の 2 のソの適用を受ける場合は、アの(ア)又は(イ)で規定する割引額について、その選択があった

日から当該料金月の末日までの日数に応じて日割します。 

オ イに規定する経過期間は、その契約に基づき契約者回線の提供を開始した日が料金月の初日のとき

はその料金月から、料金月の初日以外のときはその提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から

起算します。 

カ 当社が提供する電気通信サービス（当社が定めるものを除きます。）に係る契約の解除と同時に新

たにＸｉ契約を締結したときのそのＸｉ契約に係る経過期間は、契約の解除があったその契約を締結

した日又はその契約を締結したと当社が認める日を含む料金月の翌料金月（その契約を締結した日

又はその契約を締結したと当社が認める日が料金月の初日となる場合はその料金月）から起算しま

す。 

キ (8)の２のナ及び(8)の２のニの規定にかかわらず、当社は、データ定額パック（ケータイパックに係るも

のに限ります。）の適用を受けているＸｉ（経過期間が 180 か月を超えている場合に限ります。）の

契約者回線から行ったデータ通信モードに係る通信に関する料金については、その月間累計額が

3,900 円を超える場合は、3,900 円をその月間累計額とみなして取り扱います。 

   ただし、契約者が第 20 条の２（定期契約者が行うフリーコースの選択）の規定により料金月の末

日にフリーコースを選択している場合は、この限りでありません。 

 

(8)の５ 特定Ｘｉ

等におけるデータ定

額パックに係る定

額通信料の月極

割 引 （ 光 複 数

割）の適用 

ア 当社は、１の共有回線群（(8)の３に規定するものをいいます。）に係る特定Ｘｉ等（ＩＰ通信

網サービス契約約款に定めるものをいい、特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約の契約者回線の基本

料の料金種別がドコモ光ミニ戸建単独タイプ／東又はドコモ光ミニ戸建単独タイプ／西の場合を除きま

す。以下この欄において同じとします。）の数が２以上あるときは、２を超える特定Ｘｉ等の数１ごと

に、次表に定める割引額をその特定Ｘｉ等に係る共有回線群のデータ定額パック（(8)の２に規定す

るものをいい、シングルパック及びケータイパックを除きます。以下この欄において同じとします。）の定額

通信料に適用します。 

   ただし、その定額通信料が、(8)の４のアに定める定額通信料の月極割引の適用額、(9)のアに定

める定額通信料の割引額及びアに定める定額通信料の割引額の合計額に満たないときは、その額を

控除した額を適用します。 

特定Ｘｉ等の１契約ごとに 

イ アの場合において、当社は同一料金月内に、特定Ｘｉ等がアに規定する割引条件を満たさなくなった

ときは、割引条件を満たしている日数に応じて割引額を日割して適用するものとします。  

ただし、同一料金月内に特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約の解除があったときは、この限りでありま

せん。 

ウ 当社は、特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約の契約者回線がＩＰ通信網サービス契約約款に定め

る光単独タイプビジネス割の基本使用料の減額適用を受けているときは、その特定Ｘｉ等について、ア

に定める２を超える特定Ｘｉ等の数に含めないものとします。 

 

(9) データ定額パック

に係る定額通信料

の割引の適用 

ア データ定額パックに係る定額通信料の割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、データ

定額パック（(8)の２に規定するものをいい、ケータイパックを除きます。以下この欄において同じとしま

す。）の適用を受けているＸｉが、その適用を受けている料金月において、データ定額パックを選択する

又はデータ定額パックに係る共有回線群を構成するＸｉが特定Ｘｉ等（ＩＰ通信網サービス契約

約款に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）であること（以下この欄において

「割引条件」といいます。）を確認したときは、当社がそのことを確認した日を含む料金月に係るデータ

定額パックの定額通信料について、その指定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約（契約者回線の提供を

受けているものであって、ＩＰ通信網サービス契約約款に規定する移転等を行っている場合を除きま



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。以下この欄において「対象契約」といいます。）の基本使用料の料金種別に応じて、次表に規定す

る額の割引を適用する取扱いをいいます。この場合において、Ｘｉ契約者がベーシックパック又はベーシ

ックシェアパックを選択しているときは、(8)の 2 の規定により適用する当該料金月の定額通信料に係る

データ量ステップに応じて、次表に規定する額の割引を適用します。 

  ただし、本割引は、１の対象契約につき１のＸｉ又はＦＯＭＡに限り適用します。 

 

区   分 データ量 

ステップ 

割 引 額 

  対象契約に

係る基本使

用料の料金

種別がドコモ

光ミニである

もの 

それ以外のも

の 

シ
ン
グ
ル
パ
ッ
ク 

ベーシックパック ステップ１ 100円 100円 

 ステップ２ 200円 200円 

 ステップ３ 500円 800円 

 ステップ４ 500円 800円 

ウルトラデータＬパック － 500円 1,400円 

ウルトラデータＬＬパック － 500円 1,600円 

フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ェ
ア
パ
ッ
ク 

ベーシックシェアパック ステップ１ 500円 800円 

 ステップ２ 500円 1,200円 

 ステップ３ 500円 1,800円 

 ステップ４ 500円 1,800円 

ウルトラシェアパック30 － 500円 2,500円 

ウルトラシェアパック50 － 500円 2,900円 

 ウルトラシェアパック100 － 500円 3,500円 

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ェ
ア
パ

ッ
ク 

ベーシックシェアパック ステップ１ 500円 800円 

 ステップ２ 500円 1,200円 

 ステップ３ 500円 1,800円 

 ステップ４ 500円 1,800円 

 

ウルトラビジネスシェアパック30 － 500円 2,500円 
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 ウルトラビジネスシェアパック50 － 500円 2,900円 

 ウルトラビジネスシェアパック100 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック50 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック70 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック100 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック150 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック200 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック250 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック300 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック400 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック500 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック700 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック1000 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック1500 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック2000 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック3000 － 500円 3,500円 

イ アの場合において、対象契約の基本使用料を日割しない場合であって、データ定額パックの定額通信

料を日割して適用するときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、デー

タ定額パックの定額通信料を日割りする日数に応じてアに規定する割引を日割りして適用します。 

ウ イの規定によるほか、データ定額パックの定額通信料を日割しない場合であって、対象契約の基本使

用料を日割して適用するときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、

対象契約の基本使用料を日割りする日数に応じてアに規定する割引額を日割りして適用します。この

場合において、対象契約に複数の基本使用料の料金種別が選択されている場合には、通則第３項

（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、ドコモ光ミニに係る基本使用料の料金種別を選

択している期間、マンションタイプに係る基本使用料の料金種別を選択している期間又は選択していな

い期間ごとに、アに規定する割引額を日割して適用します。 

エ イ又はウの規定によるほか、データ定額パックの定額通信料及び対象契約の基本使用料を日割して

適用するときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、割引条件を満た

している日数に応じてアに規定する割引額を日割して適用します。この場合において、対象契約に複数

の基本使用料の料金種別が選択されている場合には、通則第３項（料金の計算方法等）及び第

４項の規定に準じて、ドコモ光ミニに係る基本使用料の料金種別を選択している期間、マンションタイプ

に係る基本使用料の料金種別を選択している期間又は選択していない期間ごとに、当社が定める方

法により、アに規定する割引額を日割して適用します。 

オ イからエの規定によるほか、本割引を適用する料金月において、複数の指定Ｘｉ等がある場合、又は

１の指定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約について、複数の基本使用料の料金種別が選択されている
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場合は、各料金月における割引条件を満たしている期間に係る各々の日について、対象契約に係る

本割引の割引額が最も高額となる料金種別を判定し、その料金種別がドコモ光ミニとなる期間、マンシ

ョンタイプとなる期間又はそれ以外となる期間ごとに、当社が定める方法により、アに規定する割引額を

日割して適用します。 

カ 当社は、対象契約に指定Ｘｉ等の変更があった場合は、変更があった１の指定Ｘｉ等について、ア

からオの規定を適用します。 

キ アの適用を受けている Xi のうち、データ定額パック（ファミリーシングルパック及びファミリーシェアパックを

除きます。）を選択している Xi が、その適用を受けている料金月において、ＩＰ通信網契約サービス契

約約款に規定する「光単独タイプビジネス割」の適用を受けていることを当社が確認したときは、当社が

そのことを確認した日を含む料金月に係るアに規定するデータ定額パック（ファミリーシングルパック及びフ

ァミリーシェアパックを除きます。）の割引額について、それぞれの割引額から 700 円減額して適用するも

のとします。 

 

(9)の２ 定額通信

料等に係る月極割

引 (docomo 

with2）の適用 

ア 当社は、Ｘｉ契約者若しくは当社が定める関係者がＸｉサービス取扱所において当社が別に定める

端末設備を購入した場合であって、その購入と同時に次の(ア)及び(イ)の条件（以下この欄において

「割引条件」といいます。）を満たすとき又はその購入と同時に端末設備を購入した日を含む料金月の

翌料金月に割引条件を満たす申込があったときは、そのＸｉについて、割引条件を満たした日を含む

料金月から次表に定める額を上限とした割引（以下この欄において「本割引」といいます。）を適用し

ます。 

１契約ごとに 

割 引 額（月額） 

1,500 円 

(ア) 基本使用料の料金種別が、Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホーダイライトプラ

ン又はＸｉシンプルプラン（料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定す

るものをいいます。以下この欄において同じとします。）であること。 

(イ) データ定額パック（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(8)の２に規定するものを

いい、ケータイパックを除きます。以下この欄において同じとします。）を選択していること。 

イ 当社は、そのＸｉに係る１の料金月における次の(ア)から(ウ)に規定する料金の合計額（以下この

欄において「定額通信料等」といいます。）について、アに規定する割引額を適用します。 

(ア) データ定額パックに係る定額通信料（そのＸｉが適用を受けるデータ定額パックに係る定額通信

料の割引の合計額を控除した額をいいます）。 

(イ) 料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(8)の２のセ及び料金表第１表第３（通信

料）の１（適用）の(8)の３のツに規定するＸｉデータ通信料。 

(ウ) 料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(8)の３のサに規本割引の適用を受けている

Ｘｉについて、１の料金月における定額通信料等が割引額に満たない場合は、その差額（以下

この欄において「割引残額」といいます。）を当該料金月内におけるそのＸｉに係る基本使用料

（そのＸｉが適用を受ける基本使用料の割引を控除した額をいいます。）に適用します。 

  ただし、割引残額が基本使用料の額を上回る場合は、その基本使用料の額を上限として、割引残額

を適用します。 

エ ウのただし書の場合において、本割引の適用を受けているＸｉについて、sp モード機能等（別表２

（付加機能）に規定する sp モード機能、ビジネス mopera インターネット機能又は mopera 機能

（スタンダードプランに限ります。）をいいます。以下この欄において同じとします。）の提供を受けている

場合は、ウで算定した割引残額と基本使用料の額の差額を同一料金月内において、料金表第１表

第２（付加機能使用料）の２（料金額）に規定する sp モード機能等に係る付加機能使用料に

適用します。 
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(10)（略） （略） 

(11) 総合利用プラ

ンにおける通信料

の適用 

ア 基本使用料の料金種別が総合利用プランのＸｉの通信（当社が別に定める通信を除きます。以下

この欄及び(16)において同じとします。）に関する料金（他社相互接続通信に係る料金等通信料に

合算して請求するものであって、当社が別に定めるものを含みます。以下この欄及び(16)において同じと

します。）については、２（料金額）の規定により算定した額の月間累計額（料金月単位で累計し

た額とします。以下この欄において同じとします。）から引継繰越額（ＦＯＭＡサービス契約約款に規

定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）を控除した額を適用します。 

   ただし、その月間累計額が引継繰越額に満たない場合は、その月間累計額を控除した額を適用しま

す。 

イ～エ （略） 

オ (13)に規定する複数回線複合割引又は(15)に規定する定期契約等に係る通信料月極割引の適

用を受けている場合は、Ｘｉに係る通信に関する料金の月間累計額に代えて、その月間累計額からそ

れぞれの割引に係る割引額を差し引いた額について、アからエの規定を適用します。 

カ～キ （略） 

（注）アに規定する当社が別に定める通信は、ＩＳＰ料金支払いに係る通信、国際ショートメッセージ

通信、(6)の２の適用を受ける通信、（13）のアの適用を受ける通信（通話モードによるものに限

ります。）、(15)のアの適用を受ける通信（通話モードによるものに限ります。）及び(20)の適用を

受ける通信等とします。 

(12) データ専用プラ

ンにおける通信料

の適用 

ア 基本使用料の料金種別がデータ専用プランのＸｉ契約に係る通信（当社が別に定める通信を除き

ます。以下この欄において同じとします。）に関する料金（他社相互接続通信に係る料金等通信料に

合算して請求するものであって、当社が別に定めるものを除きます。以下この欄において同じとします。）

については、２（料金額）の規定により算定した額の月間累計額（料金月単位で累計した額としま

す。以下この欄において同じとします。）からデータ引継繰越額（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定す

るものをいいます。以下この欄において同じとします。）を控除した額を適用します。 

  ただし、その差額が spモード機能等に係る付加機能使用料の額を上回る場合は、spモード機能等に

係る付加機能使用料の額を上限として、その差額を適用するものとします。 

オ アの規定にかかわらず、別表 2 に規定する sp モード機能等の提供を受けていないことを当社が確認し

たときは、その料金月は 1,200 円（税抜）を上限とした割引を適用します。 

カ 料金月の初日以外の日から本割引を適用する場合は、当該料金月の割引額について、端末設備を

購入した日を含む料金月に本割引が適用される場合、当該料金月の割引額については、通則第３

項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、その端末設備の購入の日から割引条件を満

たしている日数に応じて割引額を日割して適用します。 

  ただし、そのＸｉが、当社が別に定める割引の適用を受けている場合は、アに規定する端末設備を購

入した日を含む料金月の翌料金月から本割引を適用します。 

キ 当社は、本割引の適用を受けているＸｉについて、次のいずれかに該当する場合には、本割引を廃

止します。 

(ア) アに規定する割引条件に該当しないことを当社が確認したとき。 

(イ) Ｘｉ契約の解除があったとき（当社が別に定めるものを除きます。）。 

(ウ) 当社が別に定める端末設備を購入するとき。 

(エ) その他当社が別に定めるとき。 

ク 本割引の適用を廃止する場合は、その廃止日を含む料金月の前料金月までの期間について、本割

引を適用します。 

ケ 本割引の適用を受けているＸｉについて、契約者から電話番号保管に係る請求があったときは、当社

が定める方法により本割引を取り扱うものとします。 

（注）本欄に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページ又は「提供条件書」

に定めるところによります。 

(10)（略） （略） 

(11) 総合利用プラ

ンにおける通信料

の適用 

ア 基本使用料の料金種別が総合利用プランのＸｉの通信（当社が別に定める通信を除きます。以下

この欄及び(16)において同じとします。）に関する料金（他社相互接続通信に係る料金等通信料に

合算して請求するものであって、当社が別に定めるものを含み、(9) に規定する料金を除きます。以下

この欄及び(16)において同じとします。）については、引継繰越額（ＦＯＭＡサービス契約約款に規

定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）を控除した額を適用します。 

   ただし、その月間累計額が引継繰越額に満たない場合は、その月間累計額を控除した額を適用しま

す。 

   

イ～エ （略） 

オ (13)に規定する複数回線複合割引又は(15)に規定する定期契約に係る通信料月極割引の適用

を受けている場合は、Ｘｉに係る通信に関する料金の月間累計額に代えて、その月間累計額からそれ

ぞれの割引に係る割引額を差し引いた額について、アからエの規定を適用します。 

カ～キ （略） 

（注）アに規定する当社が別に定める通信は、ＩＳＰ料金支払いに係る通信、ｉモードパケットフリー

通信、国際ショートメッセージ通信若しくは(6)の２の適用を受ける通信、（13）のアの適用を受ける

通信（通話モードによるものに限ります。）、(15)のアの(イ)適用を受ける通信（通話モードによるも

のに限ります。）及び(20)の適用を受ける通信等とします。 

(12) データ専用プラ

ンにおける通信料

の適用 

ア 基本使用料の料金種別がデータ専用プランのＸｉ契約（(8)の３に規定するデータ定額パックの適

用を受けていないものに限ります。以下この欄において同じとします。）に係る通信（当社が別に定める

通信を除きます。以下この欄において同じとします。）に関する料金（他社相互接続通信に係る料金

等通信料に合算して請求するものであって、当社が別に定めるものを除きます。以下この欄において同

じとします。）については、データ引継繰越額（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいま

す。以下この欄において同じとします。）を控除した額を適用します。 
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   ただし、その月間累計額がデータ引継繰越額に満たない場合は、その月間累計額を控除した額を適

用します。 

イ～ウ （略） 

（注）アに規定する当社が別に定める通信は、ＩＳＰ料金支払いに係る通信及び国際ショートメッセー

ジ通信等とします。 

(12)の２ Ｘｉユビ

キタスにおける通信

料の適用 

ア 基本使用料の料金種別がＸｉユビキタスの契約者回線との間のデータ通信モードに係る通信（当社

が別に定める通信を除きます。以下この欄において同じとします。）に関する料金は、１料金月における

累計の課金対象データ量に応じて、２（料金額）の規定により算定した額の月間累計額から次表に

規定する控除可能額を適用します。 

   ただし、その月間累計額が次表に規定する控除可能額に満たない場合は、その月間累計額を控除

した額を適用します。 

 

表（略） 

イ～ス （略） 

セ Ｘｉユビキタス定期契約者がその契約の解除と同時に新たにＸｉユビキタス一般契約を締結したとき

又はＸｉユビキタス一般契約者がその契約の解除と同時に新たにＸｉユビキタス定期契約を締結した

場合であって、新たに契約を締結したＸｉユビキタスの基本使用料の料金種別が、契約の解除があっ

たＸｉユビキタスの基本使用料の料金種別と同一であるときの累計課金対象デ－タ量は、契約の解

除があったＸｉユビキタスに係る累計課金対象デ－タ量と新たに契約を締結したＸｉユビキタスに係る

累計課金対象デ－タ量を合算して適用します。 

ソ Ｘｉユビキタスに係る基本使用料の料金種別の変更があった場合は、アの規定にかかわらず、それぞ

れの基本使用料の料金種別を選択している期間又は選択していない期間ごとに料金を算定します。 

（注１）～（注２）（略） 

(13) 複 数 回 線 複

合割引（ファミリ－

割引）の適用 

 

ア 複数回線複合割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、割引回線群（イに規定する

割引選択回線により構成される回線群をいいます。）を構成するＸｉの契約者回線から、そのＸｉが

属する割引回線群に係る契約者回線への通信（当社が別に定める通信を除きます。）に関する料金

について、その月間累計額から次表に規定する額の割引を行うことをいいます。この場合において、割引

回線群に係る契約者回線への通信に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 

１契約ごとに 

区    分 割 引 額 

割引回線群

に 係 る 契 約

者回線への

通信 

通話モードに係るもの その通信（料金月の末日までに終了した通信に限りま

す。）に関する料金について、支払いを要しません。 

64kb/s デジタル通信

モードに係るもの 

その通信に関する料金の月間累計額に0.60を乗じて得

た額をその月間累計額から差し引いた額を適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ただし、その月間累計額がデータ引継繰越額に満たない場合は、その月間累計額を控除した額を適

用します。 

イ～ウ （略） 

 

 

(12)の２ Ｘｉユビ

キタスにおける通信

料の適用 

ア 基本使用料の料金種別が第１種Ｘｉユビキタス契約である契約者回線について、その回線との間の

データ通信モードに係る通信（当社が別に定める通信を除きます。以下この欄において同じとしま

す。）に関する料金（他社相互接続通信に係る料金等通信料に合算して請求するものであって当社

が別に定めるものを含みます。）の料金は、１料金月における累計の課金対象データ量に応じて、２

（料金額）の規定により算定した額の月間累計額から次表に規定する控除可能額を適用します。 

   ただし、その月間累計額が次表に規定する控除可能額に満たない場合は、その月間累計額を控除

した額を適用します。 

表（略） 

イ～ス （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）～（注２）（略） 

(13) 複 数 回 線 複

合割引（ファミリ－

割引）の適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 複数回線複合割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、基本使用料の料金種別が

総合利用プランに係るＸｉのデータ通信モードによる通信の料金のうち、割引回線群（イに規定する

割引選択回線により構成される回線群をいいます。以下この欄及び(14)において同じとします。）を構

成する他の契約者回線等のｉモード機能又は sp モード機能に係るメールアドレスを、送信先又は送

信元とするⅰモード電子メールの送受信に関する通信の料金については、ｉモード機能に係る付加機

能使用料と合わせて定めるものをいいます。 

イ アの規定により、本割引の適用を受けているときは、アに規定するｉモード電子メールの送受信に関す

る料金について、２（料金額）の規定にかかわらず、その支払を要しません。 

   ただし、電波状態若しくは、ｉモード機能若しくは sp モード機能の利用に係る設定等によりⅰモード

電子メールが蓄積されなかったとき又は当社が別に定めるところによりそのｉモード電子メールが送信され

たときは、この限りでありません。 
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イ 本割引に係る割引選択回線とは、その割引を選択するＸｉ及びＦＯＭＡのことをいいます。 

 

 

ウ～エ 

オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 

(ア)～(カ)（略） 

カ 本割引の適用の開始は、エに規定する申出を当社が承諾した日からとします。ただし、次のいずれかに

該当する場合は、その申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月から本割引を適用します。 

(ア) 本割引の適用の廃止があったＸｉについて、その廃止があった日を含む料金月に、エに規定する

申出があったとき。 

(イ) (15)に規定する定期契約等に係る通信料月極割引の適用の廃止があったＸｉについて、その廃

止があった日を含む料金月に、複数回線複合割引の適用を受けることとなったとき。 

(ウ) ＦＯＭＡサービス契約約款に規定する定期契約等に係る通信料月極割引の適用を受けている

ＦＯＭＡに係る契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結した場合であって、その契約の締結が

あった日を含む料金月に、エに規定する申出があったとき。 

キ 当社は、本割引の適用を受けているＸｉについて、その割引代表回線に係る契約者から本割引の適

用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。この場

合において、その廃止のあったＸｉが割引代表回線であるときは、その割引回線群の中から新たに割引

代表回線を指定していただきます。 

(ア)～(イ)（略） 

(ウ) オの(オ)の規定に該当することが判明したとき。 

(エ) その他オに規定する条件を満たさなくなったとき。 

ク （略） 

ケ 当社は、次に該当する場合は、その割引回線群を構成する全てのＸｉについて本割引の適用を廃止

することがあります。 

(ア)（略） 

(イ) その割引回線群を構成する割引選択回線が、オの(オ)の規定に該当することが判明したとき。 

コ～シ （略） 

ス 当社は、本割引に係る１の割引回線群を構成する割引選択回線に関するＸｉ契約者若しくはＦＯ

ＭＡ契約者又はその割引回線群を指定して本割引を選択する申出をすることができる者（以下この

欄において「Ｘｉ契約者等といいます。」）に対し、そのＸｉ契約者等が第 1（基本使用料）の(5)に

規定する複数回線複合割引等の適用を受けているＸｉに係る基本使用料割引又は第 1（基本使

用料）の(6)に規定する特定Ｘｉ等のＸｉに係る基本使用料割引の適用を受けることとなるときのそ

の割引額又は割引予定額を確認することを目的として、その割引回線群を構成する割引選択回線に

ウ Ｘｉカケホーダイライトプラン、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）又はＸｉシンプルプラン（第１

（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定するものをいいます。）に係る定期契約を締結していると

きは、割引回線群を構成する他の契約者回線等への通信に係る通信料について、次表のとおり取り扱

います。 

１契約ごとに 

区    分 割 引 額 

割引回線群

に 係 る 契 約

者回線 への

通信 

通話モードに係るもの その通信（料金月の末日までに終了した通信に限りま

す。）に関する料金について、支払いを要しません。 

64kb/s デジタル通信

モードに係るもの 

その通信に関する料金の月間累計額に 0.60を乗じて得

た額をその月間累計額から差し引いた額を適用します。 

エ 本割引に係る割引選択回線とは、その割引を選択するＸｉ、Ｘｉユビキタス（第２種Ｘｉユビキタ

ス契約に限ります。）、ＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタス（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に限りま

す。）のことをいいます。 

オ～カ （略） 

キ 当社は、カに規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 

(ア)～(カ)（略） 

ク 本割引の適用の開始は、カに規定する申出を当社が承諾した日からとします。ただし、次のいずれかに

該当する場合は、その申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月から本割引を適用します。 

(ア) 本割引の適用の廃止があったＸｉについて、その廃止があった日を含む料金月に、カに規定する

申出があったとき。 

(イ) (15)に規定する定期契約に係る通信料月極割引の適用の廃止があったＸｉについて、その廃止

があった日を含む料金月に、複数回線複合割引の適用を受けることとなったとき。 

(ウ) ２年定期契約に係る通信料月極割引（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいま

す。）の適用を受けているＦＯＭＡに係る契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結した場合で

あって、その契約の締結があった日を含む料金月に、カに規定する申出があったとき。 

ケ 当社は、本割引の適用を受けているＸｉについて、その割引代表回線に係る契約者から本割引の適

用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。この場

合において、その廃止のあったＸｉが割引代表回線であるときは、その割引回線群の中から新たに割引

代表回線を指定していただきます。 

(ア)～(イ)（略） 

(ウ) キの(オ)の規定に該当することが判明したとき。 

(エ) その他キに規定する条件を満たさなくなったとき。 

コ （略） 

サ 当社は、次に該当する場合は、その割引回線群を構成する全てのＸｉについて本割引の適用を廃

止することがあります。 

(ア)（略） 

(イ) その割引回線群を構成する割引選択回線が、キの(オ)の規定に該当することが判明したとき。 

シ～セ （略） 
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係る契約に関する事項を開示することがあります。 

（注）（略） 

 

 

(14) 削 除  

(15) 定期契約等に

係る通信料月極

割引（ビジネス通

話割引）の適用 

 

 

 

ア 定期契約等に係る通信料月極割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、総合利用プ

ランを選択しているＸｉ契約者に係るＸｉが属する割引回線群（以下この欄において「指定割引回

線群」といいます。）に係る契約者回線への通信（当社が別に定める通信を除きます。）に関する料

金について、その月間累計額から同表に規定する額の割引を行うことをいいます。 

１契約ごとに 

区 分 割引額 

指定割引

回線群に係

る契約者回

線への通信 

通話モードに係るもの その通信（料金月の末日までに終了した通信に限りま

す。）に関する料金について、支払いを要しません。 

64kb/s デジタル通信モー

ドに係るもの 

その通信に関する料金の月間累計額に0.60を乗じて得

た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）（略） 

（注２）ⅰモード電子メールの本文に記述されたＵＲＬから接続した場合の通信（当社が定める通信

を除きます。）に関する料金については、セの規定を適用しません。 

(14) 削 除  

(15) 定期契約に係

る通信料月極割

引（ビジネス通話

割引）の適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 定期契約に係る通信料月極割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、総合利用プラ

ンを選択している定期契約者が、本割引の適用を受けているＸｉのデータ通信モードによる通信の料

金のうち、そのＸｉが属する割引回線群（以下この欄において「指定割引 回線群」といいます。）を

構成する他の契約者回線の i モード機能又はspモード機能に係るメールアドレスを、送信先又は送信

元とするｉモード電子メールの送受信に関する通信の料金について、ｉモード機能に係る付加機能使

用料と合わせて定めるものをいいます。 

イ アの規定により、本割引の適用を受けているときは、アに規定するｉモード電子メールの送受信に関す

る料金について、２（料金額）の規定にかかわらず、その支払を要しません。 

   ただし、電波状態若しくは、ｉモード機能若しくは sp モード機能の利用に係る設定等によりⅰモード

電子メールが蓄積されなかったとき又は当社が別に定めるところによりそのｉモード電子メールが送信され

たときは、この限りでありません。 

ウ Ｘｉカケホーダイライトプラン、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）又はＸｉシンプルプラン（第１

（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定するものをいいます。）の適用を受けているときは、次表

に規定する定額料の支払いを要するものとし、そのＸｉの契約者回線に係る通信料について、そのＸ

ｉが属する指定割引回線群に係る契約者回線又はその他の契約者回線等への通信（当社が別に

定める通信を除きます。）に関する料金について、次表のとおり取り扱います。 

１契約ごとに 

区 分 定額料（月額） 

割引額 

(ア) (イ)以外の

もの 

(イ) 指定割引回線群に係る契約

者への通信 

 通話モードに係

るもの 

64kb/s デジタル

通信モードに係る 

もの 
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イ この欄において指定割引回線群とは、本割引を選択するＸｉ及びＦＯＭＡ（同一の契約者（契

約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を含みま

す。）に係るものに限ります。以下この欄及び(16)において「Ｘｉ等」といいます。）により構成される回

線群をいいます。 

ウ 本割引を選択するときは、あらかじめ１の指定割引回線群（その契約者が提供を受けているＸｉ等

により構成されるものに限ります。）を指定して当社に申し出ていただきます。 

エ 本割引は、アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は選択することができません。 

(ア)（略） 

(イ) そのＸｉの基本使用料の料金種別が総合利用プラン以外であるとき。 

 

(ウ)～(オ) （略） 

オ 本割引の適用の開始は、アに規定する選択があった日からとします。 

  ただし、次のいずれかに該当する場合は、その申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月から

本割引を適用します。 

(ア)（略） 

(イ) ＦＯＭＡ契約を締結する者（ＦＯＭＡサービス契約約款の規定により定期包括割引の適用を

受けている者に限ります。）が、その契約の解除と同時にＸｉ契約を締結した場合であって、当該料

金月においてウに規定する申出があったとき。 

(ウ) (13)に規定する複数回線複合割引の適用の廃止があったＦＯＭＡについて、その廃止があった

日を含む料金月に、ウに規定する申出があったとき。 

(エ) 複数回線複合割引（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。）の適用を受けて

いるＦＯＭＡに係る契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結した場合であって、その契約の締結が

指

定 

割 

引

回 

線 

群

に 

係 

る

Ｘ 

ｉ 

及

び 

Ｆ 

Ｏ

Ｍ 

Ａ 

の

数 

２～30 － その通信に関す

る料金の月間累

計額に 0.10 を 

乗じて得た額 

その通信（料金

月の末日までに

終了した通信に

限ります。）に関

する料金につい

て、支払いを要し

ません。 

その通信に関する

料金の月間累計

額に 0.60 を乗じ

て得た額 

31～100 税抜額 477 円 

(税込額 

515.16 円) 

その通信に関す

る料金の月間累

計額に 0.20 を 

乗じて得た額 

101～1000 税抜額 667 円 

(税込額 

720.36 円) 

その通信に関す

る料金の月間累

計額に 0.30 を 

乗じて得た額 

エ この欄において指定割引回線群とは、本割引を選択するＸｉ及びＦＯＭＡ（同一の契約者（契

約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を含みま

す。）に係るものに限ります。以下この欄及び(16)において「Ｘｉ等」といいます。）により構成される回

線群をいいます。 

オ 本割引を選択するときは、あらかじめ１の指定割引回線群（その契約者が提供を受けているＸｉ等

により構成されるものに限ります。）を指定して当社に申し出ていただきます。 

カ 本割引は、アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は選択することができません。 

(ア)（略） 

(イ) そのＸｉの基本使用料の料金種別がＸｉカケホーダイライトプラン、Ｘｉカケホーダイライトプラン

（ケータイ）又はＸｉシンプルプラン以外であるとき。 

(ウ)～(オ)（略） 

キ 本割引の適用の開始は、アに規定する選択があった日からとします。 

  ただし、次のいずれかに該当する場合は、その申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月から

本割引を適用します。 

(ア)（略） 

(イ) ＦＯＭＡ契約を締結する者（ＦＯＭＡサービス契約約款の規定により定期包括割引の適用を

受けている者に限ります。）が、その契約の解除と同時にＸｉ契約を締結した場合であって、当該

料金月においてオに規定する申出があったとき。 

(ウ) (13)に規定する複数回線複合割引の適用の廃止があったＦＯＭＡについて、その廃止があった

日を含む料金月に、オに規定する申出があったとき。 

(エ) 複数回線複合割引（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。）の適用を受けて

いるＦＯＭＡに係る契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結した場合であって、その契約の締
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あった日を含む料金月に、そのＸｉについてウに規定する申出があったとき。 

カ 当社は、本割引を選択している契約者から、この取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のい

ずれかに該当する場合には、本割引を廃止します。 

(ア)～(エ)（略） 

(オ) その他エの規定のいずれかに該当することが判明したとき。 

キ （略） 

 

 

 

ク 当社は、本割引に係る１の指定割引回線群を構成するＸｉ等に関するＸｉ契約者若しくはＦＯＭ

Ａ契約者又はその指定割引回線群を指定して本割引を選択する申出をすることができる者（以下こ

の欄において「Ｘｉ契約者等といいます。」）に対し、そのＸｉ契約者等が第1（基本使用料）の(5)

に規定する複数回線複合割引等の適用を受けているＸｉに係る基本使用料割引又は第 1（基本

使用料）の(6)に規定する特定Ｘｉ等のＸｉに係る基本使用料割引の適用を受けることとなるときの

その割引額又は割引予定額を確認することを目的として、その指定割引回線群を構成するＸｉ等に

係る契約に関する事項を開示することがあります。 

（注）アに規定する当社が別に定める通信は、ＩＳＰ料金支払いに係る通信、国際ショートメッセージ

通信、(6)の２の適用を受ける通信、（13）のアの適用を受ける通信（通話モードによるものに限り

ます。）、(15)のアの適用を受ける通信（通話モードによるものに限ります。）及び(20)の適用を受

ける通信等とします。 

(16) 定期契約等に

係る通信料月極

割引の適用を受け

ているＸｉに係る

引継繰越額の適

用 

ア Ｘｉ契約者が、(15)に規定する定期契約等に係る通信料月極割引の適用を受けている場合は、そ

のＸｉの通信に関する料金については、２（料金額）及び(15)の規定により算定した額の月間累計

額（料金月単位で累計した額とし、引継繰越額（(11)に規定するものをいいます。以下この欄におい

て同じとします。）を適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。）からイに規定する繰越

共有額を控除した額を適用します。 

ただし、その月間累計額が繰越共有額に満たない場合は、その月間累計額を控除した額を適用しま

す。 

イ～エ （略） 

(16)の 2～(19)  

（略） 
（略） 

(20) 付加機能の利

用に係る定額通信

料の適用等 

ア （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 当社は、番号変換機能の廃止があった場合には、そのＸｉに係るＸｉオフィスリンク定額を廃止しま

す。 

 

 

ウ Ｘｉを利用することができない期間があった場合のＸｉオフィスリンク定額に係る定額通信料の取扱い

については、Ｘｉの基本使用料の取扱いに準ずるものとします。 

結があった日を含む料金月に、そのＸｉについてオに規定する申出があったとき。 

ク 当社は、本割引を選択している契約者から、この取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のい

ずれかに該当する場合には、本割引を廃止します。 

(ア)～(エ)（略） 

(オ) その他カの規定のいずれかに該当することが判明したとき。 

ケ （略） 

コ Ｘｉを利用することができない期間があった場合の本割引に係る定額料の取扱いについては、Ｘｉの

基本使用料の取扱いに準ずるものとします。 

サ コに規定する場合を除き、ウに規定する定額料については日割しません。 

(16) 定期契約に係

る通信料月極割引の

適用を受けているＸ

ｉに係る引継繰越額

の適用 

ア Ｘｉ契約者が、(15)に規定する定期契約に係る通信料月極割引の適用を受けている場合は、その

Ｘｉの通信に関する料金については、２（料金額）及び(15)の規定により算定した額の月間累計額

（料金月単位で累計した額とし、引継繰越額（(11)に規定するものをいいます。以下この欄において

同じとします。）を適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。）からイに規定する繰越

共有額を控除した額を適用します。 

ただし、その月間累計額が繰越共有額に満たない場合は、その月間累計額を控除した額を適用しま

す。 

イ～エ （略） 

(16)の 2～(19)  

（略） 
（略） 

(20) 付加機能の利

用に係る定額通信

料の適用等 

ア （略） 

イ Ｘｉ契約者は、別表２（付加機能）に規定する外線発信機能の請求を行ったときは、その機能の

利用に係る通信について、請求を行った区分に応じて、次表に規定する定額通信料を適用する取扱い

（以下「外線発信オプション定額」といいます。）を選択したことになります。 

１契約ごとに  

区     分 定額通信料（月額） 

外線発信オプ

ション定額 

タイプＡ 税抜額 500 円 (税込額 540 円) 

タイプＢ 税抜額 1,500 円 (税込額 1,620 円) 

ウ 当社は、番号変換機能の廃止があった場合には、そのＸｉに係るＸｉオフィスリンク定額及び外線発

信オプション定額を廃止します。 

エ 当社は、外線発信機能の廃止があった場合には、そのＸｉに係る外線発信オプション定額を廃止しま

す。 

オ Ｘｉを利用することができない期間があった場合のＸｉオフィスリンク定額及び外線発信オプション定

額に係る定額通信料の取扱いについては、Ｘｉの基本使用料の取扱いに準ずるものとします。 
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エ （略） 

オ エに規定する場合を除き、定額通信料については日割しません。 

(21)～(24) （略） 
（略） 

 

２ 料金額 

 ２－１ （略） 

 

２－２ 64kb/s デジタル通信モードに係るもの 

 ２－２－１ ２－２－２以外のもの 

料 金 種 別 

料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉデジタル通信料 Ｘｉからの通信 20 円 ( 21.6 円) 

 

 ２－２－２ 相互接続通信に係るもの 

  (1) (2)以外のもの 

   ア Ｘｉの契約者回線からの通信に係るもの 

料 金 種 別 

料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉデジタル通信料 Ｘｉからの通信 20 円 ( 21.6 円) 

 

  イ （略） 

 

(2) ＫＤＤＩ株式会社との間に設置した相互接続点（当社が別に定める電気通信サービスに係るものに限ります。）への

通信に係るものその相互接続通信に伴うＫＤＤＩ株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表により算定した額か

ら、ＫＤＤＩ株式会社の契約約款の規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額 

料 金 種 別 

料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉデジタル通信料 Ｘｉからの通信 20 円 ( 21.6 円) 

 

 ２－３ データ通信モードに係るもの 

  ２－３－１ （略） 

       ２－３－２  Ｘｉユビキタス契約に係るもの 

      表 （略） 

 

 ２－４ （略） 

 

 

 

 

カ （略） 

キ オに規定する場合を除き、定額通信料については日割しません。 

(21)～(24) （略） 
（略） 

 

２ 料金額 

 ２－１ （略） 

 

２－２ 64kb/s デジタル通信モードに係るもの 

 ２－２－１ ２－２－２以外のもの 

料 金 種 別 

料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉデジタル通信料 Ｘｉからの通信 36 円 (38.88 円) 

 

 ２－２－２ 相互接続通信に係るもの 

  (1) (2)以外のもの 

   ア Ｘｉの契約者回線からの通信に係るもの 

料 金 種 別 

料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉデジタル通信料 Ｘｉからの通信 36 円 (38.88 円) 

 

  イ （略） 

 

(2) ＫＤＤＩ株式会社との間に設置した相互接続点（当社が別に定める電気通信サービスに係るものに限ります。）への

通信に係るものその相互接続通信に伴うＫＤＤＩ株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表により算定した額か

ら、ＫＤＤＩ株式会社の契約約款の規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額 

料 金 種 別 

料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉデジタル通信料 Ｘｉからの通信 36 円 (38.88 円) 

 

 ２－３ データ通信モードに係るもの 

  ２－３－１ （略） 

       ２－３－２  第１種Ｘｉユビキタス契約に係るもの 

      表 （略） 

 

 ２－４ （略） 
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第４ 定期契約等に係る解約金 

１ 適用 

定 期 契 約 等 に 係 る 解 約 金 

(1) （略） 

(2) 定期契約等に

係 る解 約 金 の適

用除外 

 

 

 

 

 

 

ア Ｘｉ契約者は、次の場合には２（料金額）の規定にかかわらずその定期契約等に係る解約金の支

払いを要しません。 

(ア) 更新期間（定期契約の更新日を含む暦月のその前暦月の初日から定期契約の更新日を含む

暦月の翌暦月の末日までの間をいいます。以下同じとします。）において、その定期契約等の解除

に係る申出があったとき。 

(イ)（略） 

 

 

 

(ウ) 定期契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡサービス契約約款に規定する 2 年定期契約又はＦ

ＯＭＡユビキタス定期契約を締結するとき。 

(エ) Ｘｉユビキタス定期契約（トランシーバプラン等を除きます。）の解除と同時に新たに定期契約

又はＦＯＭＡサービス契約約款に規定する 2 年定期契約若しくはＦＯＭＡユビキタス定期契約

を締結するとき。 

 

 

(オ)（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ アの規定によるほか、当社は、定期契約又はＸｉユビキタス定期契約（トランシーバプラン等を除きま

す。）を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡサービス契約約款に規定するタ

イプ 2in1 又はデータ専用プランに係る一般契約を締結するときは、２（料金額）の規定にかかわら

ず、その定期契約に係る解約金の支払いを保留し、フラット型保留解約金として登録します。 

 

ウ～カ （略） 

キ カの場合において、当社は、その一般契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡサービス契約約款に規定

するタイプ2in1又はデータ専用プランに係る一般契約を締結するときは、カの規定にかかわらず、フラット

型保留解約金の支払を保留し、継続してフラット型保留解約金として登録します。この場合におけるフ

ラット型保留解約金の取扱いについては、ＦＯＭＡサービス契約約款に定めるところによります。 

 

２ 料金額 

 

第３～第４ （略） 

 

第４ 定期契約等に係る解約金 

１ 適用 

定 期 契 約 等 に 係 る 解 約 金 

(1) （略） 

(2) 定期契約等に

係 る解 約 金 の適

用除外 

ア Ｘｉ契約者は、次の場合には２（料金額）の規定にかかわらずその定期契約等に係る解約金の支

払いを要しません。 

(ア) 更新期間において、その定期契約等の解除に係る申出があったとき。 

 

 

(イ)（略） 

(ウ) 総合利用プランに係る定期契約の解除と同時に新たにデータ専用プランに係る定期契約を締結

したとき又はデータ専用プランに係る定期契約の解除と同時に新たに総合利用プランに係る定期契

約を締結したとき。 

(エ) 第１種Ｘｉユビキタス定期契約（トランシーバプラン等を除きます。）の解除と同時に新たに定

期契約を締結したとき。 

(オ) 定期契約又は第１種Ｘｉユビキタス定期契約（トランシーバプラン等を除きます。）の解除と同

時に新たにＦＯＭＡサービス契約約款に規定する定期契約（１年定期契約を除きます。）又は

第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約を締結するとき。 

(カ) 第２種Ｘｉユビキタス定期契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡサービス契約約款に規定するお

便りフォトプランフラットに係るＦＯＭＡユビキタス定期契約を締結するとき。 

(キ)（略） 

(ク) 第 20 条の２（定期契約者が行うフリーコースの選択）に規定するフリーコースを選択している契

約者に係る定期契約の解除があったとき。 

(ケ) 契約期間が起算日（第 19 条（定期契約の満了）に規定するものをいいます。）から起算して

２年を超えている第２種Ｘｉユビキタス定期契約の解除があったとき。 

(コ) ＦＯＭＡ契約及びＸｉ契約に係る経過期間（料金表第１表第３の１（適用）の(8)の４

に定めるものをいいます。）が２年を超えているＦＯＭＡ契約者又はＸｉ契約者からＦＯＭＡ契

約に係る第１種一般契約若しくは第２種一般契約（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するもの

をいいます。）又はＸｉ契約に係る一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結した場合で

あって、その一般契約の解除があった日を含む暦月の初日から起算して翌暦月の末日までの間に新

たに締結した定期契約の解除があったとき。 

イ アの規定によるほか、当社は、定期契約又は第１種Ｘｉユビキタス定期契約（トランシーバプラン等

を除きます。）を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡサービス契約約款に規

定するタイプ 2in1 又はデータ専用プランに係る第１種一般契約を締結するときは、２（料金額）の

規定にかかわらず、その定期契約に係る解約金の支払いを保留し、フラット型保留解約金として登録し

ます。 

ウ～カ （略） 

キ カの場合において、当社は、その一般契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡサービス契約約款に規定

するタイプ 2in1 又はデータ専用プランに係る第１種一般契約を締結するときは、カの規定にかかわら

ず、フラット型保留解約金の支払を保留し、継続してフラット型保留解約金として登録します。この場合

におけるフラット型保留解約金の取扱いについては、ＦＯＭＡサービス契約約款に定めるところによりま

す。 

２ 料金額 

 

第３～第４ （略） 
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第５ 手続きに関する料金 

  １ 適用 

基 本 使 用 料 の 適 用 

(1)（略） （略） 

(2) 契約事務手数 

料の適用 

ア Ｘｉ一般契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにＸｉ定期契約を締結する場合

及びＸｉ定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たに一般契約を締結する場合の

契約事務手数料については、(1)欄及び２（料金額）の規定にかかわらず、適用しません。 

 

 

イ Ｘｉユビキタス一般契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにＸｉユビキタス定期契

約を締結する場合及びＸｉユビキタス定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たに

Ｘｉユビキタス一般契約を締結する場合の契約事務手数料については、(1)欄及び２（料金額）の

規定にかかわらず、適用しません。 

ウ （略） 

(3)～(8)（略） （略） 

 

２ 料金額 

      ２－１ ２－２、２－３以外のもの 

基 本 使 用 料 の 適 用 単位 

料 金 額 

次の税抜額（かっこ内は税

込額） 

(1) 契約事務手数料 
１契約ごとに 3,000 円 (3,240 円) 

(2)～(7)（略） （略） （略） 

  ２－２～２－３ （略） 

 

第６ （略） 

 

第７ 請求書等の発行に関する料金 

１ 適用 

 

２ 料金額 

１契約について１通ごとに 

区       分 

手 数 料 の 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

請求書等発行

手数料 
請求書の発行に係るもの 150 円 ( 162 円) 

口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書

の発行に係るもの 
100 円 ( 108 円) 

 

第５ 手続きに関する料金 

  １ 適用 

基 本 使 用 料 の 適 用 

(1)（略） （略） 

(2) 契約事務手数 

料の適用 

ア Ｘｉ一般契約又は第２種Ｘｉユビキタス一般契約を締結している者が、その契約の解除と同時に

新たにＸｉ定期契約又は第２種Ｘｉユビキタス定期契約を締結する場合及びＸｉ定期契約又は

第２種Ｘｉユビキタス定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たにＸｉ一般契約又

は第２種Ｘｉユビキタス一般契約を締結する場合の契約事務手数料については、(1)欄及び２（料

金額）の規定にかかわらず、適用しません。 

イ 第１種Ｘｉユビキタス一般契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たに第１種Ｘｉユ

ビキタス定期契約を締結する場合及び第１種Ｘｉユビキタス定期契約を締結している者がその契約

の解除と同時に新たに第１種Ｘｉユビキタス一般契約を締結する場合の契約事務手数料について

は、(1)欄及び２（料金額）の規定にかかわらず、適用しません。 

ウ （略） 

(3)～(8)（略） （略） 

 

  ２ 料金額 

      ２－１ ２－２、２－３以外のもの 

基 本 使 用 料 の 適 用 単位 

料 金 額 

次の税抜額（かっこ内は税

込額） 

(1) 契約事務手数料 
ア イ以外のもの １契約ごとに 3,000 円 (3,240 円) 

イ 第２種Ｘｉユビキタス契約に係るもの １契約ごとに 2,000 円 (2,160 円) 

(2)～(7)（略） （略） （略） 

  ２－２～２－３ （略） 

 

第６ （略） 

 

第７ 請求書等の発行に関する料金 

１ 適用 
 

２ 料金額 

１契約について１通ごとに 

区       分 

手 数 料 の 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

請求書等発行

手数料 
請求書の発行に係るもの 100 円 ( 108 円) 

口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書

の発行に係るもの 
50 円 (  54 円) 
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 第２表 （略） 

 

 

 第３表 国際アウトローミング利用料 

   １ 適用 

国 際 ア ウ ト ロ ー ミ ン グ 利 用 料 の 適 用 

(1)（略） （略） 

(1)の２ 通信の条件 ア～イ （略） 

ウ パケットパック海外オプションを選択している契約者が、料金表第 1 表第 3（通信料）1（適

用）の(1)のカに規定する速度制限の適用を受けているときは、国際アウトローミングを利用した

データ通信モードに係る通信を 128k 通信モードによる通信とする取扱いを適用します。 

(2)～(3)（略） （略） 

(4) データ通信モードに係る

国際アウトローミング利用

料の適用 

ア 当社は、Ｘｉ契約者が別表８（国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者）にお

いて事業者名に●が付された外国の電気通信事業者（以下この欄において「定額対象事業

者」といいます。）が提供する国際アウトローミングを利用して行ったデータ通信モードによる通信

（以下この欄において「対象通信」といいます。）に関する料金について、２（料金額）の規

定にかかわらず、次表の規定により算定した額を適用する取扱い（以下「海外パケ・ホーダイ」と

いいます。）を適用します。 

 

（ア）（略） 

（イ）ＩＳＰ接続通信に係るもの 

  表（略） 

イ 対象通信に関する料金については、１のセッションの課金対象パケット数を、そのセッションの切

断があった日における課金対象パケット数として、アに規定する料金額を適用します。この場合

において、セッションの設定が１時間以上継続された対象通信（ＩＳＰ接続通信（当社が

別に定めるプロトコルを使用して行うものをいいます。以下同じとします。）に係るものを除きま

す。）に係る料金については、セッションの設定の開始時刻から起算して１時間毎に通信の切

断があったものとみなして取り扱います。 

 

 

ウ～エ （略） 

オ 当社は、契約者から、第１表第１（基本使用料）の(1)のシ又はスに規定する申出があっ

たときは、その申出のあった日を含む料金月及びその前料金月（以下この欄において「当該料

金月」といいます。）におけるデータ通信モードに係る通信（当社が別に定める通信を除きま

す。）及びパケット通信モード（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。以下こ

の欄において同じとします。）に係る通信（当社が別に定める通信を除きます。）について、当

社が定める方法により、総合利用プラン又はデータ専用プランの選択があったものとみなして国

際アウトローミング利用料を算定します。この場合において、当該料金月におけるその通信に係

る料金額がその算定額を超える場合は、その料金額と算定額の差額の支払いを要しないものと

し、その額を返還します。 

カ～キ （略） 

（注１）～（注２）（略） 

（注３）契約者は、当社がオに規定する料金の算定をするまでの間、当該料金月におけるデー

 

 第２表 （略） 

 

 

 第３表 国際アウトローミング利用料 

   １ 適用 

国 際 ア ウ ト ロ ー ミ ン グ 利 用 料 の 適 用 

(1)（略） （略） 

(1)の２ 通信の条件 ア～イ （略） 

ウ パケットパック海外オプションを選択している契約者が料金表第 1 表第 3（通信料）1（適

用）の(8)の２のサに規定する 128K 通信の適用を受けている場合は、国際アウトローミングを

利用したデータ通信モードに係る通信の伝送速度は、(1)の規定にかかわらず、128kb/s 以下  

となります。 

(2)～(3)（略） （略） 

(4) データ通信モードに係る

国際アウトローミング利用

料の適用 

ア 当社は、Ｘｉ契約者又はＸｉユビキタス契約者が料金表第１表第３（通信料）の１

（適用）の(8)の２に規定するデータ定額パックの適用を受けているときは、別表８（国際ア

ウトローミングに係る外国の電気通信事業者）において事業者名に●が付された外国の電気

通信事業者（以下この欄において「定額対象事業者」といいます。）が提供する国際アウトロ

ーミングを利用して行ったデータ通信モードによる通信（以下この欄において「対象通信」といい

ます。）に関する料金について、２（料金額）の規定にかかわらず、次表の規定により算定し  

た額を適用する取扱い（以下「海外パケ・ホーダイ」といいます。）を適用します。 

（ア）（略） 

（イ）ｉモード等通信に係るもの 

  表（略） 

イ 対象通信に関する料金については、１のセッションの課金対象パケット数を、そのセッションの切

断があった日における課金対象パケット数として、アに規定する料金額を適用します。この場合

において、セッションの設定が１時間以上継続された対象通信（ｉモード等通信（別表２

（付加機能）に規定するｉモード機能の利用に係る通信及びＩＳＰ接続通信（ｉモード

機能の利用に係る通信以外の通信であって当社が別に定めるプロトコルを使用して行うものを

いいます。）をいいます。以下同じとします。）に係るものを除きます。）に係る料金については、

セッションの設定の開始時刻から起算して１時間毎に通信の切断があったものとみなして取り扱

います。 

ウ～エ （略） 

オ 当社は、契約者から、第１表第３（通信料）の(7)のエ又はオに規定する申出があったとき

は、その申出のあった日を含む料金月及びその前料金月（以下この欄において「当該料金月」

といいます。）におけるデータ通信モードに係る通信（当社が別に定める通信を除きます。）及

びパケット通信モード（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。以下この欄にお

いて同じとします。）に係る通信（当社が別に定める通信を除きます。）について、当社が定め

る方法により、データ定額の選択があったものとみなして国際アウトローミング利用料を算定しま

す。この場合において、当該料金月におけるその通信に係る料金額がその算定額を超える場合

は、その料金額と算定額の差額の支払いを要しないものとし、その額を返還します。 

 

カ～キ （略） 

（注１）～（注２）（略） 

（注３）契約者は、当社がオに規定する料金の算定をするまでの間、当該料金月におけるデー
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タ通信モード又はパケット通信モードに係る通信に関する料金の支払いを要します。 

(5)～(6)（略） （略） 

(7) パケットパック海外オプシ

ョンの適用 

ア 当社は、総合利用プラン、データ専用プラン、通則に規定する受付終了プラン（当社のインタ

ーネットホームページにて掲示するものに限ります。以下この欄において同じとします。）若しくは

当社が別に定めるデータ定額を選択している又はデータ定額に係る共有対象回線（附則に規

定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）である場合であって、別表２に規定

する spモード機能（i モード機能、moperaU 機能又はビジネス mopera インターネット機能と

同時に提供を受けているものを除きます。以下この欄において同じとします。）の提供を受けて

いるＸｉ契約者（当社が指定するＸｉ契約者を除きます。以下この欄において同じとしま

す。）が、次表に規定するパケットパック海外オプション選択期間に応じた料金額を適用する取

扱い（以下「パケットパック海外オプション」といいます。）を選択したときは、新たな利用開始認

証が完了した場合において、別表８（国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者）

のデータ通信モード欄において★又は☆が付された外国の電気通信事業者が提供する国際ア

ウトローミングを利用して行ったデータ通信モードによる通信（その利用開始認証後、パケットパ

ック海外オプション選択期間内にセッションの設定があった場合であって、sp モード機能を利用し

た通信に限ります。）について、第 73 条（国際アウトローミングの利用等）の規定により測定

した情報量を、日本国内で利用したとみなして、第１表第３（通信料）の１（適用）の(1)

のカに規定する累計課金対象データ量に加算します。 

表（略） 

イ～エ （略） 

 

 

オ 当社は、パケットパック海外オプションを選択しているＸｉ契約者から、この取扱いを廃止する

申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、パケットパック海外オプションを廃

止します。 

（ア）総合利用プラン、データ専用プラン、通則に規定する受付終了プラン若しくは当社が別に定

めるデータ定額を選択していないとき又は共有対象回線でないとき。 

（イ）～（ウ）（略） 

カ オの規定によりパケットパック海外オプションを廃止する場合は、その廃止までにセッションの設定

があった対象通信に関する料金について、パケットパック海外オプションの適用対象とします。） 

（注１）～（注２）（略） 

 

 第４表～第６表 （略） 

 

 別表１ （略） 

 

 別表２ 付加機能 

種     類 提供条件 

１～14 （略） （略） 

タ通信モード又はパケット通信モードに係る通信に関する料金の支払いを要します。 

(5)～(6)（略） （略） 

(7) パケットパック海外オプシ

ョンの適用 

ア 当社は、データ定額パック（第１表第３（通信料）の１（適用）の(8)の２に規定するも

のをいいます。）若しくは通則に規定する受付終了プラン（当社のインターネットホームページに

て掲示するものに限ります。以下この欄において同じとします。）を選択している又は共有対象

回線（第１表第３（通信料）の１（適用）の(8)の３に規定するものをいいます。）である

場合であって、別表２に規定する sp モード機能（i モード機能、moperaU 機能又はビジネス

moperaインターネット機能と同時に提供を受けているものを除きます。以下この欄において同じ

とします。）の提供を受けているＸｉ契約者（当社が指定するＸｉ契約者を除きます。以下

この欄において同じとします。）が、次表に規定するパケットパック海外オプション選択期間に応じ

た料金額を適用する取扱い（以下「パケットパック海外オプション」といいます。）を選択したとき

は、新たな利用開始認証が完了した場合において、別表８（国際アウトローミングに係る外国

の電気通信事業者）のデータ通信モード欄において★又は☆が付された外国の電気通信事

業者が提供する国際アウトローミングを利用して行ったデータ通信モードによる通信（その利用

開始認証後、パケットパック海外オプション選択期間内にセッションの設定があった場合であっ

て、sp モード機能を利用した通信に限ります。）について、第 73 条（国際アウトローミングの利

用等）の規定により測定した情報量を、日本国内で利用したとみなして、第１表第３（通信

料）の１（適用）の(7)のアに規定する累計課金対象データ量に加算します。 

表（略） 

イ～エ （略） 

オ 第１表第３（通信料）１（適用）の８の(2)で規定するケータイパックを選択している場合

は、当社が別に定める端末設備を利用して通信を行ったものとみなして取り扱います。 

カ 当社は、パケットパック海外オプションを選択しているＸｉ契約者から、この取扱いを廃止する

申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、パケットパック海外オプションを廃

止します。 

（ア）データ定額パック若しくは通則に規定する受付終了プランを選択していないとき又は共有対

象回線でないとき。 

（イ）～（ウ）（略） 

キ カの規定によりパケットパック海外オプションを廃止する場合は、その廃止までにセッションの設定

があった対象通信に関する料金について、パケットパック海外オプションの適用対象とします。） 

（注１）～（注２）（略） 

 

 第４表～第６表 （略） 

 

 別表１ （略） 

 

 別表２ 付加機能 

種     類 提供条件 

１～14 （略） （略） 
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15 国際ローミング機能 

 （略） 

(1) Ｘｉ及びＸｉユビキタス（当社が別に定めるものに限る

ものとし、20 欄に規定する発信制限機能の提供を受けてい

るもの及びＬＰＷＡプラン等に係るものを除きます。）に限

り提供します。 

(2)～(3)（略） 

16～19 （略） （略） 

20 番号変換機能（Ｘｉオフィスリンク） 

 (1)～(4)（略） 

(1)～(4)（略） 

(5) Ｘｉ契約者は、第９種接続装置に係る契約者がＸｉ

等内線番号を登録する場合又は海外転送機能の利用に

係る請求を行う場合は、第５（手続きに関する料金）に

規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 

 

(6)～(11)（略） 

21～30 （略）  （略） 

31 番号認証機能（ドコモ認証オプション） 

 （略） 

(1) Ｘｉに限り提供します。 

 

(2)（略） 

32 ワンナンバー機能  

（略） 

(1) 次のアからイに該当するＸｉに限り提供します。 

ア 基本使用料の料金種別が料金表第１表第１（基本

使用料）に規定するギガホ又はギガライトを選択している

こと。 

 

 

 

 

 

イ sp モード機能の提供を受けていること。 

(２)～(６) （略） 

33 （略） （略） 

 
 別表３～別表５ （略） 

 

 別表６ 他社相互接続通信に係る協定事業者 

協定事業者 内  容 

１ （略） （略） 

２ ＰＨＳ事業者 
電気通信番号規則（令和元年総務省令第 4 号）に規定する電気通信

番号を用いてＰＨＳサービスを提供する協定事業者 

３ 携帯電話事業者 
電気通信番号規則（令和元年総務省令第 4 号）に規定する電気通信

番号を用いて携帯電話サービスを提供する協定事業者 

15 国際ローミング機能 

 （略） 

(1) Ｘｉ及び第１種Ｘｉユビキタス（当社が別に定めるもの

に限るものとし、20 欄に規定する発信制限機能の提供を

受けているもの及びＬＰＷＡプラン等に係るものを除きま

す。）に限り提供します。 

(2)～(3)（略） 

16～19 （略） （略） 

20 番号変換機能（Ｘｉオフィスリンク） 

 (1)～(4)（略） 

(1)～(4)（略） 

(5) Ｘｉ契約者は、第９種接続装置に係る契約者がＸｉ

等内線番号を登録する場合、外線発信機能又は海外転

送機能の利用に係る請求を行う場合は、第５（手続きに

関する料金）に規定する手続きに関する料金の支払いを

要します。 

(6)～(11)（略） 

21～30 （略）  （略） 

31 番号認証機能（ドコモ認証オプション） 

 （略） 

(1) Ｘｉ又はＸｉユビキタス（第２種Ｘｉユビキタス契約に

係るものに限ります。）に限り提供します。 

(2)（略） 

32 ワンナンバー機能  

（略） 

(1) 次のアからウに該当するＸｉに限り提供します。 

ア 基本使用料の料金種別が料金表第１表第１（基本

使用料）に規定するＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タ

ブ）、Ｘｉカケホーダイライトプラン又はＸｉシンプルプラン

（当社が別に定める端末設備を利用していると当社が認

めるものに限ります。）を選択していること。 

イ 料金表第１表第３（通信料）に規定するデータ定額

パック（ケータイパックに係るものを除きます。）を選択又は

共有対象回線であること。 

ウ sp モード機能の提供を受けていること。 

(２)～(６) （略） 

33 （略） （略） 

 
 別表３～別表５ （略） 

 

 別表６ 他社相互接続通信に係る協定事業者 

協定事業者 内  容 

１ （略） （略） 

２ ＰＨＳ事業者 
電気通信番号規則第９条第３号に規定する電気通信番号を用いてＰＨ

Ｓサービスを提供する協定事業者 

３ 携帯電話事業者 
電気通信番号規則第９条第３号に規定する電気通信番号を用いて携帯

電話サービスを提供する協定事業者 
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４ （略） （略） 

（注） （略） 

 

 別表７ （略） 

 

 別表 8 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 

 

１ ２以外のもの 

地域 事業者名 

（略） 

通話モード 
64kb/s デジタ

ル通信モード 

データ通信モー

ド 

ショートメッセージ通

信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
方 

（略） 

ア
ジ
ア
地
方 

（略） 

ラオス人民民主共

和国 

Lao 

Telecommunication 

Public Company 

（略） 

 

（略） 

（略） 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
方 

オーストラリア連邦 （略） （略） 

キリバス共和国 

Amalgamated 

Telecom Holdings 

Kiribati Limited 

△５ － △Ａ △ 

クック諸島 （略） （略） 

４ （略） （略） 

（注） （略） 

 

 別表７ （略） 

 

 別表 8 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 

 

１ ２以外のもの 

地域 事業者名 

（略） 

通話モード 
64kb/s デジタ

ル通信モード 

データ通信モー

ド 

ショートメッセージ通

信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
方 

（略） 

ア
ジ
ア
地
方 

（略） 

ラオス人民民主共

和国 

Lao 

Telecommunications, 
（略） 

（略） 

（略） 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
方 

オーストラリア連邦 （略） （略） 

 

クック諸島 （略） （略） 
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（略） 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方 

（略） 

ア
フ
リ
カ
地
方 

（略） 

（略） 

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、令和元年 7 月 31 日までの間において提供開始予定であり、それぞれ 

提供が開始されたときにはインターネット等を利用してそのことを掲示します。 

２ （略） 

 

 別表 9 通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る取扱地域 

 

１ 通話モードに係るもの 

区  分 取   扱   地   域 

（略） （略） 

オセアニア地方 オーストラリア連邦（７）、△キリバス共和国（７）、クック諸島（７）、クリスマス島（７）、サ

モア独立国（７）、ソロモン諸島（７）、トンガ王国（７）、ナウル共和国（７）、ニューカレド

ニア（７）、ニュージーランド（７）、バヌアツ共和国（７）、パプアニューギニア独立国（４）、

パラオ共和国（５）、フィジー共和国（７）、仏領ポリネシア（７）、△米領サモア（４）ミク

ロネシア連邦（４） 

ヨーロッパ地方 アイスランド共和国（７ ただし、Landssími Íslands hf.の船舶に係る利用は６）、アイルラン

ド（７）、アゼルバイジャン共和国（７）、アゾレス諸島（７）、アルバニア共和国（７）、アル

メニア共和国（７）、アンドラ公国（７）、イタリア共和国（７）、ウクライナ（２）、ウズベキス

タン共和国（２）、英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国）（７）、英領ジブラル

タル（７）、エストニア共和国（７）、オーストリア共和国（７）、オランダ王国（７）、カザフ

スタン共和国（７）、カナリア諸島（７）、ガーンジー（７）、キプロス共和国（７）、ギリシャ

共和国（７）、キルギス共和国（２）、グリーンランド（７）、クロアチア共和国（７）、サンマ

リノ共和国（７）、ジャージー（７）、ジョー ジア（７）、スイス連邦（７  ただし、

OnAirSwitzerland Sarl  の利用は６）、スウェーデン王国（７）、スペイン（７）、スペイン

領北アフリカ（７）、スロバキア共和国（７）、スロベニア共和国（７）、セルビア共和国

（７）、タジキスタン共和国（２）、チェコ共和国（７）、デンマーク王国（７）、ドイツ連邦

共和国（７）、トルクメニスタン（５）、トルコ共和国（７）、ノルウェー王国（７  ただし

（略） 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方 

（略） 

ア
フ
リ
カ
地
方 

（略） 

（略） 

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、令和元年 6 月 30 日までの間において提供開始予定であり、それぞれ 

提供が開始されたときにはインターネット等を利用してそのことを掲示します。 

２ （略） 

 

 別表 9 通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る取扱地域 

 

１ 通話モードに係るもの 

区  分 取   扱   地   域 

（略） （略） 

オセアニア地方 オーストラリア連邦（７）、クック諸島（７）、クリスマス島（７）、サモア独立国（７）、ソロモ

ン諸島（７）、トンガ王国（７）、ナウル共和国（７）、ニューカレドニア（７）、ニュージーラ

ンド（７）、バヌアツ共和国（７）、パプアニューギニア独立国（４）、パラオ共和国（５）、フ

ィジー共和国（７）、仏領ポリネシア（７）、△米領サモア（４）ミクロネシア連邦（４） 

ヨーロッパ地方 アイスランド共和国（７ ただし、Landssími Íslands hf.の船舶に係る利用は６）、アイルラン

ド（７）、アゼルバイジャン共和国（７）、アゾレス諸島（７）、アルバニア共和国（７）、アル

メニア共和国（７）、アンドラ公国（７）、イタリア共和国（７）、ウクライナ（２）、ウズベキス

タン共和国（２）、英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国）（７）、英領ジブラル

タル（７）、エストニア共和国（７）、オーストリア共和国（７）、オランダ王国（７）、カザフ

スタン共和国（７）、カナリア諸島（７）、ガーンジー（７）、キプロス共和国（７）、ギリシャ

共和国（７）、キルギス共和国（２）、グリーンランド（７）、クロアチア共和国（７）、コソボ

共和国（７）、サンマリノ共和国（７）、ジャージー（７）、ジョージア（７）、スイス連邦（７ 

ただし、OnAirSwitzerland Sarl  の利用は６）、スウェーデン王国（７）、スペイン（７）、

スペイン領北アフリカ（７）、スロバキア共和国（７）、スロベニア共和国（７）、セルビア共和

国（７）、タジキスタン共和国（２）、チェコ共和国（７）、デンマーク王国（７）、ドイツ連

邦共和国（７）、トルクメニスタン（５）、トルコ共和国（７）、ノルウェー王国（７ ただし
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AeroMobile AS,及びTelenor Maritime ASの利用は６）、バチカン市国（７）、ハンガリー

（７）、フィンランド共和国（７）、フェロー諸島（７）、フランス共和国（７）、ブルガリア共和

国（７）、ベラルーシ共和国（７）、ベルギー王国（７）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（７）、ポ

ーランド共和国（７）、ポルトガル共和国（７）、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国（２）、マ

ディラ諸島（７）、マルタ共和国（７ ただし、Vodafone Malta Limitedの船舶に係る利用は

６）、マン島（７）、モナコ公国（７）、モルドバ共和国（７）、モンテネグロ（７）、ラトビア

共和国（７）、リトアニア共和国（７）、リヒテンシュタイン公国（７）、ルクセンブルク大公国

（７）、ルーマニア（７）、ロシア（７） 

（略） （略） 

 

２ 64kb/sデジタル通信モードに係るもの 

区  分 取   扱   地   域 

（略） （略） 

ヨーロッパ地方 アゾレス諸島（３）、イタリア共和国（３）、英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合

王国）（３）、エストニア共和国（３）、オーストリア共和国（３）、オランダ王国（３）、

カナリア諸島（３）、キプロス共和国（３）、ギリシャ共和国（３）、クロアチア共和国

（３）、サンマリノ共和国（３）、スイス連邦（３）、スウェーデン王国（３）、スペイン

（３）、スペイン領北アフリカ（３）、スロバキア共和国（３）、スロベニア共和国（３）、

デンマーク王国（３）、ドイツ連邦共和国（３）、トルコ共和国（３）、ノルウェー王国

（３）、バチカン市国（３）、ハンガリー（３）、フランス共和国（３）、フィンランド共和国

（３）、ブルガリア共和国（３）、ベルギー王国（３）、ポーランド共和国（３）、ポルトガ

ル共和国（３）、マディラ諸島（３）、ルーマニア（３）、ルクセンブルク大公国（３） 

（略） （略） 

（注）取扱地域に△印が付されているものについては、令和元年 7 月 31 日までの間において取扱開始予定であり、それぞれ取扱いが開

始されたときにはインターネット等を利用してそのことを掲示します。 

 

 

 

     附 則（令和元年５月 21 日経企第 406 号） 

 （実施期日） 

 １ この改正規定は、令和元年６月１日から実施します。 

    ただし、この改正規定中、複数回線複合割引の割引回線群を構成する割引選択回線に係る契約に関する事項の開示、定期契

約等に係る通信料月極割引の指定割引回線群を構成するＸｉ等に係る契約に関する事項の開示、無線ＩＰアクセスサービスに係

る特例、無線ＩＰアクセス定額料に係る特例、付加機能使用料に係る特例及び附則第26項に関する部分については、令和元年５

月 22 日から実施します。 

  （料金の支払いに関する経過措置） 

 ２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＸｉサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとし

ます。 

  （Ｘｉユビキタス契約に係る経過措置） 

 ３ この改正規定実施の際現に、当社が定めるＸｉサービス契約約款の規定により締結されている次の表の左欄の契約は、この改正実

施の日において、当社と締結した同表の右欄の契約に移行したものとみなします。 

AeroMobile AS,及びTelenor Maritime ASの利用は６）、バチカン市国（７）、ハンガリー

（７）、フィンランド共和国（７）、フェロー諸島（７）、フランス共和国（７）、ブルガリア共和

国（７）、ベラルーシ共和国（７）、ベルギー王国（７）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（７）、ポ

ーランド共和国（７）、ポルトガル共和国（７）、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国（２）、マ

ディラ諸島（７）、マルタ共和国（７ ただし、Vodafone Malta Limitedの船舶に係る利用は

６）、マン島（７）、モナコ公国（７）、モルドバ共和国（７）、モンテネグロ（７）、ラトビア

共和国（７）、リトアニア共和国（７）、リヒテンシュタイン公国（７）、ルクセンブルク大公国

（７）、ルーマニア（７）、ロシア（７） 

（略） （略） 

 

２ 64kb/sデジタル通信モードに係るもの 

区  分 取   扱   地   域 

（略） （略） 

ヨーロッパ地方 アゾレス諸島（３）、イタリア共和国（３）、英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合

王国）（３）、エストニア共和国（３）、オーストリア共和国（３）、オランダ王国（３）、

カナリア諸島（３）、キプロス共和国（３）、ギリシャ共和国（３）、クロアチア共和国

（３）、コソボ共和国（３）、サンマリノ共和国（３）、スイス連邦（３）、スウェーデン王

国（３）、スペイン（３）、スペイン領北アフリカ（３）、スロバキア共和国（３）、スロベニ

ア共和国（３）、デンマーク王国（３）、ドイツ連邦共和国（３）、トルコ共和国（３）、

ノルウェー王国（３）、バチカン市国（３）、ハンガリー（３）、フランス共和国（３）、フィ

ンランド共和国（３）、ブルガリア共和国（３）、ベルギー王国（３）、ポーランド共和国

（３）、ポルトガル共和国（３）、マディラ諸島（３）、ルーマニア（３）、ルクセンブルク大

公国（３） 

（略） （略） 

（注）取扱地域に△印が付されているものについては、平成 31 年４月 30 日までの間において取扱開始予定であり、それぞれ取扱いが

開始されたときにはインターネット等を利用してそのことを掲示します。 
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Ｘｉユビキタス契約 

 第１種Ｘｉユビキタス契約 

第１種Ｘｉユビキタス一般契約 

 第１種Ｘｉユビキタス定期契約 

Ｘｉユビキタス契約 

  

Ｘｉユビキタス一般契約 

Ｘｉユビキタス定期契約 

  （ギガホ割の適用） 

 ４ 当社は、この改正実施の日から令和元年９月 30 日の間に、Ｘｉの基本使用料の料金種別がギガホであることを当社が最初に確

認したときは、当社がそのことを確認した日を含む暦月から起算して６暦月の間に限り、そのＸｉの基本使用料について、料金表の規

定により算定した額から 1,000 円を減額する取扱い（以下この附則において「ギガホ割」といいます。）を適用します。 

 ５ 料金表第１表第１（基本使用料）の規定によりギガホの基本使用料を日割するときは、前項に規定する額を日割して適用しま

す。 

 ６ 当社は、ギガホ割の適用を受けているＸｉについて、次のいずれかに該当するとき は、第１項の規定にかかわらず、ギガホ割の適用

を廃止します。 

（1）基本使用料の料金種別の変更があったとき。 

（2）電話番号保管があったとき。 

（3）契約の解除があったとき(一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結するとき又は定期契約の解除と同時に新たに一般契

約を締結する場合であって、新たに締結したＸｉ契約の基本使用料の料金種別について継続してギガホを選択するときを除きま

す。)。 

７ 前項の規定によりギガホ割の適用を廃止するときは、その廃止日を含む暦月までのギガホに係る基本使用料を割引の対象とします。 

  （はじめてスマホ割キャンペーン２の適用） 

 ８ 当社は、この改正規定実施の日から当社が別に定める日までの間において、Ｘｉサービス取扱所において当社が定める端末設備を

利用することを当社が確認した場合であって、Ｘｉ契約（そのＸｉ契約において当社が定める端末設備を、その購入があった日から起

算して当社が別に定める期間を超えて利用していると当社が認めるものに限ります。)の基本使用料の料金種別をケータイプラン若しくは

第20項に規定するＸｉカケホーダイプラン（ケータイ）、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）若しくはＸｉシンプルプランからギガホ

若しくはギガライトへ変更又は FOMA契約(FOMA サービス契約約款に規定するものをいい、その FOMA 契約において当社が定める端

末設備を、その購入があった日から起算して当社が別に定める期間を超えて利用していると当社が認めるものに限ります。)若しくは当社

以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります。以下この附則において同じとします。)の契約

の解除と同時に新たにギガホ若しくはギガライトに係るＸｉ契約を締結したことを当社が最初に確認したときは、当社がそのことを確認し

た日(以下この附則において「適用開始日」といいます。)を含む暦月から起算して 12 暦月の間に限り、そのＸｉに係る基本使用料から

1,000 円を減額して適用（以下この附則において「はじめてスマホ割キャンペーン２」といいます。）します。 

 ９ 料金表第１表の規定によりギガホ又はギガライトの基本使用料を日割するときは、前項に規定する額を日割して適用します。 

 10 当社は、はじめてスマホ割キャンペーン２の適用を受けているＸｉについて、次のいずれかに該当するときは、第１項の規定にかかわら

ず、はじめてスマホ割キャンペーン２の適用を廃止します。この場合において、はじめてスマホ割キャンペーン２の適用を廃止するときは、そ

の廃止日を含む暦月までのギガホ又はギガライトに係る基本使用料を割引の対象とします。 

  (1) 基本使用料の料金種別の変更があったとき。 

  (2) Ｘｉの電話番号保管があったとき。 

 (3) 契約の解除があったとき(一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結するとき又は定期契約の解除と同時に新たに一般契

約を締結するときを除きます。)。 

  

 11 経企第 1890 号（平成 30 年 11 月１日）第３項の規定によりウェルカムスマホ割の適用を受けているＸｉについて、基本使用料

の料金種別をギガホ又はギガライトへ変更又はそのＸｉ契約の解除と同時に新たにギガホ若しくはギガライトに係るＸｉ契約を締結し

たときは、その基本使用料の料金種別の変更又はＸｉ契約の締結のあった日を含む暦月からそのウェルカムスマホ割の適用開始日

（経企第 1890 号（平成 30 年 11 月１日）の附則に規定するものをいいます。）を含む暦月の翌暦月から起算して 12 暦月が経

過することとなる暦月までの間のギガホ又はギガライトに係る基本使用料について、第 8 項から前項までの規定を適用します。 

  （無線ＩＰアクセスサービスに係る特例） 

 12 当社は、この改正規定実施の日から令和２年６月 30 日までの間において、Ｘｉ契約の締結又は基本使用料の料金種別の変更

により、料金表第１表第１（基本使用料）に規定する総合利用プラン又はデータ専用プラン（以下この項及び次項において「総合

利用プラン等」といいます。）の選択（翌暦月から基本使用料の料金種別を総合利用プラン等へ変更する申出を行った場合を含みま

す。）があったときは、第 74 条（無線ＩＰアクセスサービスの利用等）の規定にかかわらず、そのＸｉ契約者から無線ＩＰアクセスサ
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ービスの利用に係る申出があったものとみなして取り扱います。 

 ただし、その総合利用プラン等の選択の際に、そのＸｉにおいてすでに無線ＩＰアクセスサービスの提供を受けているとき又はそのＸｉ

契約者から当社に対して無線ＩＰアクセスサービスの利用に係る申出を行わない旨の意思表示があったときはこの限りでありません。 

  （無線ＩＰアクセス定額料に係る特例） 

 13 当社は、この改正規定実施の日から令和２年６月 30 日までの間において、総合利用プラン等を選択しているＸｉに係る無線Ｉ

Ｐアクセス定額料の支払いを要しないものとし、料金表第４表（無線ＩＰアクセス定額料）の２（料金額）に規定する額から減額

して適用します。この場合において、前項の規定によりＸｉ契約者から無線ＩＰアクセスサービスの利用に係る申出があったものとみなし

て取り扱う場合は、その取扱いにより当社が無線ＩＰアクセスサービスの提供を開始した日からこの特例を適用します。 

    ただし、翌暦月から基本使用料の料金種別を総合利用プラン等へ変更する申出により前項の規定が適用された場合であって、その

申出を行った日を含む暦月の末日までの間にその申出の取消しがあったときは、当社はその取消しがあった日において無線ＩＰアクセス

サービスを廃止するものとし、無線ＩＰアクセスサービスの廃止があった日の前日までの期間（提供を開始した日と廃止があった日が同

一の日である場合は、１日間とします。）の無線ＩＰアクセスサービス定額料については、この特例を適用しません。 

 14 当社は、１のＸｉについて、前項の規定を適用しているときは、料金表第４表（無線ＩＰアクセス定額料）の１（適用）のアの

規定を適用しません。 

 15 料金表通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により、無線ＩＰアクセス定額料を日割するときは、第 13 項に規

定する額を日割して適用します。 

 16 当社は、第 13 項に規定する特例の適用を受けているＸｉについて、Ｘｉ契約者から無線ＩＰアクセスサービスを廃止する申出が

あった場合のほか、次のいずれかに該当するときは、その特例の適用を廃止します。 

 (1) 電話番号保管があったとき。 

(2) 契約の解除があったとき（当社が別に定める場合を除きます。）。 

 17 当社は、前項の規定により第 13 項に規定する特例の適用を廃止するときは、当社が前項の規定に該当することを確認した日の前

日までの期間（特例の適用を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、１日間とします。）の無線ＩＰアクセス定額料

について、第 13 項に規定する特例を適用します。 

  （無線ＩＰアクセスサービスの提供に関する経過措置） 

 18 当社は、令和２年６月30日までの間に限り、総合利用プランを選択しているＸｉ契約者へ無線ＩＰアクセスサービスを提供するも

のとします。 

   （付加機能使用料に係る特例） 

 19 Ｘｉ（第 28 条（付加機能）に規定する対象付加機能の提供を受けているものを除きます。以下この項において同じとします。）

の基本使用料の料金種別を総合利用プラン若しくはデータ専用プランへ変更又はＸｉ契約の解除と同時に新たに総合利用プラン若

しくはデータ専用プランに係るＸｉ契約を締結する申込みをした場合であって、その申込みと同時に対象付加機能の提供を受けることと

なったときは、その基本使用料の料金種別の変更又はＸｉ契約の締結があった日を含む暦月におけるその対象付加機能に係る付加

機能使用料の支払いを要しないものとし、料金表第１表第２(付加機能使用料)に規定する額から減額して適用します。 

   （Ｘｉカケホーダイプラン等に係る経過措置） 

 20 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホーダイプラン

（ケータイ）、Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）、Ｘｉカケホーダイライトプラン、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）、Ｘ

ｉシンプルプラン、Ｘｉデータプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉデータプラン（ＳＩＭフリー）及びＸｉデータプラン（ルーター）（以下こ

の附則において「Ｘｉカケホーダイプラン等」といいます。）のＸｉ（改正前の規定により契約の申込みの承諾を受けているものを含み

ます。）の料金その他の提供条件は、次のとおりとします。 

(1) 基本使用料 

    ア 基本使用料は、この改正規定実施の際現に、改正前の規定により選択している基本使用料の料金種別に応じて次表に定める

額を適用します。 

１契約ごとに 

区       分 
料 金 額（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉ 一般契約に係るもの Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 4,200 円 (4,536 円) 
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Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ） 3,700 円 (3,996 円) 

Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 4,200 円 (4,536 円) 

Ｘｉカケホーダイライトプラン 3,200 円 (3,456 円) 

Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ） 2,700 円 (2,916 円) 

Ｘｉシンプルプラン 2,480 円 (2,678.4 円) 

Ｘｉデータプラン（スマホ／タブ） 3,200 円 (3,456 円) 

Ｘｉデータプラン（ＳＩＭフリー） 3,200 円 (3,456 円) 

Ｘｉデータプラン（ルーター） 2,700 円 (2,916 円) 

定期契約に係るもの 
Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 2,700 円 (2,916 円) 

Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ） 2,200 円 (2,376 円) 

Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー） 2,700 円 (2,916 円) 

Ｘｉカケホーダイライトプラン 1,700 円 (1,836 円) 

Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ） 1,200 円 (1,296 円) 

Ｘｉシンプルプラン 980 円 (1,058.4 円) 

Ｘｉデータプラン（スマホ／タブ） 1,700 円 (1,836 円) 

Ｘｉデータプラン（ＳＩＭフリー） 1,700 円 (1,836 円) 

Ｘｉデータプラン（ルーター） 1,200 円 (1,296 円) 

    イ Ｘｉカケホーダイプラン等に係る基本使用料については、料金表通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定にかか

わらず、日割しません 

    ウ 同一暦月内において、基本使用料の料金種別をＸｉカケホーダイプラン等に係る料金種別相互間で変更したときは、その変更

があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。 

    エ 同一暦月内において、Ｘｉカケホーダイプラン等に係る定期契約の解除と同時に新たにＸｉカケホーダイプラン等に係る一般契

約を締結又はＸｉカケホーダイプラン等に係る一般契約の解除と同時に新たにＸｉカケホーダイプラン等に係る定期契約を締結し

た場合であって、新たに契約を締結したＸｉの基本使用料の料金種別が、契約の解除があったＸｉの基本使用料の料金種別と

同一であるときは、その契約の解除があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。 

    オ 同一暦月内において、ＦＯＭＡカケホーダイプラン等に係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉカケホーダイプラン等に係

るＸｉ契約を締結した場合であって、新たに契約を締結したＸｉの基本使用料の料金種別が、契約の解除があったＦＯＭＡの

基本使用料の料金種別と同一であるときは、その契約の解除があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみ

を適用します。 

    カ Ｘｉ契約者は、一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結、(8)に

規定するフリーコースを選択若しくは廃止又は基本使用料の料金種別を変更する場合であって、当該月におけるＸｉ契約の締

結、フリーコースの選択若しくは廃止及び料金種別の変更の合計回数が当社が別に定める回数を超えるときは、料金表第１表第

５（手続きに関する料金）に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 

    キ アの表に規定するＸｉカケホーダイプラン（ケータイ）、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）及びＸｉデータプラン（ルータ

ー）は、当社が定める端末設備を利用する場合において適用されます。 
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    ク Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ）、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）又はＸｉデータプラン（ルーター）に係るＸｉの

契約者回線に、当社が定める端末設備以外のものが接続されていることを当社が確認したときは、当社がその確認をした日を含む

暦月の基本使用料に 500 円を加算します。 この場合において、当社は暦月の初日から末日までの間において、Ｘｉカケホーダイ

プラン（ケータイ）、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）又はＸｉデータプラン（ルーター）が選択されているものとみなしてこの

規定を適用します。 

    ケ Ｘｉシンプルプランに係るＸｉの契約者回線に、次表に定める端末設備が接続されていることを当社が確認したときは、当社が

その確認をした日を含む暦月の基本使用料に次表に規定する区分に応じた料金額(対象外機種利用料といいます。以下この欄に

おいて同じとします。）を加算します。 

１契約ごとに 

区      分 
加 算 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

当社が定める端末設備のうち当社がタブレットとして取り扱うもの 720 円( 777.6 円) 

当社が定める端末設備のうち当社がルーターとして取り扱うもの 220 円( 237.6 円) 

    コ 身体障がい者等割引（ハーティ割引）の適用は、次に定めるところによります。 

基本使用料の割引額（月額） 

1,700 円(税込額 1,836 円) 

    サ Ｘｉカケホーダイプラン等（(3)に規定する共有対象回線に係るものを除きます。）から総合利用プランへ基本使用料の料金種

別を変更又はＸｉカケホーダイプラン等（(3)に規定する共有対象回線に係るものを除きます。）に係るＸｉ契約の解除と同時

に新たに総合利用プランに係るＸｉ契約を締結したときは、その基本使用料の料金種別の変更又はＸｉ契約の締結のあった日

を含む暦月の基本使用料について、継続して総合利用プランの選択があったものとみなして、料金表第１表第１（基本使用

料）に規定する額を適用します。 

    シ 経企第 1251 号（平成 26 年１月 10 日）に規定するＸｉデータプラン等及び経企第 702 号（平成 26 年８月８日）に 

規定するタイプＸｉ等との間の基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。 

(2) 付加機能使用料 

    ア １のＸｉについて、別表２（付加機能）に規定する moperaU 機能（スタンダードプランに係るものに限ります。）、ビジネス

mopera インターネット機能、sp モード機能及び i モード機能に係る付加機能使用料（基本機能に係るものに限ります。）のう

ち、２以上の付加機能使用料の適用を同時に受けているときは、(1)に規定する身体障がい者等割引の適用を受ける場合を除

き、料金表第 1 表（料金）第 2（付加機能使用料）に規定する付加機能使用料の額からそれぞれ 150 円（月額）を減額し

て適用します。 

     

    イ 料金表通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定により、付加機能使用料を日割するときは、イに規定する額を日割

して適用します。 

(3) 通信料 

    ア 通信料の額は、次の(ア)から(ウ)に定めるところによります。 

    （ア）通話モードに係るもの 

      ① ②以外のもの 

       Ａ Ｂ以外のもの      

料 金 種 別 

料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉ通信料 Ｘｉからの通信 20 円 ( 21.6 円) 

       Ｂ ワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係るもの 
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        ａ ワイドスター通信サービス契約約款に規定する第１種ワイドスターの契約者回線等への通信に係るもの 

料 金 種 別 

料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉ通信料 Ｘｉからの通信 20 円 ( 21.6 円) 

        ｂ ａ以外のもの 

料 金 種 別 

料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉ通信料 Ｘｉからの通信 50 円 ( 54 円) 

      ② 相互接続通信に係るもの 

       Ａ Ｂ以外のもの 

        ａ Ｘｉの契約者回線からの通信に係るもの 

料 金 種 別 
料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉ通信料 Ｘｉからの通信 20 円 ( 21.6 円) 

        ｂ Ｘｉサービスの契約者回線等への通信に係るもの 

         (ａ) (ｂ)以外のもの 

料 金 種 別 

料   金   額 

次の秒数までごとに税抜額 10 円 ( 税込額 10.8 円) 

Ｘｉ通信料 Ｘｉへの通信 30 秒 

         (ｂ) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話の電話機等からの通信に係るもの 

料 金 種 別 

料   金   額 

次の秒数までごとに税抜額 10 円 ( 税込額 10.8 円) 

Ｘｉ通信料 Ｘｉへの通信 15.5 秒 

       Ｂ ＫＤＤＩ株式会社との間に設置した相互接続点（当社が別に定める電気通信サービスに係るものに限ります。）への通

信に係るものその相互接続通信に伴うＫＤＤＩ株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表により算定した額から、Ｋ

ＤＤＩ株式会社の契約約款の規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額  

料 金 種 別 
料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉ通信料 Ｘｉからの通信 20 円 ( 21.6 円) 

    （イ）64kb/s デジタル通信モードに係るもの 

      ① ②以外のもの            

料 金 種 別 料   金   額 
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30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉデジタル通信料 Ｘｉからの通信 36 円 (38.88 円) 

      ② 相互接続通信に係るもの 

       Ａ Ｂ以外のもの 

        ａ Ｘｉの契約者回線からの通信に係るもの 

料 金 種 別 

料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉデジタル通信料 Ｘｉからの通信 36 円 (38.88 円) 

        ｂ Ｘｉサービスの契約者回線等への通信に係るもの 

         (ａ) (ｂ)以外のもの 

   料 金 種 別 

料   金   額 

次の秒数までごとに税抜額 10 円 ( 税込額 10.8 円) 

Ｘｉデジタル通信料 Ｘｉへの通信 16.5 秒 

         (ｂ) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話の電話機等からの通信に係るもの 

料 金 種 別 

料   金   額 

次の秒数までごとに税抜額 10 円 ( 税込額 10.8 円) 

Ｘｉデジタル通信料 Ｘｉへの通信 8.5 秒 

       Ｂ ＫＤＤＩ株式会社との間に設置した相互接続点（当社が別に定める電気通信サービスに係るものに限ります。）への通

信に係るものその相互接続通信に伴うＫＤＤＩ株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表により算定した額から、Ｋ

ＤＤＩ株式会社の契約約款の規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額  

  料 金 種 別 

料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉデジタル通信料 Ｘｉからの通信 36 円 (38.88 円) 

    （ウ）データ通信モードに係るもの 

１課金対象データごとに 

  料 金 種 別 

料   金   額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉデータ通信料 0.6 円 ( 0.648 円) 

    （エ）ショートメッセージ通信モードによる通信の料金額については、改正後の規定におけるＸｉの場合に準じて料金を適用します。 

    イ 基本使用料の料金種別がＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ）、Ｘｉカケホーダイプラン

（ＳＩＭフリー）、Ｘｉカケホーダイライトプラン又はＸｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）（以下この附則において「対象プラ

ン」といいます。）のＸｉに係るＸｉ契約者は、通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードによる通信（（3）のアの（ア）及

び（イ）（次の(ア)から(ク)のいずれかに該当する又は該当するおそれがある場合を除きます。）に規定する料金を適用する通信

に限ります。）の料金について、その月間累計額（料金月単位で累計した額とし、対象プランの選択前又は対象プラン以外への

料金種別の変更後に利用した通信に係る料金額を除きます。）の支払いを要しません。 
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    （ア）ワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係るもの、料金表第１表（料金）第３（通信料）の(19)のアの

(ア)から(ウ)に規定するワイドスター通信サービスの契約者回線への通信、当社が別に定める電話番号への通信に係るもの又

は当社が指定する電気通信事業者が提供する電気通信サービスへの通信等に係るものであるとき。 

    （イ）当社の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを生じさせるとき。 

    （ウ）Ｘｉサービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じる

とき。 

    （エ）その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使

用して他人の通信を媒介したとき。 

    （オ）特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を得ているとき。 

    （カ）一方的な発信又は機械的な発信等により一定時間内に長時間又は多数の通信等を一定期間継続するものであるとき。 

    （キ）音声ガイダンスへの一方的又は長時間の通信を一定期間継続するとき。 

    （ク）その他当社の業務の遂行上支障が生じるとき。 

    ウ イの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する通信に係る料金は、（3）のアの（ア）及び（イ）に規定する料金を適用しま

す。 

    （ア）Ｘｉカケホーダイライトプラン又はＸｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）の適用を受けている場合（(ウ)の適用を受ける場

合を除きます。）であって、それぞれの通信時間について、300 秒を超えた時点から通信が終了した時点までの通信。 

    （イ）Ｘｉ契約者がイの(イ)から(ク)に規定する行為を一定期間継続する又は継続するおそれがあるときの、そのＸｉ契約者から行

われる全ての通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードによる通信。 

    エ 改正前の規定により提供されているシングルパック、ファミリーシェアパック、ビジネスシェアパック（以下この附則において「シングルパ

ック等」といいます。）の料金その他の提供条件は次のとおりとします。 

    （ア）シングルパック等に関する定額通信料については、次表のとおりとします。 

      ① ②以外のもの 

区   分 

定額通信料（月額） 

定額上限データ量 上限回線数 次の税抜額（かっこ内は税

込額） 

シ
ン
グ
ル

パ
ッ
ク 

ファミリーシング

ルパック 

ウルトラデータＬパック 6,000円 

( 6,480円) 

20ＧＢ 20 

ウルトラデータＬＬパック 8,000円 

( 8,640円) 

30ＧＢ 20 

 ビジネスシン

グルパック 

ウルトラデータＬパック 6,000円 

( 6,480円) 

20ＧＢ 10 

 ウルトラデータＬＬパック 8,000円 

( 8,640円) 

30ＧＢ 10 

フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ェ

ア
パ
ッ
ク 

ウルトラシェアパック30 13,500円 

(14,580円) 

30ＧＢ 20 

ウルトラシェアパック50 16,000円 

(17,280円) 

50ＧＢ 20 

ウルトラシェアパック100 25,000円 

(27,000円) 

100ＧＢ 20 

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ェ
ア

パ
ッ
ク 

ウルトラビジネスシェアパック30 13,500円 

(14,580円) 

30ＧＢ 20 

ウルトラビジネスシェアパック50 16,000円 

(17,280円) 

50ＧＢ 20 

ウルトラビジネスシェアパック100 25,000円 

(27,000円) 

100ＧＢ 30 

 

ビジネスシェアパック50 37,000円 

(39,960円) 

50ＧＢ 50 
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ビジネスシェアパック70 51,500円 

(55,620円) 

70ＧＢ 70 

 ビジネスシェアパック100 73,000円 

(78,840円) 

100ＧＢ 100 

 ビジネスシェアパック150 109,000円 

(117,720円) 

150ＧＢ 150 

 ビジネスシェアパック200 145,000円 

(156,600円) 

200ＧＢ 200 

 ビジネスシェアパック250 180,000円 

(194,400円) 

250ＧＢ 250 

 ビジネスシェアパック300 215,000円 

(232,200円) 

300ＧＢ 300 

 ビジネスシェアパック400 280,000円 

(302,400円) 

400ＧＢ 400 

 ビジネスシェアパック500 345,000円 

(372,600円) 

500ＧＢ 500 

 ビジネスシェアパック700 480,000円 

(518,400円) 

700ＧＢ 700 

 ビジネスシェアパック1000 680,000円 

(734,400円) 

1000ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック1500 1,000,000円 

(1,080,000円) 

1500ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック2000 1,300,000円 

(1,404,000円) 

2000ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック3000 1,900,000円

（2,052,000円) 

3000ＧＢ 1000 

 

      ②ベーシックパック及びバーシックシェアパックに係るもの 

区  分 データ量ステップ 定額上限デ

ータ量 

定額通信料 

（月額） 
上
限
回
線

数 

  次の税抜額（かっこ内は税

込額） 

シ
ン
グ
ル
パ
ッ
ク 

フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ン

グ
ル
パ
ッ
ク 

ベーシックパッ

ク 

ステップ１ １ＧＢまで 20ＧＢ 2,900円 

(3,132円) 

20 

 ステップ２ １ＧＢ超え 

３ＧＢまで 

20ＧＢ 4,000円 

 (4,320円) 

20 

 ステップ３ ３ＧＢ超え 

５ＧＢまで 

20ＧＢ 5,000円 

 (5,400円) 

20 

   ステップ４ ５ＧＢ超え 

20ＧＢまで 

20ＧＢ 7,000円 

 (7,560円) 

20 

 

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ン
グ

ル
パ
ッ
ク 

ベーシックパッ

ク 

ステップ１ １ＧＢまで 20ＧＢ 2,900円 

(3,132円) 

20 

 ステップ２ １ＧＢ超え 

３ＧＢまで 

20ＧＢ 4,000円 

 (4,320円) 

20 

 ステップ３ ３ＧＢ超え 

５ＧＢまで 

20ＧＢ 5,000円 

 (5,400円) 

20 
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   ステップ４ ５ＧＢ超え 

20ＧＢまで 

20ＧＢ 7,000円 

 (7,560円) 

20 

フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ェ

ア
パ
ッ
ク 

ベーシックシェアパック ステップ１ ５ＧＢまで 30ＧＢ 6,500円 

 (7,020円) 

20 

ステップ２ ５ＧＢ超え 

10ＧＢまで 

30ＧＢ 9,000円  

(9,720円) 

20 

 ステップ３ 10ＧＢ超え 

15ＧＢまで 

30ＧＢ 12,000円 

 (12,960円) 

20 

  ステップ４ 15ＧＢ超え 

30ＧＢまで 

30ＧＢ 15,000円 

 (16,200円) 

20 

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ェ
ア

パ
ッ
ク 

ベーシックシェアパック ステップ１ ５ＧＢまで 30ＧＢ 6,500円 

 (7,020円) 

20 

ステップ２ ５ＧＢ超え 

10ＧＢまで 

30ＧＢ 9,000円 

 (9,720円) 

20 

 ステップ３ 10ＧＢ超え 

15ＧＢまで 

30ＧＢ 12,000円 

(12,960円) 

20 

  ステップ４ 15ＧＢ超え 

30ＧＢまで 

30ＧＢ 15,000円 

 (16,200円) 

20 

    （イ）次のいずれかに該当するときは、シングルパック等を選択することができません。 

      ① ファミリーシングルパック又はファミリーシェアパックを選択するＸｉの契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認める 

ものを含みます。以下この附則において同じとします。）のとき。 

      ② ビジネスシングルパック又はビジネスシェアパックを選択するＸｉの契約者名義が法人以外のとき。 

    （ウ）シングルパック等を選択しているＸｉ契約者は、（ア）に規定する区分の変更を行うことができます。この場合において、変更

後の区分は、その申出のあった日を含む料金月の翌料金月から適用します。 

    （エ）シングルパック等を選択している契約者は、そのシングルパック等に係る各料金月の定額上限データ量を当社が定める方法に

より増加する申出を行うことができます。この場合において、当社はその申出があった日から、その申出のあった日を含む料金月以

降の料金月における定額上限データ量について、増加の申出があったデータ量（以下この附則において「指定追加データ量」と

いいます。）を加算した後の定額上限データ量を適用します。 

 ただし、指定追加データ量を変更する申出があったときは、その申出があった日を含む料金月の翌料金月から適用します。 

    （オ）（エ）の規定によるほか、シングルパック等を選択している契約者は、当社が別に定める方法により、そのシングルパック等に係

る各料金月の定額上限データ量を当社が定める方法により増加する申出を行うことができます。この場合において、当社はその

申出があった日から、当該料金月における定額上限データ量について、増加の申出があったデータ量（以下この附則においてに

おいて「追加データ量」といいます。）を加算した後の定額上限データ量を適用します。 

    （カ）（エ）又は（オ）に規定する申出を行う契約者が未成年であるときは、その契約者の親権者又は後見人の同意が必要とな

る場合があります。 

    （キ）当社は、シングルパック等の適用を受けているＸｉの累計課金対象データ量が、その契約者が選択しているシングルパック等に

係る定額上限データ量（当該契約約款の規定により加算された１ＧＢの合計のデータ量（以下この附則において「付与デー

タ量」といいます。）、指定追加データ量、追加データ量又はタ若しくはチの規定により繰越データ量があるときは、その定額上限

データ量にその付与データ量、指定追加データ量、追加データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ量とします。）を超えた

ことを当社が確認した時刻から当該料金月の翌料金月の初日の当社が定める時刻までの間（（エ）又は（オ）に規定する

申出があったときは、そのことを当社が確認するまでの間）、そのＸｉの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信を

128k 通信モードによる通信とする取扱い（以下この附則において「128k 通信」といいます。）を適用します。 

    （ク）（キ）の規定により 128k 通信の適用を受けているＸｉが行った通信に係る課金対象データについては、第 47 条（通信時

間等の測定等）の規定にかかわらず、課金対象データ量の測定から除きます。 

    （ケ）当社は、シングルパック等を選択しているＸｉ契約者から（エ）又は（オ）に規定する申出があった場合であって、当該料金

月における累計課金対象データ量が、そのシングルパック等に係る定額上限データ量（付与データ量又はタ若しくはチの規定に

より繰越データ量があるときは、その定額上限データ量にその付与データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ量としま
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す。）を超えるときは、その定額上限データ量を超える部分の課金対象データ量（（キ）の規定により 128k 通信の適用を受

けている課金対象データ量を除きます。）について、次表に規定する額を適用します。 

１ＧＢごとに 

料 金 種 別 
料  金  額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉデータ通信料 1,000 円 ( 1,080 円) 

    （コ）（ア）又は（ケ）に規定する定額通信料については日割しません。 

        ただし、Ｘｉを利用することができない期間があった場合の取扱いについては、Ｘｉの基本使用料の取扱いに準ずるものとしま

す。 

    （サ）当社は、シングルパック等（ベーシックパック及びベーシックシェアパックを除きます。）の適用を受けているＸｉに係る当該料金

月における累計課金対象データ量が、そのシングルパック等に係る定額上限データ量に満たないときは、その定額上限データ量か

らその累計課金対象データ量を差し引いたデータ量（１ＧＢに満たない部分を除きます。）を繰越データ量として（キ）及び

（ケ）の規定を適用します。 

        ただし、その翌料金月においてシングルパック等に係る区分の変更があったとき又は当該料金月若しくは翌料金月において(8)

の３に規定するデータ定額共有の選択若しくは廃止があったときは、この限りでありません。 

    （シ）当社は、シングルパック等の適用を受けているＸｉに係る当該料金月における累計課金対象データ量が、そのシングルパック

等に係る定額上限データ量に付与データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ量を超える場合であって、その定額上限デ

ータ量に付与データ量、指定追加データ量（（ケ）に規定する定額通信料の適用を受ける部分に限ります。）、追加データ量

及び繰越データ量を加算した後のデータ量（以下この欄において「加算後データ量」といいます。）に満たないときは、加算後デ

ータ量からその累計課金対象データ量を差し引いたデータ量を繰越データ量として（キ）及び（ケ）の規定を適用します。 

    （ソ）当社は、シングルパック等を選択している契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する

場合には、シングルパック等を廃止します。 

      ① Ｘｉ契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める場合を除きます。）。 

      ② 契約の解除があったとき（当社が別に定める場合を除きます。）。 

      ③ 電話番号保管があったとき。 

      ④ ケータイパックを選択している場合であって、基本使用料の料金種別がＸｉカケホーダイプラン（ケータイ）、Ｘｉカケホーダイ

ライトプラン（ケータイ）又はＸｉシンプルプラン（当社が別に定める端末設備を利用していると当社が認めるものに限りま

す。）以外となったとき。 

    （タ）シングルパック等を選択している契約者は、データ定額共有（共有回線群（共有代表回線（共有回線群を代表する１の

Ｘｉ又はＦＯＭＡ（その契約者に係るものであって、シングルパック等を選択しているものに限ります。）をいいます。以下この

附則において同じとします）及び共有対象回線（共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するＸｉ、Ｘｉユビキタス、

ＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタスのことをいいます。以下この附則において同じとします。）により構成される回線群をいいます。

以下この附則において同じとします。）を構成するＸｉ（基本使用料の料金種別がＸｉカケホーダイプラン等であるものに限り

ます。）、Ｘｉユビキタス（基本使用料の料金種別がＸｉデバイスプラス等であるものに限ります。）、ＦＯＭＡ（基本使用

料の料金種別がＦＯＭＡカケホーダイプラン等であるものに限ります。）及びＦＯＭＡユビキタス（基本使用料の料金種別が

ＦＯＭＡデバイスプラス等であるものに限ります。）に係る累計課金対象データ量を合算して、共有代表回線に係る契約者が

選択しているシングルパック等を適用する取扱い）を選択することができます。 

    （チ）契約者は、データ定額共有を選択するときは、共有代表回線（共有回線群を代表する１のＸｉ又はＦＯＭＡ（その契約

者に係るものであって、データ定額パックを選択しているものに限ります。以下この附則において同じとします。）を合わせて当社に

申し出ていただきます。この場合において、共有代表回線は基本使用料の料金種別が総合利用プランのＸｉ又はＦＯＭＡに

限ります。 

           ただし、Ｘｉ又はＦＯＭＡの契約者名義が法人である場合であって、そのＸｉ又はＦＯＭＡと当社が別に定める方法によ

り料金その他の債務を契約者ごとに一括して請求（以下この欄において「一括請求」といい、その契約者以外の者（契約者と

相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者に限ります。以下この欄において同じとしま

す。）に係る料金等と合わせて請求する場合を含みます。）している他のＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビ

キタスが既に共有代表回線又は共有対象回線であるときは、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の申出を行うことができ
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ません。 

    （ツ）（チ）の規定によるほか、共有回線群の共有代表回線がフリーコースを選択している場合を除き、フリーコースを選択している

共有対象回線との間で共有回線群を構成することができません。 

    （テ）共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、１の共有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。この

場合において、当社は、共有対象回線に係る契約者がシングルパック等（カに規定するケータイパックを含みます。以下（ト）に

おいて同じとします。）を選択していないときは、合わせてベーシックパックを選択したものとみなして取扱います。 

ただし、その契約者から、他のシングルパック等を選択する申出があった場合は、この限りでありません。 

    （ト）（テ）の規定により選択したシングルパック等の定額通信料、エの（ア）に係るデータ通信料、カの（ウ）及びカの（エ）に

規定する月間累計額については、共有代表回線との間のデータ定額共有を選択している期間において、その支払いを要しませ

ん。 

    （ナ）共有代表回線に係る契約者及び共有対象回線に係る契約者は、共有回線群を構成する共有対象回線に係る累計課金

対象データ量を共有代表回線の契約者が引き受け、当社がデータ定額共有を適用することにあらかじめ同意するものとします。 

    （ニ）データ定額共有の開始は、（タ）に規定する申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 

        ただし、次のいずれかに該当するときは、その申出を当社が承諾した日を含む料金月から適用します。 

      ① Ｘｉ契約者が、シングルパック等の選択と同時にデータ定額共有を選択した場合であって、カの規定によりその共有代表回線

を指定して当社に申し出た全ての共有対象回線においてシングルパック等が選択されていないとき。 

      ② データ定額共有を開始した日以降に、その共有代表回線を指定して当社に申し出た全ての共有対象回線においてデータ定

額パックが選択されていないとき。 

    （ヌ）共有対象回線（基本使用料の料金種別がＸｉカケホーダイプラン等であるものに限ります。）の契約者は、次表に定める定

額通信料の支払いを要します。 

１契約ごとに 

料 金 種 別 
料  金  額（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

定額通信料 500 円 (  540 円) 

    （ネ）（ヌ）に規定する定額通信料については日割しません。 

        ただし、Ｘｉを利用することができない期間があった場合の取扱いについては、Ｘｉの基本使用料の取扱いに準ずるものとしま

す。 

     (ノ) シングルパック等（ウルトラデータＬパック、ウルトラデータＬＬパック、ウルトラシェアパック 30、ウルトラビジネスシェアパック 30、

ウルトラシェアパック 50、ウルトラビジネスシェアパック 50、ウルトラシェアパック 100 又はウルトラビジネスシェアパック 100 に限りま

す。）を選択している契約者は、テザリング通信を行う場合（そのシングルパック等に係る共有回線群の共有対象回線がテザリ

ング通信を行う場合を含み、当社が別に定める端末設備を接続する場合を除きます。）は、あらかじめ当社に申し出ていただき

ます。 

    （ハ）契約者は、（ノ）に規定する申出を行った場合は、次表に定める定額通信料の支払いを要します。 

１共有回線群ごとに 

料 金 種 別 
料  金  額（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

定額通信料 1,000 円 ( 1,080 円) 

    （ヒ）ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するベーシックパック又はベーシックシェアパックを選択しているＦＯＭＡ契約者が、そのＦ

ＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結した場合であって、そのＸｉ契約の締結と同時にベーシックパック又はベー

シックシェアパックを選択したときは、当社が定める方法により、当該料金月におけるそのＦＯＭＡ契約に係るベーシックパック又

はベーシックシェアパックを選択している期間の課金対象パケット量とＸｉ契約に係るベーシックパック又はベーシックシェアパックを

選択している期間の課金対象データ量を合算して料金を算定します。 

    （フ）共有回線群を構成するＸｉに係る契約者は、共有代表回線からの請求に基づき、契約者に係る課金対象データの情報を

当社が共有代表回線に係る契約者へ通知することにあらかじめ同意するものとします。 
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    （ヘ）当社は、Ｘｉ契約者から、シングルパック等の選択と同時に、その料金の適用に係る申出があったとき（その契約者からの最

初の申出であると当社が認める場合に限ります。）は、その申出のあった日を含む料金月及びその前料金月におけるデータ通信

モードに係る通信（当社が別に定める通信を除きます。）について、当社が定める方法により、そのシングルパック等の選択があ

ったものとみなして料金を算定します。この場合において、当該料金月におけるその通信に係る料金額がその算定額を超える場

合は、その料金額と算定額の差額の支払いを要しないものとし、その額を返還します。 

    （ホ）(ヘ)の規定によるほか、当社は、ＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結した契約者から、そのＸｉ契約の締

結及びシングルパック等の選択と同時に、その料金の適用に係る申出があったとき（その契約者からの最初の申出であると当社

が認める場合に限ります。）は、その申出のあった日を含む料金月及びその前料金月におけるデータ通信モードに係る通信（当

社が別に定める通信を除きます。）及びＦＯＭＡサービス契約約款に規定するパケット通信モードに係る通信（当社が別に定

める通信を除きます。）について、当社が定める方法により、そのシングルパック等の選択があったものとみなして料金を算定しま

す。この場合において、当該料金月におけるその通信に係る料金額がその算定額を超える場合は、その料金額と算定額の差額

の支払いを要しないものとし、その額を返還します。 

（注）契約者は、当社が(ヘ)又は(ホ)に規定する料金の算定をするまでの間、当該料金月におけるパケット通信モード又はデータ

通信モードに係る通信に関する料金の支払いを要します。 

    オ エに規定するシングルパック等の割引の適用は、次に定めるところによります。 

    （ア）シングルパック等に係る定額通信料の月極割引（ずっとドコモ割プラス）の適用は、次に定めるところによります。 

      ① シングルパック等の適用を受けているＸｉ（そのＸｉの契約者名義が個人であるとき及びそのＸｉに係る契約者がｄポイン

トプログラム会員（当社が定めるｄポイントクラブ会員規約に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）で

あるときに限ります。）に係る定額通信料について、サービスステージ（当社が定めるｄポイントクラブ会員規約に規定するもの

をいいます。以下この欄において同じとします。）に応じて、次のＡ又はＢに定める額の割引を適用します。この場合において、

Ｘｉ契約者がベーシックパック又はベーシックシェアパックを選択しているときは、エの（ア）の規定により適用する当該料金月の

定額通信料に係るデータ量ステップに応じて、Ａ又はＢに定める額の割引を適用します。 

         ただし、契約者が料金月の末日において(8)に規定するフリーコースを選択している場合又は料金月の末日においてｄポイン

トクラブ会員規約に基づき本割引の適用に代えてｄポイント進呈を選択している場合は、この限りでありません。 

       Ａ Ｂ以外のもの 

サービス 

ステージ 

定額通信料の減額（月額） 

ベーシックシェアパッ

ク（ステップ１） 

ベーシックシェアパッ

ク（ステップ２） 

ベーシックシェアパッ

ク（ステップ３）、

ベーシックシェアパッ

ク（ステップ４）、

ウルトラシェアパック

30 

ウルトラシェアパック

50 

ウルトラシェアパック

100 

      

2ndステージ 100円 400円 600円 800円 1,000円 

3rdステージ 200円 600円 800円 1,000円 1,200円 

4thステージ 600円 800円 1,000円 1,200円 1,800円 

プラチナ 

ステージ 

900円 1,000円 1,200円 1,800円 2,500円 

 

       Ｂ シングルパックに係るもの 

サービス 

ステージ 

定額通信料の減額（月額） 

ベーシックパック（ステ

ップ１） 

ベーシックパック（ステ

ップ２） 

ベーシックパック（ステ

ップ３）、ベーシックパ

ック（ステップ４）、ウ

ルトラデータＬパック 

ウルトラデータＬＬパッ

ク 

2ndステージ － － 100円 200円 
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3rdステージ － － 200円 400円 

4thステージ － － 600円 600円 

プラチナ 

ステージ 

200円 600円 800円 800円 

      ② シングルパック等の適用を受けているＸｉ（そのＸｉの契約者名義が法人であるとき又はそのＸｉの契約者名義が個人であ

る場合であって、そのＸｉに係る契約者がｄポイントプログラム会員ではないときに限ります。）に係る定額通信料について、当

該料金月のそのＸｉ契約に係る経過期間（その契約に基づき契約者回線の提供を開始した日が料金月の初日のときはその

料金月から、料金月の初日以外のときはその提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算した期間をいいます。以下

同じとします。）に応じて、次のＡ又はＢに定める額の割引を適用します。この場合において、Ｘｉ契約者がベーシックパック又

はベーシックシェアパックを選択しているときは、エの（ア）の規定により適用する当該料金月の定額通信料に係るデータ量ステッ

プに応じて、Ａ又はＢに定める額の割引を適用します。 

        ただし、契約者が料金月の末日において(8)に規定するフリーコースを選択している場合は、この限りでありません。 

     Ａ Ｂ以外のもの 

経過期間 定額通信料の減額（月額） 

 ベーシックシェアパ

ッ ク （ ス テ ッ プ

１） 

ベーシックシェアパ

ッ ク （ ス テ ッ プ

２） 

ベーシックシェアパ

ッ ク （ ス テ ッ プ

３）、ベーシック

シェアパック（ス

テップ４）、ウル

トラシェアパック

30、ウルトラビジ

ネスシェアパック

30 

ウルトラシェアパッ

ク50又はウルトラ

ビジネスシェアパッ

ク50 

ウルトラシェアパッ

ク100又はウルト

ラビジネスシェア

パック100 

48か月超え96か月ま

で 

100円 400円 600円 800円 1,000円 

96か月超え120か月ま

で 

200円 600円 800円 1,000円 1,200円 

120か月超え180か月

まで 

600円 800円 1,000円 1,200円 1,800円 

180か月超 900円 1,000円 1,200円 1,800円 2,500円 

       Ｂ シングルパックに係るもの 

経過期間 定額通信料の減額（月額） 

 ベーシックパック（ステ

ップ１） 

ベーシックパック（ステ

ップ２） 

ベーシックパック（ステ

ップ３）、ベーシックパ

ック（ステップ４）、ウ

ルトラデータＬパック 

ウルトラデータＬＬパッ

ク 

48か月超え96か月まで － － 100円 200円 

96か月超え120か月ま

で 

－ － 200円 400円 

120か月超え180か月

まで 

－ － 600円 600円 

180か月超 200円 600円 800円 800円 

    （イ）特定Ｘｉ等におけるデータ定額パックに係る定額通信料の月極割引（光複数割）については、次に定めるところによります。 
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      ① １の共有回線群に係る特定Ｘｉ等（ＩＰ通信網サービス契約約款に定めるものをいい、特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網

契約の契約者回線の基本料の料金種別がドコモ光ミニ戸建単独タイプ／東又はドコモ光ミニ戸建単独タイプ／西の場合を除

きます。以下この欄において同じとします。）の数が２以上あるときは、２を超える特定Ｘｉ等の数１ごとに、次表に定める割

引額をその特定Ｘｉ等に係る共有回線群のシングルパック等の定額通信料に適用します。 

         ただし、その定額通信料が、（ア）に規定するシングルパック等に係る定額通信料の月極割引の適用額、（ウ）に規定す

るシングルパック等に係る定額通信料の割引の割引額及び次表に定める割引額の合計額に満たないときは、その額を控除し

た額を適用します。 

特定Ｘｉ等の１契約ごとに 

割 引 額（月額） 

300 円 

      ② ①の場合において、当社は同一料金月内に、特定Ｘｉ等が①に規定する割引条件を満たさなくなったときは、割引条件を

満たしている日数に応じて割引額を日割して適用するものとします。ただし、同一料金月内に特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網

契約の解除があったときは、この限りでありません。 

      ③ 特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約の契約者回線がＩＰ通信網サービス契約約款に定める光単独タイプビジネス割の基

本使用料の減額適用を受けているときは、その特定Ｘｉ等について、①に定める２を超える特定Ｘｉ等の数に含めないものと

します。 

    （ウ）シングルパック等に係る定額通信料の割引の適用は、次に定めるところによります。 

      ① シングルパック等の適用を受けているＸｉが、その適用を受けている料金月において、シングルパック等を選択する又はシングル

パック等に係る共有回線群を構成するＸｉが特定Ｘｉ等（ＩＰ通信網サービス契約約款に規定するものをいいます。以下

この欄において同じとします。）であること（以下この欄において「割引条件」といいます。）を確認したときは、当社がそのことを

確認した日を含む料金月に係るデータ定額パックの定額通信料について、その特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約（契約者

回線の提供を受けているものであって、ＩＰ通信網サービス契約約款に規定する移転等を行っている場合を除きます。以下こ

の附則において「対象契約」といいます。）の基本使用料の料金種別に応じて、次表に規定する額の割引を適用します。この

場合において、Ｘｉ契約者がベーシックパック又はベーシックシェアパックを選択しているときは、エの（ア）の規定により適用する

当該料金月の定額通信料に係るデータ量ステップに応じて、次表に規定する額の割引を適用します。 

           ただし、本割引は、１の対象契約につき１のＸｉ又はＦＯＭＡに限り適用します。 

１契約ごとに 

区   分 データ量 

ステップ 

割 引 額 

  対象契約に係る

基本使用料の料

金種別がドコモ光

ミニであるもの 

それ以外のもの 

シ
ン
グ
ル
パ
ッ
ク 

ベーシックパック ステップ１ 100円 100円 

 ステップ２ 200円 200円 

 ステップ３ 500円 800円 

 ステップ４ 500円 800円 

ウルトラデータＬパック － 500円 1,400円 

ウルトラデータＬＬパック － 500円 1,600円 

フ
ァ
ミ
リ
ー

シ
ェ
ア
パ
ッ

ク 

ベーシックシェアパック ステップ１ 500円 800円 

 ステップ２ 500円 1,200円 

 ステップ３ 500円 1,800円 
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 ステップ４ 500円 1,800円 

ウルトラシェアパック30 － 500円 2,500円 

ウルトラシェアパック50 － 500円 2,900円 

 ウルトラシェアパック100 － 500円 3,500円 

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ェ

ア
パ
ッ
ク 

ベーシックシェアパック ステップ１ 500円 800円 

 ステップ２ 500円 1,200円 

 ステップ３ 500円 1,800円 

 ステップ４ 500円 1,800円 

 

ウルトラビジネスシェアパック30 － 500円 2,500円 

 ウルトラビジネスシェアパック50 － 500円 2,900円 

 ウルトラビジネスシェアパック100 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック50 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック70 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック100 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック150 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック200 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック250 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック300 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック400 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック500 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック700 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック1000 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック1500 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック2000 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック3000 － 500円 3,500円 

      ② ①の場合において、対象契約の基本使用料を日割しない場合であって、データ定額パックの定額通信料を日割して適用する

ときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、データ定額パックの定額通信料を日割りする日数

に応じて①に規定する割引を日割りして適用します。 

      ③ ②の規定によるほか、データ定額パックの定額通信料を日割しない場合であって、対象契約の基本使用料を日割して適用す

るときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、対象契約の基本使用料を日割りする日数に応

じて①に規定する割引額を日割りして適用します。この場合において、対象契約に複数の基本使用料の料金種別が選択され

ている場合には、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、ドコモ光ミニに係る基本使用料の料金種

別を選択している期間、マンションタイプに係る基本使用料の料金種別を選択している期間又は選択していない期間ごとに、

①に規定する割引額を日割して適用します。 

      ④ ②又は③の規定によるほか、データ定額パックの定額通信料及び対象契約の基本使用料を日割して適用するときは、通則

第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、割引条件を満たしている日数に応じて①に規定する割引額を



76 

 

日割して適用します。この場合において、対象契約に複数の基本使用料の料金種別が選択されている場合には、通則第３

項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、ドコモ光ミニに係る基本使用料の料金種別を選択している期間、マ

ンションタイプに係る基本使用料の料金種別を選択している期間又は選択していない期間ごとに、当社が定める方法により、ア

に規定する割引額を日割して適用します。 

      ⑤ ②から④の規定によるほか、本割引を適用する料金月において、複数の指定Ｘｉ等がある場合、又は１の指定Ｘｉ等に

係るＩＰ通信網契約について、複数の基本使用料の料金種別が選択されている場合は、各料金月における割引条件を満

たしている期間に係る各々の日について、対象契約に係る本割引の割引額が最も高額となる料金種別を判定し、その料金種

別がドコモ光ミニとなる期間、マンションタイプとなる期間又はそれ以外となる期間ごとに、当社が定める方法により、①に規定す

る割引額を日割して適用します。 

      ⑥ 当社は、対象契約に指定Ｘｉ等の変更があった場合は、変更があった１の指定Ｘｉ等について、①から⑤の規定を適用し

ます。        

      ⑦ ①の適用を受けているＸｉのうち、シングルパック等（ファミリーシングルパック及びファミリーシェアパックを除きます。）を選択し

ているXi が、その適用を受けている料金月において、ＩＰ通信網契約サービス契約約款に規定する光単独タイプビジネス割の

適用を受けていることを当社が確認したときは、当社がそのことを確認した日を含む料金月に係る①に規定するシングルパック等

（ファミリーシングルパック及びファミリーシェアパックを除きます。）の割引額について、それぞれの割引額から 700 円減額して適

用するものとします。 

   （エ）定額通信料等に係る月極割引(docomo with2）については、次に定めるところによります。 

      ① 定額通信料等に係る月極割引Ｘｉの適用を受けている場合であって、次の A 及び B の条件（以下この附則において「割

引条件」といいます。）を満たすときは、割引条件を満たす日を含む料金月について、次表に定める額を上限とした割引を適用

します。 

１契約ごとに 

割 引 額（月額） 

1,500 円 

       Ａ 基本使用料の料金種別が、Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホーダイライトプラン又はＸｉシンプルプラン

（料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定するものをいいます。以下この欄において同じとしま

す。）であること。 

       Ｂ データ定額パック（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(8)の２に規定するものをいい、ケータイパックを除きま

す。以下この欄において同じとします。）を選択していること。 

      ② 当社は、本割引の適用を受けているＸｉについて、次のいずれかに該当する場合には、本割引を廃止します。 

       Ａ ①に規定する割引条件に該当しないことを当社が確認したとき。 

       Ｂ Ｘｉ契約の解除があったとき（当社が別に定めるものを除きます。）。 

       Ｃ 当社が別に定める端末設備を購入するとき。 

       Ｄ その他当社が別に定めるとき。 

      ③ 本割引の適用を廃止する場合は、その廃止日を含む料金月の前料金月までの期間について、本割引を適用します。 

    カ 改正前の規定により提供されているケータイパックの料金その他の提供条件は次のとおりとします。 

    （ア）ケータイパックの定額通信料、データ通信料及び定額上限データ量は、次のとおりとします。 

      ① 定額通信料 

１契約ごとに 

区    分 
料 金 額（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ケータイパック 300 円（324 円） 

      ② データ通信料 

１課金対象データごとに 

料 金 種 別 料 金 額（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 
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Ｘｉデータ通信料（ケータイパックの適用を受けている期間

において、当社が定める端末設備のみを利用して通信を行

ったことを当社が確認した場合に限ります。） 

0.03 円 (0.0324 円) 

上記以外のもの 
0.6 円 ( 0.648 円) 

      ③ 定額上限データ量 

１契約ごとに 

区    分 定額上限データ量 

ケータイパック ２ＧＢ 

    （イ）基本使用料の料金種別がＸｉカケホーダイプラン（ケータイ）又はＸｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）を選択していな

いときは、ケータイパックを選択することができません。 

    （ウ）ケータイパックにデータ通信料の適用は次のとおりとします。 

      ① 料金月における累計課金対象データ量に応じて、アの規定により算定した額の月間累計額から、300 円を控除した額を適

用します。 

         ただし、その月間累計額が 300 円に満たない場合は、その月間累計額を控除することとします。 

      ② ケータイパックの適用を受けているＸｉの契約者回線から行ったデータ通信モードに関する料金については、（ア）の規定によ

り算定した額を適用します。この場合において、その料金の月間累計額が 4,200 円を超える場合は、4,200 円をその月間累

計額とみなして取り扱います。 

      ③ 当社が定める端末設備のみを利用して行ったことを当社が確認した場合は、当該料金月におけるその通信に係る課金対象

データ量に百分の五を乗じて算出したものを当該料金月における課金対象データ量として計算（その計算結果に小数点以下

の端数が発生した場合は、その端数を切り上げます。）するものとし、（ア）の②に規定する「0.03円」を「0.6円」に読み替え

て適用します。 

    （エ）（ア）及び（ウ）の規定にかかわらず、ケータイパックの適用を受けているＸｉ契約者回線に、当社が定める端末設備以外

が接続されていることを当社が確認したときは、当社がその確認をした日を含む料金月のそのＸｉの契約者回線との間のデータ

通信モードによる通信（ケータイパックの適用を受けている期間に限ります。）に関する料金については、4,200 円をその月間

累計額とみなして取扱います。 

    （オ）当社は、ケータイパックを選択している契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場

合には、ケータイパックを廃止します。 

      ① Ｘｉ契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める場合を除きます。）。 

      ② 契約の解除があったとき（当社が別に定める場合を除きます。）。 

      ③ 電話番号保管があったとき。 

      ④ 基本使用料の料金種別がＸｉカケホーダイプラン（ケータイ）、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）又はＸｉシンプル

プラン（当社が別に定める端末設備を利用していると当社が認めるものに限ります。）以外となったとき。 

    （カ）ケータイパックを選択している場合であって、料金表第３表（国際アウトローミング利用料）の１（適用）に規定するパケット

パック海外オプションを選択しているときは、当社が別に定める端末設備を利用して通信を行ったものとみなして取り扱います。 

    （キ）当社は、Ｘｉ契約者から、ケータイパックの選択と同時に、その料金の適用に係る申出があったとき（その契約者からの最初

の申出であると当社が認める場合に限ります。）は、その申出のあった日を含む料金月及びその前料金月におけるデータ通信

モードに係る通信（当社が別に定める通信を除きます。）について、当社が定める方法により、ケータイパックの選択があったも

のとみなして料金を算定します。この場合において、当該料金月におけるその通信に係る料金額がその算定額を超える場合

は、その料金額と算定額の差額の支払いを要しないものとし、その額を返還します。 

    （ク）(キ)の規定によるほか、当社は、ＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結した契約者から、そのＸｉ契約の締

結及びケータイパックの選択と同時に、その料金の適用に係る申出があったとき（その契約者からの最初の申出であると当社が

認める場合に限ります。）は、その申出のあった日を含む料金月及びその前料金月におけるデータ通信モードに係る通信（当

社が別に定める通信を除きます。）及びＦＯＭＡサービス契約約款に規定するパケット通信モードに係る通信（当社が別に

定める通信を除きます。）について、当社が定める方法により、ケータイパックの選択があったものとみなして料金を算定します。

この場合において、当該料金月におけるその通信に係る料金額がその算定額を超える場合は、その料金額と算定額の差額の
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支払いを要しないものとし、その額を返還します。 

（注）契約者は、当社が(キ)又は(ク)に規定する料金の算定をするまでの間、当該料金月におけるパケット通信モード又はデータ

通信モードに係る通信に関する料金の支払いを要します。 

    キ 複数回線複合割引（ファミリー割引）の適用は、次に定めるところによります。 

    （ア）Ｘｉカケホーダイライトプラン、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）又はＸｉシンプルプランに係る定期契約を締結してい

るときは、そのＸｉが属する割引回線群を構成する他の契約者回線等への通信（当社が別に定める通信を除きます。）に料

金の月間累計額について、次表のとおり取り扱います。 

１契約ごとに 

区    分 割引額 

割引回線群に係る契約者

回線への通信 

通話モードに係るもの その通信（料金月の末日までに終了した通信に限りま

す。）に関する料金について、支払いを要しません。 

64kb/s デジタル通信モードに係

るもの 

その通信に関する料金の月間累計額に 0.60 を乗じて得た

額をその月間累計額から差し引いた額を適用します。 

    （イ）複数回線複合割引の適用を受けているときは、割引回線群を構成する他の契約者回線等のｉモード機能又は sp モード機

能に係るメールアドレスを、送信先又は送信元とするⅰモード電子メールの送受信に関する通信の料金ｉモード電子メールの送

受信に関する料金について、アの（ウ）の規定にかかわらず、その支払を要しません。 

        ただし、電波状態若しくは、ｉモード機能若しくは sp モード機能の利用に係る設定等によりⅰモード電子メールが蓄積されな

かったとき又は当社が別に定めるところによりそのｉモード電子メールが送信されたときは、この限りでありません。 

    ク 定期契約に係る通信料月極割引（ビジネス通話割引）の適用は、次に定めるところによります。 

    （ア）Ｘｉカケホーダイライトプラン、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）若しくはＸｉシンプルプランに係る定期契約を締結して

いる場合であって次表に規定する定額料を支払ったとき又はＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホーダイプラン

（ケータイ）若しくはＸｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）に係る定期契約を締結しているときにおいて、そのＸｉが属する指

定割引回線群を構成する他の契約者回線への通信又はその他の契約者回線等への通信（当社が別に定める通信を除きま

す。）に関する料金の月間累計額について、次表のとおり取り扱います。 

１契約ごとに 

区 分 定 額 料(月額) 

割  引  額 

(ア) (イ)以外のもの (イ) 指定割引回線群に係る契約者回線 

への通信 

 通話モードに係るもの 64kb/sデジタル通信

モードに係るもの 

指定

割引

回線

群に

係る 

Ｘｉ

及び

ＦＯ

ＭＡ

の数 

２～30 ― その通信に関する料金

の月間累計額に0.10

を乗じて得た額 

その通信（料金月の

末日までに終了した通

信に限ります。）に関

する料金について、支

払いを要しません。 

その通信に関する料金

の月間累計額に0.60

を乗じて得た額 

31～

100 

税抜額 477円 

(税込額 515.16円) 

その通信に関する料金

の月間累計額に0.20

を乗じて得た額 

101～

1000 

税抜額 667円 

(税込額 720.36円) 

その通信に関する料金

の月間累計額に0.30

を乗じて得た額 

     

    （イ）定期契約に係る通信料月極割引の適用を受けているときは、割引回線群を構成する他の契約者回線等のｉモード機能又

は sp モード機能に係るメールアドレスを、送信先又は送信元とするⅰモード電子メールの送受信に関する通信の料金ｉモード

電子メールの送受信に関する料金について、アの（ウ）の規定にかかわらず、その支払を要しません。 

        ただし、電波状態若しくは、ｉモード機能若しくは sp モード機能の利用に係る設定等によりⅰモード電子メールが蓄積されな

かったとき又は当社が別に定めるところによりそのｉモード電子メールが送信されたときは、この限りでありません。 

    ケ Ｘｉカケホーダイプラン等（共有対象回線に係るものを除きます。）から総合利用プランへ基本使用料の料金種別を変更又は
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Ｘｉカケホーダイプラン等（共有対象回線に係るものを除きます。）に係る Xi 契約若しくはＦＯＭＡサービス契約約款に規定す

るＦＯＭＡ契約の解除と同時に総合利用プランに係る Xi 契約の締結があったときは、その料金種別の変更又は Xi 契約の締結

のあった日を含む料金月の通信料について、継続して総合利用プランの選択があったものとみなして取り扱います。 

    コ 同一料金月内において、Ｘｉカケホーダイプラン等に係る定期契約の解除と同時に新たにＸｉカケホーダイプラン等に係る一般

契約を締結又はＸｉカケホーダイプラン等に係る一般契約の解除と同時に新たにＸｉカケホーダイプラン等に係る定期契約を締

結した場合であって、新たに契約を締結したＸｉの基本使用料の料金種別が、契約の解除があったＸｉの基本使用料の料金

種別と同一であるときは、その契約の解除があった料金月の累計課金対象デ－タ量は、契約の解除があったＸｉに係る累計課金

対象デ－タ量と新たに契約を締結したＸｉに係る累計課金対象デ－タ量を合算してカの規定を適用します。 

(4) 定期契約に係る解約金 

    ア 定期契約に係る解約金は、次表に規定する額を適用します。 

                           １契約ごとに 

区    分 
解約金の額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

定期契約に係る解約金 9,500 円 ( 10,260 円) 

    イ アに規定する定期契約に係る解約金の適用については、なお従前のとおりとします。     

(5) 請求書等の発行に関する料金 

    ア 請求書等の発行に関する料金は、次表に規定する額を適用します。 

１契約について１通ごとに  

区       分 

手 数 料 の 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

請求書等発行

手数料 
請求書の発行に係るもの 100 円 ( 108 円) 

口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書

の発行に係るもの 
50 円 (  54 円) 

    イ アに規定する定期契約に係る解約金の適用については、なお従前のとおりとします。 

(6) 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条件は次のとおりとします。 

    ア 電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＸｉカケホーダイプラン等のＸｉに係る料金等が、当社が別に定める

支払方法により当社が定める期日までに支払われたことを当社が確認したときは、そのＸｉに係る料金等から 20 円を減額します。

この場合において、(1)及び(2)の適用による場合は、適用した後の料金の額から減額します。 

      ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発行を受けたときはこの限りでありません。 

    イ ア以外の提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。 

(7) Ｘｉカケホーダイプラン等のＸｉに係るフリーコース（定期契約であって、当社が定める期間が経過した後、定期契約に係る解約

金の支払いを要さないものをいいます。以下この附則において同じとします。）の提供条件は次のとおりとします。 

    ア 当社は、定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、更新期間である場合に限り、その申出を承諾します。 

    イ 当社は、前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡ契約及びＸｉ契約に係る経過期間が２年を超えているＦＯＭＡ契約者又はＸ

ｉ契約者がＦＯＭＡ契約に係る一般契約（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。）又はＸｉ契約に係る一

般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結する場合において、定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、そ

の一般契約の解除があった日を含む暦月の初日から起算して翌暦月の末日までの間に限り、その申出を承諾します。 

    ウ 当社は、ア及びイの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、そのフリーコースを選択する申出を承諾しません。 

    （ア）その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。）であるとき。 

    （イ）そのＸｉに係る基本使用料の料金種別がＸｉカケホーダイプラン等以外であるとき。 

    （ウ）そのＸｉに係る共有回線群の共有代表回線がフリーコースを選択していないとき。 

    エ 当社は、契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、その申出を当社が承諾した日を含む暦月の翌暦月からフリーコー

スを適用します。 
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    オ 当社は、契約者からフリーコースを廃止する申出があったときは、その申出を当社が承諾した日にフリーコースの適用を廃止します。 

    カ 当社は、フリーコースを選択している契約者から定期契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡサービス契約約款に規定する定期契

約（ＦＯＭＡカケホーダイプランプラン等に係るものに限ります。）を締結する申出があったときは、そのＦＯＭＡ契約においてフリ

ーコースを選択する場合に限り、その申出を承諾します。 

(8) Ｘｉ契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後の規定にお

けるＸｉの場合に準じるものとします。 

(9) 経企第 1251 号（平成 26 年１月 10 日）に規定するＸｉデータプラン等及び経企第 702 号（平成 26 年８月８日）に

規定するタイプＸｉ等との間の基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。 

(10) 別表２（付加機能）に規定するワンナンバー機能の提供条件は、改正後の規定におけるＸｉの場合に準じて取扱います。 

(11) (1)から(10)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。 

   （Ｘｉデバイスプラス等に係る経過措置） 

 21 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているＸｉデバイスプラス 300 及びＸｉデバイスプラス 500（以下こ

の附則において「Ｘｉデバイスプラス等」といいます。）のＸｉユビキタス（改正前の規定により契約の申込みの承諾を受けているもの

を含みます。）の料金その他の提供条件は、次のとおりとします。 

(1) 基本使用料 

    ア 基本使用料は、この改正規定実施の際現に、改正前の規定により選択している基本使用料の料金種別に応じて次表に定める

額を適用します。 

１契約ごとに 

区       分 
料 金 額（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉユビキタス Ｘｉユビキタス一般

契約に係るもの 
Ｘｉデバイスプラス 300 300 円 (  324 円) 

Ｘｉデバイスプラス 500 1,000 円 (1,080 円) 

Ｘｉユビキタス定期

契約に係るもの 
Ｘｉデバイスプラス 500 500 円 (  540 円) 

    イ アの表に規定するＸｉデバイスプラス 300 又はＸｉデバイスプラス 500 は、当社が定める端末設備を利用する場合において適

用されます。 

    ウ Ｘｉデバイスプラス 300 又はＸｉデバイスプラス 500に係るＸｉユビキタスの契約者回線に、次表に定める端末設備が接続さ

れていることを当社が確認したときは、当社がその確認をした日を含む歴月の基本使用料に次表に規定する区分に応じた料金額

を加算します。この場合において、当社は歴月の初日から末日までの間において、Ｘｉデバイスプラス 300又はＸｉデバイスプラス 

500 が選択されているものとみなしてこの規定を適用します。 

１契約ごとに 

区   分 

加 算 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉデバイスプラス 300 Ｘｉデバイスプラス 500 

当社が定めるインターネットホームページにおいてＸｉカケホーダイプラ

ン（スマホ／タブ）向けに区分されるもの 
3,400 円( 3,672 円) 2,700 円( 2,916 円) 

当社が定めるインターネットホームページにおいてＸｉデータプラン（ル

ーター）向けに区分されるもの 
2,900 円( 3,132 円) 2,200 円( 2,376 円) 

当社が定めるインターネットホームページにおいてＸｉデバイスプラス 

500 向けに区分されるもの 
700 円( 756 円) － 

上記以外のもの 
3,400 円( 3,672 円) 2,700 円( 2,916 円) 

    エ ウに規定する端末設備について区分の変更又は端末設備の追加を行うときは、個別に通知する方法又は当社が定めるインター
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ネットホームページにおいて掲示することとします。 

    オ Ｘｉデバイスプラス等に係る基本使用料については、料金表通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定にかかわら

ず、日割しません。 

    カ 同一暦月内において、Ｘｉデバイスプラス等に係る基本使用料の料金種別相互間で基本使用料の料金種別を変更したとき

は、その変更があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。 

    キ Ｘｉユビキタス契約者が、同一暦月内において、Ｘｉデバイスプラス 500 に係るＸｉユビキタス定期契約の解除と同時に新たに

Ｘｉデバイスプラス 500 に係るＸｉユビキタス一般契約を締結又はＸｉデバイスプラス 500 に係る一般契約の解除と同時に新た

にＸｉデバイスプラス 500 に係るｉユビキタス定期契約を締結した場合であって、新たに契約を締結したＸｉユビキタスの基本使

用料の料金種別が、契約の解除があったＸｉユビキタスの基本使用料の料金種別と同一であるときは、その契約の解除があった

暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。 

    ク Ｘｉユビキタス契約者が、同一暦月内において､ＦＯＭＡデバイスプラス等に係るＦＯＭＡユビキタス契約の解除と同時に新た

にＸｉデバイスプラス等に係るＸｉユビキタス契約を締結した合であって、新たに契約を締結したＸｉユビキタスの基本使用料の

料金種別が、契約の解除があったＦＯＭＡユビキタスの基本使用料の料金種別と同一であるときは、その契約の解除があった暦

月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。 

    ケ 経企第 2408 号（平成 30 年１月 24 日）に規定するＬＴＥユビキタスプラン等との間の基本使用料の料金種別の変更は

行うことができません。 

(2) ショートメッセージ通信モードによる通信の料金額については、改正後の規定におけるＸｉの場合に準じて料金を適用します。 

 (3) Ｘｉユビキタス定期契約に係る解約金 

    ア Ｘｉユビキタス定期契約に係る解約金は、次表に規定する額を適用します。 

                           １契約ごとに 

区    分 
解約金の額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｘｉユビキタス定期契約に係る解約金 9,500 円 ( 10,260 円) 

    イ アに規定する定期契約に係る解約金の適用については、なお従前のとおりとします。 

(4) ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するＦＯＭＡデバイスプラス等に係るＦＯＭＡユビキタス定期契約の解除と同時に新たに締

結したＸｉデバイスプラス等に係るＸｉユビキタス定期契約は、契約の解除があったそのＦＯＭＡユビキタス定期契約に係る起算日

から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。 

(5) Ｘｉユビキタス契約者は、請求書等の発行に関する料金及び支払証明書等の発行手数料の支払いを要するものとし、料金額

及びその他の提供条件については、改定後の規定におけるＸｉカケホーダイプラン等に係るＸｉの場合に準じるものとします。 

(6) Ｘｉユビキタス契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後の

規定におけるＸｉの場合に準じるものとします。 

(7) 経企第 2408 号（平成 30 年 1 月 24 日）に規定するＬＴＥユビキタスプラン等との間の基本使用料の料金種別の変更は行

うことができません。 

(8) (1)から(7)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。 

  （その他） 

 22 経企第 1251 号（平成 26 年１月 10 日）の附則第４項を次のように改めます。 

(1) 第１号に次のイを加えます。 

  イ Ｘｉデータプラン等から総合利用プランへ基本使用料の料金種別を変更又はＸｉデータプラン等に係るＸｉ契約の解除と同

時に新たに総合利用プランに係るＸｉ契約を締結したときは、その基本使用料の料金種別の変更又はＸｉ契約の締結のあった

日を含む暦月の基本使用料について、継続して総合プランの選択があったものとみなして、料金表第１表第１（基本使用料）

に規定する額を適用します。 

(2) 第２号のオを次のように改めます。 

    オ Ｘｉデータプラン等から総合利用プランへ基本使用料の料金種別を変更又はＸｉデータプラン等に係るＸｉ契約の解除と同時

に新たに総合利用プランへに係るＸｉ契約を締結したときは、その基本使用料の料金種別の変更又はＸｉ契約の締結のあった

日を含む料金月のそのＸｉの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信について、料金表第１表第３（通信料）に規定

する額を適用します。 
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(3) 第８号を次のように改めます。 

     (8) Ｘｉデータプラン等に係る基本使用料の料金種別相互間の変更、経企第 702 号（平成 26 年８月８日）に規定するタイ

プＸｉ等及び経企第 406 号（令和元年５月 21 日）に規定するＸｉカケホーダイプラン等との間の基本使用料の料金種別の

変更は行うことができません。 

(4) 第 10 号を次のように改めます。 

(10) 契約者は、請求書等の発行に関する料金及び支払証明書等の発行手数料の支払いを要するものとし、料金額及びその他  

の提供条件については、改定後の規定におけるＸｉカケホーダイプラン等に係るＸｉの場合に準じるものとします。 

(5) 第 11 号中、「(1)から(10)」を「(1)から(11)」に改め、同号を第 12 号とし、第 10 号の次に次の一号を加えます。 

  (11) 契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後の規定にＸ

ｉの場合に準じるものとします。 

 23 経企第 702 号（平成 26 年８月８日）の附則第４項を次のように改めます。 

(1) 第４項中「旧プランＸｉ」を「タイプＸｉ等」に改めます。 

(2) 第１号を次のように改めます。 

    ア ウを次のように改めます。 

     ウ タイプＸｉ等に係る基本使用料の料金種別相互間の変更、経企第 1251 号（平成 26 年１月 10 日）に規定するＸｉデ

ータプラン等及び経企第 406 号（令和元年５月 21 日）に規定するＸｉカケホーダイプラン等との間の基本使用料の料金種

別の変更は行うことができません。 

    イ カを次のように改めます。 

     カ タイプＸｉ等から総合利用プランへ基本使用料の料金種別を変更又はタイプＸｉ等に係るＸｉ契約の解除と同時に新たに

総合利用プランに係るＸｉ契約を締結したときは、その基本使用料の料金種別の変更又はＸｉ契約の締結のあった日を含む

暦月の基本使用料について、継続して総合プランの選択があったものとみなして、料金表第１表第１（基本使用料）に規定す

る額を適用します。 

(3) 第２号を次のとおり改めます。 

    ア ウの（イ）中「定期契約に係る通信料月極割引」を「定期契約等に係る通信料月極割引」に改めます。 

    イ 次のエを加えます。 

     エ タイプＸｉ等から総合利用プランへ基本使用料の料金種別を変更又はタイプＸｉ等に係るＸｉ契約の解除と同時に新たに

総合利用プランへに係るＸｉ契約を締結したときは、その基本使用料の料金種別の変更又はＸｉ契約の締結のあった日を含

む料金月のそのＸｉの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信について、料金表第１表第３（通信料）に規定する

額を適用します。 

(4) 第３号のイ中「経過期間（（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(8)の４に規定するものをいいます。以下この条

において同じとします。）が、）」を「経過期間（その契約に基づき契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日のときはその暦月

から、暦月の初日以外のときはその提供を開始した日を含む暦月の翌暦月から起算した期間をいいます。以下同じとします。））」

に改めます。 

(5) 第６号を次のように改めます。 

    (6) 契約者は、請求書等の発行に関する料金及び支払証明書等の発行手数料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の

提供条件については、改定後の規定におけるＸｉカケホーダイプラン等に係るＸｉの場合に準じるものとします。 

(6) 第８号中、「(1)から(7)」を「(1)から(8)」に改め、同号を第９号とし、第７号の次に次の一号を加えます。 

     (8) 契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後の規定におけ

るＸｉの場合に準じるものとします。 

 24 経企第 2149 号（平成 29 年 12 月 19 日）の附則第 3 項を次のように改めます。  

(1) 第３項中「総合利用プラン（Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）を除きます。）」を「Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タ

ブ）、Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ）、Ｘｉカケホーダイライトプラン、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）及びＸｉシンプ

ルプラン（経企第 406 号（令和元年５月 21 日）に規定するものをいいます。以下この附則において「割引対象プラン」といいま

す。）」に改めます。 

(2) 第 2 号を次のように改めます。 

 （2）当社は、データ定額パック（経企第 406 号（令和元年５月 21 日）に規定するものをいい、ビジネスシェアパックを除きます。

以下この附則において同じとします。）を選択している契約者に係るＸｉ又は共有対象回線（経企第 406 号（令和元年５

月 21 日）に規定するものをいいます。）であるＸｉが、本割引の適用を受けているときは、その適用を受ける料金月の初日
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（Ｕ25 応援割の選択に係る申出の承諾を受けた日を含む料金月については、その承諾を受けた日）において、契約者又は共

有代表回線（経企第406 号（令和元年５月21日）に規定するものをいいます。）に係る契約者が選択しているデータ定額

パックに係る定額上限データ量に、１ＧＢを加算します。 

(3) 第 3 号の（ア）を次のように改めます。 

 （ア）割引対象プラン及びデータ定額パック以外を選択したとき。 

(4) 第 4 号中「総合利用プラン」を「割引対象プラン」に改めます。 

(5) 第５号を次のように改めます。 

 （5）削除 

 25 経企第 2408 号（平成 30 年 1 月 24 日）の附則第 3 項を次のように改めます。 

(1) 第 3 号を次のように改めます。 

 （3）契約者は、支払証明書等の発行手数料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後の規

定におけるＸｉデバイスプラス等の場合に準じるものとします。 

(2) 第 6 号中、「(1)から(5)」を「(1)から(7)」に改め、同号を第 8 号とし、第 5 号の次に次の二号を加えます。 

（6）ＬＴＥユビキタスプラン等に係る基本使用料の料金種別相互間の変更及び経企第 406 号（令和元年５月 21 日）に規

定するＸｉデバイスプラス等との間の基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。 

     (7) 契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後の規定におけ

るＸｉの場合に準じるものとします。 

 26 経企第 489 号（平成 30 年５月 18 日）の附則第 3 項第 2 号及び第 3 号を次のように改めます。 

(2) 削 除 

(3) 削 除 

 27 経企第 1890 号（平成 30 年 11 月１日）の附則を次のように改めます。 

（1）第３項中「12 料金月の間」を「12 料金月の間（以下この附則において「割引適用期間」といいます。」に改めます。 

（2）第５項に次の一号を加えます。 

    （4）経企第 406 号（令和元年５月 21 日）に規定するはじめてスマホ割キャンペーン２の適用を受けることとなるとき。 

 (注) 第８項に規定する当社が別に定める日は、当社がこの割引の適用開始を終了する日の 30 日前までに、当社のインターネットホー

ムページにおいて掲示することとします。 
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 Ｆ Ｏ Ｍ Ａ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

 目次 

 

 第１章～第２章 （略） 

 第３章 ＦＯＭＡ契約 

  第１節 （略） 

  第２節 一般契約 

     第８条 （略） 

     第９条 一般契約申込の方法 

     第 10 条 一般契約申込の承諾 

     第 11 条～第 15 条 （略） 

     第 16 条 一般契約者の氏名等の変更の届出 

     第 17 条 一般契約に係る名義変更 

     第 18 条 一般契約者が行う一般契約の解除 

     第 19 条 当社が行う一般契約の解除 

  第３節 定期契約 

     第 20 条 （略） 

     第 21 条 定期契約申込の承諾 

     第 21 条の２ 定期契約の種別の変更 

     第 22 条 定期契約の満了 

     第 23 条 定期契約の満了に伴う契約の更新等 

     第 24 条 （略） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第４章 ＦＯＭＡユビキタス契約 

  第１節 （略） 

  第２節 ＦＯＭＡユビキタス一般契約 

     第 24 条の３ （略） 

     第 24 条の４ ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込の承諾 

     第 24 条の５～第 24 条の５の２ （略） 

 

 目次 

 

 第１章～第２章 （略） 

 第３章 ＦＯＭＡ契約 

  第１節 （略） 

  第２節 第１種一般契約 

     第８条 （略） 

     第９条 第１種一般契約申込の方法 

     第 10 条 第１種一般契約申込の承諾 

     第 11 条～第 15 条 （略） 

     第 16 条 第１種一般契約者の氏名等の変更の届出 

     第 17 条 第１種一般契約に係る名義変更 

     第 18 条 第１種一般契約者が行う第１種一般契約の解除 

     第 19 条 当社が行う第１種一般契約の解除 

  第３節 第１種定期契約 

     第 20 条 （略） 

     第 21 条 第１種定期契約申込の承諾 

     第 21 条の２ 第１種定期契約の種別の変更 

     第 22 条 第１種定期契約の満了 

     第 23 条 第１種定期契約の満了に伴う契約の更新等 

     第 23 条の 2 （略） 

  第４節 第２種一般契約 

     第 23 条の３ 契約の単位 

     第 23 条の４ 第２種一般契約申込の承諾 

     第 23 条の５ 契約者識別番号 

     第 23 条の６ ＦＯＭＡの利用の一時中断 

     第 23 条の７ ＦＯＭＡの電話番号保管 

     第 23 条の８ 第２種一般契約に係る名義変更 

     第 23 条の９ 第２種一般契約者が行う第２種一般契約の解除 

     第 23 条の 10 当社が行う第２種一般契約の解除 

     第 23 条の 11 その他の提供条件･ 

  第５節 第２種定期契約 

     第 23 条の 12 契約の単位 

     第 23 条の 13 第２種定期契約申込の承諾 

     第 23 条の 14 第２種定期契約の満了 

     第 23 条の 15 第２種定期契約の満了に伴う契約の更新等 

     第 23 条の 16 定期契約者が行うフリーコースの選択 

     第 24 条 その他の提供条件 

 第４章 ＦＯＭＡユビキタス契約 

  第１節 （略） 

  第２節 第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約 

     第 24 条の３ （略） 

     第 24 条の４ 第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込の承諾 

     第 24 条の５～第 24 条の５の２ （略） 
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     第 24 条の６ 契約者が行うＦＯＭＡユビキタス一般契約の解除 

     第 24 条の７ （略） 

  第３節 ＦＯＭＡユビキタス定期契約 

     第 24 条の８ （略） 

     第 24 条の９ ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込の承諾 

     第 24 条の 10 ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了 

     第 24 条の 11 ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新等 

     第 24 条の 12～第 24 条の 12 の２ （略） 

     第 24 条の 13 契約者が行うＦＯＭＡユビキタス定期契約の解除 

     第 24 条の 14 （略） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第４章の２～第４章の３ （略） 

 第４章の４ ＦＯＭＡ特定接続契約 

     第 33 条～第 38 条 （略） 

      

     第 39 条～第 44 条 削 除 

 第９章 通信 

  第１節 （略） 

  第２節 通信利用の制限 

     第 59 条 （略） 

     第 59 条の２ 通信の切断 

     第 60 条 （略） 

 

  第３節～第４節 （略） 

 第 10 章～第 12 章 （略） 

 第 13 章 雑則 

     第 81 条の２～第 82 条の３ （略） 

      

     第 83 条～第 93 条 （略） 

 第 14 章 （略） 

 料金表 （略） 

 別表 （略） 

 附則 （略）  

 

  

     第 24 条の６ 契約者が行う第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の解除 

     第 24 条の７ （略） 

  第３節 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約 

     第 24 条の８ （略） 

     第 24 条の９ 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込の承諾 

     第 24 条の 10 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了 

     第 24 条の 11 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新等 

     第 24 条の 12～第 24 条の 12 の２ （略） 

     第 24 条の 13 契約者が行う第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の解除 

     第 24 条の 14 （略） 

  第４節 第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約 

     第 24 条の 15 契約の単位 

     第 24 条の 16 第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約申込の方法 

     第 24 条の 17 第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込の承諾 

     第 24 条の 18 契約者識別番号 

     第 24 条の 19 契約者が行う第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の解除 

     第 24 条の 20 当社が行う第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の解除 

     第 24 条の 21 その他の提供条件 

  第５節 第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約 

     第 24 条の 22 契約の単位 

     第 24 条の 23 第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込の承諾 

     第 24 条の 24 第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了 

     第 24 条の 25 第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新等 

     第 24 条の 26 その他の提供条件 

 第４章の２～第４章の３ （略） 

 第４章の４ ＦＯＭＡ特定接続契約 

     第 33 条～第 38 条 （略） 

     第 39 条 その他の提供条件 

     第 40 条～第 44 条 削 除 

 第９章 通信 

  第１節 （略） 

  第２節 通信利用の制限 

     第 59 条 （略） 

     第 59 条の２ 通信の切断 

     第 60 条 （略） 

 

  第３節～第４節 （略） 

 第 10 章～第 12 章 （略） 

 第 13 章 雑則 

     第 81 条の２～第 82 条の３ （略） 

     第 82 条の４ データ量到達通知 

     第 83 条～第 93 条 （略） 

 第 14 章 （略） 

 料金表 （略） 

 別表 （略） 

 附則 （略）  
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第１章 総則 

  

 第１条～第２条 （略） 

 

  （用語の定義） 

 第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用  語 用  語  の  意  味 

１～14 （略） （略） 

  

15～16 （略） （略） 

  

17～18 （略） （略） 

  

19～22 （略） （略） 

 

第１章 総則 

  

 第１条～第２条 （略） 

 

  （用語の定義） 

 第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用  語 用  語  の  意  味 

１～14 （略） （略） 

15 第１種契約 ＦＯＭＡ契約であって、第２種契約以外のもの 

16 第２種契約 ＦＯＭＡ契約であって、料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定

するＦＯＭＡカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、ＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータ

イ）、ＦＯＭＡデータプラン（スマホ／タブ）、ＦＯＭＡデータプラン（ルーター）又はＦＯ

ＭＡキッズケータイプラスを選択することができるもの 

17 第１種ＦＯＭＡユビキタ

ス契約 

ＦＯＭＡユビキタス契約であって、第２種ＦＯＭＡユビキタス契約以外のもの 

18 第２種ＦＯＭＡユビキタ

ス契約 

ＦＯＭＡユビキタス契約であって、料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の

(1)の２に規定するＦＯＭＡデバイスプラス 300 又はＦＯＭＡデバイスプラス 500 を選択

することができるもの 

19～20 （略） （略） 

21 第１種一般契約 第１種契約であって、第１種定期契約以外のもの 

22 第１種一般契約者 当社と第１種一般契約を締結している者 

23 第２種一般契約 第２種契約であって、第２種定期契約以外のもの 

24 第２種一般契約者 当社と第２種一般契約を締結している者 

25～26 （略） （略） 

27 第１種定期契約 第１種契約であって、定期契約となるもの 

28 第１種定期契約者 当社と第１種定期契約を締結している者 

29～32 （略） （略） 

33 第２種定期契約 第２種契約であって、定期契約となるもの  
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23～24 （略） （略） 

  

25～26 （略） （略） 

  

27～41 （略） （略） 

 

第２章 （略） 

 

      第３章 ＦＯＭＡ契約 

 

       第１節 契約の種別 

  （契約の種別） 

 第７条 ＦＯＭＡ契約には、次の種別があります。 

  (1) 一般契約 

  (2) 定期契約 

 

 

 

 ２ 前項に規定する定期契約には、次の種別があります。 

  (1)～(2)（略） 

 

 

 

34 フリーコース 第２種定期契約であって、当社が定める期間が経過した後、その契約に係る解約金の支

払いを要さないもの 

35 第２種定期契約者 当社と第２種定期契約を締結している者 

36～37 （略） （略） 

38 第１種ＦＯＭＡユビキタ

ス一般契約 

第１種ＦＯＭＡユビキタス契約であって、第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約以外のもの 

39 第１種ＦＯＭＡユビキタ

ス一般契約者 

当社と第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を締結している者 

40 第２種ＦＯＭＡユビキタ

ス一般契約 

第２種ＦＯＭＡユビキタス契約であって、第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約以外のもの 

41 第２種ＦＯＭＡユビキタ

ス一般契約者 

当社と第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を締結している者 

42～43 （略） （略） 

44 第１種ＦＯＭＡユビキタ

ス定期契約 

第１種ＦＯＭＡユビキタス契約であって、ＦＯＭＡユビキタス定期契約となるもの 

45 第１種ＦＯＭＡユビキタ

ス定期契約者 

当社と第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約を締結している者 

46 第２種ＦＯＭＡユビキタ

ス定期契約 

第２種ＦＯＭＡユビキタス契約であって、ＦＯＭＡユビキタス定期契約となるもの 

47 第２種ＦＯＭＡユビキタ

ス定期契約者 

当社と第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約を締結している者 

48～62 （略） （略） 

 

第２章 （略） 

 

      第３章 ＦＯＭＡ契約 

 

       第１節 契約の種別 

  （契約の種別） 

 第７条 ＦＯＭＡ契約には、次の種別があります。 

  (1) 第１種契約 

  (2) 第２種契約 

 ２ 前項に規定する第１種契約には、次の種別があります。 

  (1) 第１種一般契約 

  (2) 第１種定期契約 

 ３ 前項に規定する第１種定期契約には、次の種別があります。 

  (1)～(2)（略） 

 ４ 第１項に規定する第２種契約には、次の種別があります。 

  (1) 第２種一般契約 

  (2) 第２種定期契約 
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       第２節 一般契約 

（契約の単位） 

 第８条 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の一般契約を締結します。この場合、一般契約者は、１の一般契約につき１人に限

ります。 

 

  （一般契約申込の方法） 

 第９条 一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書等を契約事務を行うＦＯＭＡサービス取扱所に提出していただきま

す。 

 ２ 前項の場合において、一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきま

す。 

    ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。 

 

  （一般契約申込の承諾） 

 第 10 条 当社は、一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ （略） 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その一般契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1) 一般契約の申込みをした者がＦＯＭＡの料金その他の債務（この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以

外の債務をいい、第 75 条（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者（第 75 条に規定するものをいいます。）へ譲渡し

た債権を含みます。以下第 17 条、第 21 条、第 24 条の４、第 24 条の９、第 24 条の 28、第 83 条、第 97 条の２及び第 100

条の２において同じとします。）の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

 

   (2) （略） 

  (3) 一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数

が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (4) 第９条（一般契約申込の方法）の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合に

おいて、一般契約の申込みをした者の同意がないとき。 

  (5) 一般契約の申込みをした者が、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防

止に関する法律（平成 17 年法律第 31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。）第 10 条の規定に違反して通話可

能端末設備等（携帯電話不正利用防止法に規定するものをいいます。以下同じとします。）を貸与するおそれがある場合又は第

91 条の２（契約者確認）に規定する当社が行う契約者確認の求めを受けたことがある場合であって、その一般契約の申込みをし

た者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超

えることとなるとき。 

  (6) 一般契約の申込みをした者が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が

認めたとき。 

  (7) （略） 

 

  （契約者識別番号） 

 第 11 条 ＦＯＭＡの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを

保証するものではありません。 

 ２ 一般契約者は、一般契約締結の際に、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ（電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービ

ス又はＰＨＳサービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。）を希望するときは、その旨を当

社が定める方法により申し出ていただきます。 

    ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者（当社が別に定める基準に適

合する者を含みます。）に限ります。 

 ３ （略） 

 ４ 前項の規定により、ＦＯＭＡの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを一般契約者に通知します。 

  （注１）一般契約に係る名義変更以前の契約者のいずれかが、第２項の規定により申し出た内容について、事実に反することが判明

 

       第２節 第１種一般契約 

（契約の単位） 

 第８条 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第１種一般契約を締結します。この場合、第１種一般契約者は、１の第１種一

般契約につき１人に限ります。 

 

  （第１種一般契約申込の方法） 

 第９条 第１種一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書等を契約事務を行うＦＯＭＡサービス取扱所に提出していた

だきます。 

 ２ 前項の場合において、第１種一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していた

だきます。 

    ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。 

 

  （第１種一般契約申込の承諾） 

 第 10 条 当社は、第１種一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ （略） 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第１種一般契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1) 第１種一般契約の申込みをした者がＦＯＭＡの料金その他の債務（この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の

料金以外の債務をいい、第 75 条（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者（第 75 条に規定するものをいいます。）へ

譲渡した債権を含みます。以下第 17 条、第 21 条、第 23 条の４、第 23 条の８、第 24 条の４、第 24 条の９、第 24 条の 17、

第 24 条の 28、第 83 条、第 97 条の２及び第 100 条の２において同じとします。）の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると

き。 

  (2) （略） 

  (3) 第１種一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契

約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (4) 第９条（第１種一般契約申込の方法）の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する

場合において、第１種一般契約の申込みをした者の同意がないとき。 

  (5) 第１種一般契約の申込みをした者が、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な

利用の防止に関する法律（平成 17 年法律第 31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。）第 10 条の規定に違反し

て通話可能端末設備等（携帯電話不正利用防止法に規定するものをいいます。以下同じとします。）を貸与するおそれがある場

合又は第 91 条の２（契約者確認）に規定する当社が行う契約者確認の求めを受けたことがある場合であって、その第１種一般

契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当

社が定める数を超えることとなるとき。 

  (6) 第１種一般契約の申込みをした者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと

当社が認めたとき。 

  (7) （略） 

 

  （契約者識別番号） 

 第 11 条 ＦＯＭＡの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを

保証するものではありません。 

 ２ 第１種一般契約者は、第１種一般契約締結の際に、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ（電気通信番号を変更することなく、携

帯電話サービス又はＰＨＳサービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。）を希望するとき

は、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。 

    ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者（当社が別に定める基準に適

合する者を含みます。）に限ります。 

 ３ （略） 

 ４ 前項の規定により、ＦＯＭＡの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第１種一般契約者に通知します。 

  （注１）第１種一般契約に係る名義変更以前の契約者のいずれかが、第２項の規定により申し出た内容について、事実に反するこ
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した場合も第３項の規定が適用されます。 

  （注２）料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定する定額データプランに係る一般契約を締結している者は、

第２項に規定する申出を行うことができません。 

 

  （請求による契約者識別番号の変更） 

 第12条 一般契約者は、迷惑通信（いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、その通信の着信者が迷惑であると認識する

ものをいいます。以下同じとします｡)又は間違い通信（現に使用している契約者識別番号に対して、反復継続して誤って接続される

通信をいいます。以下同じとします｡)で現に困っている場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をするこ

とができます。 

 ２ 一般契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、所属ＦＯＭＡサービス取扱所に対し、当社所定の

書面により請求していただきます。 

 ３ 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている一般契約者からのものであると当社が認

めた場合に限り、その請求を承諾します。 

 ４ 当社は、一般契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合

は、その承諾を取り消すものとします。 

  （注）（略） 

 

  （2in1 利用） 

 第 13 条 一般契約者は、そのＦＯＭＡ契約に係るＦＯＭＡカードを返却し、他のＦＯＭＡ契約に係るＦＯＭＡカードを共用すること

（以下「2in1 利用」といいます。）ができます。この場合において、その一般契約者が 2in1 利用を申し出たＦＯＭＡを共用ＦＯＭ

Ａ、ＦＯＭＡカードの共用を受けることとなるＦＯＭＡを被共用ＦＯＭＡといいます。 

 ２～５ （略） 

 （注）（略） 

 

  （ＦＯＭＡの利用の一時中断） 

 第 14 条 当社は、一般契約者から請求があったときは、ＦＯＭＡの利用の一時中断（その契約者識別番号を他に転用することなく一

時的に利用できないようにすることをいい、第14条の２（ＦＯＭＡの電話番号保管）に規定する電話番号保管を除きます。以下同

じとします。）を行います。 

 ２ （略） 

 

  （ＦＯＭＡの電話番号保管） 

 第 14 条の２ 当社は、一般契約者から請求があったときは、総合利用プランに係るＦＯＭＡ（ＦＯＭＡカードを共用しているものを除

きます。以下この条において同じとします。）の電話番号保管（その契約者識別番号を他に転用することなく、請求があった日から一定

期間、そのＦＯＭＡを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。）を行います。 

 ２ 当社が電話番号保管を行った期間（以下「電話番号保管期間」といいます。）が３年を経過したときは、電話番号保管期間が３

年を経過した日においてそのＦＯＭＡ契約は解除されたものとします。この場合において、当社は、電話番号保管期間が３年を経過

する前にあらかじめそのことを一般契約者に通知します。 

 ３～４ （略） 

 

 第 15 条 削 除 

 

  （一般契約者の氏名等の変更の届出） 

 第 16 条 一般契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等（当社又は請求事業者（第 75 条（債権の譲渡等）に規

定するものをいいます。）が発行するＦＯＭＡサービスの利用に係る請求書、口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書をいい

ます。以下同じとします。）若しくは電子メール等の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属ＦＯＭＡサービス取扱所に

届け出ていただきます。 

    ただし、その変更があったにもかかわらず、所属Ｘｉサービス取扱所に届出がないときは、当社から契約者に行う通知は、当社に届出

を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等の送付先への郵送等の通知、又は電子メール等の送付先への電子メール

とが判明した場合も第３項の規定が適用されます。 

  （注２）料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定する定額データプランに係る第１種一般契約を締結してい

る者は、第２項に規定する申出を行うことができません。 

 

  （請求による契約者識別番号の変更） 

 第 12 条 第１種一般契約者は、迷惑通信（いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、その通信の着信者が迷惑であると

認識するものをいいます。以下同じとします｡)又は間違い通信（現に使用している契約者識別番号に対して、反復継続して誤って接

続される通信をいいます。以下同じとします｡)で現に困っている場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求

をすることができます。 

 ２ 第１種一般契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、所属ＦＯＭＡサービス取扱所に対し、当社

所定の書面により請求していただきます。 

 ３ 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている第１種一般契約者からのものであると当

社が認めた場合に限り、その請求を承諾します。 

 ４ 当社は、第１種一般契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明し

た場合は、その承諾を取り消すものとします。 

  （注）（略） 

 

  （2in1 利用） 

 第 13 条 第１種一般契約者は、そのＦＯＭＡ契約に係るＦＯＭＡカードを返却し、他のＦＯＭＡ契約に係るＦＯＭＡカードを共用

すること（以下「2in1 利用」といいます。）ができます。この場合において、その第１種一般契約者が2in1利用を申し出たＦＯＭＡを

共用ＦＯＭＡ、ＦＯＭＡカードの共用を受けることとなるＦＯＭＡを被共用ＦＯＭＡといいます。 

 ２～５ （略） 

 （注）（略） 

 

  （ＦＯＭＡの利用の一時中断） 

 第 14 条 当社は、第１種一般契約者から請求があったときは、ＦＯＭＡの利用の一時中断（その契約者識別番号を他に転用するこ

となく一時的に利用できないようにすることをいい、第 14 条の２（ＦＯＭＡの電話番号保管）に規定する電話番号保管を除きます。

以下同じとします。）を行います。 

 ２ （略） 

 

  （ＦＯＭＡの電話番号保管） 

 第 14 条の２ 当社は、第１種一般契約者から請求があったときは、総合利用プランに係るＦＯＭＡ（ＦＯＭＡカードを共用しているも

のを除きます。以下この条において同じとします。）の電話番号保管（その契約者識別番号を他に転用することなく、請求があった日か

ら一定期間、そのＦＯＭＡを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。）を行います。 

 ２ 当社が電話番号保管を行った期間（以下「電話番号保管期間」といいます。）が３年を経過したときは、電話番号保管期間が３

年を経過した日においてそのＦＯＭＡ契約は解除されたものとします。この場合において、当社は、電話番号保管期間が３年を経過

する前にあらかじめそのことを第１種一般契約者に通知します。 

 ３～４ （略） 

 

 第 15 条 削 除 

 

  （第１種一般契約者の氏名等の変更の届出） 

 第 16 条 第１種一般契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等（当社又は請求事業者（第 75 条（債権の譲渡

等）に規定するものをいいます。）が発行するＦＯＭＡサービスの利用に係る請求書、口座振替案内書又はクレジットカード利用案

内書をいいます。以下同じとします。）若しくは電子メール等の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属ＦＯＭＡサービス

取扱所に届け出ていただきます。 

    ただし、その変更があったにもかかわらず、所属Ｘｉサービス取扱所に届出がないときは、当社から契約者に行う通知は、当社に届出

を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等の送付先への郵送等の通知、又は電子メール等の送付先への電子メール
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等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。 

 ２ （略） 

３ 第 1 項の規定にかかわらず、当社は請求書等の送付先への郵送等の通知が３回連続で不達であったことを確認したときは、その事

実が解消されるまでの間、請求書等の通知を行いません。 

 

  （一般契約に係る名義変更） 

 第 17 条 一般契約者は、一般契約に係る名義変更（氏名又は名称の変更に伴うものを除きます。以下同じとします｡)を請求すること

ができます。 

 ２ 一般契約者は、前項の規定により名義変更を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属ＦＯＭＡサービス取

扱所に請求していただきます。 

 ３ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。 

  (1) 一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろうとする者が、ＦＯＭＡの料金その他の債務の支払いを現に

怠り又は怠るおそれがあるとき。 

  (2) 一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろうとする者が、第 72 条（預託金）に規定する預託金を預け

入れないとき。 

  (3) 一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろうとする者が、第 85 条（利用に係る契約者の義務）の規

定に違反するおそれがあるとき。 

  (4) 一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろうとする者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサービスに係

る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (5) 一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろうとする者が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に

違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたとき。 

  (6) （略） 

 ４ 当社は、共用ＦＯＭＡに係る一般契約者が一般契約に係る名義変更を請求する場合において、その契約者が被共用ＦＯＭＡの

契約者から名義変更の請求に係る承諾を得ていないときは、前項の規定にかかわらず、その請求を承諾しません。 

 ５ 一般契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にそのＦＯＭＡの契約者となる者は、名義変更前の契約者が有していた一

切の権利（預託金の返還を請求する権利を除きます｡)及び義務（第 70 条（相互接続通信に係る料金の取扱い）の規定により

協定事業者が定める相互接続通信に関する料金のうち当社が請求することとなる料金を含みます｡)を承継します。 

 ６ （略） 

 

  （一般契約者が行う一般契約の解除） 

 第 18 条 一般契約者は、一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス取扱所に当社所定の書面によ

り通知していただきます。 

 ２～３ （略） 

 ４ 第１項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基づく一般契約の解除となるときは、その解除にかかる取

扱いは、当社が別に定めるところによります。 

 （注１）（略） 

 （注２）料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定する定額データプランに係る一般契約を締結している者は、

第２項に規定する申出を行うことができません。 

 （注３）（略） 

 

  （当社が行う一般契約の解除） 

 第 19 条 当社は、第 53 条（利用停止）第１項の規定によりＦＯＭＡの利用を停止された一般契約者が、なおその事実を解消しな

い場合は、その一般契約を解除することがあります。 

 ２ 当社は、一般契約者が第 53 条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障

を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡの利用停止をしないでその一般契約を解除することがあります。 

  

３ 当社は、一般契約者が携帯電話不正利用防止法の規定に違反したと当社が認めたときは、その一般契約を解除するものとします。 

 

等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。 

 ２ （略） 

 

 

 

  （第１種一般契約に係る名義変更） 

 第 17 条 第１種一般契約者は、第１種一般契約に係る名義変更（氏名又は名称の変更に伴うものを除きます。以下同じとします｡)

を請求することができます。 

 ２ 第１種一般契約者は、前項の規定により名義変更を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属ＦＯＭＡサー

ビス取扱所に請求していただきます。 

 ３ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。 

  (1) 第１種一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろうとする者が、ＦＯＭＡの料金その他の債務の支払

いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。 

  (2) 第１種一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろうとする者が、第 72 条（預託金）に規定する預託

金を預け入れないとき。 

  (3) 第１種一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろうとする者が、第 85 条（利用に係る契約者の義

務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

  (4) 第１種一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろうとする者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサー

ビスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (5) 第１種一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろうとする者が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の

規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたとき。 

  (6) （略） 

 ４ 当社は、共用ＦＯＭＡに係る第１種一般契約者が第１種一般契約に係る名義変更を請求する場合において、その契約者が被

共用ＦＯＭＡの契約者から名義変更の請求に係る承諾を得ていないときは、前項の規定にかかわらず、その請求を承諾しません。 

 ５ 第１種一般契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にそのＦＯＭＡの契約者となる者は、名義変更前の契約者が有して

いた一切の権利（預託金の返還を請求する権利を除きます｡)及び義務（第 70 条（相互接続通信に係る料金の取扱い）の規定

により協定事業者が定める相互接続通信に関する料金のうち当社が請求することとなる料金を含みます｡)を承継します。 

 ６ （略） 

 

  （第１種一般契約者が行う第１種一般契約の解除） 

 第 18 条 第１種一般契約者は、第１種一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス取扱所に当社

所定の書面により通知していただきます。 

 ２～３ （略） 

 ４ 第１項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基づく第１種一般契約の解除となるときは、その解除に

かかる取扱いは、当社が別に定めるところによります。 

 （注１）（略） 

 （注２）料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定する定額データプランに係る第１種一般契約を締結している

者は、第２項に規定する申出を行うことができません。 

 （注３）（略） 

 

  （当社が行う第１種一般契約の解除） 

 第19条 当社は、第53条（利用停止）第１項の規定によりＦＯＭＡの利用を停止された第１種一般契約者が、なおその事実を解

消しない場合は、その第１種一般契約を解除することがあります。 

 ２ 当社は、第１種一般契約者が第 53 条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著し

い支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡの利用停止をしないでその第１種一般契約を解除することが

あります。 

 ３ 当社は、第１種一般契約者が携帯電話不正利用防止法の規定に違反したと当社が認めたときは、その第１種一般契約を解除す

るものとします。 
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 ４ 当社は、前２項の規定により、その一般契約を解除しようとするときは、あらかじめ一般契約者にそのことを通知します。 

 ５ 当社は、第１項から第３項の規定によるほか、契約者又は第 88 条の４（利用者登録）に規定する登録利用者の死亡について

当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その一般契約に係るＦＯＭＡが利用されないものと認めたときは、

死亡の事実を確認した日をもってその一般契約を解除するものとします。 

 

第３節 定期契約 

 

  （契約の単位） 

 第 20 条 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の定期契約を締結します。この場合、定期契約者は、１の定期契約につき１人に

限ります。 

 

  （定期契約申込の承諾） 

 第 21 条 当社は、定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ （略） 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その定期契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1) 定期契約の申込みをした者がＦＯＭＡの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

  (2)（略） 

  (3) 定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数

が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (4) 第９条（一般契約申込の方法）及び第 24 条（その他の提供条件）の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその

書類の発行元機関へ通知する場合において、定期契約の申込みをした者の同意がないとき。 

  (5) ビジネス割 50 に係る定期契約の申込みを行う場合であって、料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(5)に規定す

る定期包括割引の適用を受けているとき。 

  (6)（略） 

 

  （定期契約の種別の変更） 

 第 21 条の２ 定期契約者は、定期契約の種別の変更に関する請求をすることができません。 

 

  （定期契約の満了） 

 第 22 条 定期契約は、当社がその定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の初日（契約者回線の

提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日）から起算して次表に規定する期間が経過することとなる日をもって満了となりま

す。 

表 （略） 

 ２ 第１項の規定にかかわらず、Ｘｉに係る定期契約（Ｘｉサービス契約約款に規定する総合利用プランに係るものに限ります。）の

解除と同時に新たに締結したＦＯＭＡに係る２年定期契約（総合利用プランに係るものに限ります。）は、契約の解除があった定期

契約に係る起算日から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。 

 

 ３ 前２項の規定によるほか、その定期契約が第23条（定期契約の満了に伴う契約の更新等）の規定により更新されたものであるとき

は、その更新日から起算して第１項に規定する期間が経過することとなる日をもって満了となります。 

 ４ 基本使用料の料金種別を総合利用プランからデータ専用プラン若しくは限定利用プランへ変更、データ専用プランから総合利用プラン

若しくは限定利用プランへ変更、限定利用プランからデータ専用プランへ変更又はデータ専用プランの料金種別相互間間で変更したＦ

ＯＭＡに係る２年定期契約は、その基本使用料の料金種別の変更があった日を含む暦月の翌暦月の初日（その変更があった日が

暦月の初日となる場合はその日）から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。この場合において、その２年定期

契約が第23条の規定により更新されたものであるときは、その起算日を更新日として前項の規定を適用します。 

 ５ 当社は、前４項に規定する定期契約の満了について、当該定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定める方法により、当

該定期契約者（当社が定める者を除きます。）に通知します。 

（注 1）Ｘｉサービス契約約款に規定するＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ）、Ｘｉカケホーダ

イプラン（ＳＩＭフリー）、Ｘｉカケホーダイライトプラン、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）若しくはＸｉシンプルプランに係る定

 ４ 当社は、前２項の規定により、その第１種一般契約を解除しようとするときは、あらかじめ第１種一般契約者にそのことを通知します。 

 ５ 当社は、第１項から第３項の規定によるほか、契約者又は第 88 条の４（利用者登録）に規定する登録利用者の死亡について

当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その第１種一般契約に係るＦＯＭＡが利用されないものと認めた

ときは、死亡の事実を確認した日をもってその第１種一般契約を解除するものとします。 

 

第３節 第１種定期契約 

 

  （契約の単位） 

 第 20 条 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第１種定期契約を締結します。この場合、第１種定期契約者は、１の第１種

定期契約につき１人に限ります。 

 

  （第１種定期契約申込の承諾） 

 第 21 条 当社は、第１種定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ （略） 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第１種定期契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1) 第１種定期契約の申込みをした者がＦＯＭＡの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

  (2)（略） 

  (3) 第１種定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契

約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (4) 第９条（第１種一般契約申込の方法）及び第 23 条の２（その他の提供条件）の規定により提示された書類に係る情報を、

当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、第１種定期契約の申込みをした者の同意がないとき。 

  (5) ビジネス割 50 に係る第１種定期契約の申込みを行う場合であって、料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(5)に

規定する定期包括割引の適用を受けているとき。 

  (6) 略） 

 

  （第１種定期契約の種別の変更） 

 第 21 条の２ 第１種定期契約者は、第１種定期契約の種別の変更に関する請求をすることができません。 

 

  （第１種定期契約の満了） 

 第 22 条 第１種定期契約は、当社がその第１種定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の初日

（契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日）から起算して次表に規定する期間が経過することとなる日をも

って満了となります。 

表 （略） 

 ２ 第１項の規定にかかわらず、第２種定期契約（総合利用プラン又は限定利用プランに係るものに限ります。）又はＸｉに係る定期

契約（Ｘｉサービス契約約款に規定する総合利用プランに係るものに限ります。）の解除と同時に新たに締結したＦＯＭＡに係る２

年定期契約（総合利用プランに係るものに限ります。）は、契約の解除があった定期契約に係る起算日から起算して２年が経過する

こととなる日をもって満了となります。 

 ３ 前２項の規定によるほか、その第１種定期契約が第23条（第１種定期契約の満了に伴う契約の更新等）の規定により更新され

たものであるときは、その更新日から起算して第１項に規定する期間が経過することとなる日をもって満了となります。 

 

 

 

 

 

 ４ 当社は、前３項に規定する第１種定期契約の満了について、当該第１種定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定め

る方法により、当該第１種定期契約者（当社が定める者を除きます。）に通知します。 
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期契約（フリーコースを選択しているものを除きます。）の解除と同時に新たに総合利用プランに係る２年定期契約を締結したとき

は、契約の解除があった定期契約に係る起算日から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。 

（注２）２年定期契約（フリーコースを選択しているものを除きます。）に係るＦＯＭＡの基本使用料の料金種別を附則に規定するＦ

ＯＭＡカケホーダイプラン（スマホ／タブ）若しくはＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ）からデータ専用プラン若しくは限定利用プラ

ンへ変更したとき、附則に規定するＦＯＭＡデータプラン（スマホ／タブ）若しくはＦＯＭＡデータプラン（ルーター）から総合利用プ

ラン、データ専用プラン若しくは限定利用プランへ変更したとき又は附則に規定するＦＯＭＡキッズケータイプラスからデータ専用プラン

へ変更したときのその２年定期契約は、その基本使用料の料金種別の変更があった日を含む暦月の翌暦月の初日（その変更があっ

た日が暦月の初日となる場合はその日）から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。この場合において、その２

年定期契約が第 23 条の規定により更新されたものであるときは、その起算日を更新日として第５項の規定を適用します。 

（注３）２年定期契約（フリーコースを選択しているものに限ります。）に係るＦＯＭＡの基本使用料の料金種別を附則に規定するＦ

ＯＭＡカケホーダイプラン（スマホ／タブ）若しくはＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ）からデータ専用プラン若しくは限定利用プラ

ンへ変更したとき又は附則に規定するＦＯＭＡデータプラン（スマホ／タブ）若しくはＦＯＭＡデータプラン（ルーター）から総合利

用プラン、データ専用プラン若しくは限定利用プランへ変更したときのその２年定期契約は、その基本使用料の料金種別の変更があっ

た日を含む暦月の翌暦月の初日（その変更があった日が暦月の初日となる場合はその日）から起算して２年が経過することとなる日

をもって満了となります。この場合において、その２年定期契約が第23条の規定により更新されたものであるときは、その起算日を更新

日として第５項の規定を適用します。 

 

  （定期契約の満了に伴う契約の更新等） 

 第23条 定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに一般契約又は定期契約を締結するときは、当社が指定する期間中に、当社に

申し出ていただきます。 

 ２ 当社は、定期契約の満了日までに前項に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に同一種別の定期契約に更

新します。 

 ただし、料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(3)に規定する複数回線複合割引を選択しているＦＯＭＡに係る２

年定期契約について、その契約に係る経過期間（料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(2)に規定するものをいいま

す。）が 120か月超であるときは、その契約の更新の際に、１年定期契約に更新します。 

 ３ 当社は、前項の規定により、定期契約を更新するときは、第21条（定期契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

 

  （その他の提供条件） 

 第24条 契約申込の方法、契約者識別番号、請求による契約者識別番号の変更、利用の一時中断、契約者の氏名等の変更の届

出、2in1の利用、名義変更、契約者が行う契約の解除及び当社が行う契約の解除の取扱いについては、一般契約の場合に準ずる

ものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （第１種定期契約の満了に伴う契約の更新等） 

 第23条 第１種定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに一般契約又は定期契約を締結するときは、当社が指定する期間中

に、当社に申し出ていただきます。 

 ２ 当社は、第１種定期契約の満了日までに前項に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に同一種別の第１種

定期契約に更新します。 

 ただし、料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(3)に規定する複数回線複合割引を選択しているＦＯＭＡに係る２

年定期契約について、その契約に係る経過期間（料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(2)に規定するものをいいま

す。）が 120か月超であるときは、その契約の更新の際に、１年定期契約に更新します。 

 ３ 当社は、前項の規定により、第１種定期契約を更新するときは、第21条（第１種定期契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱

います。 

 

  （その他の提供条件） 

 第23条の２ 契約申込の方法、契約者識別番号、請求による契約者識別番号の変更、利用の一時中断、契約者の氏名等の変更の

届出、2in1の利用、名義変更、契約者が行う契約の解除及び当社が行う契約の解除の取扱いについては、第１種一般契約の場合

に準ずるものとします。 

 

第４節 第２種一般契約 

 

  （契約の単位） 

 第23条の３ 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第２種一般契約を締結します。この場合、第２種一般契約者は、１の第２

種一般契約につき１人に限ります。 

 

  （第２種一般契約申込の承諾） 

 第23条の４ 当社は、第２種一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第２種一般契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1) 第２種一般契約の申込みをした者がＦＯＭＡの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

  (2) 第85条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

  (3) 第２種一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契

約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 
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  (4) 第９条（第１種一般契約申込の方法）及び第23条の11（その他の提供条件）の規定により提示された書類に係る情報を、

当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、第２種一般契約の申込みをした者の同意がないとき。 

  (5) 第２種一般契約の申込みをした者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等（携帯電話

不正利用防止法に規定するものをいいます。以下同じとします。）を貸与するおそれがある場合又は第91条の２（契約者確認）

に規定する当社が行う契約者確認の求めを受けたことがある場合であって、その第２種一般契約の申込みをした者と当社との間で

締結しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (6) 第２種一般契約の申込みをした者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと

当社が認めたとき。 

  (7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 

  （契約者識別番号） 

 第23条の５ ＦＯＭＡの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できること

を保証するものではありません。 

 ２ 第２種一般契約者は、第２種一般契約締結の際に、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティを希望するときは、その旨を当社が定め

る方法により申し出ていただきます。 

 ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者（当社が別に定める基準に適

合する者を含みます。）に限ります。 

 ３ 当社は、第79条（修理又は復旧）の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき、又は第２項

の規定により申し出た内容について事実に反することが判明したときは、ＦＯＭＡの契約者識別番号を変更することがあります。 

 ４ 前項の規定により、ＦＯＭＡの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第２種一般契約者に通知します。 

 （注１）第２種一般契約に係る名義変更以前の契約者のいずれかが、第２項の規定により申し出た内容について、事実に反すること

が判明した場合も第３項の規定が適用されます。 

 （注２）データ定額パック（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(7)の３に規定するものをいいます。）を選択しているデー

タ専用プラン（料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定するものをいいます。）に係る第２種一般契約を

締結する者は、第２項に規定する申出を行うことができません。 

 

  （ＦＯＭＡの利用の一時中断） 

 第23条の６ 当社は、第２種一般契約者から請求があったときは、ＦＯＭＡの利用の一時中断（その契約者識別番号を他に転用す

ることなく一時的に利用できないようにすることをいい、第23条の７（ＦＯＭＡの電話番号保管）に規定する電話番号保管を除きま

す。以下同じとします。）を行います。 

 

  （ＦＯＭＡの電話番号保管） 

 第23条の７ 当社は、第２種一般契約者から請求があったときは、総合利用プラン又は限定利用プランに係るＦＯＭＡの電話番号保

管を行います。 

 ただし、当該第２種一般契約が第24条の16に規定する指定共有Ｘｉ等であるときは、電話番号保管を請求することができませ

ん。 

 ２ 電話番号保管期間が３年を経過したときは、電話番号保管期間が３年を経過した日においてそのＦＯＭＡ契約は解除されたもの

とします。この場合において、当社は、電話番号保管期間が３年を経過する前にあらかじめそのことを第２種一般契約者に通知しま

す。 

 ３ 前項に規定する電話番号保管期間は、電話番号保管の請求があった日を含む暦月の翌暦月の初日から起算します。 

 ４ 電話番号保管を取りやめる請求があったときの基本使用料の料金種別の変更その他の提供条件は、当社が別に定めるところによりま

す。 

 

  （第２種一般契約に係る名義変更） 

 第23条の８ 第２種一般契約者は、第２種一般契約に係る名義変更を請求することができます。 

 ２ 第２種一般契約者は、前項の規定により名義変更を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属ＦＯＭＡサー

ビス取扱所に請求していただきます。 

 ３ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。 
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  (1) 第２種一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろうとする者が、ＦＯＭＡの料金その他の債務の支払

いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。 

  (2) 第２種一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろうとする者が、第72条（預託金）に規定する預託

金を預け入れないとき。 

  (3) 第２種一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろうとする者が、第85条（利用に係る契約者の義

務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

  (4) 第２種一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろうとする者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサー

ビスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (5) 第２種一般契約に係る名義変更により新たにそのＸｉの契約者になろうとする者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定

に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたとき。 

  (6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

 ４ 第２種一般契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にそのＦＯＭＡの契約者となる者は、名義変更前の契約者が有して

いた一切の権利（預託金の返還を請求する権利を除きます。）及び義務（第70条（相互接続通信に係る料金の取扱い）の規定

により協定事業者が定める相互接続通信に関する料金のうち当社が請求することとなる料金を含みます。）を承継します。 

 ５ 前３項の規定にかかわらず、相続又は法人の合併若しくは分割（以下「相続等」といいます。）に伴う名義変更の取扱いについて

は、次のとおりとします。 

  (1)相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人（以下この条におい

て「相続人等」といいます。）は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて所属ＦＯＭＡサービス取扱所に請

求していただきます。 

  (2) 当社は、相続人等から名義変更の請求があったときは、これを承諾します。 

  (3) 前２号の場合において相続人等が２人以上あるときは、そのうち１人を当社に対する代表者として定めて請求していただきます。こ

れを変更したときも同様とします。 

  (4) 前号の規定による代表者からの請求があるまでの間、当社は、相続人等の１人を契約者として取り扱います。 

 

  （第２種一般契約者が行う第２種一般契約の解除） 

 第23条の９ 第２種一般契約者は、第２種一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス取扱所に当

社所定の書面により通知していただきます。 

 ２ 前項の場合において、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティを希望するときは、契約の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていた

だきます。 

 ３ 当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティの手続きに必要となる番号を発行します。この場

合において、当社は、その番号を発行した日から起算して15日を経過したときは、その番号を無効とします。 

 ４ 第１項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基づき第２種一般契約が解除されるときのその解除にか

かる取扱いは、当社が別に定めるところによります。 

 （注１）本条第３項に規定する番号は、善良なる管理者の注意をもって管理していただきます。 

 （注２）データ定額パック（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(7)の３に規定するものをいいます。）を選択しているデー

タ専用プラン（料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定するものをいいます。）に係る第２種一般契約を

締結する者は、第２項に規定する申出を行うことができません。 

 （注３）本条第４項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページに定めるところによります。 

 

  （当社が行う第２種一般契約の解除） 

 第23条の10 当社は、第53条（利用停止）第１項の規定によりＦＯＭＡの利用を停止された第２種一般契約者が、なおその事実

を解消しない場合は、その第２種一般契約を解除することがあります。 

 ２ 当社は、第２種一般契約者が第53条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著し

い支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡの利用停止をしないでその第２種一般契約を解除することが

あります。 

 ３ 当社は、第２種一般契約者が携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認

めたときは、その一般契約を解除するものとします。 

 ４ 当社は、前２項の規定により、その第２種一般契約を解除しようとするときは、あらかじめ第２種一般契約者にそのことを通知します。 
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 ５ 当社は、第１項から第３項の規定によるほか、契約者又は第88条の４（利用者登録）に規定する登録利用者の死亡について当

社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その第２種一般契約に係るＦＯＭＡが利用されないものと認めたと

きは、死亡の事実を確認した日をもってその第２種一般契約を解除するものとします。 

 

 

  （その他の提供条件） 

 第23条の11 契約申込の方法、契約者識別番号、請求による契約者識別番号の変更、利用の一時中断及び契約者の氏名等の変

更の届出の取扱いについては、第１種一般契約の場合に準ずるものとします。 

 

第５節 第２種定期契約 

 

  （契約の単位） 

 第23条の12 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第２種定期契約を締結します。この場合、第２種定期契約者は、１の第

２種定期契約につき１人に限ります。 

 

  （第２種定期契約申込の承諾） 

 第23条の13 当社は、第２種定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第２種定期契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1) 第２種定期契約の申込みをした者がＦＯＭＡの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

  (2) 第85条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

  (3) 第２種定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契

約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (4) 第９条（第１種一般契約申込の方法）及び第23条の11（その他の提供条件）の規定により提示された書類に係る情報を、

当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、第２種定期契約の申込みをした者の同意がないとき。 

  (5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 

  （第２種定期契約の満了） 

 第23条の14 第２種定期契約は、当社がその第２種定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の初

日（契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日）から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となり

ます。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、第２種定期契約の満了に係る適用については、次のとおりとします。 

  (1) 第１種定期契約の解除と同時に新たに締結したＦＯＭＡに係る第２種定期契約（限定利用プランに係るものを除きます。）

は、契約の解除があったその第１種定期契約に係る起算日から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。 

  (2) Ｘｉに係る定期契約（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいい、当社が別に定めるものに限ります。以下、この項について同

じとします。）の解除と同時に新たに締結したＦＯＭＡに係る第２種定期契約（限定利用プランに係るものを除きます。）は、契

約の解除があったＸｉに係る定期契約に係る起算日から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。 

  (3) ＦＯＭＡ契約及びＸｉ契約に係る経過期間（料金表第１表第３（通信料）の１の(7)の５に定めるものをいいます。）が２

年を超えているＦＯＭＡ契約者又はＸｉ契約者がＦＯＭＡ契約に係る第１種一般契約若しくは第２種一般契約又はＸｉ契

約に係る一般契約（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。）の解除と同時に新たに締結した第２種定期契約（限

定利用プランに係るものを除きます。）は、その契約の解除があった日を含む暦月の初日から起算して２年が経過することとなる日を

もって満了となります。 

  (4) 第２種定期契約者が総合利用プラン又はデータ専用プランから限定利用プランへ料金種別変更を行ったときは、その限定利用プラ

ンに係る第２種定期契約は、限定利用プランの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の初日（その限定利用に係る第２種定

期契約の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日）から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。 

 ３ 前２項の規定によるほか、その第２種定期契約が第23条の15（第２種定期契約の満了に伴う契約の更新等）の規定により更

新されたものであるときは、その更新日から起算して第１項に規定する期間が経過することとなる日をもって満了となります。 

 ４ 当社は、前３項に規定する第２種定期契約の満了について、当該第２種定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定め
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第４章 ＦＯＭＡユビキタス契約 

第１節 契約の種別 

 

  （契約の種別） 

 第24条の２ ＦＯＭＡユビキタス契約には、次の種別があります。 

  (1) ＦＯＭＡユビキタス一般契約 

  (2) ＦＯＭＡユビキタス定期契約 

  

 

 

 

る方法により、当該第２種定期契約者（当社が定める者を除きます。）に通知します。 

 

  （第２種定期契約の満了に伴う契約の更新等） 

 第23条の15 第２種定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに一般契約又は定期契約を締結するときは、当社が指定する期間

中に、当社に申し出ていただきます。 

 ２ 当社は、第２種定期契約の満了日までに前２項に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に同一種別の第２

種定期契約に更新します。 

 ３ 当社は、第３項の規定により、第２種定期契約を更新するときは、第21条（第１種定期契約申込の承諾）の規定に準じて取り

扱います。 

 

  （定期契約者が行うフリーコースの選択） 

 第23条の16 当社は、第２種定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、更新期間（定期契約の更新日を含む暦月

のその前暦月の初日から定期契約の更新日を含む暦月の翌暦月の末日までの間をいいます。以下同じとします。）である場合に限

り、その申出を承諾します。 

 ２ 当社は、前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡ契約及びＸｉ契約に係る経過期間（料金表第１表第３（通信料）の１の(7)の

５に定めるものをいいます。）が２年を超えているＦＯＭＡ契約者又はＸｉ契約者がＦＯＭＡ契約に係る第１種一般契約若しく

は第２種一般契約又はＸｉ契約に係る一般契約（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。）の解除と同時に新たに定

期契約を締結する場合において、第２種定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、その一般契約の解除があった日

を含む暦月の初日から起算して翌暦月の末日までの間に限り、その申出を承諾します。 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、そのフリーコースを選択する申出を承諾しません。 

  (1) その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。）であるとき。 

  (2) そのＦＯＭＡに係る基本使用料の料金種別がＦＯＭＡカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、ＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータ

イ）、ＦＯＭＡデータプラン（スマホ／タブ）又はＦＯＭＡデータプラン（ルーター）以外であるとき。 

  (3) そのＦＯＭＡに係る共有回線群の共有代表回線（料金表第１表第３（通信料）の１の(7)の４に規定するものをいいま

す。）がフリーコースを選択していないとき。 

 ４ 当社は、第２種定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、その申出を当社が承諾した日を含む暦月の翌暦月からフ

リーコースを適用します。 

 ５ 当社は、第２種定期契約者からフリーコースを廃止する申出があったときは、その申出を当社が承諾した日にフリーコースの適用を廃

止します。 

 ６ 当社は、フリーコースを選択している契約者から定期契約の解除と同時に新たにＸｉ契約に係る定期契約（Ｘｉ契約約款に規定

するものをいいます。）を締結する申出があったときは、そのＸｉ契約に係る定期契約において、フリーコースを選択する場合に限り、その

申出を承諾します。 

 

  （その他の提供条件） 

 第24条 契約申込の方法、請求による契約者識別番号の変更、利用の一時中断、契約者の氏名等の変更の届出、名義変更、契約

者が行う契約の解除及び当社が行う契約の解除の取扱いについては、第１種一般契約の場合に準ずるものとします。 

 

      第４章 ＦＯＭＡユビキタス契約 

第１節 契約の種別 

 

  （契約の種別） 

 第24条の２ ＦＯＭＡユビキタス契約には、次の種別があります。 

  (1) 第１種ＦＯＭＡユビキタス契約 

  (2) 第２種ＦＯＭＡユビキタス契約 

 ２ 前項に規定する第１種ＦＯＭＡユビキタス契約には、次の種別があります。 

  (1) 第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約 

  (2) 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約 

 ３ 第１項に規定する第２種ＦＯＭＡユビキタス契約には、次の種別があります。 
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第２節 ＦＯＭＡユビキタス一般契約 

 

  （契約の単位） 

 第24条の３ 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１のＦＯＭＡユビキタス一般契約を締結します。この場合、契約者は、１のＦＯ

ＭＡユビキタス一般契約につき１人に限ります。 

 

  （ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込の承諾） 

 第24条の４ 当社は、ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ （略） 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、そのＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1) ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みをした者がＦＯＭＡユビキタスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれが

あるとき。 

  (2) （略） 

  (3) ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気通信サー

ビスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (4) 第９条（一般契約申込の方法）及び第24条の８（その他の提供条件）の規定により提示された書類に係る情報を、当社がそ

の書類の発行元機関へ通知する場合において、ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みをした者の同意がないとき。 

 

  (5) （略） 

 

  

 第24条の５ （略） 

 

  （請求による契約者識別番号の変更） 

 第24条の５の２ ＦＯＭＡユビキタス一般契約者は、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている場合、又はＭ２Ｍ等専用番号（当

社が別に定める契約者識別番号をいいます。以下同じとします。）への変更である場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識

別番号の変更の請求をすることができます。 

 ２ ＦＯＭＡユビキタス一般契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、所属ＦＯＭＡサービス取扱所

に対し、当社所定の書面により請求していただきます。 

 ３ 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っているＦＯＭＡユビキタス一般契約者からのも

のであると当社が認めた場合、又はＭ２Ｍ等専用番号への変更であると当社が認めた場合に限り、その請求を承諾します。 

 ４ 当社は、ＦＯＭＡユビキタス一般契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行った

ことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。 

 （注）（略） 

 

  （契約者が行うＦＯＭＡユビキタス一般契約の解除） 

 第24条の６ 契約者は、ＦＯＭＡユビキタス一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス取扱所に当

社所定の書面により通知していただきます。 

 ２ 第１項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基づきＦＯＭＡユビキタス一般契約が解除されるときの

その解除にかかる取扱いは、当社が別に定めるところによります。 

 （注）（略） 

 

  （その他の提供条件） 

 第24条の７ 当社は、ＦＯＭＡユビキタス一般契約のＦＯＭＡユビキタスにおけるその他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号保管、

定期契約者が行うフリーコースの選択、料金表及び別表に定めるものを除きます。）については、ＦＯＭＡの場合に準ずるものとしま

  (1) 第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約 

  (2) 第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約 

 

第２節 第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約 

 

  （契約の単位） 

 第24条の３ 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を締結します。この場合、契約者は、１

の第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約につき１人に限ります。 

 

  （第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込の承諾） 

 第24条の４ 当社は、第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ （略） 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1) 第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みをした者がＦＯＭＡユビキタスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠る

おそれがあるとき。 

  (2) （略） 

  (3) 第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気

通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (4) 第９条（第１種一般契約申込の方法）、第23条の４（第２種一般契約申込の方法）及び第24条の８（その他の提供条

件）の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、第１種ＦＯＭＡユビキ

タス一般契約の申込みをした者の同意がないとき。 

  (5) （略） 

 

   

 第24条の５ （略） 

 

  （請求による契約者識別番号の変更） 

 第24条の５の２ 第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約者は、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている場合、又はＭ２Ｍ等専用番

号（当社が別に定める契約者識別番号をいいます。以下同じとします。）への変更である場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約

者識別番号の変更の請求をすることができます。 

 ２ 第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、所属ＦＯＭＡサービス

取扱所に対し、当社所定の書面により請求していただきます。 

 ３ 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約者

からのものであると当社が認めた場合、又はＭ２Ｍ等専用番号への変更であると当社が認めた場合に限り、その請求を承諾します。 

 ４ 当社は、第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載

を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。 

 （注）（略） 

 

  （契約者が行う第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の解除） 

 第24条の６ 契約者は、第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス取扱

所に当社所定の書面により通知していただきます。 

 ２ 第１項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基づき第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約が解除され

るときのその解除にかかる取扱いは、当社が別に定めるところによります。 

 （注）（略） 

 

  （その他の提供条件） 

 第24条の７ 当社は、第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約のＦＯＭＡユビキタスにおけるその他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号

保管、定期契約者が行うフリーコースの選択、料金表及び別表に定めるものを除きます。）については、ＦＯＭＡの場合に準ずるもの
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す。 

 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 

第３節 ＦＯＭＡユビキタス定期契約 

 

  （契約の単位） 

 第24条の８ 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１のＦＯＭＡユビキタス定期契約を締結します。この場合、契約者は、１のＦＯ

ＭＡユビキタス定期契約につき１人に限ります。 

 

  （ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込の承諾） 

 第24条の９ 当社は、ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ （略） 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、そのＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1) ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みをした者がＦＯＭＡユビキタスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれが

あるとき。 

  (2) （略） 

  (3) ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気通信サー

ビスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (4) 第９条（一般契約申込の方法）及び第24条の14（その他の提供条件）の規定により提示された書類に係る情報を、当社が

その書類の発行元機関へ通知する場合において、ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みをした者の同意がないとき。 

 

  (5) （略） 

 

  （ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了） 

 第24条の10 ＦＯＭＡユビキタス定期契約は、当社がそのＦＯＭＡユビキタス定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した日の

属する暦月の翌暦月の初日（契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日）から起算して２年が経過すること

となる日をもって満了となります。 

 ２ 前項の規定によるほか、そのＦＯＭＡユビキタス定期契約が第24条の11（ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新

等）の規定により更新されたものであるときは、その更新日から起算して第１項に規定する期間が経過することとなる日をもって満了と

なります。 

 ３ 当社は、前２項に規定するＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了について、当該ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了日の属する暦

月において、当社が定める方法により、当該ＦＯＭＡユビキタス定期契約者（当社が定める者を除きます。）に通知します。 

 

 

  （ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新等） 

 第24条の11 ＦＯＭＡユビキタス定期契約者は、その契約の満了と同時に新たにＦＯＭＡユビキタス一般契約又はＦＯＭＡユビキタ

ス定期契約を締結するときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。 

 ２ 当社は、ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了日までに前項に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日にＦＯＭ

Ａユビキタス定期契約を更新します。 

 ３ 当社は、前項の規定により、ＦＯＭＡユビキタス定期契約を更新するときは、第24条の９（ＦＯＭＡユビキタス定期契約申込の承

諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

 第24条の12 （略） 

 

  （請求による契約者識別番号の変更） 

 第24条の12の２ ＦＯＭＡユビキタス定期契約者は、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている場合、又はＭ２Ｍ等専用番号への

変更である場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。 

 ２ ＦＯＭＡユビキタス定期契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、所属ＦＯＭＡサービス取扱所

とします。 

 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 

第３節 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約 

 

  （契約の単位） 

 第24条の８ 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約を締結します。この場合、契約者は、１

の第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約につき１人に限ります。 

 

  （第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込の承諾） 

 第24条の９ 当社は、第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ （略） 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1) 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みをした者がＦＯＭＡユビキタスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠る

おそれがあるとき。 

  (2) （略） 

  (3) 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気

通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (4) 第９条（第１種一般契約申込の方法）、第23条の４（第２種一般契約申込の方法）及び第24条の14（その他の提供条

件）の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、第１種ＦＯＭＡユビキ

タス定期契約の申込みをした者の同意がないとき。 

  (5) （略） 

 

  （第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了） 

 第24条の10 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約は、当社がその第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約に基づき契約者回線の提供を

開始した日の属する暦月の翌暦月の初日（契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日）から起算して２年

が経過することとなる日をもって満了となります。 

 ２ 前項の規定によるほか、その第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約が第24条の11（第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了に

伴う契約の更新等）の規定により更新されたものであるときは、その更新日から起算して第１項に規定する期間が経過することとなる

日をもって満了となります。 

 ３ 当社は、前２項に規定する第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了について、当該第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了

日の属する暦月において、当社が定める方法により、当該第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約者（当社が定める者を除きます。）に

通知します。 

 

  （第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新等） 

 第24条の11 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約者は、その契約の満了と同時に新たにＦＯＭＡユビキタス一般契約又はＦＯＭＡ

ユビキタス定期契約を締結するときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。 

 ２ 当社は、第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了日までに前項に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に

第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約を更新します。 

 ３ 当社は、前項の規定により、第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約を更新するときは、第24条の９（第１種ＦＯＭＡユビキタス定

期契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

  第24条の12 （略） 

 

  （請求による契約者識別番号の変更） 

 第24条の12の２ 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約者は、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている場合、又はＭ２Ｍ等専用

番号への変更である場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。 

 ２ 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、所属ＦＯＭＡサービス
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に対し、当社所定の書面により請求していただきます。 

 ３ 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っているＦＯＭＡユビキタス定期契約者からのも

のであると当社が認めた場合、又はＭ２Ｍ等専用番号への変更であると当社が認めた場合に限り、その請求を承諾します。 

 ４ 当社は、ＦＯＭＡユビキタス定期契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行った

ことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。 

 （注）（略） 

 

  （契約者が行うＦＯＭＡユビキタス定期契約の解除） 

 第24条の13  契約者は、ＦＯＭＡユビキタス定期契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス取扱所に

当社所定の書面により通知していただきます。 

 ２ 第１項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基づきＦＯＭＡユビキタス定期契約が解除されるときの

その解除にかかる取扱いは、当社が別に定めるところによります。 

（注）（略） 

 

  （その他の提供条件） 

 第24条の14  その他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号保管、料金表及び別表に定めるものを除きます。）については、ＦＯＭＡの

場合に準ずるものとします。 

 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取扱所に対し、当社所定の書面により請求していただきます。 

 ３ 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約者

からのものであると当社が認めた場合、又はＭ２Ｍ等専用番号への変更であると当社が認めた場合に限り、その請求を承諾します。 

 ４ 当社は、第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載

を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。 

 （注）（略） 

 

  （契約者が行う第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の解除） 

 第24条の13  契約者は、第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス取

扱所に当社所定の書面により通知していただきます。 

 ２ 第１項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基づき第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約が解除され

るときのその解除にかかる取扱いは、当社が別に定めるところによります。 

（注）（略） 

 

  （その他の提供条件） 

 第24条の14  その他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号保管、定期契約者が行うフリーコースの選択、料金表及び別表に定めるもの

を除きます。）については、ＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。 

 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 

第４節 第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約 

 

  （契約の単位） 

 第24条の15 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を締結します。この場合、契約者は、

１の第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約につき１人に限ります。 

 

  （第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約申込の方法） 

 第24条の16 第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行うＦＯＭＡサービ

ス取扱所に提出していただきます。 

 ２ 前項の場合において、第２種ＦＯＭＡ一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提

示していただきます。 

 ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。 

 ３ 第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みをするときは、次のいずれかに該当する１のＸｉ（Ｘｉサービス契約約款に規定する

ものをいい、第２種契約に係るものに限ります。）又は第２種契約に係るＦＯＭＡ（以下、「指定共有Ｘｉ等」といいます。）を指

定し、当社に申し出ていただきます。 

  (1) その申込みに係るＦＯＭＡユビキタス（その契約者名義が法人であるときを除きます。）と同一の割引回線群（料金表第１表

第１（基本使用料）の１（適用）の(3)に規定するものをいいます。以下この条に同じとします。）及び共有回線群（料金表第

１表第３（通信料）の１（適用）の(7)の３に規定するものをいいます。以下この条に同じとします。）を構成することとなるＸｉ

又はＦＯＭＡであって、その共有回線群の共有代表回線であること。 

  (2) その申込みに係るＦＯＭＡユビキタス（その契約者名義が法人であるときに限ります。）と同一の共有回線群を構成することとなる

Ｘｉ又はＦＯＭＡであって、その共有回線群の共有代表回線であること。 

 

  （第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込の承諾） 

 第24条の17 当社は、第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1) 第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みをした者がＦＯＭＡユビキタスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠る

おそれがあるとき。 

  (2) 第85条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 
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  (3) 第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気

通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (4) 第24条の16（第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約申込の方法）及び第24条の21（その他の提供条件）の規定により提示

された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込み

をした者の同意がないとき。 

  (5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 

  （契約者識別番号） 

 第24条の18 ＦＯＭＡユビキタスの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利

用できることを保証するものではありません。 

 ２ 当社は、第79条（修理又は復旧）の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ＦＯＭＡ

ユビキタスの契約者識別番号を変更することがあります。 

 ３ 前項の規定により、ＦＯＭＡユビキタスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。 

 

  （契約者が行う第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の解除） 

 第24条の19 契約者は、第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス取

扱所に当社所定の書面により通知していただきます。 

 ２ 第１項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基づき第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約が解除され

るときのその解除にかかる取扱いは、当社が別に定めるところによります。 

 （注）本条第２項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページに定めるところによります。 

 

  （当社が行う第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の解除） 

 第24条の20 当社は、第41条（利用停止）第１項の規定によりＦＯＭＡユビキタスの利用を停止された第２種ＦＯＭＡユビキタス

一般契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を解除することがあります。 

 ２ 当社は、第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約者が第41条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業

務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡユビキタスの利用停止をしないでその第２

種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を解除することがあります。 

 ３ 当社は、契約者が第24条の16（第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約申込の方法）の規定により指定された指定共有Ｘｉ等に

ついて、次のいずれかに該当する場合は、その第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を解除します。 

  (1) 第２種契約に係る名義変更があったとき。 

  (2) 契約の解除があったとき。 

  (3) 第24条の16第３項に該当しないことが判明したとき。 

 

  （その他の提供条件） 

 第24条の21 その他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号保管、定期契約者が行うフリーコースの選択、料金表及び別表に定めるものを

除きます。）については、ＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。 

 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 

第５節 第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約 

 

  （契約の単位） 

 第24条の22 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約を締結します。この場合、契約者は、

１の第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約につき１人に限ります。 

 

  （第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込の承諾） 

 第24条の23 当社は、第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みを承諾しないことがあります。 
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第４章の２ ＦＯＭＡ位置情報契約 

 

 第 24 条の 27 （略） 

   

  （ＦＯＭＡ位置情報契約の申込の承諾） 

 第 24 条の 28 当社は、ＦＯＭＡ位置情報契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ （略） 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、そのＦＯＭＡ位置情報契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1)～(3)（略） 

  (4) 第９条（一般契約申込の方法）及び第 24 条の31（その他の提供条件）の規定により提示された書類に係る情報を、当社が

  (1) 第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みをした者がＦＯＭＡユビキタスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠る

おそれがあるとき。 

  (2) 第85条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

  (3) 第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気

通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

  (4) 第24条の16（第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約申込の方法）及び第24条の26（その他の提供条件）の規定により提示

された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込み

をした者の同意がないとき。 

  (5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 

  （第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了） 

 第24条の24 第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約は、当社がその第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約に基づき契約者回線の提供を

開始した日の属する暦月の翌暦月の初日（契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日）から起算して２年

が経過することとなる日をもって満了となります。 

 ２ 第１項の規定にかかわらず、第２種Ｘｉユビキタス定期契約（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。以下この条におい

て同じとします。）の解除と同時に新たに締結した第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約は、契約の解除があったその第２種Ｘｉユビキ

タス定期契約に係る起算日から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。 

 ３ 前項の規定によるほか、その第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約が第24条の25（第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了に

伴う契約の更新等）の規定により更新されたものであるときは、その更新日から起算して第１項に規定する期間が経過することとなる

日をもって満了となります。 

 ４ 当社は、前３項に規定する第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了について、当該第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了

日の属する暦月において、当社が定める方法により、当該第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約者（当社が定める者を除きます。）に

通知します。 

 

  （第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新等） 

 第24条の25 第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約者は、その契約の満了と同時に新たにＦＯＭＡユビキタス一般契約又はＦＯＭＡ

ユビキタス定期契約を締結するときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。 

 ２ 当社は、第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了日までに前項に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に

第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約を更新します。 

 ３ 当社は、前項の規定により、第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約を更新するときは、第24条の23（第２種ＦＯＭＡユビキタス定

期契約の申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

  （その他の提供条件） 

 第24条の26 当社は、第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約のＦＯＭＡユビキタスにおけるその他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号

保管、定期契約者が行うフリーコースの選択、料金表及び別表に定めるものを除きます。）については、ＦＯＭＡの場合に準ずるもの

とします。 

 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 

第４章の２ ＦＯＭＡ位置情報契約 

 

 第 24 条の 27 （略） 

   

  （ＦＯＭＡ位置情報契約の申込の承諾） 

 第 24 条の 28 当社は、ＦＯＭＡ位置情報契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ （略） 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、そのＦＯＭＡ位置情報契約の申込みを承諾しないことがあります。 

  (1)～(3)（略） 

  (4) 第９条（第１種一般契約申込の方法）及び第24条の31（その他の提供条件）の規定により提示された書類に係る情報を、
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その書類の発行元機関へ通知する場合において、ＦＯＭＡ位置情報契約の申込みをした者の同意がないとき。 

  (5)（略） 

 

 第 24 条の 29～第 24 条の 31 （略） 

 

  （その他の提供条件） 

 第 24 条の 31 当社は、ＦＯＭＡ位置情報におけるその他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号保管、料金表及び別表に定めるものを

除きます。）については、ＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。 

 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 

第４章の３ （略） 

 

第４章の４ ＦＯＭＡ特定接続契約 

 

 第33条～第38条（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 第 39 条～第 44 条（略） 

 

第５章 付加機能 

 

  （付加機能の提供） 

 第45条  当社は、ＦＯＭＡ契約者から請求があったときは、別表２（付加機能）に規定する付加機能を提供します。この場合におい

て、共用ＦＯＭＡに係る契約者は、通話録音機能（別表２に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。）に限り、

請求することができます。 

 ２～8（略） 

 ９ 当社は、付加機能を提供しているＦＯＭＡに係る名義変更があった場合において、その付加機能に関して別表２に別段の定めがあ

るときは、第17条（一般契約に係る名義変更）又は23条の２（その他の提供条件）の規定の規定にかかわらず、その付加機能を

廃止します。 

 10（略） 

 

 第46条～第47条（略） 

 

 

第６章 ＦＯＭＡカードの貸与等 

第１節 ＦＯＭＡカードの貸与等 

 

 第 48 条（略） 

 

  （契約者識別番号の登録等） 

 第 49 条 当社は、次の場合には、ＦＯＭＡカードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更又は消去（以下「契約者識別

番号の登録等」といいます｡)を行います。 

  (1)～(3)（略） 

当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、ＦＯＭＡ位置情報契約の申込みをした者の同意がないとき。 

  (5)（略） 

 

 第 24 条の 29～第 24 条の 31 （略） 

 

  （その他の提供条件） 

 第 24 条の31 当社は、ＦＯＭＡ位置情報におけるその他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号保管、定期契約者が行うフリーコースの

選択、料金表及び別表に定めるものを除きます。）については、ＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。 

 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 

第４章の３ （略） 

 

第４章の４ ＦＯＭＡ特定接続契約 

 

 第33条～第38条（略） 

 

   （その他の提供条件） 

 第 39 条 当社は、ＦＯＭＡ特定接続におけるその他の提供条件（請求による契約者識別番号の変更、ＦＯＭＡの利用の一時中

断、ＦＯＭＡの電話番号保管、定期契約者が行うフリーコースの選択、料金表及び別表に定めるものを除きます。）については、Ｆ

ＯＭＡの場合に準ずるものとします。 

 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 

 第 40 条～第 44 条（略） 

 

第５章 付加機能 

 

  （付加機能の提供） 

 第45条  当社は、ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下第２項において同じとします。）から請求があったと

きは、別表２（付加機能）に規定する付加機能を提供します。この場合において、共用ＦＯＭＡに係る契約者は、通話録音機能

（別表２に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。）に限り、請求することができます。 

 ２～8（略） 

 ９ 当社は、付加機能を提供しているＦＯＭＡに係る名義変更があった場合において、その付加機能に関して別表２に別段の定めがあ

るときは、第17条（第１種一般契約に係る名義変更）、23条の２（その他の提供条件）、第23条の11（その他の提供条件）

又は第24条（その他の提供条件）の規定の規定にかかわらず、その付加機能を廃止します。 

 10（略） 

 

 第46条～第47条（略） 

 

 

第６章 ＦＯＭＡカードの貸与等 

第１節 ＦＯＭＡカードの貸与等 

 

 第 48 条（略） 

 

  （契約者識別番号の登録等） 

 第 49 条 当社は、次の場合には、ＦＯＭＡカードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更又は消去（以下「契約者識別

番号の登録等」といいます｡)を行います。 

  (1)～(3)（略） 
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 ２ 当社は、前項の規定によるほか、第 11 条（契約者識別番号）第３項、第 23 条の５（契約者識別番号）第３項、第 24 条の

12（契約者識別番号）第２項、第 24 条の 29（契約者識別番号）第２項又は第 79 条（修理又は復旧）の規定により契約

者識別番号を変更する場合は契約者識別番号の登録等を行います。 

 

 

 第 50 条（略） 

 

第２節 （略） 

 

第７章 （略） 

 

第８章 利用中止等 

 

  （利用中止） 

 第51条  当社は、次の場合には、ＦＯＭＡサービスの利用を中止することがあります。 

  (1)～(2) （略） 

  (3) 第11条（契約者識別番号）第３項、第24条の５（契約者識別番号）第２項、第24条の12（契約者識別番号）第２

項、第24条の29（契約者識別番号）第２項の規定により、契約者識別番号を変更するとき。 

 

 2～3（略） 

 

 第52条（略） 

 

  （利用停止） 

 第53条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が定める期間（そのＦＯＭＡサービスに関する料金その

他の債務（この約款の規定により、支払いを要することとなったＦＯＭＡサービスに関する料金又は工事費若しくは割増金等の料金

以外の債務をいいます。以下この条、第88条の４及び第89条において同じとします。）を支払わないときは、その料金その他の債務が

支払われるまでの間）、そのＦＯＭＡサービスの利用を停止することがあります。 

  (1)～(2)（略） 

  (3) 第16条（一般契約者の氏名等の変更の届出）及び第24条（その他の提供条件）の規定に違反したとき並びにその規定により

届け出た内容について事実に反することが判明したとき。 

 

  (4)～(11)（略） 

 2～3（略） 

 

 第53条の２（略） 

 

第９章 通信 

 

第１節 通信の種類等 

 

  （通信の種類等） 

 第54条 通信には、次の種類があります。 

    ただし、共用ＦＯＭＡに係る通信の種類は、通話モード、64kb/sデジタル通信モード及びショートメッセージ通信モードに、ＦＯＭ

Ａユビキタス（トランシーバプランを除きます。）に係る通信の種類は、パケット通信モード（128k通信モード及びハイスピードモードを

除きます。）及びショートメッセージ通信モードに、ＦＯＭＡユビキタス（トランシーバプランに限ります。）に係る通信の種類は、トランシ

ーバ通信モードに、ＦＯＭＡ位置情報に係る通信の種類は、ショートメッセージ通信モードに、ＦＯＭＡ特定接続に係る通信の種類

はパケット通信モード（128k通信モードを除きます。）に限ります。 

 ２ 当社は、前項の規定によるほか、第 11 条（契約者識別番号）第３項、第 23 条の５（契約者識別番号）第３項、第 24 条の

５（契約者識別番号）第２項、第 24 条の 12（契約者識別番号）第２項、第 24 条の 18（契約者識別番号）第２項、第

24 条の 29（契約者識別番号）第２項又は第 79 条（修理又は復旧）の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者

識別番号の登録等を行います。 

 

 第 50 条（略） 

 

第２節 （略） 

 

第７章 （略） 

 

第８章 利用中止等 

 

  （利用中止） 

 第51条  当社は、次の場合には、ＦＯＭＡサービスの利用を中止することがあります。 

  (1)～(2) （略） 

  (3) 第11条（契約者識別番号）第３項、第23条の５（契約者識別番号）第３項、第24条の５（契約者識別番号）第２

項、第24条の12（契約者識別番号）第２項、第24条の18（契約者識別番号）第２項、第24条の29（契約者識別番

号）第２項の規定により、契約者識別番号を変更するとき。 

 2～3（略） 

 

 第52条（略） 

 

  （利用停止） 

 第53条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が定める期間（そのＦＯＭＡサービスに関する料金その

他の債務（この約款の規定により、支払いを要することとなったＦＯＭＡサービスに関する料金又は工事費若しくは割増金等の料金

以外の債務をいいます。以下この条、第88条の４及び第89条において同じとします。）を支払わないときは、その料金その他の債務が

支払われるまでの間）、そのＦＯＭＡサービスの利用を停止することがあります。 

  (1)～(2)（略） 

  (3) 第16条（第１種一般契約者の氏名等の変更の届出）、第23条の２（その他の提供条件）、第23条の11（その他の提供

条件）及び第24条（その他の提供条件）の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが

判明したとき。 

  (4)～(11)（略） 

 2～3（略） 

 

 第53条の２（略） 

 

第９章 通信 

 

第１節 通信の種類等 

 

  （通信の種類等） 

 第54条 通信には、次の種類があります。 

    ただし、共用ＦＯＭＡに係る通信の種類は、通話モード、64kb/sデジタル通信モード及びショートメッセージ通信モードに、ＦＯＭ

Ａユビキタス（トランシーバプランを除きます。）に係る通信の種類は、パケット通信モード（128k通信モード及びハイスピードモードを

除きます。）及びショートメッセージ通信モードに、ＦＯＭＡユビキタス（トランシーバプランに限ります。）に係る通信の種類は、トランシ

ーバ通信モードに、ＦＯＭＡ位置情報に係る通信の種類は、ショートメッセージ通信モードに、ＦＯＭＡ特定接続に係る通信の種類

はパケット通信モード（128k通信モードを除きます。）に限ります。 



   21 

  

表（略） 

 ２ （略） 

 ３ 前項に規定する災害等の情報は、第14条の２（ＦＯＭＡの電話番号保管）、第14条（ＦＯＭＡの利用の一時中断) 、第24

条（その他の提供条件）又は第53条（利用停止）の規定にかかわらず、電話番号保管がされている場合、利用の一時中断をして

いる場合又は利用停止されている場合であっても受信することができます。 

 

 ４ （略） 

 

 第55条～第58条（略） 

 

 

第２節 通信利用の制限 

 

  （通信利用の制限） 

 第59条 ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス、ＪＷＳＩＭサービス、ＪＷＳＩＭ－０サービス及び回線卸ＦＯＭＡ及び回線卸Ｘｉ

（卸携帯電話サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）に係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を

接続することができないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある

場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び

公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表６（通信の優先的取扱いに係る機関名）に

掲げる機関に提供しているＦＯＭＡ（当社がそらの機関との協議により定めたものに限ります｡)以外のものによる通信の利用を中止す

る措置（特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます｡)をとることがあります。 

 ２～９ （略） 

 （注１）（略） 

 （注２）料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(13)、(14)又は(22)の規定に係る通信（通話モードによるものに限りま

す。）は、通信のふくそう状況によって、その規定の適用を受けていない通信と比べ通信の利用を中止する措置が異なることがありま

す。 

 

  （通信の切断） 

 第59条の２ 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。 

 ２ 当社は、前項の規定によるほか、料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(13)、(14)若しくは(22)の規定に係る通信

（通話モードによるものに限ります。）について、その契約者回線からの通信の利用が当社が定める時間を超えたときは、その通信を切

断することがあります。 

  

 第60条（略） 

 

       第３節 通信時間等の測定等 

 

  （通信時間等の測定等） 

 第61条 通話モード及び64kb/sデジタル通信モードに係る通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻か

ら起算し、発信者又は着信者による端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした

時刻（第59条の２（通信の切断）の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします｡)までの経過時間とし、当社の機器

（相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします｡)により測定します。 

 ２ パケット通信モード及びトランシーバ通信モードに係る課金対象パケット（ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスに係る契約者回線との

間において伝送されるデータ（制御信号のうちデータとみなされるものを含みます。）を含むパケットをいいます。以下同じとします。）の

情報量は、当社の機器により測定します。 

 

 

 

表（略） 

 ２ （略） 

 ３ 前項に規定する災害等の情報は、第14条の２（ＦＯＭＡの電話番号保管）、第14条（ＦＯＭＡの利用の一時中断) 、第23

条の２（その他の提供条件）、第23条の７（ＦＯＭＡの電話番号保管）、第23条の６（ＦＯＭＡの利用の一時中断) 、第

24条（その他の提供条件）又は第53条（利用停止）の規定にかかわらず、電話番号保管がされている場合、利用の一時中断を

している場合又は利用停止されている場合であっても受信することができます。 

 ４ （略） 

 

 第55条～第58条（略） 

 

 

第２節 通信利用の制限 

 

  （通信利用の制限） 

 第59条 ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス、ＪＷＳＩＭサービス、ＪＷＳＩＭ－０サービス及び回線卸ＦＯＭＡ及び回線卸Ｘｉ

（卸携帯電話サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）に係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を

接続することができないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある

場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び

公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表６（通信の優先的取扱いに係る機関名）に

掲げる機関に提供しているＦＯＭＡ（当社がそらの機関との協議により定めたものに限ります｡)以外のものによる通信の利用を中止す

る措置（特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます｡)をとることがあります。 

 ２～９ （略） 

 （注１）（略） 

 （注２）ＦＯＭＡ（第２種契約に係るものに限ります。）に係る通信（通話モードによるものに限ります。）又は料金表第１表第３

（通信料）の１（適用）の(13)のイ、(14)又は(22)の規定に係る通信（通話モードによるものに限ります。）は、通信のふくそう

状況によって、その規定の適用を受けていない通信と比べ通信の利用を中止する措置が異なることがあります。 

 

  （通信の切断） 

 第59条の２ 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。 

 ２ 当社は、前項の規定によるほか、第２種契約に係るＦＯＭＡに係る通信（通話モードによるものに限ります。）又は料金表第１表

第３（通信料）の１（適用）の(13)のイ、(14)若しくは(22)の規定に係る通信（通話モードによるものに限ります。）について、そ

の契約者回線からの通信の利用が当社が定める時間を超えたときは、その通信を切断することがあります。 

  

 第60条（略） 

 

       第３節 通信時間等の測定等 

 

  （通信時間等の測定等） 

 第61条 通話モード及び64kb/sデジタル通信モードに係る通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻か

ら起算し、発信者又は着信者による端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした

時刻（第59条の２（通信の切断）の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします｡)までの経過時間とし、当社の機器

（相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします｡)により測定します。 

 ２ パケット通信モード及びトランシーバ通信モードに係る課金対象パケット（第１種契約若しくは第１種ＦＯＭＡユビキタス契約又は

第２種契約若しくは第２種ＦＯＭＡユビキタス契約（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(7) の３に規定するデータ

定額パックを選択していないものに限ります。）に係る契約者回線との間において伝送されるデータ（制御信号のうちデータとみなされる

ものを含みます。）を含むパケットをいいます。以下同じとします。）又は課金対象データ量（データ定額パックを選択する第２種契約

又は第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係る契約者回線との間において伝送されるデータ（制御信号のうちデータとみなされるものを含

みます。）をいいます。以下同じとします。）の情報量は、当社の機器により測定します。 
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 ３～５ （略） 

 

       第４節 （略） 

 

      第10章 料金等 

       第１節 （略） 

 

       第２節 料金等の支払義務 

 

 第64条～第68条 （略） 

 

  （請求書等の発行に関する料金の支払義務） 

 第68条の２ ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約者及び当社が指定するＦＯＭＡ契約者を除

きます。）は、ＦＯＭＡサービスの利用に係る請求書等の発行を受けたときは、料金表第１表第７（請求書等の発行に関する料

金）に規定する料金の支払いを要します。 

 

 

 第69条 （略） 

 

       第３節～第６節 （略） 

 

       第７節 債権の譲渡等 

 

  （債権の譲渡等） 

 第75条 ＦＯＭＡ契約者（当社が指定するＦＯＭＡ契約者を除きます。以下この条において同じとします。）は、当社がＦＯＭＡサ

ービスに係る料金その他の債務（この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。）に係る債

権を、当社が定める第三者（以下「請求事業者」といいます。）に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び

請求事業者は、ＦＯＭＡ契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 

 ２～３ （略）  

 

 第76条 （略） 

 

      第11章～第12章 （略） 

  

      第13章 雑則 

 

  （発信者番号通知等） 

 第81条の２ 契約者回線からの通信（当社が別に定める相互接続通信を除きます｡)については、その契約者識別番号をその通信の

着信のあった契約者回線等 

へ通知します。 ただし、発信者は、ＦＯＭＡ特定接続契約に係る通信（当社が別に定めるものに限ります｡)を行う場合を除き、当

社が別に定める方法により契約者識別番号を通知しないことができます。 

 ２～４ （略） 

 ５ ＦＯＭＡ契約者（基本使用料の料金種別が定額データプランの契約者、ＦＯＭＡユビキタス契約者及びＦＯＭＡ位置情報契

約者を除きます。）は、通信中又は電波が伝わりにくい等により契約者回線に着信できなかった通信（通話モード又は64kb/sデジタ

ル通信モードによる通信に限ります。）について、その通信の日時等に関する情報の通知（以下この条において「着信通知」といいま

す。）を受けることができます。 

 ６～７ （略） 

 （注１）～（注３）（略） 

 ３～５ （略） 

 

       第４節 （略） 

 

      第10章 料金等 

       第１節 （略） 

 

       第２節 料金等の支払義務 

 

 第64条～第68条 （略） 

 

  （請求書等の発行に関する料金の支払義務） 

 第68条の２ ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約者、ＦＯＭＡ特定接続契約者及び当社が指

定するＦＯＭＡ契約者を除きま 

す。）は、ＦＯＭＡサービスの利用に係る請求書等の発行を受けたときは、料金表第１表第７（請求書等の発行に関する料金）に

規定する料金の支払いを要します。 

 

 第69条 （略） 

 

       第３節～第６節 （略） 

 

       第７節 債権の譲渡等 

 

  （債権の譲渡等） 

 第75条 ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡ特定接続契約者及び当社が指定するＦＯＭＡ契約者を除きます。以下この条において同じと

します。）は、当社がＦＯＭＡサービスに係る料金その他の債務（この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以

外の債務をいいます。）に係る債権を、当社が定める第三者（以下「請求事業者」といいます。）に譲渡することを承認していただきま

す。この場合において、当社及び請求事業者は、ＦＯＭＡ契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 

 ２～３ （略）  

 

 第76条 （略） 

 

      第11章～第12章 （略） 

  

      第13章 雑則 

 

  （発信者番号通知等） 

 第81条の２ 契約者回線からの通信（当社が別に定める相互接続通信を除きます｡)については、その契約者識別番号をその通信の着

信のあった契約者回線等 

へ通知します。 ただし、発信者は、ＦＯＭＡ特定接続契約に係る通信（当社が別に定めるものに限ります｡)を行う場合を除き、当

社が別に定める方法により契約者識別番号を通知しないことができます。 

 ２～４ （略） 

 ５ ＦＯＭＡ契約者（基本使用料の料金種別が定額データプランの契約者、ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約

者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。）は、通信中又は電波が伝わりにくい等により契約者回線に着信できなかった通信

（通話モード又は64kb/sデジタル通信モードによる通信に限ります。）について、その通信の日時等に関する情報の通知（以下この

条において「着信通知」といいます。）を受けることができます。 

 ６～７ （略） 

 （注１）～（注３）（略） 
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 第82条～第82条の２ （略） 

 

  （位置の測定に係るアシスト情報の受信） 

 第82条の３ ＦＯＭＡ契約者（共用ＦＯＭＡに係る契約者及びＦＯＭＡユビキタス契約者（トランシーバプランに限ります。）を除

きます。）は、当社が定める方法により、位置の測定に係るアシスト情報（その契約者回線に接続されている移動無線装置の位置の

測定の際に参考となる情報であって、当社が提供するものをいいます。以下この条において同じとします。）の受信をすることができます。 

 

 ２～３ （略） 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 第 83 条～第 86 条（略） 

 

  （当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等） 

 第87条 ＦＯＭＡ契約（ＦＯＭＡ位置情報契約を除きます。以下この条において同じとします。）の申込みの承諾を受けた者は、当

社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際電話契約を締結したこととなります。 

    ただし、次の場合は、この限りでありません。 

(1)～(6)（略） 

 ２ （略） 

 （注）（略） 

 

 第88条 （略） 

 

  （国際アウトローミングの利用等） 

 第88条の２ ＦＯＭＡ契約者（共用ＦＯＭＡに係る契約者を除きます。以下この条において同じとします。）は、別表２（付加機

能）に規定する国際ローミング機能の提供を受けているときは、国際アウトローミング（別表９に定める外国の電気通信事業者が、Ｆ

ＯＭＡカードを装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。以下同じとしま

す。）を利用することができます。 

 ２～14 （略） 

 （注１）～（注３）（略） 

 

  （無線ＩＰアクセスサービスの利用等） 

 第88条の３ ＦＯＭＡ契約者（共用ＦＯＭＡに係る契約者を除きます。以下この条において同じとします。）は、別表２（付加機

能）に規定するmoperaU機能（ライトプランに係るものを除きます。以下この条において同じとします。）、ビジネスmoperaインターネ

ット機能又はspモード機能の提供を受けているときは、無線ＩＰアクセスサービス（当社の無線ＩＰ通信網を使用して提供する電気

通信サービスであって、moperaU機能、ビジネスmoperaインターネット機能又はspモード機能を利用するためのものをいいます。以下

同じとします。）を利用することができます。 

 ２～９ （略） 

 

  （利用者登録） 

 第 88 条の４ ＦＯＭＡ契約者は、当社が定める方法により、その契約に係るＦＯＭＡサービスを主に利用する者の登録（以下「利用

 

 第82条～第82条の２ （略） 

 

   （位置の測定に係るアシスト情報の受信） 

 第82条の３ ＦＯＭＡ契約者（共用ＦＯＭＡに係る契約者、ＦＯＭＡユビキタス契約者（トランシーバプランに限ります。）及びＦ

ＯＭＡ特定接続契約者を除きます。）は、当社が定める方法により、位置の測定に係るアシスト情報（その契約者回線に接続され

ている移動無線装置の位置の測定の際に参考となる情報であって、当社が提供するものをいいます。以下この条において同じとしま

す。）の受信をすることができます。 

 ２～３ （略） 

 

  （データ量到達通知） 

 第82条の４ 当社は、データ定額パックを選択する第２種契約者又は第２種ＦＯＭＡユビキタス契約者から請求があったときは、その

第２種契約又は第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係る契約者回線との間の通信（当社が別に定めるものに限ります。）に関する課

金対象データの情報量又は累計共有データ量（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(7)の３に規定するものをいいま

す。）の概算量（当社が別に定める方法により算定した量とし、料金月単位で累計するものとします。）が当社が別に定める量を超え

たときに、その契約者へその旨を通知（以下「データ量到達通知」といいます。）します。 

 ２ 前項に規定する通知は、当社が定める方法により行います。 

 

 第83条～第86条 （略） 

 

  （当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等） 

 第87条 ＦＯＭＡ契約（ＦＯＭＡ位置情報契約及びＦＯＭＡ特定接続契約を除きます。以下この条において同じとします。）の申

込みの承諾を受けた者は、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際電話契約を締結したこととなります。 

    ただし、次の場合は、この限りでありません。 

(1)～(6)（略） 

 ２ （略） 

 （注）（略） 

 

 第88条 （略） 

 

  （国際アウトローミングの利用等） 

 第88条の２ ＦＯＭＡ契約者（共用ＦＯＭＡに係る契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとし

ます。）は、別表２（付加機能）に規定する国際ローミング機能の提供を受けているときは、国際アウトローミング（別表９に定める

外国の電気通信事業者が、ＦＯＭＡカードを装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービス

をいいます。以下同じとします。）を利用することができます。 

 ２～14 （略） 

 （注１）～（注３）（略） 

 

  （無線ＩＰアクセスサービスの利用等） 

 第88条の３ ＦＯＭＡ契約者（共用ＦＯＭＡに係る契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとし

ます。）は、別表２（付加機能）に規定するmoperaU機能（ライトプランに係るものを除きます。以下この条において同じとしま

す。）、ビジネスmoperaインターネット機能又はspモード機能の提供を受けているときは、無線ＩＰアクセスサービス（当社の無線Ｉ

Ｐ通信網を使用して提供する電気通信サービスであって、moperaU機能、ビジネスmoperaインターネット機能又はspモード機能を利

用するためのものをいいます。以下同じとします。）を利用することができます。 

 ２～９ （略） 

 

  （利用者登録） 

 第 88 条の４ ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとします。）は、当社が定める方法に
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者登録」といいます。）を行うことができます。この場合において、利用者登録により当社に登録される者（以下「登録利用者」といいま

す。）の情報は、登録利用者の氏名及び生年月日とします。 

  

 ２～５ （略） 

 ６ ＦＯＭＡ契約者は、そのＦＯＭＡ契約者以外の者を登録利用者として利用者登録を行うときは、次の事項についてあらかじめ登録

利用者となる者の承諾を得ていただきます。 

  (1)～(2)（略） 

  (3) ＦＯＭＡ契約者が、そのＦＯＭＡサービスに関する料金その他の債務を支払わないとき（第 75 条（債権の譲渡等）の規定に

より、当社がＦＯＭＡサービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払い

がないときを含みます。）は、第 53 条（利用停止）の規定に基づきＦＯＭＡサービスの利用を停止されることがあること、又は第

19 条（当社が行う一般契約の解除）、第 24 条（その他の提供条件）、第 24 条の７（その他の提供条件）、第 24 条の 14

（その他の提供条件）若しくは第 24 条の 31（その他の提供条件）の規定に基づきＦＯＭＡサービスに係る契約を解除されるこ

とがあること。 

  

  (4)～(6)（略） 

 7～9（略） 

  

 

 

 （注）（略） 

 

 第 88 条の５～第 88 条の 6（略） 

 

  （電気通信事業者への情報の通知） 

 第 89 条 契約者は、第 18 条（一般契約者が行う一般契約の解除）、第 19 条（当社が行う一般契約の解除）又は第 24 条（そ

の他の提供条件）の規定に基づき契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合（第 75 条（債権の譲渡等）の

規定により、当社がＦＯＭＡサービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支

払いがないときを含みます。）は、当社以外の電気通信事業者（当社が別に定める携帯電話事業者、ＰＨＳ事業者及びＢＷＡ

事業者（ＢＷＡアクセスサービスの役務を提供する電気通信事業者をいいます。）とします。）からの請求に基づき、氏名、住所、契

約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報（契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社

が別に定めるものに限ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。 

 

 

 ２ 前項の規定によるほか、契約者は、次のいずれかに該当するときは、当社以外の電気通信事業者（当社が別に定める携帯電話事

業者及びＰＨＳ事業者とします。）からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及び生年月日等の情報（契約者を特定す

るために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。 

  (1) 第 19 条又は第 24 条の規定により当社がそのＦＯＭＡ契約を解除したとき（第 85 条（利用に係る契約者の義務）第２項又

は第３項の規定に違反したと当社が認めた場合に限ります。） 

  (2) （略） 

 ３～４ （略） 

 

 第 90 条～第 91 条の２ （略） 

 

  (番号えらべるサービスの利用) 

 第 91 条の３ ＦＯＭＡ契約者は、番号えらべるサービス（当社が定める所属ＦＯＭＡサービス取扱所において、ＦＯＭＡ契約の申

込みの承諾を受けた際に、当社が付与する契約者識別番号の一部に関する希望を、当社が定める数以内で申し出ることができるサー

ビスをいいます。以下同じとします。）を利用することができます。 

 

より、その契約に係るＦＯＭＡサービスを主に利用する者の登録（以下「利用者登録」といいます。）を行うことができます。この場合に

おいて、利用者登録により当社に登録される者（以下「登録利用者」といいます。）の情報は、登録利用者の氏名及び生年月日とし

ます。 

 ２～５ （略） 

 ６ ＦＯＭＡ契約者は、そのＦＯＭＡ契約者以外の者を登録利用者として利用者登録を行うときは、次の事項についてあらかじめ登録

利用者となる者の承諾を得ていただきます。 

  (1)～(2)（略） 

  (3) ＦＯＭＡ契約者が、そのＦＯＭＡサービスに関する料金その他の債務を支払わないとき（第 75 条（債権の譲渡等）の規定に

より、当社がＦＯＭＡサービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払い

がないときを含みます。）は、第 53 条（利用停止）の規定に基づきＦＯＭＡサービスの利用を停止されることがあること、又は第

19 条（当社が行う第１種一般契約の解除）、第 23 条の２（その他の提供条件）、第 23 条の 10（当社が行う第２種一般

契約の解除）、第 24 条（その他の提供条件）、第 24 条の７（その他の提供条件）、第 24 条の 14（その他の提供条件）、

第 24 条の 21（その他の提供条件）、第 24 条の 26（その他の提供条件）若しくは第 24 条の 31（その他の提供条件）の規

定に基づきＦＯＭＡサービスに係る契約を解除されることがあること。 

  (4)～(6)（略） 

 7～9（略） 

 10 第４項の規定によるほか、料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(7)の３に規定する共有回線群を構成するＦＯＭＡ

に係る契約者は、料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(7)の３に規定する共有代表回線からの請求に基づき、契約者に

係る課金対象データの情報を当社が共有代表回線に係る契約者へ通知することにあらかじめ同意するものとします。 

 （注）（略） 

 

 第 88 条の５～第 88 条の 6（略） 

 

  （電気通信事業者への情報の通知） 

 第 89 条 契約者は、第 18 条（第１種一般契約者が行う第１種一般契約の解除）、第 19 条（当社が行う第１種一般契約の解

除）、第 23 条の２（その他の提供条件）、第 23 条の９（第２種一般契約者が行う第２種一般契約の解除）、第 23 条の 10

（当社が行う第２種一般契約の解除）又は第 24 条（その他の提供条件）の規定に基づき契約を解除した後、現に料金その他の

債務の支払いがない場合（第 75 条（債権の譲渡等）の規定により、当社がＦＯＭＡサービスの料金その他の債務に係る債権を請

求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないときを含みます。）は、当社以外の電気通信事業者（当社が

別に定める携帯電話事業者、ＰＨＳ事業者及びＢＷＡ事業者（ＢＷＡアクセスサービスの役務を提供する電気通信事業者をいい

ます。）とします。）からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報（契約者を特定するた

めに必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するも

のとします。 

 ２ 前項の規定によるほか、契約者は、次のいずれかに該当するときは、当社以外の電気通信事業者（当社が別に定める携帯電話事

業者及びＰＨＳ事業者とします。）からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及び生年月日等の情報（契約者を特定す

るために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。 

  (1) 第 19 条、第 23 条の２、第 23 条の 10 又は第 24 条の規定により当社がそのＦＯＭＡ契約を解除したとき（第 85 条（利用

に係る契約者の義務）第２項又は第３項の規定に違反したと当社が認めた場合に限ります。） 

  (2) （略） 

 ３～４ （略） 

 

 第 90 条～第 91 条の２ （略） 

 

  (番号えらべるサービスの利用) 

 第 91 条の３ ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとします。）は、番号えらべるサービス

（当社が定める所属ＦＯＭＡサービス取扱所において、ＦＯＭＡ契約の申込みの承諾を受けた際に、当社が付与する契約者識別

番号の一部に関する希望を、当社が定める数以内で申し出ることができるサービスをいいます。以下同じとします。）を利用することがで

きます。 
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 ２～３ （略） 

 （注１）～（注２）（略） 

 

 第 91 条の４ （略） 

 

  （おまかせロック等） 

 第 91 条の５ ＦＯＭＡ契約者 (共用ＦＯＭＡに係る契約者、ＦＯＭＡユビキタス契約者及びＦＯＭＡ位置情報契約者を除きま

す。以下この条において同じとします。）は、おまかせロック（契約者からの請求により、端末設備（当社が定めるものに限ります。以下

この条において同じとします。）の一部の機能を停止するための信号及びＦＯＭＡカード（当社が定めるものに限ります。以下この条に

おいて同じとします。）の一部の機能を停止するための信号を、その契約者に係る契約者回線に送出するサービスをいいます。以下同

じとします。）を利用することができます。 

 ２～８ （略） 

 （注１）～（注４）（略） 

 

 第 91 条の５～第 93 条 （略） 

 

      第14章  その他のサービス 

 

 第94条～第99条 （略） 

 

  （回収代行等の承諾等） 

 第100条 ＦＯＭＡ契約者（共用ＦＯＭＡに係る契約者を除きます。以下この条において同じとします。）は、有料情報サービス（Ｆ 

ＯＭＡ等を利用して有料で情報等の提供を受けることができるサービスをいいます。以下同じとします。）を利用したときのその有料情

報サービスの料金（有料情報サービスの利用の際に通知される料金をいい、その契約者回線の契約者以外の者が利用したものを含

みます。以下同じとします。）について、その有料情報等を提供する者（以下「情報提供者」といいます。）が、当社によるその料金の

回収代行について当社の承諾を得ているときは、当社がその情報提供者の代理人としてその料金を回収することを承諾していただきま

す。 

 ２～８ （略） 

 （注）（略） 

 

 第100条の２ （略） 

 

  （協定事業者が提供する電報サービスの利用等） 

 第101条 ＦＯＭＡ契約者（共用ＦＯＭＡに係る契約者、ＦＯＭＡユビキタス契約者及びＦＯＭＡ位置情報契約者を除きます。

以下この条において同じとします。）は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の規定に基づく電報サービスを利用することができま

す。 

 ２～５ （略） 

 

 

 

 

 料金表 

 

通則 

１～14 （略） 

15 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＦＯＭＡについて、次のいずれかに該当することを当社が確認し

たときは、そのＦＯＭＡサービスの利用に係る口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書を発行します。 

(1)（略） 

 ２～３ （略） 

 （注１）～（注２）（略） 

 

 第 91 条の４ （略） 

 

  （おまかせロック等） 

 第 91 条の５ 契約者 (共用ＦＯＭＡに係る契約者、ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約者及びＦＯＭＡ特定接

続契約者を除きます。以下この条において同じとします。）は、おまかせロック（契約者からの請求により、端末設備（当社が定めるも

のに限ります。以下この条において同じとします。）の一部の機能を停止するための信号及びＦＯＭＡカード（当社が定めるものに限り

ます。以下この条において同じとします。）の一部の機能を停止するための信号を、その契約者に係る契約者回線に送出するサービスを

いいます。以下同じとします。）を利用することができます。 

 ２～８ （略） 

 （注１）～（注４）（略） 

 

 第 91 条の５～第 93 条 （略） 

 

      第14章  その他のサービス 

 

 第94条～第99条 （略） 

 

  （回収代行等の承諾等） 

 第100条 ＦＯＭＡ契約者（共用ＦＯＭＡに係る契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとしま

す。）は、有料情報サービス（ＦＯＭＡ等を利用して有料で情報等の提供を受けることができるサービスをいいます。以下同じとしま

す。）を利用したときのその有料情報サービスの料金（有料情報サービスの利用の際に通知される料金をいい、その契約者回線の契

約者以外の者が利用したものを含みます。以下同じとします。）について、その有料情報等を提供する者（以下「情報提供者」といい

ます。）が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得ているときは、当社がその情報提供者の代理人としてその料金を

回収することを承諾していただきます。 

 ２～８ （略） 

 （注）（略） 

 

 第100条の２ （略） 

 

  （協定事業者が提供する電報サービスの利用等） 

 第101条 契約者（共用ＦＯＭＡに係る契約者、ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約者及びＦＯＭＡ特定接続

契約者を除きます。以下この条において同じとします。）は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の規定に基づく電報サービスを

利用することができます。 

 ２～５ （略） 

 

 

 

 

 料金表 

 

通則 

１～14 （略） 

15 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＦＯＭＡについて、次のいずれかに該当することを当社が確認し

たときは、そのＦＯＭＡサービスの利用に係る口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書を発行します。 

(1)（略） 
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(2) 第 19 条（当社が行う第１種一般契約の解除）、第 24 条（その他の提供条件）、第 23 条の 10（当社が行う第２種一

般契約の解除）又は第 24 条（その他の提供条件）の規定によりそのＦＯＭＡ契約が解除されたとき。 

16～17 （略） 

18 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＦＯＭＡサービスについて、契約者からこの取扱いを廃止する申

出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、この取扱いを廃止します。 

(1)（略） 

(2) 第 19 条（当社が行う第１種一般契約の解除）、第 24 条（その他の提供条件）、第 23 条の 10（当社が行う第２種一

般契約の解除）又は第 24 条（その他の提供条件）の規定によりそのＦＯＭＡ契約が解除されたとき。 

19～20 （略） 

（料金等の支払い） 

21 契約者は、料金及び工事費について、第24項に規定する場合を除き、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合にお

いて、契約者は、その料金及び工事費（第 75 条（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きま

す。）について、当社が指定するＦＯＭＡサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。 

22 当社は、契約者に係る奇数月の請求額情報が、当社が別に定める額に満たない場合は、その暦月と翌暦月の料金を、まとめて請

求するものとし、契約者は所定の期日までに支払っていただきます。 

   ただし、契約者から 1 月毎の支払いを希望する申出があった場合は、この限りではありません。 

 

23 料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

（料金の一括後払い） 

24 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、２月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っ

ていただくことがあります。 

（消費税相当額の加算） 

25 第 64 条（基本使用料等の支払義務）から第 69 条（工事費の支払義務）までの規定、第 70 条（相互接続通信に係る料

金の取扱い）の規定、第 88 条の３（無線ＩＰアクセスサービスの利用等）の規定、第 95 条（番号案内料等の支払義務等）の

規定及び第 97 条（情報提供サービス）の規定等により、この料金表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額

は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。 

 ただし、税込額のみで定める場合の料金、第１表第３（通信料）に規定する国際ショートメッセージ通信料又は第４表（国際ア 

ウトローミング利用料）に規定する国際アウトローミング利用料については、この限りでありません。 

（料金等の臨時減免） 

26 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事費を減免する

ことがあります。 

（注１）第 22 項の当社が別に定める額は、当社のインターネットホームページに定めるところによります。 

（注２）当社は、第 26 項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係のＦＯＭＡサービス取扱所に掲示する等の方法により、

その旨を周知します。 

 

 

 第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料金を除きます｡) 

  第１ 基本使用料 

    １ 適用 

基本使用料の適用 

(1) ＦＯＭＡの基本使用

料の適用  

 

ア ＦＯＭＡの基本使用料には、次の料金種別があります。 

  

（ア）（イ）以外のもの 

区 分 基本使用料の料金種別 

ＦＯＭＡ 
総合利用プラン （略） 

(2) 第 19 条（当社が行う第１種一般契約の解除）、第 23 条の２（その他の提供条件）、第 23 条の 10（当社が行う第２

種一般契約の解除）又は第 24 条（その他の提供条件）の規定によりそのＦＯＭＡ契約が解除されたとき。 

16～17 （略） 

18 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＦＯＭＡサービスについて、契約者からこの取扱いを廃止する申

出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、この取扱いを廃止します。 

(1)（略） 

(2) 第 19 条（当社が行う第１種一般契約の解除）、第 23 条の２（その他の提供条件）、第 23 条の 10（当社が行う第２種

一般契約の解除）又は第 24 条（その他の提供条件）の規定によりそのＦＯＭＡ契約が解除されたとき。 

19～20 （略） 

（料金等の支払い） 

21 契約者は、料金及び工事費について、第 23 項に規定する場合を除き、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合にお

いて、契約者は、その料金及び工事費（第 75 条（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きま

す。）について、当社が指定するＦＯＭＡサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。 

 

 

 

 

22 料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

（料金の一括後払い） 

23 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、２月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っ

ていただくことがあります。 

（消費税相当額の加算） 

24 第 64 条（基本使用料等の支払義務）から第 69 条（工事費の支払義務）までの規定、第 70 条（相互接続通信に係る料

金の取扱い）の規定、第 88 条の３（無線ＩＰアクセスサービスの利用等）の規定、第 95 条（番号案内料等の支払義務等）の

規定及び第 97 条（情報提供サービス）の規定等により、この料金表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額

は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。 

 ただし、税込額のみで定める場合の料金、第１表第３（通信料）に規定する国際ショートメッセージ通信料又は第４表（国際ア

ウトローミング利用料）に規定する国際アウトローミング利用料については、この限りでありません。 

（料金等の臨時減免） 

25 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事費を減免する

ことがあります。 

 

（注）当社は、第 25 項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係のＦＯＭＡサービス取扱所に掲示する等の方法により、その

旨を周知します。 

 

 

 第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料金を除きます｡) 

  第１ 基本使用料 

１ 適用 

基本使用料の適用 

(1) ＦＯＭＡの基本使用

料の適用  

 

ア ＦＯＭＡの基本使用料には、次の料金種別があります。 

 (ア) 第１種契約に係るもの 

  ① ②以外のもの 

区 分 基本使用料の料金種別 

ＦＯＭＡ 
総合利用プラン （略） 
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限定利用プラン キッズケータイプラン 

データ専用プラン （略） 

（イ）共用ＦＯＭＡに係るもの 

表（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

イ ＦＯＭＡ契約者は、契約の種別に応じてアのいずれかの基本使用料の料金種別を選択

していただきます。 

   ただし、そのＦＯＭＡが、当社が別に定める端末設備を利用していないと当社が認めたと

きは、限定利用プランを選択することができません。 

ウ イの規定にかかわらず、バリュープランの選択については、ＦＯＭＡサービス取扱所において

当社が定める端末設備をＦＯＭＡ契約者又はその関係者が購入した際に限り、その購入

者から指定のあった１のＦＯＭＡにおいて、選択することができます。 

  ただし、バリュープランに係る料金種別相互間の変更を行うときは、この限りでありません。 

 

 

 

 

エ ウの規定によるほか、バリュープランに係る一般契約又は定期契約を締結している者が、そ

  

データ専用プラン （略） 

  ② 共用ＦＯＭＡに係るもの 

 表（略） 

 (イ) 第２種契約に係るもの  

  ① 第２種一般契約に係るもの 

区 分 基本使用料の料金種別 

ＦＯＭＡ 総合利用プラン 
ＦＯＭＡカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 

ＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ） 

限定利用プラン 
ＦＯＭＡキッズケータイプラス 

データ専用プラン 
ＦＯＭＡデータプラン（スマホ／タブ） 

ＦＯＭＡデータプラン（ルーター） 

  ② 第２種定期契約に係るもの  

区 分 基本使用料の料金種別 

ＦＯＭＡ 総合利用プラン 
ＦＯＭＡカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 

ＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ） 

限定利用プラン 
ＦＯＭＡキッズケータイプラス 

データ専用プラン 
ＦＯＭＡデータプラン（スマホ／タブ） 

ＦＯＭＡデータプラン（ルーター） 

イ ＦＯＭＡ契約者は、契約の種別に応じてアのいずれかの基本使用料の料金種別を選択

していただきます。 

 

 

ウ イの規定にかかわらず、バリュープランの選択については、ＦＯＭＡサービス取扱所において

当社が定める端末設備をＦＯＭＡ契約者又はその関係者が購入した際に限り、その購入

者から指定のあった１のＦＯＭＡにおいて、選択することができます。 

  ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。 

(ア) バリュープランに係る料金種別相互間の変更を行うとき。 

(イ) バリュープランに係る第１種契約の解除と同時に新たに第２種契約を締結した者が、

その第２種契約の解除と同時に新たに第１種契約（共用ＦＯＭＡに係るものを除き

ます。）を締結するとき。 

エ ウの規定によるほか、バリュープランに係る第１種一般契約又は第１種定期契約を締結し
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の契約の解除と同時に新たに定期契約又は一般契約を締結するときは、そのＦＯＭＡに

おいてバリュープランを選択することができます。 

オ～カ （略） 

キ タイプリミットを選択している契約者は、利用限度額（通信及び有料情報の利用に関する

限度となる額をいいます。以下この欄において同じとします。）をあらかじめ設定することによ

り、当社が請求することとなる通信に関する料金及び有料情報サービスの料金等の概算額

（当社が別に定める方法により算定した額とします。以下この欄において同じとします。）が

利用限度額を超えたことを当社が確認した後の別に定めるときから当該料金月の末日まで

の間（当該料金月の末日までの間に利用限度額の増額によってその概算額が増額後の利

用限度額を下回ったときは、そのことを当社が確認するまでの間）、そのＦＯＭＡに係る通

信をできないようにすることができます。 

 ただし、通話モード、64kb/s デジタル通信モード若しくはショートメッセージ通信モードによる契

約者回線への通信、利用限度額の変更若しくは付加機能の利用に係る設定等に係る通

信、契約者があらかじめ指定した３以内の契約者回線への通信又は第３（通信料）の

(7)の２に規定するパケット定額、(13)のイの適用を受ける通信若しくは(14)のアの（イ）

の適用を受ける通信等については、この限りでありません。 

ク～サ （略）  

シ 暦月の初日以外に基本使用料の料金種別が限定利用プランに係るＦＯＭＡ契約を締

結（当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を

除きます。）したときは、その契約の締結があった暦月の基本使用料について、オの規定にか

かわらず、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、その契約の締

結があった日から当該暦月の末日までの日数に応じて日割します。 

  ただし、当該暦月の末日までに基本使用料の料金種別の変更又は契約の解除があったと

きは、スの規定を適用します。 

 

ス シに規定する場合のほか、定額データプラン 128 Ｋ又は限定利用プランに係る基本使用

料については、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定にかかわらず、日割

しません。 

セ～テ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ている者が、その契約の解除と同時に新たに第１種定期契約又は第１種一般契約を締結

するときは、そのＦＯＭＡにおいてバリュープランを選択することができます。 

オ～カ （略） 

キ タイプリミットを選択している契約者は、利用限度額（通信及び有料情報の利用に関する

限度となる額をいいます。以下この欄において同じとします。）をあらかじめ設定することによ

り、当社が請求することとなる通信に関する料金及び有料情報サービスの料金等の概算額

（当社が別に定める方法により算定した額とします。以下この欄において同じとします。）が

利用限度額を超えたことを当社が確認した後の別に定めるときから当該料金月の末日まで

の間（当該料金月の末日までの間に利用限度額の増額によってその概算額が増額後の利

用限度額を下回ったときは、そのことを当社が確認するまでの間）、そのＦＯＭＡに係る通

信をできないようにすることができます。 

 ただし、通話モード、64kb/s デジタル通信モード若しくはショートメッセージ通信モードによる契

約者回線への通信、利用限度額の変更若しくは付加機能の利用に係る設定等に係る通

信、契約者があらかじめ指定した３以内の契約者回線への通信又は第３（通信料）の 

(7)の２に規定するパケット定額、(13)のイの適用を受ける通信若しくは(14)のアの(イ)の

適用を受ける通信等については、この限りでありません。 

ク～サ （略）  

シ 暦月の初日以外に基本使用料の料金種別が第２種契約に係るＦＯＭＡ契約を締結

（当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除

きます。）したときは、その契約の締結があった暦月の基本使用料について、オの規定にかか

わらず、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、その契約の締結

があった日から当該暦月の末日までの日数に応じて日割します。 

  ただし、当該暦月の末日までに基本使用料の料金種別の変更又は契約の解除があったと

きは、スの規定を適用します。 

ス シに規定する場合を除き、定額データプラン 128 Ｋ又は第２種契約に係る基本使用料

については、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定にかかわらず、日割し

ません。 

 

セ～テ （略） 

ト 第２種契約者（限定利用プランに係る者を除きます。）が、同一暦月内において、料金

種別を変更したときは、その変更があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の

料金額のみを適用します。 

ナ 同一暦月内において、第２種契約（総合利用プランに係るものに限ります。）の解除と同

時に新たに第２種契約（データ専用プランに係るものに限ります。）を締結したとき又は第

２種契約（データ専用プランに係るものに限ります。）の解除と同時に新たに第２種契約

（総合利用プランに係るものに限ります。）を締結したときは、その変更があった暦月は基本

使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。 

ニ 同一暦月内において、第２種定期契約（限定利用プランに係るものを除きます。）の解

除と同時に新たに第２種一般契約（限定利用プランに係るものを除きます。）を締結した 

とき又は第２種一般契約（限定利用プランに係るものを除きます。）の解除と同時に新た

に第１種定期契約を締結したときは、その契約の解除があった暦月は基本使用料の料金額

が高い料金種別の料金額のみを適用します。 

ヌ 同一暦月内において、ＦＯＭＡに係る第２種契約（限定利用プランに係るものを除きま

す。）の解除と同時に新たに第２種契約（限定利用プランに係るものを除きます。）を締

結したときは、その契約の解除があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料

金額のみを適用します。 

ネ アの表に規定するＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ）又はＦＯＭＡデータプラン（ル

ーター）は、当社が定める端末設備を利用する場合において適用されます。 
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ト ＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉサービス契約約款に規定する総合利用プランに

係るＸｉ契約を締結したときは、そのＸｉ契約の締結のあった日を含む暦月の基本使用料

について、継続してその総合利用プランの選択があったものとみなして取り扱います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナ 契約者は、一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結、定期契約の解除と同時に

新たに一般契約を締結、総合利用プランに係る定期契約の解除と同時に新たにデータ専用

プランに係る定期契約を締結、データ専用プランに係る定期契約の解除と同時に新たに総

合利用プランに係る定期契約を締結又は基本使用料の料金種別を変更する場合であっ

て、当該月におけるＦＯＭＡ契約の締結及び基本使用料の料金種別の変更の合計回数

が当社が別に定める回数を超えるときは、第５（手続きに関する料金）に規定する手続き

に関する料金の支払いを要します。 

ニ 限定利用プランの選択に係る申出を行うことができる者は、利用者（満 13 歳に満たない

者に限ります。以下この欄において同じとします。）のために申出を行う契約者であって、その

利用者との関係が親子その他当社が定める基準に適合する者に限り行うことができます。 

 

ヌ 契約者は、限定利用プランの選択の申出を行うときは、１の利用者を指定し、第 88 条の

４に規定する利用者登録を行っていただきます。 

ネ 当社は、次の全てに該当する場合に限り、限定利用プランを提供します。 

(1) 料金表第１（基本使用料）の１（適用）の(3)に規定する複数回線複合割引に

係る割引選択回線であるとき。 

 

 

(2)（略） 

(3) ヌの規定により指定した利用者の利用者情報が登録されているとき。 

 

 

 

 

 

 

ノ ＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ）又はＦＯＭＡデータプラン（ルーター）に係るＦ 

ＯＭＡの契約者回線に、当社が定める端末設備以外のものが接続されていることを当社が

確認したときは、当社がその確認をした日を含む暦月の基本使用料に 500 円を加算しま

す。この場合において、当社は暦月の初日から末日までの間において、ＦＯＭＡカケホーダイ

プラン（ケータイ）又はＦＯＭＡデータプラン（ルーター）が選択されているものとみなしてこ

の規定を適用します。 

   ただし、シの規定により基本使用料を日割するときは、500 円を日割して適用します。 

ハ 第１種契約（総合利用プランに係るものに限ります。）の解除と同時に新たに第２種契

約（総合利用プランに係るものに限ります。）を締結（その契約者との最初の契約であると

当社が認める場合に限ります。）又は新たにＸｉサービス契約約款に規定するＸｉ契約

（総合利用プランに係るものに限ります。）を締結（その契約者との最初の契約であると当

社が認める場合に限ります。）する場合は、その締結があった日を含む暦月について、その第

１種契約の基本使用料の支払いを要しません。 

ヒ 第１種契約（定額データプランスタンダード２又は定額データプラン 128ｋに係るものに限

ります。）の解除と同時に新たに第２種契約（データ専用プランに係るものに限ります。）を

締結（その契約者との最初の契約であると当社が認める場合であって、その契約の締結と

同時に第３（通信料）の(7)の３に規定するデータ定額パックの選択又は第３（通信

料）の(7)の４に規定する共有代表回線とのデータ定額共有の選択があったときに限りま

す。）又は新たにＸｉサービス契約約款に規定するＸｉ契約（データ専用プランに係るも

のに限ります。）を締結（その契約者との最初の契約であると当社が認める場合であって、

その契約の締結と同時にＸｉサービス契約約款に規定するデータ定額パックの選択又は共

有代表回線とのデータ定額共有の選択があったときに限ります。）する場合は、その締結が

あった日を含む暦月について、その第１種契約の基本使用料の支払いを要しません。 

フ 契約者は、一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結、定期契約の解除と同時に

新たに一般契約を締結、総合利用プランに係る定期契約の解除と同時に新たにデータ専用

プランに係る定期契約を締結、データ専用プランに係る定期契約の解除と同時に新たに総

合利用プランに係る定期契約を締結又はフリーコースを選択若しくは廃止する場合であって、

当該月におけるＦＯＭＡ契約の締結及びフリーコースの選択若しくは廃止の合計回数が当

社が別に定める回数を超えるときは、第５（手続きに関する料金）に規定する手続きに関

する料金の支払いを要します。 

へ ＦＯＭＡキッズケータイプラスの選択に係る申出を行うことができる者は、利用者（満 13

歳に満たない者に限ります。以下この欄において同じとします。）のために申出を行う契約者

であって、その利用者との関係が親子その他当社が定める基準に適合する者に限り行うこと

ができます。 

ホ 契約者は、ＦＯＭＡキッズケータイプラスの選択の申出を行うときは、１の利用者を指定

し、第 88 条の４に規定する利用者登録を行っていただきます。 

マ 当社は、次の全てに該当する場合に限り、ＦＯＭＡキッズケータイプラスを提供します。 

(1) 料金表第１（基本使用料）の１（適用）の(3)に規定する複数回線複合割引に

係る割引選択回線であるとき。 

(2) 料金表第３（通信料）の１（適用）の(7)の４に規定する共有対象回線であると

き。 

(3) （略） 

(4) ホの規定により指定した利用者の利用者情報が登録されているとき。 

ミ 第２種契約者は、限定利用プランから総合利用プランへ料金種別変更を行う場合は、そ

の契約者が行った最初の料金種別変更であると当社が認める場合に限り、その料金種別

変更があった日を含む暦月について、その限定利用プランに係る基本使用料の支払いを要し

ません。 

ム 当社は、ＦＯＭＡキッズケータイプラスに係るＦＯＭＡが、共有対象回線として指定され
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（注１）～（注３）（略） 

(1)の２ ＦＯＭＡユビキタ

スの基本使用料の適用 

ア ＦＯＭＡユビキタスの基本使用料には、次の料金種別があります。 

 

   表（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ～エ （略） 

オ ＦＯＭＡユビキタス契約者（お便りフォトプランフラットを選択している者に限ります。）

は、その契約の締結があった日を含む暦月から起算して契約の解除（当社が別に定める

場合を除きます。）があった日を含む暦月までの期間について、２（料金額）に規定する

ていないことを当社が確認したときは、そのＦＯＭＡに係る契約者がカケホ－ダイプラン（ス

マホ／タブ）を選択したものとみなして取り扱う場合があります。 

メ ＦＯＭＡキッズケータイプラスに係るＦＯＭＡの契約者回線に、次表に定める端末設備が

接続されていることを当社が確認したときは、当社がその確認をした日を含む暦月の基本使

用料に次表に規定する区分に応じた料金額(対象外機種利用料といいます。以下同じとし

ます。）を加算します。この場合において、当社は暦月の初日から末日までの間において、Ｆ

ＯＭＡキッズケータイプラスが選択されているものとみなしてこの規定を適用します。 

  ただし、シの規定により基本使用料を日割するときは、対象外機種利用料を日割して適用

します。 

区    分 

加 算 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額) 

一般契約に係るもの 定期契約に係るもの 

当社が定めるインターネットホームページ

においてＦＯＭＡカケホーダイプラン（ス

マホ／タブ）向けに区分されるもの 

3,700円 

( 3,996円) 

2,700円 

( 2,916円) 

当社が定めるインターネットホームページ

においてＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケ

ータイ）向けに区分されるもの 

3,200円 

( 3,456円) 

2,200円 

( 2,376円) 

当社が定めるインターネットホームページ

においてＦＯＭＡデータプラン（ルータ

ー）向けに区分されるもの 

2,200円 

( 2,376円) 

1,200円 

( 1,296円) 

上記以外のもの 
3,700円 

( 3,996円) 

2,700円 

( 2,916円) 

モ 当社は、メに規定する端末設備について区分の変更又は端末設備の追加を行うときは、

個別に通知する方法又は当社が定めるインターネットホームページに掲示する方法により説

明します。 

（注１）～（注３）（略） 

(1)の２ ＦＯＭＡユビキタ

スの基本使用料の適用 

ア ＦＯＭＡユビキタスの基本使用料には、次の料金種別があります。 

（ア）第１種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るもの 

   表（略） 

（イ）第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るもの 

① 第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約に係るもの 

区   分 基本使用料の料金種別 

ＦＯＭＡユビキタス ＦＯＭＡデバイスプラス 300 

ＦＯＭＡデバイスプラス 500 

② 第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約に係るもの 

区   分 基本使用料の料金種別 

ＦＯＭＡユビキタス ＦＯＭＡデバイスプラス 500 

イ～エ （略） 

オ 第１種ＦＯＭＡユビキタス契約者（お便りフォトプランフラットを選択している者に限りま

す。）又は第２種ＦＯＭＡユビキタス契約者は、その契約の締結があった日を含む暦月

から起算して契約の解除（当社が別に定める場合を除きます。）があった日を含む暦月ま
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料金の支払いを要します。 

 

 

 

 

 

 

 

カ 第１種ＦＯＭＡユビキタス契約（お便りフォトプランフラットに係るものに限ります。）に係

る基本使用料については、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に関

わらず、日割しません。 

キ～ク（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

での期間について、２（料金額）に規定する料金の支払いを要します。 

カ 暦月の初日以外に第２種ＦＯＭＡユビキタス契約を締結（当社が提供する電気通信

サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）したときは、その契

約の締結があった暦月の基本使用料について、オの規定にかかわらず、通則第３項（料

金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、その契約の締結があった日から当該暦

月の末日までの日数に応じて日割します。 

 ただし、当該暦月の末日までに基本使用料の料金種別の変更又は契約の解除があった

ときは、オの規定を適用します。 

キ 第１種ＦＯＭＡユビキタス契約（お便りフォトプランフラットに係るものに限ります。）又は

第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係る基本使用料については、通則第３項（料金の計

算方法等）及び第４項の規定に関わらず、日割しません。 

ク～ケ（略） 

コ アの表に規定するＦＯＭＡデバイスプラス 300又はＦＯＭＡデバイスプラス 500は、当

社が定める端末設備を利用する場合において適用されます。 

サ ＦＯＭＡデバイスプラス 300又はＦＯＭＡデバイスプラス 500に係るＦＯＭＡユビキ

タスの契約者回線に、次表に定める端末設備が接続されていることを当社が確認したとき

は、当社がその確認をした日を含む歴月の基本使用料に次表に規定する区分に応じた料

金額( 対象外機種利用料といいます。以下同じとします。）を加算します。この場合にお

いて、当社は歴月の初日から末日までの間において、ＦＯＭＡデバイスプラス 300又は

ＦＯＭＡデバイスプラス 500が選択されているものとみなしてこの規定を適用します。 

ただし、カの規定により基本使用料を日割するときは、対象外機種利用料を日割して適

用します。 

区   分 ＦＯＭＡデバ

イスプラス300 

ＦＯＭＡデバ

イスプラス500 

当社が定めるインターネットホームページに

おいてＦＯＭＡカケホーダイプラン（スマ

ホ／タブ）向けに区分されるもの 

3,400 円

( 3,672 円) 

2,700 円

( 2,916 円) 

当社が定めるインターネットホームページに

おいてＦＯＭＡデータプラン（ルーター）

向けに区分されるもの 

2,900 円

( 3,132 円) 

2,200 円

( 2,376 円) 

当社が定めるインターネットホームページに

おいてＦＯＭＡデバイスプラス 500向け

に区分されるもの 

700 円 

(  756 円) － 

上記以外のもの 3,400 円

( 3,672 円) 

2,700 円

( 2,916 円) 

シ 当社は、クに規定する端末設備について区分の変更又は端末設備の追加を行うときは、

個別に通知する方法又は当社が定めるインターネットホームページに掲示する方法により説

明します。 

ス カの規定により基本使用料を日割するときは、対象外機種利用料を日割して加算しま

す。 

セ 第２種ＦＯＭＡユビキタス契約者が、同一暦月内において、料金種別を変更したとき

は、その変更があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用

します。 

ソ 同一暦月内において、第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の解除と同時に新たに第２

種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を締結又は第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の解除

と同時に新たに第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約を締結したときは、その契約の解除が
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ケ（略） 

(1)の３（略） （略） 

(2) 総合利用プランの基本

使用料の減額適用 

ア 当社は、総合利用プランのＦＯＭＡの基本使用料（料金種別がタイプ2in1であるもの

を除きます。以下この欄において同じとします。）について、当該暦月のそのＦＯＭＡ契約

に係る経過期間に応じて、次の (ア) 又は (イ) に定める額を減額します。 

 

(ア)～(イ)（略） 

イ～ウ （略） 

 

 

 

 

エ～サ （略） 

(2)の 2（略） （略） 

(2)の３ ＦＯＭＡユビキタ

スの基本使用料の減額適

用 

ア 当社は、ＦＯＭＡユビキタスがお便りフォトプランフラットに係るＦＯＭＡユビキタス定期

契約に係るものであるときは、２（料金額）に規定するお便りフォトプランフラットの基本使

用料の額から500円（月額）を減額して適用します。 

イ ＦＯＭＡユビキタス定期契約の解除と同時に新たにお便りフォトプランフラットに係るＦＯ

ＭＡユビキタス一般契約を締結した場合（そのＦＯＭＡユビキタス一般契約の締結と同

時に(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受ける場合を除きます。）において、そ

の新たに締結したＦＯＭＡユビキタス一般契約に係る当該暦月の基本使用料について

は、アに規定する減額を適用します。 

ウ～エ（略） 

(3) 複 数 回 線 複 合 割 引

（ファミリー割引）の適用 

ア 複数回線複合割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、割引回線群（イ

に規定する割引選択回線により構成される回線群をいいます。以下この欄、第３（通信

料）の(10)の２及び(13)において同じとします。）を構成するＦＯＭＡの基本使用料

（基本使用料の料金種別が定額データプラン、タイプ 2in1 若しくは限定利用プランであるも

の、２年定期契約を締結しているもの及び(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受

けているものを除きます。）から次表に規定する額の割引を行うことをいいます。 

（略） 

イ 本割引に係る割引選択回線とは、その割引を選択するＦＯＭＡ及びＸｉのことをいいま

す。 

 

ウ （略） 

エ 本割引を選択するときは、あらかじめ１の割引回線群を指定して当社に申し出ていただきま

あった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。 

タ 同一暦月内において、第２種Ｘｉユビキタス契約（Ｘｉサービス契約約款に規定する

ものをいいます。以下同じとします。）の解除と同時に新たに第２種ＦＯＭＡユビキタス契

約を締結したときは、その契約の解除があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種

別の料金額のみを適用します。 

チ 当社は、第１種ＦＯＭＡユビキタス契約（お便りフォトプランフラット、定額ユビキタスプラ

ン、お便りフォトプラン又はお便りフォトプランフルに係るものに限ります。）の解除と同時に新

たにＦＯＭＡデバイスプラス 500に係る第２種ＦＯＭＡユビキタス契約を締結（その契

約者からの最初の契約であると当社が認める場合に限ります。）するときは、その契約の解

除に係る第１種ＦＯＭＡユビキタスの当該暦月の基本使用料について、当社が定める方

法により、当社がＦＯＭＡサービスを継続して提供したものとみなして計算した額を適用し

ます。 

ツ（略） 

(1)の３（略） （略） 

(2) 総合利用プランの基本

使用料の減額適用 

ア 当社は、総合利用プランのＦＯＭＡ（第１種契約に限ります。）の基本使用料（料

金種別がタイプ2in1であるものを除きます。以下この欄において同じとします。）について、

当該暦月のそのＦＯＭＡ契約に係る経過期間に応じて、次の (ア) 又は (イ) に定める

額を減額します。 

(ア)～(イ)（略） 

イ～ウ （略） 

エ ＦＯＭＡの利用休止に係る再利用の請求があった場合の経過期間は、その利用休止が

あった月の基本使用料に適用された経過期間(１か月に満たない部分を除きます｡)と再び

利用できる状態にした日を含む暦月の翌暦月（再び利用できる状態にした日が暦月の初

日となる場合はその暦月）から起算した経過期間を加えて計算します。 

オ～シ （略）  

(2)の 2（略） （略） 

(2)の３ ＦＯＭＡユビキタ

スの基本使用料の減額適

用 

ア 当社は、ＦＯＭＡユビキタスがお便りフォトプランフラットに係る第１種ＦＯＭＡユビキタ

ス定期契約に係るものであるときは、２（料金額）に規定するお便りフォトプランフラットの

基本使用料の額から500円（月額）を減額して適用します。 

イ ＦＯＭＡユビキタス定期契約の解除と同時に新たにお便りフォトプランフラットに係る第１

種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を締結した場合（その第１種ＦＯＭＡユビキタス一般

契約の締結と同時に(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受ける場合を除きま

す。）において、その新たに締結した第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約に係る当該暦

月の基本使用料については、アに規定する減額を適用します。 

ウ～エ（略） 

(3) 複 数 回 線 複 合 割 引

（ファミリー割引）の適用 

ア 複数回線複合割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、割引回線群（イ

に規定する割引選択回線により構成される回線群をいいます。以下この欄、第３（通信

料）の(10)の２及び(13)において同じとします。）を構成するＦＯＭＡの基本使用料

（料金種別が第１種契約に係るものであって、定額データプラン若しくはタイプ 2in1 である 

もの、２年定期契約を締結しているもの及び(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を

受けているものを除きます。）から次表に規定する額の割引を行うことをいいます。 

表（略） 

イ 本割引に係る割引選択回線とは、その割引を選択するＦＯＭＡ、ＦＯＭＡユビキタス

（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に限ります。）、Ｘｉ及びＸｉユビキタス（第２種Ｘｉ

ユビキタス契約に限ります。）のことをいいます。 

ウ （略） 

エ 本割引を選択するときは、あらかじめ１の割引回線群を指定して当社に申し出ていただきま
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す。この場合、その申出が新たに割引回線群を構成する申出であるときは、その割引代表回

線（割引回線群を代表する１のＦＯＭＡ（共用ＦＯＭＡ（その契約者名義が法人

（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。）であるものを除きます。）に係るも

のを除きます。）若しくはＸｉをいいます。以下この欄及び第３（通信料）の (13)におい

て同じとします。）を合わせて申し出ていただきます。 

オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを

承諾します。 

  (ア)～(イ)（略） 

  (ウ) 指定した割引回線群に係る割引選択回線（その基本使用料の料金種別が定額デ

ータプラン、タイプ 2in1 若しくは限定利用プランであるもの、２年定期契約を締結している

もの、(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けているもの及び当該暦月におい

てその割引回線群に係る本割引の適用を廃止する申出があったものを含みます。）の数

が２以上 20 以下とならないとき。 

  (エ)～(オ)（略） 

カ～サ（略） 

シ 当社は、本割引に係る１の割引回線群を構成する割引選択回線に関するＦＯＭＡ契

約者若しくはＸｉ契約者又はその割引回線群を指定して本割引を選択する申出をすること

ができる者（以下この欄において「ＦＯＭＡ契約者等といいます。」）に対し、そのＦＯＭ

Ａ契約者等がＸｉサービス契約約款に規定する複数回線複合割引等の適用を受けてい

るＸｉに係る基本使用料割引又は特定Ｘｉ等のＸｉに係る基本使用料割引の適用を

受けることとなるときのその割引額又は割引予定額を確認することを目的として、その割引回

線群を構成する割引選択回線に係る契約に関する事項を開示することがあります。 

(4)（略） （略） 

(5) 定期包括割引（ビジネ

スセーバー）の適用 

ア 定期包括割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、契約者からあらかじめ

申出のあった割引選択期間及び最低利用額（次表に規定するものをいいます。以下この

欄において同じとします。）に応じて、当社が別に定める方法により料金その他の債務を契

約者ごとに一括して請求（以下この欄において「一括請求」といい、その契約者以外の者

（契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合

する者に限ります。）に係る料金等と合わせて請求する場合を含みます。）しているＦＯＭ

Ａの基本使用料（料金種別が定額データプラン、タイプ 2in1 又は限定利用プランであるも

のを除きます。以下この欄において同じとします。）について、次表に規定する額の割引を行

うことをいいます。 

表（略） 

イ（略） 

ウ 契約者は、その一括請求に係るＦＯＭＡ（基本使用料の料金種別が定額データプラン

であるもの又は限定利用プランに係るものを除きます。）及び国際電話サービス（当該契約

約款の規定により定期包括割引の適用を受けているものに限ります。）の当該月における

基本使用料（料金種別がタイプ 2in1 であるものを除きます。）及び通信に関する料金

（ＦＯＭＡパケットパックに係る定額通信料を加算した額とし、当社が別に定めるものを除

きます。）の合計額（以下この欄において「月間利用額」といいます。）があらかじめ申出の

あった最低利用額に満たないときは、アの規定にかかわらず、その月間利用額に代えて、その

最低利用額からあらかじめ申出のあったアの表の区分に該当する係数をその最低利用額に

乗じて得た額を控除した額（当該契約約款に規定する控除可能額、控除残額、繰越額

及びパケット繰越額がある場合は、その額を当社が定める方法により適用した後の額としま

す。）を適用します（一括請求に係る契約者が２以上となる場合は、それぞれの月間利用

額に応じた額を適用します。）。 

エ～ヌ（略） 

す。この場合、その申出が新たに割引回線群を構成する申出であるときは、その割引代表回

線（割引回線群を代表する１のＦＯＭＡ（共用ＦＯＭＡ（その契約者名義が法人

（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。）であるものを除きます。）に係るも

のを除きます。）若しくはＸｉをいいます。以下この欄及び第３（通信料）の(10)の２、

(13)並びに(13)の２において同じとします。）を合わせて申し出ていただきます。 

オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを

承諾します。 

  (ア)～(イ)（略） 

  (ウ) 指定した割引回線群に係る割引選択回線（その基本使用料の料金種別が定額デ

ータプラン若しくはタイプ 2in1 であるもの、２年定期契約を締結しているもの、(7)に規定

する身体障がい者等割引の適用を受けているもの及び当該暦月においてその割引回線

群に係る本割引の適用を廃止する申出があったものを含みます。）の数が２以上 20 以

下とならないとき。 

  (エ)～(オ)（略） 

カ～サ（略） 

 

 

 

 

 

 

 

(4)（略） （略） 

(5) 定期包括割引（ビジネ 

スセーバー）の適用 

ア 定期包括割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、契約者からあらかじめ 

申出のあった割引選択期間及び最低利用額（次表に規定するものをいいます。以下この

欄において同じとします。）に応じて、当社が別に定める方法により料金その他の債務を契

約者ごとに一括して請求（以下この欄において「一括請求」といい、その契約者以外の者

（契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合す

る者に限ります。）に係る料金等と合わせて請求する場合を含みます。）しているＦＯＭＡ

（第１種契約に限ります。）の基本使用料（料金種別が定額データプラン若しくはタイプ

2in1 であるものを除きます。以下この欄において同じとします。）について、次表に規定する

額の割引を行うことをいいます。 

表（略） 

イ（略） 

ウ 契約者は、その一括請求に係るＦＯＭＡ（基本使用料の料金種別が定額データプラン

であるもの又は第２種契約に係るものを除きます。）及び国際電話サービス（当該契約約

款の規定により定期包括割引の適用を受けているものに限ります。）の当該月における基

本使用料（料金種別がタイプ 2in1 であるものを除きます。）及び通信に関する料金（Ｆ

ＯＭＡパケットパックに係る定額通信料を加算した額とし、当社が別に定めるものを除きま

す。）の合計額（以下この欄において「月間利用額」といいます。）があらかじめ申出のあっ

た最低利用額に満たないときは、アの規定にかかわらず、その月間利用額に代えて、その最

低利用額からあらかじめ申出のあったアの表の区分に該当する係数をその最低利用額に乗

じて得た額を控除した額（当該契約約款に規定する控除可能額、控除残額、繰越額及

びパケット繰越額がある場合は、その額を当社が定める方法により適用した後の額としま

す。）を適用します（一括請求に係る契約者が２以上となる場合は、それぞれの月間利用

額に応じた額を適用します。）。 

エ～ヌ（略） 
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(5)の２～(6)（略） （略） 

(7) 身体障がい者等割引

（ハーティ割引）の適用 

ア 身体障がい者等割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、身体障がい者

等（身体障がい者（身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条第４

項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとしま

す。）、知的障がい者（療育手帳制度について（昭和 48 年厚生省発児第 156 号厚生

事務次官通知）により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けて

いる者をいいます。以下同じとします。）、精神障がい者（精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第 45 条第２項の規定により精神障害者保

健福祉手帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）又は特定疾患患者

（特定疾患治療研究事業について（昭和48年厚生省衛発242号）に規定される対象

の疾患であることについて各都道府県から証明書（以下特定疾患患者証明書といいま

す。）の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）又は指定難病患者（難病の

患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号）第７条第４項の規定に

より各都道府県から医療受給者証の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）

をいいます。以下同じとします。）が当社と締結しているＦＯＭＡ等（一般契約のＦＯＭ

Ａ又はＦＯＭＡユビキタス一般契約のＦＯＭＡユビキタスであって、基本使用料の料金種

別がお便りフォトプランフラットであるものをいいます。以下この欄において同じとします。）又は

身体障がい者等を登録利用者として利用者登録が行われているＦＯＭＡ等の基本使用

料について、契約者からの選択により次表に規定する額の割引を行うことをいいます。 

（ア）一般契約に係るもの 

   ① ②以外のもの 

基 本 使 用 料 の 割 引 額     （月額） 

２（料金額）の規定の額に 0.60 を乗じて得た額 

  ② 限定利用プランに係るもの 

基 本 使 用 料 の 割 引 額     （月額） 

税抜額 500 円 (税込額 524 円) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

イ～サ（略） 

(8) 損害賠償額等の算定に

係る適用 

ＦＯＭＡ（限定利用プランに係るものを除きます。）又はＦＯＭＡユビキタスにおいて、第

54 条（通信の種類等）に規定する通信の種類のうち次のアからウに区分する種類の通信の

みが利用できなかった場合の第 64 条（基本使用料等の支払義務）第２項第３号の表の

１欄に規定する支払いを要しない料金及び第 80 条（責任の制限）第２項に規定する損

害を賠償する額の算定に当たっては、その基本使用料の額を利用できなかった通信の種類に

(5)の２～(6)（略） （略） 

(7) 身体障がい者等割引

（ハーティ割引）の適用 

ア 身体障がい者等割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、身体障がい者

等（身体障がい者（身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条第４

項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとしま

す。）、知的障がい者（療育手帳制度について（昭和 48 年厚生省発児第 156 号厚生

事務次官通知）により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けて

いる者をいいます。以下同じとします。）、精神障がい者（精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第 45 条第２項の規定により精神障害者保

健福祉手帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）又は特定疾患患者

（特定疾患治療研究事業について（昭和48年厚生省衛発242号）に規定される対象

の疾患であることについて各都道府県から証明書（以下特定疾患患者証明書といいま

す。）の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）又は指定難病患者（難病の

患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号）第７条第４項の規定に 

より各都道府県から医療受給者証の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）

をいいます。以下同じとします。）が当社と締結しているＦＯＭＡ等（一般契約のＦＯＭ

Ａ又はＦＯＭＡユビキタス一般契約のＦＯＭＡユビキタスであって、基本使用料の料金

種別がお便りフォトプランフラットであるものをいいます。以下この欄において同じとします。）

又は身体障がい者等を登録利用者として利用者登録が行われているＦＯＭＡ等の基本

使用料について、契約者からの選択により次表に規定する額の割引を行うことをいいます。 

（ア）第１種一般契約に係るもの 

 

基 本 使 用 料 の 割 引 額     （月額） 

２（料金額）の規定の額に 0.60 を乗じて得た額 

 

 

 

 

 

(イ) 第２種一般契約に係るもの 

① ②以外のもの 

基 本 使 用 料 の 割 引 額     （月額） 

税抜額 1,700 円 (税込額 1,836 円) 

 

② 限定利用プランに係るもの 

基 本 使 用 料 の 割 引 額     （月額） 

税抜額 500 円 (税込額 524 円) 

イ～サ（略） 

(8) 損害賠償額等の算定に

係る適用 

第１種契約に係るＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスにおいて、第 54 条（通信の種類等）

に規定する通信の種類のうち次のアからウに区分する種類の通信のみが利用できなかった場合

の第 64 条（基本使用料等の支払義務）第２項第３号の表の１欄に規定する支払いを要

しない料金及び第 80 条（責任の制限）第２項に規定する損害を賠償する額の算定に当た

っては、その基本使用料の額を利用できなかった通信の種類に応じて、次のアからウに規定する
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応じて、次のアからウに規定する額とみなします。 

 ただし、基本使用料の料金種別が定額データプランのＦＯＭＡについては、イの(ア)に準じて

取り扱うこととします。 

ア～イ （略） 

 

２ 料金額 

 ２－１ ＦＯＭＡに係るもの 

 

１契約ごとに 

区         分 

 料 金 額（月額） 

次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

ＦＯＭＡ 総合利用プラン 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略）  （略） 

 

限定利用プラン 

一般契約に係るもの キッズケータイプラン 1,000 円 (1,080 円) 

定期契約に係るもの キッズケータイプラン 500 円 (  540 円) 

データ専用プラン （略） （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

額とみなします。 

 ただし、基本使用料の料金種別が定額データプランのＦＯＭＡについては、イの(ア)に準じて

取り扱うこととします。 

ア～イ （略） 

 

２ 料金額 

 ２－１ ＦＯＭＡに係るもの 

       ２－１－１ 第１種契約に係るもの 

１契約ごとに 

区         分 

 料 金 額（月額） 

次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

ＦＯＭＡ 総合利用プラン 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略）  （略） 

 

 

 

 

データ専用プラン （略） （略） （略） 

 

 

２－１－２ 第２種契約に係るもの 

１契約ごとに 

区       分 

 料 金 額（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込

額） 

ＦＯＭＡ 一般契約に 

係るもの 

総合利用プラン ＦＯＭＡカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 4,200円 (4,536円) 

  ＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ） 3,700円 (3,996円) 

  限定利用プラン ＦＯＭＡキッズケータイプラス 1,000円 (1,080円) 

  データ専用プラン ＦＯＭＡデータプラン（スマホ／タブ） 3,200円 (3,456円) 
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２－２ ＦＯＭＡユビキタスに係るもの 

        

表（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２－３ （略） 

 

 

 

 

  第２ 付加機能使用料 

   １ 適用 

付  加  機  能  使  用  料  の  適  用 

(1)～(3)（略） （略） 

   ＦＯＭＡデータプラン（ルーター） 2,700円 (2,916円) 

 定期契約に 

係るもの 

総合利用プラン ＦＯＭＡカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 2,700円 (2,916円) 

  ＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ） 2,200円 (2,376円) 

  限定利用プラン ＦＯＭＡキッズケータイプラス 500円 (  540円) 

  データ専用プラン ＦＯＭＡデータプラン（スマホ／タブ） 1,700円 (1,836円) 

   ＦＯＭＡデータプラン（ルーター） 1,200円 (1,296円) 

 

２－２ ＦＯＭＡユビキタスに係るもの 

       ２－２－１ 第１種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るもの  

表（略） 

２－２－２ 第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るもの 

１契約ごとに 

区       分 

 料 金 額（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込

額） 

ＦＯＭＡユビキタス ＦＯＭＡユビキタス一

般契約に係るもの 

ＦＯＭＡデバイスプラス 300 300円 (  324円) 

ＦＯＭＡデバイスプラス 500 1,000円 (1,080円) 

 ＦＯＭＡユビキタス定

期契約に係るもの 

ＦＯＭＡデバイスプラス 500 500円 (  540円) 

 

２－３ （略） 

 

 

 

 

  第２ 付加機能使用料 

   １ 適用 

付  加  機  能  使  用  料  の  適  用 

(1)～(3)（略） （略） 
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(4) ｉモード電子メール等

音声文字変換機能に

係る付加機能使用料

の減額適用 

ア～ウ（略） 

エ 次の場合には、契約の解除があったＦＯＭＡ契約を締結した日（そのＦＯＭＡ契約を継続して締

結していると当社が認める場合は、そのＦＯＭＡ契約を締結した日と当社がみなす日）から継続して

ＦＯＭＡ契約を締結しているものとみなして、アの規定を適用します。 

(ア) （略） 

(イ) そのＦＯＭＡ契約者が、１年定期契約の解除と同時に新たに２年定期契約を締結したとき、

又は２年定期契約の解除と同時に新たに１年定期契約を締結したとき。 

 

 

(ウ) （略） 

(5)～(6)  （略） （略） 

(7) 付加機能使用料の

31日間減額適用 

ア 付加機能使用料の31日間減額適用とは、次の(ア)から(ク)に規定するものをいいます。 

(ア)～(オ)（略） 

(カ) １のＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタスについて、最初に別表２（付加機能）に規定する情報

自動受信機能、「spモードご利用細則」に規定するクラウド容量オプション（追加容量が50GBの

場合に限ります。）及び「スゴ得コンテンツご利用規約」に規定するスゴ得コンテンツの提供を同時に

受けることとなったときは、その情報自動受信機能に係る付加機能使用料について、その日から起算

して31日間は支払を要しないものとし、２（料金額）に規定する額から減額して適用します。 

 ただし、その情報自動受信機能の提供を廃止することになった場合、そのクラウド容量オプション若

しくはスゴ得コンテンツの提供を廃止することとなった場合又は当社が別に定める場合は、この限りで

ありません。 

 

(キ)～(ケ)（略） 

イ～ウ（略）  

エ 次の場合には、契約の解除があったＦＯＭＡ契約を締結した日（そのＦＯＭＡ契約を継続して締

結していると当社が認める場合は、そのＦＯＭＡ契約を締結した日と当社がみなす日）から継続して

ＦＯＭＡ契約を締結していたものとみなして、アの(ア)から(キ)の規定を適用します。 

(ア)（略） 

(イ) そのＦＯＭＡ契約者が、１年定期契約の解除と同時に新たに２年定期契約を締結したとき又

は２年定期契約の解除と同時に新たに１年定期契約を締結したとき。 

 

 

(ウ)（略） 

(8)～(13) （略） （略） 

(14) パケットトランシーバ

機能に係る付加機能

使用料の適用 

ア 別表２（付加機能）に規定するパケットトランシーバ機能に係る付加機能使用料の適用を受けてい

るＦＯＭＡユビキタスについて、当社が指定する事業所において当社が定める端末設備（当社が定

めるものに限ります。以下同じとします。）をＦＯＭＡユビキタス契約者又はその関係者が当社が別に

定める方法により購入したときは、２（料金額）に規定する付加機能使用料の額から 800円（月

額）を減額して適用します。 

イ～エ （略） 

 

   ２ （略） 

 

 第３ 通信料 

(4) ｉモード電子メール等

音声文字変換機能に

係る付加機能使用料

の減額適用 

ア～ウ（略） 

エ 次の場合には、契約の解除があったＦＯＭＡ契約を締結した日（そのＦＯＭＡ契約を継続して締

結していると当社が認める場合は、そのＦＯＭＡ契約を締結した日と当社がみなす日）から継続して

ＦＯＭＡ契約を締結しているものとみなして、アの規定を適用します。 

(ア) （略） 

(イ) そのＦＯＭＡ契約者が、１年定期契約若しくは第２種契約の解除と同時に新たに２年定期契

約を締結したとき、２年定期契約若しくは第２種契約の解除と同時に新たに１年定期契約を締

結したとき又は２年定期契約若しくは第２種契約の解除と同時に新たに１年定期契約を締結し

たとき。 

(ウ) （略） 

(5)～(6)  （略） （略） 

(7) 付加機能使用料の

31日間減額適用 

ア 付加機能使用料の31日間減額適用とは、次の(ア)から(ク)に規定するものをいいます。 

(ア)～(オ)（略） 

(カ) １のＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタス（第２種ユビキタス契約に限ります。）について、最初に

別表２（付加機能）に規定する情報自動受信機能、「spモードご利用細則」に規定するクラウド

容量オプション（追加容量が50GBの場合に限ります。）及び「スゴ得コンテンツご利用規約」に規

定するスゴ得コンテンツの提供を同時に受けることとなったときは、その情報自動受信機能に係る付

加機能使用料について、その日から起算して31日間は支払を要しないものとし、２（料金額）に

規定する額から減額して適用します。 

 ただし、その情報自動受信機能の提供を廃止することになった場合、そのクラウド容量オプション若

しくはスゴ得コンテンツの提供を廃止することとなった場合又は当社が別に定める場合は、この限りで

ありません。 

(キ)～(ケ)（略） 

イ～ウ（略）  

エ 次の場合には、契約の解除があったＦＯＭＡ契約を締結した日（そのＦＯＭＡ契約を継続して締

結していると当社が認める場合は、そのＦＯＭＡ契約を締結した日と当社がみなす日）から継続して

ＦＯＭＡ契約を締結していたものとみなして、アの(ア)から(キ)の規定を適用します。 

(ア)（略） 

(イ) そのＦＯＭＡ契約者が、１年定期契約若しくは第２種契約の解除と同時に新たに２年定期

契約を締結したとき、２年定期契約若しくは第２種契約の解除と同時に新たに１年定期契約を

締結したとき又は２年定期契約若しくは第２種契約の解除と同時に新たに１年定期契約を締

結したとき。 

(ウ)（略） 

(8)～(13) （略） （略） 

(14) パケットトランシーバ

機能に係る付加機能

使用料の適用 

ア 別表２（付加機能）に規定するパケットトランシーバ機能に係る付加機能使用料の適用を受けてい

るＦＯＭＡユビキタスについて、当社が指定する事業所において当社が定める端末設備（当社が定

めるものに限ります。以下同じとします。）を第１種ＦＯＭＡユビキタス契約者又はその関係者が当

社が別に定める方法により購入したときは、２（料金額）に規定する付加機能使用料の額から 

800円（月額）を減額して適用します。 

イ～エ （略） 

 

   ２ （略） 

 

 第３ 通信料 
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   １ 適用 

通  信  料  の  適  用 

(1) 通信の条件 ア～カ（略） 

 キ 128k通信モードによる通信は、基本使用料の料金種別が定額データプラン128ＫのＦＯＭＡに係

るものである場合、(7)の２に規定するパケット定額の適用を受けている場合に限り、行うことができま

す。 

 ク～ヒ（略） 

 （注１）～（注2）（略） 

(2) （略）  

(3) ～(4) （略） （略） 

  

(5)～(6) （略）  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(7) パケット通信モードに

よる通信の料金の適

用 

ア～ウ（略） 

エ データ専用プラン、共用ＦＯＭＡに係る総合利用プラン、ＦＯＭＡユビキタス若しくはＦＯＭＡ位置

情報に係る基本使用料の料金種別の変更があった場合又はパケット定額に係る選択等があった場合

１ 適用 

通  信  料  の  適  用 

(1) 通信の条件 ア～カ（略） 

 キ 128k通信モードによる通信は、基本使用料の料金種別が定額データプラン128ＫのＦＯＭＡに係

るものである場合、(7)の２に規定するパケット定額若しくは(7)の３に規定するデータ定額パックの適用

を受けている場合に限り、行うことができます。 

 ク～ヒ（略） 

 （注１）～（注2）（略） 

(2) （略）  

(3) ～(4) （略） （略） 

  

(5)～(6) （略）  

(6)の２ 第２種契約に

係るＦＯＭＡの通話

モード等による通信料

の適用 

ア 基本使用料の料金種別が総合利用プランの第２種契約に係るＦＯＭＡ契約者は、通話モード又

は64kb/sデジタル通信モードによる通信（２（料金額）の２－１及び２－２（次の(ア)から(ク)の

いずれかに該当する又は該当するおそれがある場合を除きます。）に規定する料金を適用する通信に

限ります。）の料金について、その月間累計額（料金月単位で累計した額とし、総合利用プランの選

択前又は総合利用プラン以外への料金種別の変更後に利用した通信に係る料金額を除きます。）の

支払いを要しません。 

 (ア) 料金着信払取扱料、ワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係るもの、(19)のア

の(ア)から(ウ)に規定するワイドスター通信サービスの契約者回線への通信、当社が別に定める電

話番号への通信に係るもの又は当社が指定する電気通信事業者が提供する電気通信サービス

への通信等に係るものであるとき。 

(イ) 当社の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを生じさせるとき。 

(ウ) ＦＯＭＡサービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サー

ビスの円滑な提供に支障が生じるとき。 

(エ) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等

により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介したとき。 

(オ) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を得ているとき。 

(カ) 一方的な発信又は機械的な発信等により一定時間内に長時間又は多数の通信等を一定期

間継続するものであるとき。 

(キ) 音声ガイダンスへの一方的又は長時間の通信を一定期間継続するとき。 

(ク) その他当社の業務の遂行上支障が生じるとき。 

 イ アの規定にかかわらず、第２種契約に係るＦＯＭＡ契約者がアの(イ)から(ク)に規定する行為を一

定期間継続する又は継続するおそれがあるときの、そのＦＯＭＡ契約者から行われる全ての通話モー

ド又は64kb/sデジタル通信モードによる通信は２（料金額）の２－１及び２－２に規定する料金

を適用します。 

 ウ 契約者が、料金表第１表第１（基本使用料）の(1)の１のハの適用を受けるときは、当社が定め

る方法により当社が継続してＦＯＭＡサービスを提供しているものとみなしてアの規定を適用します。 

(7) パケット通信モードに

よる通信の料金の適

用 

ア～ウ（略） 

エ データ専用プラン、共用ＦＯＭＡに係る総合利用プラン、ＦＯＭＡユビキタス若しくはＦＯＭＡ位置

情報に係る基本使用料の料金種別の変更があった場合又はパケット定額若しくはデータ定額パックに
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は、アの規定にかかわらず、それぞれの基本使用料の料金種別、パケット定額を選択している期間又は

選択していない期間ごとに料金を算定します。 

 オ（略） 

 
カ 当社は、契約者から、第１表第１（基本使用料）の(1)に規定する定額データプランスタンダード２

への基本使用料の料金種別の変更又は(7)の２に規定するパケット定額の選択と同時に、その料金の

適用に係る申出があったとき（その契約者からの最初の申出であると当社が認める場合に限ります。）

は、その申出のあった日を含む料金月及びその前料金月（以下この欄において「当該料金月」といいま

す。）におけるパケット通信モードに係る通信（当社が別に定める通信を除きます。）について、当社

が定める方法により、パケット定額の選択があったものとみなして料金を算定します。この場合において、

当該料金月におけるその通信に係る料金額がその算定額を超える場合は、その料金額と算定額の差

額の支払いを要しないものとし、その額を返還します。 

 

 キ カの規定によるほか、当社は、Ｘｉ契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結した契約者であ

って、そのＦＯＭＡ契約締結の際にパケット定額の選択を行った者から、そのパケット定額の選択と同

時に、その料金の適用に係る申出があったとき（その契約者からの最初の申出であると当社が認める

場合に限ります。）は、当該料金月におけるパケット通信モードに係る通信（当社が別に定める通信

を除きます。）及びデータ通信モード（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。以下この欄

において同じとします。）に係る通信（当社が別に定める通信を除きます。）について、当社が定める

方法により、パケット定額の選択があったものとみなして料金を算定します。この場合において、当該料

金月におけるその通信に係る料金額がその算定額を超える場合は、その料金額と算定額の差額の支

払いを要しないものとし、その額を返還します。 

 （注１）～（注３）（略） 

(7)の２ パケット通信モ

ードに係る定額通信

料の適用等 

ア 基本使用料の料金種別が総合利用プランのＦＯＭＡ（共用ＦＯＭＡに係るものを除きます。）に

係る契約者は、 (ア) に規定する定額通信料を支払った場合に、パケット通信モードによる通信の一部

に関する料金について、 (イ) の規定により算定した額を適用する取扱い（以下「パケット定額」といい

ます。）を選択することができます。この場合において、パケット定額にはパケ・ホーダイダブル、パケ・ホーダ

イシンプル、パケ・ホーダイフラット及びらくらくパケ・ホーダイがあり、いずれか１つを選択し、あらかじめ当社

に申し出ていただきます。 

(ア)～(イ)（略） 

イ～ソ（略） 

（注）（略） 

  

係る選択等があった場合は、アの規定にかかわらず、それぞれの基本使用料の料金種別、パケット定額

若しくはデータ定額パックを選択している期間又は選択していない期間ごとに料金を算定します。 

 オ（略） 

 
カ 当社は、契約者から、第１表第１（基本使用料）の(1)に規定する定額データプランスタンダード２

への基本使用料の料金種別の変更又は(7)の２に規定するパケット定額若しくはデータ定額パックの

選択（以下「パケット定額の選択等」といいます。）と同時に、その料金の適用に係る申出があったとき

（その契約者からの最初の申出であると当社が認める場合に限ります。）は、その申出のあった日を含

む料金月及びその前料金月（以下この欄において「当該料金月」といいます。）におけるパケット通信

モードに係る通信（当社が別に定める通信を除きます。）について、当社が定める方法により、パケット

定額の選択等があったものとみなして料金を算定します。この場合において、当該料金月におけるその

通信に係る料金額がその算定額を超える場合は、その料金額と算定額の差額の支払いを要しないも

のとし、その額を返還します。 

 キ カの規定によるほか、当社は、Ｘｉ契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結した契約者であ

って、そのＦＯＭＡ契約締結の際にパケット定額の選択等を行った者から、そのパケット定額の選択等

と同時に、その料金の適用に係る申出があったとき（その契約者からの最初の申出であると当社が認め

る場合に限ります。）は、当該料金月におけるパケット通信モードに係る通信（当社が別に定める通信

を除きます。）及びデータ通信モード（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。以下この欄に

おいて同じとします。）に係る通信（当社が別に定める通信を除きます。）について、当社が定める方

法により、パケット定額の選択等があったものとみなして料金を算定します。この場合において、当該料金

月におけるその通信に係る料金額がその算定額を超える場合は、その料金額と算定額の差額の支払い

を要しないものとし、その額を返還します。 

 （注１）～（注３）（略） 

(7)の２ パケット通信モ

ードに係る定額通信

料の適用等 

ア 基本使用料の料金種別が総合利用プランのＦＯＭＡ（第１種契約に係るものであって、共用ＦＯ

ＭＡに係るものを除きます。）に係る契約者は、 (ア) に規定する定額通信料を支払った場合に、パケ

ット通信モードによる通信の一部に関する料金について、 (イ) の規定により算定した額を適用する取扱

い（以下「パケット定額」といいます。）を選択することができます。この場合において、パケット定額にはパ

ケ・ホーダイダブル、パケ・ホーダイシンプル、パケ・ホーダイフラット及びらくらくパケ・ホーダイがあり、いずれか

１つを選択し、あらかじめ当社に申し出ていただきます。 

(ア)～(イ)（略） 

イ～ソ（略） 

（注）（略） 

(7)の３ 第２種契約に

係るパケット通信モー

ドに係る定額通信料

の適用等 

ア 第２種契約者（限定利用プランに係る契約者を除きます。以下この欄において同じとします。）は、

定額通信に係る取扱い（(ア)に規定する定額通信料を支払った場合に、ＦＯＭＡサービスの契約者

回線との間のデータ通信モードによる通信（当社が別に定める通信を除きます。）に関する料金につい

て、その月間累計額（料金月単位で累計した額とし、この取扱いの選択の申出前又はこの取扱いの

廃止後に利用した通信に係る料金額を除きます。以下この欄において同じとします。）に代えて、その

定額通信料を適用する取扱いをいいます。）又は四段階定額通信に係る取扱い（ＦＯＭＡサービ

スの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信（当社が別に定める通信を除きます。）に関する

料金について、その月間累計額に代えて、当該料金月における累計課金対象データ量（クに規定する

指定追加データ量、ケに規定する追加データ量及びタに規定する繰越データ量の利用に係るものを除

きます。以下(ア)の表中において同じとします。)に応じて(イ)に規定するステップ(以下「データ量ステッ

プ」といいます。)に係る定額通信料を適用する取扱いをいいます。)を選択することができます。この場合

において、データ定額パック（定額通信に係る取扱い及び四段階定額通信に係る取扱いを総称したも

のをいいます。以下同じとします。）には次の(ア)及び(イ)に規定する区分があり、いずれか１つを選択

し、あらかじめ当社に申し出ていただきます。 

(ア) 定額通信に係る取扱い 
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１契約ごとに 

  区   分 定額通信料 

（月額） 

定額 

上限値 

上限 

回線数 

 

   次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

   

  シ
ン
グ
ル
パ
ッ
ク 

ファミリー

シ ン グ ル

パック 

ウルトラデータＬパック 6,000円 

( 6,480円) 

20ＧＢ 20  

  ウルトラデータＬＬパ

ック 

8,000円 

( 8,640円) 

30ＧＢ 20  

  

 

ビ ジ ネ ス

シ ン グ ル

パック 

ウルトラデータＬパック 6,000円 

( 6,480円) 

20ＧＢ 10  

  ウルトラデータＬＬパ

ック 

8,000円 

( 8,640円) 

30ＧＢ 10  

  フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ェ
ア
パ
ッ
ク 

ウルトラシェアパック30 13,500円 

(14,580円) 

30ＧＢ 20  

  ウルトラシェアパック50 16,000円 

(17,280円) 

50ＧＢ 20  

  ウルトラシェアパック100 25,000円 

(27,000円) 

100ＧＢ 20  

  ビ
ジ
ネ
ス
シ
ェ
ア
パ
ッ
ク 

ウルトラビジネスシェアパック30 13,500円 

(14,580円) 

30ＧＢ 20  

  ウルトラビジネスシェアパック50 16,000円 

(17,280円) 

50ＧＢ 20  

  ウルトラビジネスシェアパック100 25,000円 

(27,000円) 

100ＧＢ 30  

   ビジネスシェアパック50 37,000円 

(39,960円) 

50ＧＢ 50  

   ビジネスシェアパック70 51,500円 

(55,620円) 

70ＧＢ 70  
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   ビジネスシェアパック100 73,000円 

(78,840円) 

100ＧＢ 100  

   ビジネスシェアパック150 109,000円 

(117,720円) 

150ＧＢ 150  

   ビジネスシェアパック200 145,000円 

(156,600円) 

200ＧＢ 200  

   ビジネスシェアパック250 180,000円 

(194,400円) 

250ＧＢ 250  

   ビジネスシェアパック300 215,000円 

(232,200円) 

300ＧＢ 300  

   ビジネスシェアパック400 280,000円 

(302,400円) 

400ＧＢ 400  

   ビジネスシェアパック500 345,000円 

(372,600円) 

500ＧＢ 500  

   ビジネスシェアパック700 480,000円 

(518,400円) 

700ＧＢ 700  

   ビジネスシェアパック1000 680,000円 

(734,400円) 

1000ＧＢ 1000  

   ビジネスシェアパック1500 1,000,000円 

(1,080,000円) 

1500ＧＢ 1000  

   ビジネスシェアパック2000 1,300,000円 

(1,404,000円) 

2000ＧＢ 1000  

   ビジネスシェアパック3000 1,900,000円 

(2,052,000円) 

3000ＧＢ 1000  

 (イ) 四段階定額通信に係る取扱い 

  区  分 データ量 

ステップ 

定額上

限データ

量 

定額通信料 

（月額） 

上
限
回
線
数 

 

次の税抜額（かっこ

内は税込額） 



   42 

  

  

  シ
ン
グ
ル
パ
ッ
ク 

フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ン
グ
ル
パ
ッ
ク 

ベ ー シ ッ

クパック 

ステップ１ １ＧＢまで 20ＧＢ 2,900円  

(3,132円) 

20  

  ステップ２ １ＧＢ超え

３ＧＢまで 

20ＧＢ 4,000円 

 (4,320円) 

20  

   ステップ３ ３ＧＢ超え

５ＧＢまで 

20ＧＢ 5,000円 

 (5,400円) 

20  

  

  

 ステップ４ ５ＧＢ超え

20ＧＢまで 

20ＧＢ 7,000円 

 (7,560円) 

20  

  

 

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ン
グ
ル
パ
ッ
ク 

ベ ー シ ッ

クパック 

ステップ１ １ＧＢまで 20ＧＢ 2,900円  

(3,132円) 

20  

  ステップ２ １ＧＢ超え

３ＧＢまで 

20ＧＢ 4,000円 

 (4,320円) 

20  

   ステップ３ ３ＧＢ超え

５ＧＢまで 

20ＧＢ 5,000円 

 (5,400円) 

20  

  

  

 ステップ４ ５ＧＢ超え

20ＧＢまで 

20ＧＢ 7,000円 

 (7,560円) 

20  

  フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ェ
ア
パ
ッ
ク 

ベーシックシェア

パック 

ステップ１ ５ＧＢまで 30ＧＢ 6,500円  

(7,020円) 

20  

   ステップ２ ５ＧＢ超え

10ＧＢまで 

30ＧＢ 9,000円  

(9,720円) 

20  

   ステップ３ 10ＧＢ超え

15ＧＢまで 

30ＧＢ 12,000円  

(12,960円) 

20  

  

 

 ステップ４ 15ＧＢ超え

30ＧＢまで 

30ＧＢ 15,000円  

(16,200円) 

20  

  ビ
ジ
ネ
ス
シ
ェ
ア

パ
ッ
ク 

ベーシックシェア

パック 

ステップ１ ５ＧＢまで 30ＧＢ 6,500円  

(7,020円) 

20  

   ステップ２ ５ＧＢ超え

10ＧＢまで 

30ＧＢ 9,000円  

(9,720円) 

20  
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   ステップ３ 10ＧＢ超え

15ＧＢまで 

30ＧＢ 12,000円  

(12,960円) 

20  

  

 

 ステップ４ 15ＧＢ超え

30ＧＢまで 

30ＧＢ 15,000円  

(16,200円) 

20  

 
イ アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、データ定額パックを選択することができません。 

 (ア) ファミリーシングルパック又はファミリーシェアパックを選択するＦＯＭＡの契約者名義が法人（法

人に相当するものと当社が認めるものを含みます。以下この欄において同じとします。）のとき。 

(イ) ビジネスシングルパック又はビジネスシェアパックを選択するＦＯＭＡの契約者名義が法人以外

のとき。 

ウ ファミリーシェアパック又はビジネスシェアパックを選択する契約者は、アの規定にかかわらず、選択したファ

ミリーシェアパック又はビジネスシェアパックのほか、シングルパック（以下この欄及び(7)の４において「シン

グルパック等」といいます。）のいずれか１つを選択していただきます。この場合において、契約者は、ファ

ミリーシェアパック又はビジネスシェアパックを選択している期間については、選択したそのシングルパック等

の定額通信料の支払いを要しません。 

エ データ定額パックを選択している契約者は、アに規定する区分の変更を行うことができます。この場合に

おいて、変更後の区分は、その申出のあった日を含む料金月の翌料金月から適用します。 

オ データ定額パックを選択している第２種一般契約者が、その契約の解除と同時に新たに第２種定期

契約を締結したとき又はデータ定額パックを選択している第２種定期契約者がその契約の解除と同時

に新たに第２種一般契約を締結したときは、同一区分のデータ定額パックを継続して選択しているもの

とみなして取り扱います。 

カ データ定額パックを選択しているＦＯＭＡ契約者が、その契約の解除と同時に新たに第２種契約を

締結したときは、同一区分のデータ定額パックを継続して選択しているものとみなして取り扱います。 

キ パケ・ホーダイ、パケ・ホーダイフル、Ｂｉｚ・ホーダイ、パケ・ホーダイダブル、パケ・ホーダイシンプル、パ

ケ・ホーダイダブル２、パケ・ホーダイフラット若しくはらくらくパケ・ホーダイ（以下この欄において「ＦＯＭ

Ａパケット定額」といいます。）を選択している契約者又は基本使用料の料金種別が定額データプラン

HIGH-SPEED、定額データプランスタンダード、定額データプランスタンダード２、定額データプランフラッ

ト若しくは定額データプラン128Ｋ（以下この欄において「ＦＯＭＡ定額データプラン」といいます。）の

ＦＯＭＡに係る契約者が、その契約の解除と同時に新たに第２種契約を締結した場合であって、その

第２種契約の締結と同時にデータ定額パックを選択したとき（その契約者からの最初の選択であると

当社が認める場合に限ります。）は、当該料金月におけるその契約を解除したＦＯＭＡパケット定額

に係る当該料金月のパケット通信料若しくはＦＯＭＡ定額データプランに係るデータ通信料及び新た

に選択したデータ定額パックの当該料金月のデータ通信料について、当社が定める方法により、当社が

ＦＯＭＡサービスを継続して提供したものとみなして計算した額を適用します。 

ク データ定額パックを選択している契約者は、そのデータ定額パックに係る各料金月の定額上限データ量

を当社が定める方法により増加する申出を行うことができます。この場合において、当社は、その申出が

あった日から、その申出のあった日を含む料金月以降の料金月における定額上限データ量について、増

加の申出がデータ量（以下この欄及び(7)の4において「指定追加データ量」といいます。）を加算した

後の定額上限データ量を適用します。 

 ただし、指定追加データ量を変更する申出があったときは、その申出があった日を含む料金月の翌料

金月から適用します。 

ケ クの規定によるほか、データ定額パックを選択している契約者は、当社が別に定める方法により、そのデ

ータ定額パックに係る各料金月の定額上限データ量を当社が定める方法により増加する申出を行うこと

ができます。この場合において、当社はその申出があった日から、当該料金月における定額上限データ

量について、増加の申出があったデータ量（以下この欄及び(7)の４において「追加データ量」といいま

す。）を加算した後の定額上限データ量を適用します。 
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コ ケに規定する申出を行う契約者が未成年であるときは、その契約者の親権者又は後見人の同意が必

要となる場合があります。 

サ 当社は、データ定額パックの適用を受けているＦＯＭＡの累計課金対象データ量が、その契約者が

選択しているデータ定額パックに係る定額上限データ量（当該契約約款の規定により加算された１Ｇ

Ｂの合計のデータ量（以下この欄及び(7)の４において「付与データ量」といいます。）、指定追加デー

タ量、追加データ量又はタ若しくはチの規定により繰越データ量があるときは、その定額上限データ量に

その付与データ量、指定追加データ量、追加データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ量としま

す。）を超えたことを当社が確認した時刻から当該料金月の翌料金月の初日の当社が定める時刻ま

での間（ケに規定する申出があったときは、そのことを当社が確認するまでの間）、そのＦＯＭＡの契

約者回線との間のデータ通信モードによる通信を128k通信モードによる通信とする取扱い（以下この

欄及び(7)の４において「128k通信」といいます。）を適用します。 

シ サの規定により128k通信の適用を受けているＦＯＭＡが行った通信に係る課金対象データについて

は、第61条（通信時間等の測定等）の規定にかかわらず、課金対象データ量の測定から除きます。 

ス 当社は、データ定額パックを選択している契約者からク又はケに規定する申出があった場合であって、

当該料金月における累計課金対象データ量が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量（付与

データ量又はタ若しくはチの規定により繰越データ量があるときは、その定額上限データ量にその付与デ

ータ量及び繰越データ量を加算した後のデータ量とします。）を超えるときは、その定額上限データ量を

超える部分の課金対象データ量（サの規定により128k通信の適用を受けている課金対象データ量を

除きます。）について、次表に規定する額を適用します。 

 １ＧＢごとに 

  料 金 種 別 料  金  額  

  ＦＯＭＡデータ通信料 税抜額 1,000円 (税込額 1,080円)  

 
セ ア又はトに規定する定額通信料については日割しません。 

 ただし、ＦＯＭＡを利用することができない期間があった場合の取扱いについては、ＦＯＭＡの基本

使用料の取扱いに準ずるものとします。 

 ソ セの規定にかかわらず、料金月の初日以外にＦＯＭＡ契約の締結（当社が提供する電気通信サー

ビスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択が

あったときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、その定額通信料を、

その選択があった日から当該料金月の末日までの日数に応じて日割します。 

 ただし、当該料金月の末日までにそのデータ定額パックの廃止若しくは区分の変更又は(7)の４に規

定する共有代表回線の変更があったときはこの限りでありません。 

タ 当社は、データ定額パック（ベーシックパック及びベーシックシェアパックを除きます。）の適用を受けてい

るＦＯＭＡに係る当該料金月における累計課金対象データ量が、そのデータ定額パックに係る定額上

限データ量に満たないときは、その定額上限データ量からその累計課金対象データ量を差し引いたデー

タ量（１ＧＢに満たない部分を除きます。）を繰越データ量としてサ及びスの規定を適用します。 

 ただし、その翌料金月においてデータ定額パックに係る区分の変更があったとき又は当該料金月若しく

は翌料金月において(7)の４に規定するデータ定額共有の選択若しくは廃止があったときは、この限りで

ありません。 

チ 当社は、データ定額パックの適用を受けているＦＯＭＡに係る当該料金月における累計課金対象デ

ータ量が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量に付与データ量及び繰越データ量を加算した

後のデータ量を超える場合であって、その定額上限データ量に付与データ量、指定追加データ量（セに

規定する定額通信料の適用を受ける部分に限ります。）、追加データ量及び繰越データ量を加算した

後のデータ量（以下この欄において「加算後データ量」といいます。）に満たないときは、加算後データ

量からその累計課金対象データ量を差し引いたデータ量を繰越データ量としてサ及びスの規定を適用し
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ます。 

ツ 当社は、データ定額パックを選択している契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、

次のいずれかに該当する場合には、データ定額パックを廃止します。 

 (ア) 第２種契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める場合を除きます。）。 

(イ) 契約の解除があったとき。 

(ウ) 電話番号保管があったとき。 

 テ データ定額パック（ウルトラデータＬパック、ウルトラデータＬＬパック、ウルトラシェアパック30、ウルトラビ

ジネスシェアパック30、ウルトラシェアパック50、ウルトラビジネスシェアパック50、ウルトラシェアパック100又

はウルトラビジネスシェアパック100に限ります。）を選択している契約者は、テザリング通信を行う場合

（そのデータ定額パックに係る共有回線群の共有対象回線がテザリング通信を行う場合を含み、当社

が別に定める端末設備を接続する場合を除きます。）は、あらかじめ当社に申し出ていただきます。 

 ト 契約者は、テに規定する申出を行った場合は、次表に定める定額通信料の支払いを要します。 

 １共有回線群ごとに 

  区  分 料金額（月額）  

  定額通信料 税抜額 1,000円 (税込額 1,080円)  

 
ナ Ｘｉサービス契約約款に規定するベーシックパック又はベーシックシェアパック(以下この欄において「Ｘ

ｉベーシックパック等」といいます。)を選択している契約者が、その契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ

契約を締結した場合であって、そのＦＯＭＡ契約の締結と同時にベーシックパック又はベーシックシェア

パックを選択したときは、当社が定める方法により、当該料金月におけるそのＸｉベーシックパック等を選

択している期間の課金対象データ量とベーシックパック又はベーシックシェアパックを選択している期間の

課金対象データ量を合算して料金を算定します。 

(7)の４ データ通信モー

ドの定額通信料に係

るデータ定額共有 

ア データ定額パックを選択している契約者は、イに規定するデータ定額共有を選択することができます。 

イ データ定額共有とは、共有回線群（ウに規定する共有代表回線及びオに規定する共有対象回線に

より構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。）を構成するＸｉ、Ｘｉユビキタ

ス（第２種Ｘｉユビキタス契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。）、ＦＯＭＡ

（第２種契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。）及びＦＯＭＡユビキタス

（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。）に係る

累計課金対象データ量を合算して、ウに規定する共有代表回線に係る契約者が選択しているデータ

定額パックを適用する取扱いをいいます。 

 ウ 契約者は、データ定額共有を選択するときは、共有代表回線（共有回線群を代表する１のＸｉ又

はＦＯＭＡ（その契約者に係るものであって、データ定額パックを選択しているものに限ります。）を合

わせて当社に申し出ていただきます。この場合において、シングルパックに係る共有代表回線は、基本使

用料の料金種別が総合利用プランのＸｉ又はＦＯＭＡに限ります。 

 ただし、Ｘｉ又はＦＯＭＡの契約者名義が法人である場合であって、そのＸｉ又はＦＯＭＡと当

社が別に定める方法により料金その他の債務を契約者ごとに一括して請求（以下この欄において「一

括請求」といい、その契約者以外の者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社

が別に定める基準に適合する者に限ります。以下この欄において同じとします。）に係る料金等と合わ

せて請求する場合を含みます。）している他のＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタ

スが既に共有代表回線又は共有対象回線であるときは、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の

申出を行うことができません。 

 エ ウの規定によるほか、共有回線群の共有代表回線がフリーコースを選択している場合を除き、フリーコ

ースを選択している共有対象回線との間で共有回線群を構成することができません。 

 オ データ定額共有における共有対象回線とは、共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するＸ
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ｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタスのことをいいます。 

 カ 共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、１の共有代表回線を指定して当社に申し

出ていただきます。この場合において、当社は、共有対象回線に係る契約者が、シングルパック等（(7)

の３に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）を選択していないときは、合わせて

ベーシックパックを選択したものとみなして取扱います。ただし、その契約者から、他のシングルパック等を

選択する申出があった場合は、この限りでありません。 

 キ カの規定により選択したシングルパック等の定額通信料については、共有代表回線との間のデータ定

額共有を選択している期間において、その支払いを要しません。 

 ク 当社は、ＦＯＭＡキッズケータイプラスに係るＦＯＭＡが、共有対象回線でないことを当社が確認し

たときは、そのＦＯＭＡに係る契約者からカ又はキの規定により選択したシングルパック等の廃止の申出

があったものとみなして取扱います。 

 ケ 共有代表回線に係る契約者及び共有対象回線に係る契約者は、共有回線群を構成する共有対

象回線に係る累計課金対象データ量を共有代表回線の契約者が引き受け、当社がデータ定額共有

を適用することにあらかじめ同意するものとします。 

 コ データ定額共有の開始は、カに規定する申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとし

ます。 

 ただし、次のいずれかに該当するときは、その申出を当社が承諾した日を含む料金月から適用します。 

(ア) 第２種契約者が、データ定額パックの選択と同時にデータ定額共有を選択した場合であって、ヌの

規定によりその共有代表回線を指定して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ及

びＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択されていないとき。 

(イ) データ定額共有を開始した日以降に、その共有代表回線を指定して当社に申し出た全てのＸｉ、

Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択されていないとき。 

 サ 当社は、共有代表回線の変更の申出があったときは、イの規定に準じて取扱います。 

 シ 共有対象回線（限定利用プランに係るＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタスを除きます。）の契約者

は、次表に定める定額通信料の支払いを要します。 

 １契約ごとに 

  区   分 料 金 額（月額)  

  定額通信料 税抜額 500円 (税込額 540円)  

 
ス シに規定する定額通信料については日割しません。 

 ただし、ＦＯＭＡを利用することができない期間があった場合の取扱いについては、ＦＯＭＡの基本

使用料の取扱いに準ずるものとします。 

 セ スの規定にかかわらず、料金月の初日以外にＦＯＭＡ契約の締結（当社が提供する電気通信サー

ビスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択が

あったときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、その定額通信料を、

その選択があった日から当該料金月の末日までの日数に応じて日割します。 

 ただし、当該料金月の末日までにそのデータ定額パックの廃止若しくは区分の変更又は共有代表回

線の変更があったときはこの限りでありません。 

 ソ 当社は、共有回線群に係る累計課金対象データ量と共有対象回線に係る累計課金対象データ量

の合計が、共有代表回線が選択しているデータ定額パックに係る定額上限データ量又は指定追加デー

タ量（当該契約約款に規定する付加データ量を加算する取扱いの適用を受けているとき又は(7)の３

の規定により繰越データ量の適用を受けているときは、その定額上限データ量又は指定追加データ量に

付加データ量及び繰越データ量を加算したデータ量とします。）を超えたときは、当社がそのことを確認

した時刻から当該料金月の翌料金月の初日の当社が定める時刻までの間（(7)の３のケの規定によ

り１ＧＢ加算オプションの申出があったときは、そのことを当社が確認するまでの間）、その共有回線群
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を構成する共有代表回線及び共有対象回線について、128k通信を適用します。 

 タ 共有代表回線の契約者は、ハに規定する分割請求が適用されている場合を除き、共有代表回線又

は共有対象回線ごとにその契約者回線が１の料金月において利用できる課金対象データ量を999Ｇ

Ｂを上限として１ＧＢごとに設定する申出（以下「データ量上限設定オプション」といいます。）を行う

ことができます。 

 チ 当社はデータ量上限設定オプションの申出があったときは、その申出のあった日を含む料金月以降の料

金月において、その指定を受けた共有代表回線又は共有対象回線の累計課金対象データ量が、デー

タ量上限設定オプションで設定しているデータ量の上限を超えたことを当社が確認した時刻から当該料

金月の翌料金月の初日の当社が定める時刻までの間（データ量上限設定オプションで設定しているデ

ータ量を超える上限の設定の変更があったときは、そのことを当社が確認するまでの間）その共有代表

回線又は共有対象回線について、128k通信を適用します。この場合において、128k通信の適用を

受けている共有代表回線又は共有対象回線に係る課金対象データについては、第47条（通信時間

等の測定等）の規定にかかわらず、累計課金対象データ量の測定から除きます。 

 ツ データ定額共有における(7)の３のク又は(7)の３のケに規定する申出は、共有代表回線に係る契約

者に限り行うことができます。 

 ただし、(7)の３のケに規定する申出は、共有代表回線に係る契約者があらかじめ同意している場合

に限り、共有対象回線（ＦＯＭＡユビキタス又はＸｉユビキタスに係るものを除きます。）に係る契約

者から行うことができます。この場合において、その申出を行う契約者が未成年であるときは、その契約

者の親権者又は後見人の同意が必要となる場合があります。 

 テ 当社は、データ定額パックを選択している契約者か(7)の３のク又は(7)の３のケに規定する申出があ

った場合であって、当該料金月における共有回線群に係る累計課金対象データ量が、そのデータ定額

パックに係る定額上限データ量を超えるときは、その定額上限データ量を超える部分の課金対象データ

量（128k通信の適用を受けている課金対象データ量を除きます。）について、次表に規定する額を

適用します。 

 １ＧＢごとに 

  料 金 種 別 料  金  額  

  ＦＯＭＡデータ通信料 税抜額 1,000円 (税込額 1,080円)  

 
ト 当社は、共有回線群に属するＦＯＭＡに係る契約者からデータ定額共有を廃止する申出があった

場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、データ定額共有を廃止します。この場合において、そ

の廃止のあったＦＯＭＡが共有代表回線であるときは、共有回線群の中から新たに共有代表回線を

指定していいただきます。 

 (ア) 第２種契約又はＦＯＭＡユビキタス契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める場

合を除きます。）。 

(イ) 契約の解除があったとき。 

(ウ) ヌの(ウ)、ネの(ウ)又はノの(イ)に規定する条件を満たさなくなったとき。 

(エ) 電話番号保管があったとき。 

 ナ トの規定によるほか、当社は、共有代表回線の契約者から申出があったときは、共有回線群に属する

共有対象回線とのデータ定額共有を廃止します。この場合において、共有代表回線に係る契約者は、

そのデータ定額共有の廃止に係る紛議が生じたときは、当事者間において問題を解決していただきま

す。 

 ニ トの規定により廃止のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが共有対象回線であるときは、その廃

止があった日を含む料金月までデータ定額共有の対象とし、その廃止があった日を含む料金月の翌料

金月から(7)の３のウ、カ又はキの規定により選択したシングルパック等を適用します。 

 ただし、その廃止があった日からその廃止があった日を含む料金月の末日までの間にデータ定額パック
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に係る区分の変更又はデータ定額パックの廃止があったときは、この限りでありません。 

 ヌ ウからニの規定によるほか、シングルパックに係るデータ定額共有の適用は、次のとおりとします。 

(ア) シングルパックに係る共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、あらかじめ１の共

有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。 

(イ)  (ア)の場合によるほか、共有代表回線の契約者は、他のＸｉ、第２種Ｘｉユビキタス、ＦＯ

ＭＡ（第２種契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。）又はＦＯＭＡユビ

キタス（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとしま

す。）を、共有回線群を構成する共有対象回線として指定することができます。この場合におい

て、共有代表回線の契約者は、共有対象回線及び割引選択回線（(13)に規定するものをいい

ます。以下この欄において同じとします。）として指定すること並びに基本使用料の料金種別を新

たに選択する場合があることについて、指定したその契約者回線に係る契約者の同意を得ていただ

きます。 

(ウ) 当社は、(ア)又は(イ)に規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、こ

れを承諾します。 

① 共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の合計が、共有代表回線に

係る契約者が選択しているシングルパックに係る上限回線数を超えることとなるとき。 

② 申出又は指定のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが、既に他の共有回線群に属して

いるとき。 

③ 申出又は指定のあったＦＯＭＡに係る基本使用料の料金種別が総合利用プランであると

き。 

④ 申出又は指定のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタス（その契約者名義が法人であると

きを除きます。）が、共有代表回線と同一の割引回線群（(13)に規定するものをいいま

す。）に属していないとき。 

⑤ 申出又は指定のあったＦＯＭＡユビキタス（その契約者名義が法人であるときに限ります。）

に係る契約者が、共有代表回線と同一の契約者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有

することについて当社が別に定める基準に適合する者を含みます。）ではないとき。 

⑥ 申出又は指定のあったＦＯＭＡの契約者名義が、共有代表回線の契約者名義と異なるとき

（当社が別に定める基準に適合するときを除きます。）。 

⑦ 共有回線群を構成するＦＯＭＡ又はＸｉ（データ専用プランに係るものに限ります。）の数

が２以上となるとき。 

⑧ (イ)に規定する同意が得られていないと当社が認めたとき。 

⑨ そのＸｉが契約者以外の者の業務の用に供され、それが業として行われるものと当社が認める

ものであるとき。 

⑩ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

 ネ ウからニの規定によるほか、ファミリーシェアパックに係るデータ定額共有の適用は、次のとおりとします。 

(ア) ファミリーシェアパックに係る共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、あらかじめ

１の共有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。 

(イ)  (ア)の場合によるほか、共有代表回線の契約者は、他のＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ又

はＦＯＭＡユビキタスを、共有回線群を構成する共有対象回線として指定することができます。こ

の場合において、共有代表回線の契約者は、共有対象回線及び割引選択回線として指定するこ

と並びに基本使用料の料金種別を新たに選択する場合があることについて、指定したその契約者

回線に係る契約者の同意を得ていただきます。 

(ウ) 当社は、(ア)又は(イ)に規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、こ

れを承諾します。 

① 共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の合計が、共有代表回線に

係る契約者が選択しているファミリーシェアパックに係る上限回線数を超えることとなるとき。 

② 申出又は指定のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが、既に他の共有回線群に属して

いるとき。 
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③ 申出又は指定のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタス（その契約者名義が法人であると

きを除きます。）が、共有代表回線と同一の割引回線群（(13)に規定するものをいいま

す。）に属していないとき。 

④ (イ)に規定する同意が得られていないと当社が認めたとき。 

⑤ そのＦＯＭＡが契約者以外の者の業務の用に供され、それが業として行われるものと当社が

認めるものであるとき。 

⑥ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

 ノ ウからニの規定によるほか、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の適用は、次のとおりとします。 

(ア) ビジネスシェアパックに係る共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、あらかじめ

１の共有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。 

(イ) 当社は、(ア)に規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承

諾します。 

① 共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の合計が、共有代表回線に

係る契約者が選択しているビジネスシェアパックに係る上限回線数を超えることとなるとき。 

② 申出のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが、既に他の共有回線群に属しているとき。 

③ 申出のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスと一括請求している他のＸｉ、Ｘｉユビキタ

ス、ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが同一の共有回線群に属していないとき。 

④ 申出のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタス（その契約者名義が法人であるときに限りま

す。）に係る契約者が、共有代表回線と同一の契約者（契約者と相互に業務上緊密な関

係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を含みます。）でないとき。 

⑤ そのＦＯＭＡが契約者以外の者の業務の用に供され、それが業として行われるものと当社が

認めるものであるとき。 

⑥ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

 ハ 当社は、共有代表回線の契約者から請求があったときは、共有代表回線及びその契約者が指定す

る共有対象回線（Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡユビキタス及び限定利用プランに係るものを除きま

す。）の数に応じて、(7)の３のア、ス及びト並びに本欄のサ（指定された共有対象回線に係るものに

限ります。）及びシの規定により適用する定額通信料（(7)の５に規定するデータ定額パックに係る

定額通信料の月極割引の適用又は(7)の６に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の割引

の適用を受けているときは、その割引を適用した後の額）並びにテの規定により適用するＦＯＭＡデ

ータ通信料の合算額に係る債務を、当社が定める方法により均等に分割して、共有代表回線及び指

定された共有対象回線に請求（以下この欄において「分割請求」といいます。）します。 

 ヒ ハに規定するほか、分割請求の適用は次の(ア)から(キ)に定めるところによります。 

(ア) 共有代表回線の契約者から請求があったときは、共有代表回線の契約者は、あらかじめ分割

請求の対象となる共有対象回線に係る契約者の同意を得ていただきます。 

(イ) 分割請求に係る共有対象回線の数は、当社が定める日に測定します。 

(ウ) 当社は、共有代表回線から分割請求の請求があったときは、その申出があった日を含む料金月

から適用します。 

(エ) 当社は、共有代表回線から分割請求の廃止の申出があったときは、分割請求を廃止します。 

(オ) 当社は、分割請求の廃止の申出があったときは、その廃止があった日を含む料金月の前料金月

まで分割請求の対象とします。 

(カ) タに規定する「データ量上限設定オプション」が適用されているときは請求できません。 

(キ)  (8)の２のアで規定する上限回線数が30を超えるビジネスシェアパックを選択している共有代表

回線から請求があったときは、その共有回線群の共有対象回線全てを指定していただきます。 

(7)の５ データ定額パッ

クに係る定額通信料

の月極割引（ずっとド

コモ割プラス）の適用 

ア 当社は、データ定額パック（ケータイパックを除きます。）の適用を受けているＦＯＭＡ（そのＦＯＭ

Ａの契約者名義が個人であるとき及びそのＦＯＭＡに係る契約者がｄポイントプログラム会員（当社

が定めるｄポイントクラブ会員規約に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）であ

るときに限ります。）に係る定額通信料について、サービスステージ（当社が定めるｄポイントクラブ会員
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規約に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）に応じて、次の(ア)又は(イ)に定

める額の割引を適用します。この場合において、ＦＯＭＡ契約者がベーシックパック又はベーシックシェア

パックを選択しているときは、(7)の3の規定により適用する当該料金月の定額通信料に係るデータ量ス

テップに応じて、(ア)又は(イ)に定める額の割引を適用します。 

 ただし、契約者が第23条の16（定期契約者が行うフリーコースの選択）の規定により料金月の末

日にフリーコースを選択している場合又は料金月の末日においてｄポイントクラブ会員規約に基づき本

割引の適用に代えてｄポイント進呈を選択している場合は、この限りでありません。 

 (ア) (イ)以外のもの 

  サービス 

ステージ 

定額通信料の減額（月額）  

  ベーシックシェ

アパック（ステ

ップ１） 

ベーシックシ

ェ ア パ ッ ク

（ ス テ ッ プ

２） 

ベーシックシ

ェ ア パ ッ ク

（ ス テ ッ プ

３ ） 、 ベ ー

シッ クシェア

パック（ステ

ップ４）、ウ

ルトラシェア

パック30 

ウルトラシェ

アパック50 

ウルトラシェ

アパック100 

 

  2ndステージ 100円 400円 600円 800円 1,000円  

  3rdステージ 200円 600円 800円 1,000円 1,200円  

  4thステージ 600円 800円 1,000円 1,200円 1,800円  

  プラチナ 

ステージ 

900円 1,000円 1,200円 1,800円 2,500円  

 
(イ) シングルパックに係るもの 

  サービス 

ステージ 

定額通信料の減額（月額）  

  ベーシックパック

（ステップ１） 

ベーシックパック

（ステップ２） 

ベーシックパック

（ステップ３）、

ベーシックパック

（ステップ４）、

ウルトラデータＬ

パック 

ウルトラデータＬ

Ｌパック 

 

  2ndステージ － － 100円 200円  

  3rdステージ － － 200円 400円  
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  4thステージ － － 600円 600円  

  プラチナ 

ステージ 

200円 600円 800円 800円  

 イ 当社は、データ定額パック（ケータイパックを除きます。）の適用を受けているＦＯＭＡ（そのＦＯＭ

Ａの契約者名義が法人であるとき又はそのＦＯＭＡの契約者名義が個人である場合であって、その

FOMAに係る契約者がｄポイントプログラム会員ではないときに限ります。）に係る定額通信料につい

て、当該料金月のそのＦＯＭＡ契約に係る経過期間に応じて、次の(ア)又は(イ)に定める額の割引

を適用します。この場合において、ＦＯＭＡ契約者がベーシックパック又はベーシックシェアパックを選択し

ているときは、(7)の3の規定により適用する当該料金月の定額通信料に係るデータ量ステップに応じ

て、(ア)又は(イ)に定める額の割引を適用します。 

 ただし、契約者が第23条の16（定期契約者が行うフリーコースの選択）の規定により料金月の末

日にフリーコースを選択している場合は、この限りでありません。 

 (ア) (イ)以外のもの 

  経過期間 定額通信料の減額（月額）  

   ベーシックシェ

アパック（ステ

ップ１） 

ベーシックシ

ェ ア パ ッ ク

（ ス テ ッ プ

２） 

ベーシックシ

ェ ア パ ッ ク

（ ス テ ッ プ

３ ） 、 ベ ー

シッ クシェア

パック（ステ

ップ４）、ウ

ルトラシェア

パック30、ウ

ルトラビジネ

スシェアパック

30 

ウルトラシェ

ア パ ッ ク 50

又はウルトラ

ビジネスシェ

アパック50 

ウルトラシェ

アパック100

又はウルトラ

ビジネスシェ

アパック100 

 

  48か月超え96か

月まで 

100円 400円 600円 800円 1,000円  

  96か月超え120

か月まで 

200円 600円 800円 1,000円 1,200円  

  120 か 月 超 え

180か月まで 

600円 800円 1,000円 1,200円 1,800円  

  180か月超 900円 1,000円 1,200円 1,800円 2,500円  

 
(イ) シングルパックに係るもの 
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  経過期間 定額通信料の減額（月額）  

   ベーシックパック

（ステップ１） 

ベーシックパック

（ステップ２） 

ベーシックパック

（ステップ３）、

ベーシックパック

（ステップ４）、

ウルトラデータＬ

パック 

ウルトラデータＬ

Ｌパック 

 

  48か月超え96か

月まで 

－ － 100円 200円  

  96か月超え120

か月まで 

－ － 200円 400円  

  120 か 月 超 え

180か月まで 

－ － 600円 600円  

  180か月超 200円 600円 800円 800円  

 ウ ア又はイの規定にかかわらず、データ定額パックの適用を受けているＦＯＭＡが共有回線群（(7)の

４に規定するものをいいます。以下同じとします。）を構成するＦＯＭＡであるときは、そのＦＯＭＡが

共有代表回線（(7)の３に規定するものをいいます。以下同じとします。）である場合に限り、そのＦ

ＯＭＡに係るデータ定額パックの定額通信料について、ア又はイに規定する割引を適用します。この場

合において、同一料金月内において割引代表回線の変更があったときは、変更後の割引代表回線に

係るＦＯＭＡ契約に関するサービスステージ又は経過期間に応じて、ア又はイに規定する割引を適用

します。 

エ (7)の3のソの適用を受ける場合は、アの(ア)又は(イ)で規定する割引額について、その選択があった

日から当該料金月の末日までの日数に応じて日割します。 

オ イに規定する経過期間は、その契約に基づき契約者回線の提供を開始した日が料金月の初日のとき

はその料金月から、料金月の初日以外のときはその提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から

起算します。 

カ 当社が提供する電気通信サービス（当社が定めるものを除きます。）に係る契約の解除と同時に新

たに第２種契約を締結したときのそのＦＯＭＡ契約に係る経過期間は、契約の解除があったその契約

を締結した日又はその契約を締結したと当社が認める日を含む料金月の翌料金月（その契約を締結

した日又はその契約を締結したと当社が認める日が料金月の初日となる場合はその料金月）から起算

します。 

(7)の６ データ定額パッ

クに係る定額通信料

の割引の適用 

ア データ定額パックに係る定額通信料の割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、データ

定額パック（(7)の3 に規定するものをいい、データＳパックを除きます。以下この欄において同じとしま

す。）の適用を受けているＦＯＭＡが、その適用を受けている料金月において、データ定額パックを選

択する又はデータ定額パックに係る共有回線群を構成するＦＯＭＡが特定Ｘｉ等（ＩＰ通信網サ

ービス契約約款に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）であること（以下この

欄において「割引条件」といいます。）を確認したときは、当社がそのことを確認した日を含む料金月に

係るデータ定額パックの定額通信料について、その指定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約（契約者回線



   53 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の提供を受けているものであって、ＩＰ通信網サービス契約約款に規定する移転等を行っている場合

を除きます。以下この欄において「対象契約」といいます。）の基本使用料の料金種別に応じて、次表

に規定する額の割引を適用する取扱いをいいます。この場合において、ＦＯＭＡ契約者がベーシックパ

ック又はベーシックシェアパックを選択しているときは、(7)の3の規定により適用する当該料金月の定額

通信料に係るデータ量ステップに応じて、次表に規定する額の割引を適用します。 

 ただし、本割引は、１の対象契約につき１のＸｉ又はＦＯＭＡに限り適用します。 

  区   分 データ量ステッ

プ 

割 引 額  

   対象契約に

係る基本使

用料の料金

種別がドコモ

光ミニである

もの 

そ れ 以 外 の

もの 

 

  シ
ン
グ
ル
パ
ッ
ク 

ベーシックパック ステップ１ 100円 100円  

   ステップ２ 200円 200円  

   ステップ３ 500円 800円  

  
 

 ステップ４ 500円 800円  

  
 

ウルトラデータＬパック － 500円 1,400円  

  
 

ウルトラデータＬＬパック － 500円 1,600円  

  フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ェ
ア
パ
ッ
ク 

ベーシックシェアパック ステップ１ 500円 800円  

   ステップ２ 500円 1,200円  

   ステップ３ 500円 1,800円  

   ステップ４ 500円 1,800円  

  ウルトラシェアパック30 － 500円 2,500円  

  
 

ウルトラシェアパック50 － 500円 2,900円  

  
 

ウルトラシェアパック100 － 500円 3,500円  

  ビジネスシェアパック ベーシックシェアパック ステップ１ 500円 800円  
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   ステップ２ 500円 1,200円  

   ステップ３ 500円 1,800円  

   ステップ４ 500円 1,800円  

  
 

ウルトラビジネスシェアパック30 － 500円 2,500円  

  
 

ウルトラビジネスシェアパック50 － 500円 2,900円  

  
 

ウルトラビジネスシェアパック100 － 500円 3,500円  

  
 

ビジネスシェアパック50 － 500円 3,500円  

  
 

ビジネスシェアパック70 － 500円 3,500円  

  
 

ビジネスシェアパック100 － 500円 3,500円  

  
 

ビジネスシェアパック150 － 500円 3,500円  

  
 

ビジネスシェアパック200 － 500円 3,500円  

  
 

ビジネスシェアパック250 － 500円 3,500円  

  
 

ビジネスシェアパック300 － 500円 3,500円  

  
 

ビジネスシェアパック400 － 500円 3,500円  

  
 

ビジネスシェアパック500 － 500円 3,500円  

  
 

ビジネスシェアパック700 － 500円 3,500円  

  
 

ビジネスシェアパック1000 － 500円 3,500円  

  
 

ビジネスシェアパック1500 － 500円 3,500円  

  
 

ビジネスシェアパック2000 － 500円 3,500円  

  
 

ビジネスシェアパック3000 － 500円 3,500円  

 イ アの場合において、対象契約の基本使用料を日割しない場合であって、データ定額パックの定額通信

料を日割して適用するときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、デー
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タ定額パックの定額通信料を日割りする日数に応じてアに規定する割引を日割りして適用します。 

ウ イの規定によるほか、データ定額パックの定額通信料を日割しない場合であって、対象契約の基本使

用料を日割して適用するときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、

対象契約の基本使用料を日割りする日数に応じてアに規定する割引額を日割りして適用します。この

場合において、対象契約に複数の基本使用料の料金種別が選択されている場合には、通則第３項

（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、ドコモ光ミニに係る基本使用料の料金種別を

選択している期間、マンションタイプに係る基本使用料の料金種別を選択している期間又は選択してい

ない期間ごとに、アに規定する割引額を日割して適用します。 

エ イ又はウの規定によるほか、データ定額パックの定額通信料及び対象契約の基本使用料を日割して

適用するときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、割引条件を満た

している日数に応じてアに規定する割引額を日割して適用します。この場合において、対象契約に複

数の基本使用料の料金種別が選択されている場合には、通則第３項（料金の計算方法等）及び

第４項の規定に準じて、ドコモ光ミニに係る基本使用料の料金種別を選択している期間、マンションタ

イプに係る基本使用料の料金種別を選択している期間又は選択していない期間ごとに、当社が定める

方法により、アに規定する割引額を日割して適用します。 

オ イからエの規定によるほか、本割引を適用する料金月において、複数の指定Ｘｉ等がある場合、又は

１の指定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約について、複数の基本使用料の料金種別が選択されている

場合は、各料金月における割引条件を満たしている期間に係る各々の日について、対象契約に係る

本割引の割引額が最も高額となる料金種別を判定し、その料金種別がドコモ光ミニとなる期間、マンシ

ョンタイプとなる期間又はそれ以外となる期間ごとに、当社が定める方法により、アに規定する割引額を

日割して適用します。 

カ 当社は、対象契約に指定Ｘｉ等の変更があった場合は、変更があった１の指定Ｘｉ等について、ア

からオの規定を適用します。 

 キ アの適用を受けているＦＯＭＡのうち、データ定額パック（ファミリーシングルパック及びファミリーシェアパ

ックを除きます。）を選択しているＦＯＭＡが、その適用を受けている料金月において、ＩＰ通信網契

約サービス契約約款に規定する「光単独タイプビジネス割」の適用を受けていることを当社が確認したと

きは、当社がそのことを確認した日を含む料金月に係るアに規定するデータ定額パック（ファミリーシング

ルパック及びファミリーシェアパックを除きます。）の割引額について、それぞれの割引額から700円減額

して適用するものとします。 

(7)の７ 特定Ｘｉ等に

おけるデータ定額パッ

クに係る定額通信料

の月極割引（光複数

割）の適用 

ア 当社は、１の共有回線群（（7)の４に規定するものをいいます。）に係る特定Ｘｉ等（ＩＰ通信

網サービス契約約款に定めるものをいい、特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約の契約者回線の基本

料の料金種別がドコモ光ミニ戸建単独タイプ／東又はドコモ光ミニ戸建単独タイプ／西の場合を除きま

す。以下この欄において同じとします。）の数が２以上あるときは、２を超える特定Ｘｉ等の数１ごと

に、次表に定める割引額をその特定Ｘｉ等に係る共有回線群のデータ定額パック（(7)の３に規定す

るものをいい、シングルパックを除きます。以下この欄において同じとします。）の定額通信料に適用しま

す。 

 ただし、その定額通信料が、（7)の５のアに定める定額通信料の月極割引の適用額、（7)の６の

アに定める定額通信料の割引額及びアに定める定額通信料の割引額の合計額に満たないときは、そ

の額を控除した額を適用します。 

 特定Ｘｉ等の１契約ごとに 

  区   分 割 引 額（月額）  

  定額通信料 300円（税抜）  

 
イ アの場合において、当社は、同一料金月内に、特定Ｘｉ等がアに規定する割引条件を満たさなくなっ
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(8) ～(8)の２（略）  

(9) 総合利用プラン等に

おける通信料の適用 

ア 基本使用料の料金種別が総合利用プランのＦＯＭＡの通信（当社が別に定める通信を除きます。

以下この欄、(10)及び(10)の３において同じとします。）に関する料金（他社相互接続通信に係る

料金等通信料に合算して請求するものであって、当社が別に定めるものを含みます。以下この欄におい

て同じとします。）については、２（料金額）の規定により算定した額の月間累計額（料金月単位で

累計した額とします。以下この欄において同じとします。）から次表に規定する控除可能額（(10)に規

定する控除可能額があるときは、その控除可能額を加算した額とします。）とイに規定する繰越額又は

引継繰越額（サに規定するものをいい、当該料金月に生じたものに限ります。）を控除した額を適用し

ます。 

 ただし、その月間累計額が次表に規定する控除可能額と繰越額の合計額に満たない場合は、その

月間累計額を控除した額を適用します。 

 １契約ごとに 

  基本使用料の料金種別 控除可能額  

  （略） （略）  

  

  

 
イ～エ（略） 

 オ 定期契約の解除と同時に一般契約を締結した場合、一般契約の解除と同時に定期契約を締結し

た場合又はＸｉ契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結した場合のそのＦＯＭＡに係る控

除可能額、繰越額及び引継繰越額の適用については、ＦＯＭＡに係る基本使用料の料金種別の

変更の場合に準じて取り扱います。 

 カ～コ（略） 

 サ この欄において引継繰越額とは、ＦＯＭＡ契約（基本使用料の料金種別が総合利用プランに係る

ものに限ります。）の解除と同時に新たにＸｉ契約（基本使用料の料金種別が、Ｘｉサービス契約

約款に規定する総合利用プランに係るものに限ります。）を締結した場合における、その第１種契約に

係る繰越額のことをいいます。 

 

  

 

 

 シ～セ（略） 

 （注）（略） 

(9)の２ データ専用プラ ア 基本使用料の料金種別データ専用プラン（定額データプランスタンダード２及び定額データプラン128

たときは、割引条件を満たしている日数に応じて割引額を日割して適用するものとします。ただし、同一

料金月内に特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約の解除があったときはこの限りでありません。 

ウ 当社は、同一料金月内において、特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約の契約者回線がＩＰ通信網

サービス契約約款に定める光単独タイプビジネス割の基本使用料の減額適用を受けているときは、その

特定Ｘｉ等について、アに定める２を超える特定Ｘｉ等の数に含めないものとします。 

(8) ～(8)の２（略）  

(9) 総合利用プラン等に

おける通信料の適用 

ア 基本使用料の料金種別が総合利用プランのＦＯＭＡの通信（当社が別に定める通信を除きます。

以下この欄、(10)及び(10)の３において同じとします。）に関する料金（他社相互接続通信に係る

料金等通信料に合算して請求するものであって、当社が別に定めるものを含み、(8)の２に規定する料

金を除きます。以下この欄において同じとします。）については、２（料金額）の規定により算定した額

の月間累計額（料金月単位で累計した額とします。以下この欄において同じとします。）から次表に規

定する控除可能額（(10)に規定する控除可能額があるときは、その控除可能額を加算した額としま

す。）とイに規定する繰越額又は引継繰越額（サに規定するものをいい、当該料金月に生じたものに

限ります。）を控除した額を適用します。 

 ただし、その月間累計額が次表に規定する控除可能額と繰越額の合計額に満たない場合は、その

月間累計額を控除した額を適用します。 

 １契約ごとに 

  基本使用料の料金種別 控除可能額  

  （略） （略）  

  ＦＯＭＡカケホーダイプラン（スマホ／タブ） －  

  ＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ） －  

 
イ～エ（略） 

 オ 第１種定期契約の解除と同時に第１種一般契約を締結した場合、第１種一般契約の解除と同時

に第１種定期契約を締結した場合又は第２種契約若しくはＸｉ契約の解除と同時に新たに第１種

契約を締結した場合のそのＦＯＭＡに係る控除可能額、繰越額及び引継繰越額の適用について

は、ＦＯＭＡに係る基本使用料の料金種別の変更の場合に準じて取り扱います。 

 カ～コ（略） 

 サ この欄において引継繰越額とは、第１種契約（基本使用料の料金種別が総合利用プランに係るも

のに限ります。）の解除と同時に新たに第２種契約（基本使用料の料金種別が総合利用プランに係

るものに限ります。）又はＸｉ契約（基本使用料の料金種別が、Ｘｉサービス契約約款に規定する

総合利用プランに係るものに限ります。）を締結した場合における、その第１種契約に係る繰越額のこ

とをいいます。 

 シ 第２種定期契約の解除と同時に第２種一般契約を締結した場合又は第２種一般契約の解除と

同時に第２種定期契約を締結した場合のそのＦＯＭＡに係る引継繰越額の適用については、ＦＯ

ＭＡに係る基本使用料の料金種別の変更の場合に準じて取り扱います。 

 ス～ソ（略） 

 （注）（略） 

(9)の２ データ専用プラ ア 基本使用料の料金種別が第１種契約に係るデータ専用プラン（定額データプランスタンダード２及び
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ンにおける通信料の適

用 

Ｋを除きます。）のＦＯＭＡのパケット通信モードに係る通信（当社が別に定める通信を除きます。

以下この欄において同じとします。）に関する料金（他社相互接続通信に係る料金等通信料に合算

して請求するものであって当社が別に定めるものを含みます。）については、２（料金額）の規定によ

り算定した額の月間累計額から次表に規定する控除可能額とイに規定するパケット繰越額及びシに規

定するデータ引継繰越額を控除した額を適用します。 

 ただし、その月間累計額が次表に規定する控除可能額とパケット繰越額の合計額に満たない場合

は、その月間累計額を控除した額を適用します。 

（略） 

 
イ～ウ（略）  

 エ イ又はウの規定にかかわらず、Ｘｉ契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結した場合のその

ＦＯＭＡに係る控除可能額及び繰越額の適用については、ＦＯＭＡに係る基本使用料の料金種

別の変更の場合に準じて取り扱います。 

 

 オ～ス（略） 

 セ この欄においてデータ引継繰越額とは、ＦＯＭＡ契約（基本使用料の料金種別がデータ専用プラン

に係るものに限ります。）の解除と同時に新たにＸｉ契約（基本使用料の料金種別が、Ｘｉサービ

ス契約約款に規定するデータ専用プランに係るものをいいます。）を締結した場合における、そのＦＯ

ＭＡ契約に係るパケット繰越額のことをいい、そのパケット繰越額が発生した料金月、その翌料金月又

は翌々料金月のデータ専用プランに係る月間累計額から控除します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 （注）（略） 

(9)の３～(9)の４（略） （略） 

(10) 特定電話番号へ

の通信料の月極割引

が適用される通信に

関する料金の適用 

総合利用プラン又は限定利用プランのＦＯＭＡについて、ＦＯＭＡサービス（基本使用料の料金種別

がプラン39等（附則に規定するものをいいます。）のＦＯＭＡに限ります。）及びワイドスター通信サービ

スに関する契約約款に規定する特定電話番号への通信料の月極割引が適用される通信（通信時間が

３分を超えるものに限ります。）の着信を受けた場合（当社が別に定める場合を除きます。）は、次表に

規定する控除可能額を(9)に規定する控除可能額に加算します。 

 ただし、契約の解除があったときは、この限りでありません。 

表（略） 

(10)の２（略） （略） 

(10)の３ 定期契約等

に係る通信料月極割

引の適用を受けている

ア ＦＯＭＡ契約者が、(14)に規定する定期契約等に係る通信料月極割引の適用を受けている場合

は、その総合利用プラン又は限定利用プランを選択しているＦＯＭＡの通信に関する料金については、

２（料金額）及び(14)の規定により算定した額の月間累計額（料金月単位で累計した額とし、控

ンにおける通信料の適

用 

定額データプラン128Ｋを除きます。）のＦＯＭＡのパケット通信モードに係る通信（当社が別に定め

る通信を除きます。以下この欄において同じとします。）に関する料金（他社相互接続通信に係る料

金等通信料に合算して請求するものであって当社が別に定めるものを含みます。）については、２（料

金額）の規定により算定した額の月間累計額から次表に規定する控除可能額とイに規定するパケット

繰越額及びシに規定するデータ引継繰越額を控除した額を適用します。 

 ただし、その月間累計額が次表に規定する控除可能額とパケット繰越額の合計額に満たない場合

は、その月間累計額を控除した額を適用します。 

（略） 

 
イ～ウ（略）  

 エ イ又はウの規定にかかわらず、第２種契約若しくはＸｉ契約の解除と同時に新たに第１種契約を締

結した場合又はＸｉ契約（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。）の解除と同時に新

たに第２種契約を締結した場合のそのＦＯＭＡに係る控除可能額及び繰越額の適用については、

ＦＯＭＡに係る基本使用料の料金種別の変更の場合に準じて取り扱います。 

 オ～ス（略） 

 セ この欄においてデータ引継繰越額とは、第１種契約（基本使用料の料金種別がデータ専用プランに

係るものに限ります。）の解除と同時に新たに第２種契約（基本使用料の料金種別がデータ専用プ

ランに係るものに限ります。）又はＸｉ契約（基本使用料の料金種別が、Ｘｉサービス契約約款に

規定するデータ専用プランに係るものをいい、料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(8)の

３に規定するデータ定額パックの適用を受けていないものに限ります。）を締結した場合における、その

第１種契約に係るパケット繰越額のことをいい、そのパケット繰越額が発生した料金月、その翌料金月

又は翌々料金月のデータ専用プランに係る月間累計額から控除します。 

 ソ 第２種定期契約（基本使用料の料金種別がデータ専用プランに係るものに限ります。）の解除と同

時に第２種一般契約（基本使用料の料金種別がデータ専用プランに係るものに限ります。）を締結

した場合又は第２種一般契約（基本使用料の料金種別がデータ専用プランに係るものに限りま

す。）の解除と同時に第２種定期契約（基本使用料の料金種別がデータ専用プランに係るものに限

ります。）を締結した場合のそのＦＯＭＡに係るデータ引継繰越額の適用については、ＦＯＭＡに係

る基本使用料の料金種別の変更の場合に準じて取り扱います。 

 タ セ又はタの規定にかかわらず、(7)の３に規定するデータ定額パックの提供を受けることになったときは、

その変更のあった料金月及びその前料金月において生じたデータ引継繰越額は無効とし、当該料金月

の翌料金月以降における控除は行いません。 

ただし、再度基本使用料の料金種別を変更し、当社が定める日においてデータ専用プランを選択し

ている場合は、この限りでありません。 

 （注）（略） 

(9)の３～(9)の４（略） （略） 

(10) 特定電話番号へ

の通信料の月極割引

が適用される通信に

関する料金の適用 

総合利用プラン又は限定利用プランのＦＯＭＡについて、ＦＯＭＡサービス（旧プランＦＯＭＡに限り

ます。）及びワイドスター通信サービスに関する契約約款に規定する特定電話番号への通信料の月極割

引が適用される通信（通信時間が３分を超えるものに限ります。）の着信を受けた場合（当社が別に

定める場合を除きます。）は、次表に規定する控除可能額を(9)に規定する控除可能額に加算します。 

 ただし、契約の解除があったときは、この限りでありません。 

表（略） 

 

(10)の２（略） （略） 

(10)の３ ２年定期契

約等に係る通信料月

極割引の適用を受け

ア ＦＯＭＡ契約者が、(14)に規定する２年定期契約等に係る通信料月極割引の適用を受けている

場合は、その総合利用プラン又は限定利用プランを選択しているＦＯＭＡの通信に関する料金につい

ては、２（料金額）及び(14)の規定により算定した額の月間累計額（料金月単位で累計した額と
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ＦＯＭＡに係る繰越

額の適用 

除可能額及び繰越額((9)及び(10)に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）を

適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。）からイに規定する繰越共有額を控除した

額を適用します。 

   ただし、その月間累計額が繰越共有額に満たない場合は、その月間累計額を控除した額を適用しま

す。 

イ～エ （略） 

(11)（略）  

(12) 特定電話番号へ

の通信料の月極割引

（ゆうゆうコール）の

適用 

ア 特定電話番号への通信料の月極割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、次表に

規定する定額料を支払った場合に、ＦＯＭＡ（限定利用プランに係るものを除きます。）の契約者

回線からの特定電話番号（ＦＯＭＡ契約者があらかじめ指定したＦＯＭＡ、Ｘｉ若しくは回線卸

携帯電話の契約者識別番号等、当社が提供する電話サービス（国際電話サービスを除きます。以下

この欄において同じとします。）の電話番号等若しくは専用回線等接続サービスの契約者識別番号等

又は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号をいいます。以下この欄にお

いて同じとします。）による通信（当社が別に定める通信を除きます。以下この欄において同じとしま

す。）に関する料金の月間累計額（他社相互接続通信に係る料金等通信料に合算して請求する

ものであって、当社が別に定めるものを含みます。）をいいます。以下この欄から(15)欄において同じと

します。）について、同表に規定する額の割引を行うことをいいます。 

表（略） 

 イ～エ（略） 

 オ 当社は、本割引の適用を受けているＦＯＭＡについて、契約者から本割引の適用を廃止する申出

があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、本割引の適用を廃止します。 

 （ア）一般契約若しくは定期契約に係る名義変更があったとき。 

 （イ）～(ウ)（略） 

 カ～サ（略） 

 （注1）～（注2）（略） 

(13) 複数回線複合割

引の適用を受けている

ＦＯＭＡに係る通信

料の適用 

ア（略） 

イ アの規定にかかわらず、複数回線複合割引の適用を受けているＦＯＭＡ（総合利用プラン又は限

定利用プランに係るものに限ります。）が、１年定期契約に係るものであって、その契約に係る経過期

間（第１（基本使用料）の１の(2)に規定するものをいいます。）が120ヶ月超であるとき又は基

本使用料の料金種別が限定利用プランを選択しているときは、そのＦＯＭＡの契約者回線から指定

割引回線群に係る契約者回線への通信（当社が別に定める通信を除きます。）に関する料金につ

いて、次表のとおり取扱います。 

 表（略） 

 ウ～キ（略） 

 ク 当社は、本割引に係る１の割引回線群を構成する割引選択回線に関するＦＯＭＡ契約者若しく

はＸｉ契約者又はその割引回線群を指定して本割引を選択する申出をすることができる者（以下この

欄において「ＦＯＭＡ契約者等といいます。」）に対し、そのＦＯＭＡ契約者等がＸｉサービス契約

約款に規定する複数回線複合割引等の適用を受けているＸｉに係る基本使用料割引又は特定Ｘ

ｉ等のＸｉに係る基本使用料割引の適用を受けることとなるときのその割引額又は割引予定額を確

認することを目的として、その割引回線群を構成する割引選択回線に係る契約に関する事項を開示す

ることがあります。 

 （注1）～（注2）（略） 

(14) 定期契約等に係る

通信料月極割引（ビ

ジネス通話割引）の

適用 

ア 定期契約等に係る通信料月極割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、２年定期

契約（ひとりでも割50及びファミ割ＭＡＸ50に係るものを除きます。）を締結しているＦＯＭＡ契約

者が、次表に規定する定額料を支払うことにより、そのＦＯＭＡが属する割引回線群（以下この欄に

おいて「指定割引回線群」といいます。）に係る契約者回線又はその他の契約者回線等への通信

（当社が別に定める通信を除きます。）に関する料金について、その月間累計額から同表に規定する

ているＦＯＭＡに係

る繰越額の適用 

し、控除可能額及び繰越額((9)及び(10)に規定するものをいいます。以下この欄において同じとしま

す。）を適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。）からイに規定する繰越共有額を

控除した額を適用します。 

   ただし、その月間累計額が繰越共有額に満たない場合は、その月間累計額を控除した額を適用しま

す。 

イ～エ （略） 

(11)（略）  

(12) 特定電話番号へ

の通信料の月極割引

（ゆうゆうコール）の

適用 

ア 特定電話番号への通信料の月極割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、第１種

契約者が次表に規定する定額料を支払った場合に、ＦＯＭＡの契約者回線からの特定電話番号

（ＦＯＭＡ契約者があらかじめ指定したＦＯＭＡ、Ｘｉ若しくは回線卸携帯電話の契約者識別番

号等、当社が提供する電話サービス（国際電話サービスを除きます。以下この欄において同じとしま

す。）の電話番号等若しくは専用回線等接続サービスの契約者識別番号等又は当社が別に定める

協定事業者が提供する電気通信サービスの番号をいいます。以下この欄において同じとします。）によ

る通信（当社が別に定める通信を除きます。以下この欄において同じとします。）に関する料金の月

間累計額（他社相互接続通信に係る料金等通信料に合算して請求するものであって、当社が別に

定めるものを含み、(8)の２に規定する料金を除きます。）をいいます。以下この欄から(15)欄におい

て同じとします。）について、同表に規定する額の割引を行うことをいいます。 

表（略） 

 イ～エ（略） 

 オ 当社は、本割引の適用を受けているＦＯＭＡについて、契約者から本割引の適用を廃止する申出

があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、本割引の適用を廃止します。 

 （ア）第１種一般契約若しくは第１種定期契約に係る名義変更があったとき。 

 （イ）～(ウ)（略） 

 カ～サ（略） 

 （注1）～（注2）（略） 

(13) 複数回線複合割

引の適用を受けている

ＦＯＭＡに係る通信

料の適用 

ア（略） 

イ アの規定にかかわらず、複数回線複合割引の適用を受けているＦＯＭＡ（総合利用プラン又は限

定利用プランに係るものに限ります。）が、１年定期契約に係るものであって、その契約に係る経過期

間（第１（基本使用料）の１の(2)に規定するものをいいます。）が120ヶ月超であるとき又は基

本使用料の料金種別がＦＯＭＡキッズケータイプラスを選択しているときは、そのＦＯＭＡの契約者

回線から指定割引回線群に係る契約者回線への通信（当社が別に定める通信を除きます。）に関

する料金について、次表のとおり取扱います。 

 表（略） 

 ウ～キ（略） 

 ク アからオの規定によるほか、指定割引回線群に属するＦＯＭＡ（第２種契約者に限ります。）のパ

ケット通信モードによる通信の料金のうち、指定割引回線群を構成する他の契約者回線等のｉモード

機能又はspモード機能に係るメールアドレスを、送信先又は送信元とするⅰモード電子メールの送受

信に関する通信の料金については、カの規定に準じて取り扱います。 

 

 

 

 （注1）～（注2）（略） 

(14) ２年定期契約等

に係る通信料月極割

引（ビジネス通話割

引）の適用 

ア ２年定期契約等に係る通信料月極割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、２年

定期契約（ビジネス割50に係るものに限ります。）又は第２種定期契約を締結しているＦＯＭＡ契

約者が、次表に規定する定額料を支払うことにより、そのＦＯＭＡが属する割引回線群（以下この欄

において「指定割引回線群」といいます。）に係る契約者回線又はその他の契約者回線等への通信

（当社が別に定める通信を除きます。）に関する料金について、その月間累計額から同表に規定する
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額の割引を行うことをいいます。 

表（略） 

 イ この欄において指定割引回線群とは、本割引を選択するＦＯＭＡ及びＸｉ（同一の契約者（契

約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を含みま

す。）に係るものに限ります。以下この欄において「Ｘｉ等」といいます。）により構成される回線群をい

います。 

ウ 本割引を選択するときは、あらかじめ１の指定割引回線群（その契約者が提供を受けているＦＯＭ

Ａ等により構成されるものに限ります。）を指定して当社に申し出ていただきます。 

エ（略） 

オ 本割引は、アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は選択することができません。 

（ア）～（ウ）（略） 

（エ）本割引を選択した場合において、指定割引回線群に係るＦＯＭＡ等の数が２以上1,000以下

とならないとき。 

（オ）～（カ）（略） 

カ（略） 

 キ 当社は、本割引を選択している契約者から、この取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のい

ずれかに該当する場合には、本割引を廃止します。 

 (ア) ビジネス割50以外の２年定期契約に変更したとき。 

(イ)～(カ)（略）  

 ク～シ（略）  

 ス 当社は、本割引に係る１の指定割引回線群を構成するＦＯＭＡ等に関するＦＯＭＡ契約者若し

くはＸｉ契約者又はその指定割引回線群を指定して本割引を選択する申出をすることができる者

（以下この欄において「ＦＯＭＡ契約者等といいます。」）に対し、そのＦＯＭＡ契約者等がＸｉサ

ービス契約約款に規定する複数回線複合割引等の適用を受けているＸｉに係る基本使用料割引

又は特定Ｘｉ等のＸｉに係る基本使用料割引の適用を受けることとなるときのその割引額又は割引

予定額を確認することを目的として、その指定割引回線群を構成するＸｉ等に係る契約に関する事

項を開示することがあります。 

 （注）（略） 

(15)～(21)（略） （略） 

(22) 付加機能の利用

に係る定額通信料の

適用等 

ア （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 当社は、番号変換機能の廃止があった場合には、そのＦＯＭＡに係るＦＯＭＡオフィスリンク定額を廃

止します。 

 

 

ウ ＦＯＭＡを利用することができない期間があった場合のＦＯＭＡオフィスリンク定額に係る定額通信料

の取扱いについては、ＦＯＭＡの基本使用料の取扱いに準ずるものとします。 

 

額の割引を行うことをいいます。 

表（略） 

 イ この欄において指定割引回線群とは、本割引を選択するＦＯＭＡ及びＸｉ（同一の契約者（契

約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を含みま

す。以下ウ及びエにおいて同じとします。）に係るものに限ります。）により構成される回線群をいいま

す。 

ウ 本割引を選択するときは、あらかじめ１の指定割引回線群（その契約者が提供を受けているＦＯＭ

Ａにより構成されるものに限ります。）を指定して当社に申し出ていただきます。 

エ（略） 

オ 本割引は、アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は選択することができません。 

（ア）～（ウ）（略） 

（エ）本割引を選択した場合において、指定割引回線群に係るＦＯＭＡ及びＸｉの数が２以上

1,000以下とならないとき。 

（オ）～（カ）（略） 

カ（略） 

 キ 当社は、本割引を選択している契約者から、この取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のい

ずれかに該当する場合には、本割引を廃止します。 

 (ア) ビジネス割50以外の２年定期契約又は第２種定期契約以外に変更したとき。 

(イ)～(カ)（略）  

 ク～シ（略）  

 ス 第２種定期契約者は、アに規定する割引を適用しないものとし、定額料の支払いを要しません。 

 ただし、本割引を選択している契約者がビジネス割50に係る第１種定期契約の解除と同時に第２

種定期契約（総合利用プランに限ります。）を締結したとき又は第２種定期契約（総合利用プラン

に限ります。）の解除と同時にビジネス割50に係る第１種定期契約を締結したときは当社が別に定め

る方法により算定した額を適用します。 

 

 

 （注）（略） 

(15)～(21)（略） （略） 

(22) 付加機能の利用

に係る定額通信料の

適用等 

ア （略） 

イ ＦＯＭＡ契約者は、別表２（付加機能）に規定する外線発信機能の請求を行ったときは、その機能

の利用に係る通信について、請求を行った区分に応じて、次表に規定する定額通信料を適用する取扱い

（以下「外線発信オプション定額」といいます。）を選択したことになります。 

１契約ごとに  

区     分 定額通信料（月額） 

外線発信オプ

ション定額 

タイプＡ 税抜額 500 円 (税込額 540 円) 

タイプＢ 税抜額 1,500 円 (税込額 1,620 円) 

ウ 当社は、番号変換機能の廃止があった場合には、そのＦＯＭＡに係るＦＯＭＡオフィスリンク定額及び

外線発信オプション定額を廃止します。 

エ 当社は、外線発信機能の廃止があった場合には、そのＦＯＭＡに係る外線発信オプション定額を廃止

します。 

オ ＦＯＭＡを利用することができない期間があった場合のＦＯＭＡオフィスリンク定額及び外線発信オプシ

ョン定額に係る定額通信料の取扱いについては、ＦＯＭＡの基本使用料の取扱いに準ずるものとしま

す。 
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エ （略） 

オ エに規定する場合を除き、定額通信料については日割しません。 

(23)～(25) （略） （略） 

 

 

 ２ 料金額 

         ２－１ 通話モードに係るもの 

            ２－１－１ ２－１－２以外のもの 

             (1) (2)以外のもの 

               ア イ以外のもの 

 

料 金 種 別 

料  金  額 

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡ 

通信料 

ＦＯＭＡからの通信  

 
（略） （略） 

キッズケータイプラン （略） 

イ （略） 

 

(2) ワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係るもの 

ア （略） 

 

イ ア以外のもの 

              (ア) (イ)以外のもの 

 

料 金 種 別 

料  金  額 

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡ 

通信料 

ＦＯＭＡからの通信  

 
（略） （略） 

  
キッズケータイプラン （略） 

 

(イ) （略） 

 

 

２－１－２ （略） 

カ （略） 

キ オに規定する場合を除き、定額通信料については日割しません。 

(23)～(25) （略） （略） 

 

 

 ２ 料金額 

         ２－１ 通話モードに係るもの 

          ２－１－１ ２－１－２以外のもの 

           (1) (2)以外のもの 

               ア イ以外のもの 

 

料 金 種 別 

料  金  額 

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡ 

通信料 

ＦＯＭＡからの通信  

 （略） （略） 

  
ＦＯＭＡキッズケータイプラス （略） 

イ（略） 

 

(2) ワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係るもの 

ア（略） 

 

イ ア以外のもの 

                (ア) (イ)以外のもの 

 

料 金 種 別 

料  金  額 

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡ 

通信料 

ＦＯＭＡからの通信  

 
（略） （略） 

  
ＦＯＭＡキッズケータイプラス （略） 

 

(イ) （略） 

 

 

２－１－２ （略） 
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２－２ 64kb/sデジタル通信モードに係るもの 

２－２－１ ２－２－２以外のもの 

(1) (2)以外のもの 

料 金 種 別 

料  金  額 

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡ 

デジタル通信料 

ＦＯＭＡからの通信  

 （略） （略） 

  
キッズケータイプラン 20円(  21.6円） 

 (2)（略） 

 

２－２－２ （略） 

 

２－３ パケット通信モードに係るもの 

              (1) (2)以外のもの 

                ア イからエ以外のもの 

 

表（略） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 限定利用プランに係るもの 

１課金対象パケットごとに 

料   金   種   別 

料 金 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡパケット通信料 0.08円(0.0864 円) 

 

ウ データ専用プランに係るもの 

 

表（略） 

      

 

 

２－２ 64kb/sデジタル通信モードに係るもの 

２－２－１ ２－２－２以外のもの 

(1) (2)以外のもの 

料 金 種 別 

料  金  額 

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡ 

デジタル通信料 

ＦＯＭＡからの通信  

 （略） （略） 

  
ＦＯＭＡキッズケータイプラス 36円( 38.88円) 

 (2)（略） 

 

２－２－２ （略） 

 

２－３ パケット通信モードに係るもの 

              (1) (2)以外のもの 

                ア イからウ以外のもの 

① 第１種契約に係るもの 

表（略） 

                 ② 第２種契約に係るもの 

１課金対象パケットごとに 

料   金   種   別 

料 金 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡパケット通信料 0.08円(0.0864 円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ データ専用プランに係るもの 

① 第１種契約に係るもの 

表（略） 

                 ② 第２種契約に係るもの 
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ウ  (略) 

                (2) (略) 

 

２－４～２－５  (略) 

 

  第４ 定期契約等に係る解約金 

   １ 適用 

定 期 契 約 等 に 係 る 解 約 金 の 適 用 

定期契約等に係る解約

金の適用除外 

ア 契約者は、次の場合には２（料金額）の規定にかかわらずその定期契約等に係る解約金の支払い

を要しません。 

(ア)（略）   

(イ) １年定期契約の解除と同時に新たに２年定期契約若しくはＦＯＭＡユビキタス定期契約又は

Ｘｉサービス契約約款に規定する定期契約若しくはＸｉユビキタス定期契約（トランシーバプラン

に係るものを除きます。）を締結するとき。 

 

 

 

 

 

(ウ) ２年定期契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡユビキタス定期契約又はＸｉサービス契約約款

に規定する定期契約を締結するとき。 

(エ) ＦＯＭＡユビキタス定期契約の解除と同時に新たに２年定期契約又はＸｉサービス契約約款

に規定する定期契約を締結するとき。 

 

(オ)（略） 

(カ) 定期契約等の解除と同時に一般契約又はＦＯＭＡユビキタス一般契約を締結し、第１（基本

使用料）に規定する身体障がい者等割引の適用を受けることとなるとき。 

(キ)（略）  

(ク) 第23条（定期契約の満了に伴う契約の更新等）の規定により、当社がＦＯＭＡに係る２年

定期契約を１年定期契約に更新した場合において、その２年定期契約の更新日を含む暦月又は

その翌暦月において、その１年定期契約の解除があったとき。 

 

 

 

 

 

 

 

１課金対象パケットごとに 

料   金   種   別 

料 金 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡパケット通信料 0.08円(0.0864 円) 

ウ  (略) 

(2) (略) 

 

２－４～２－５ (略) 
 

  第４ 定期契約等に係る解約金 

   １ 適用 

定 期 契 約 等 に 係 る 解 約 金 の 適 用 

定期契約等に係る解約

金の適用除外 

ア 契約者は、次の場合には２（料金額）の規定にかかわらずその定期契約等に係る解約金の支払い

を要しません。 

(ア)（略）   

(イ) １年定期契約の解除と同時に新たに総合利用プラン、限定利用プラン若しくはデータ専用プラン

に係る２年定期契約、第２種定期契約又はＸｉサービス契約約款に規定する第１種Ｘｉユビ

キタス定期契約を締結するとき。 

 

(ウ) 総合利用プラン若しくは限定利用プランに係る２年定期契約又は第２種定期契約の解除と同

時に新たにデータ専用プランに係る２年定期契約又は第２種定期契約を締結するとき。 

(エ) 第２種定期契約の解除と同時に新たにＸｉサービス契約約款に規定する第２種定期契約を

締結するとき 

(オ) 定期契約の解除と同時に新たに第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約（トランシーバプランに係る

ものを除きます。）又はＸｉに係る定期契約を締結するとき。 

(カ) 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約（お便りフォトプランフラットに限ります。）の解除と同時に新

たに第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約又はＸｉサービス契約約款に規定するユビキタス定期契

約を締結するとき。 

(キ)（略） 

(ク) 定期契約等の解除と同時に一般契約又は第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を締結し、第１

（基本使用料）に規定する身体障がい者等割引の適用を受けることとなるとき。 

(ケ)（略）  

(コ) 第23条（第１種定期契約の満了に伴う契約の更新等）の規定により、当社がＦＯＭＡに係

る２年定期契約を１年定期契約に更新した場合において、その２年定期契約の更新日を含む暦

月又はその翌暦月において、その１年定期契約の解除があったとき。 

(サ) 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約（トランシーバプランに係るものを除きます。）の解除と同時

に新たに２年定期契約又はＸｉサービス契約約款に規定する定期契約を締結するとき。 

(シ) 第23条の16（定期契約者が行うフリーコースの選択）に規定するフリーコースを選択している契

約者に係る定期契約の解除があったとき。 

(ス) 契約期間が起算日（第23条（第１種定期契約の満了に伴う契約の更新等）に規定するも

のをいいます。）から起算して２年を超えている第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の解除があっ

たとき。 
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(ケ) 契約期間が起算日（第23条（第１種定期契約の満了に伴う契約の更新等）に規定するも

のをいいます。）から起算して２年を超えている２年定期契約（限定利用プランに係るものに限り

ます。）の解除があったとき。 

 

 

 

 

 

 

(コ) タイプ2in1又はデータ専用プランに係る一般契約の解除と同時に新たにＸｉサービス契約約款に

規定するＸｉユビキタス定期契約を締結するとき。 

 イ （略） 

ウ イの場合において、当社は、次のいずれかに該当するときは、フラット型保留解約金の登録を削除しま

す。 

(ア)（略） 

(イ) １年定期契約の解除と同時に新たにタイプ2in1又はデータ専用プランに係る一般契約を締結し

たＦＯＭＡ契約者が、その一般契約の解除と同時に新たに定期契約、ＦＯＭＡユビキタス定期

契約（トランシーバプランに係るものを除きます。）又はＸｉサービス契約約款に規定する定期契

約を締結するとき。 

(ウ) ２年定期契約の解除と同時に新たにタイプ2in1又はデータ専用プランに係る一般契約を締結し

たＦＯＭＡ契約者が、その一般契約の解除と同時に新たに２年定期契約、ＦＯＭＡユビキタス

定期契約（トランシーバプランに係るものを除きます。）又はＸｉサービス契約約款に規定する定

期契約を締結するとき。 

(エ) その一般契約を締結した者又はその一般契約に係る登録利用者等の死亡に関する届出があっ

た場合であって、その死亡日から当社が定める期間内にその一般契約の解除があったとき。 

 

(オ) その一般契約を締結したＦＯＭＡ契約者が、身体障がい者等割引の適用を受けることとなると

き。 

(カ) その一般契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡユビキタス一般契約又はＸｉサービス契約約款に

規定する一般契約を締結する場合であって、この約款又はＸｉサービス契約約款に規定する身体

障がい者等割引の適用を受けることとなるとき。 

 エ （略） 

 オ アからエの規定によるほか、当社は、Ｘｉサービス契約約款の規定によりフラット型保留解約金が登録

されたタイプ2in1又はデータ専用プランに係る一般契約のＦＯＭＡについて、次のいずれかに該当する

ときは、フラット型保留解約金の登録を削除します。 

(ア)（略） 

(イ) その一般契約の解除と同時に新たにＸｉに係る定期契約、ＦＯＭＡに係る２年定期契約又は

ＦＯＭＡユビキタス定期契約（トランシーバプランに係るものを除きます。）を締結するとき。 

 

(ウ) その一般契約を締結した者又はその一般契約に係る登録利用者等の死亡に関する届出があった

場合であって、その死亡日から当社が定める期間内にその一般契約の解除があったとき。 

 

(エ) その一般契約に係るＦＯＭＡにおいて、身体障がい者等割引の適用を受けることとなるとき。 

 

(オ) その一般契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡユビキタス一般契約又はＸｉサービス契約約款に

規定する一般契約を締結する場合であって、この約款又はＸｉサービス契約約款に規定する身体

障がい者等割引の適用を受けることとなるとき。 

 カ オの場合において、契約者は、フラット型保留解約金に係る定期契約の満了日までの間に、新たに契

(セ) 契約期間が起算日（第23条（第１種定期契約の満了に伴う契約の更新等）に規定するも

のをいいます。）から起算して２年を超えている第２種ＦＯＭＡ定期契約（ＦＯＭＡキッズケー

タイプランに係るものに限ります。）の解除があったとき。 

(ソ) ＦＯＭＡ契約及びＸｉ契約に係る経過期間（料金表第１表第３の１（適用）の(8)の４

に定めるものをいいます。）が２年を超えているＦＯＭＡ契約者又はＸｉ契約者がＦＯＭＡ契

約に係る第１種一般契約若しくは第２種一般契約又はＸｉ契約に係る一般契約（Ｘｉサービ

ス契約約款に規定するものをいいます。）の解除と同時に新たに定期契約を締結した場合であっ

て、その一般契約の解除があった日を含む暦月の初日から起算して翌暦月の末日までの間に新た

に締結した定期契約の解除があったとき。 

(タ) タイプ2in1又はデータ専用プランに係る第１種一般契約の解除と同時に新たにＸｉサービス契

約約款に規定する第１種Ｘｉユビキタス定期契約を締結するとき。 

 イ （略） 

ウ イの場合において、当社は、次のいずれかに該当するときは、フラット型保留解約金の登録を削除しま

す。 

(ア)（略） 

(イ) １年定期契約の解除と同時に新たにタイプ2in1又はデータ専用プランに係る第１種一般契約を

締結したＦＯＭＡ契約者が、その第１種一般契約の解除と同時に新たに定期契約、第１種Ｆ

ＯＭＡユビキタス定期契約（トランシーバプランに係るものを除きます。）又はＸｉサービス契約約

款に規定する定期契約を締結するとき。 

(ウ) ２年定期契約の解除と同時に新たにタイプ2in1又はデータ専用プランに係る第１種一般契約を

締結したＦＯＭＡ契約者が、その第１種一般契約の解除と同時に新たに２年定期契約、第１

種ＦＯＭＡユビキタス定期契約（トランシーバプランに係るものを除きます。）又はＸｉサービス契

約約款に規定する定期契約を締結するとき。 

(エ) その第１種一般契約を締結した者又はその第１種一般契約に係る登録利用者等の死亡に関

する届出があった場合であって、その死亡日から当社が定める期間内にその第１種一般契約の解

除があったとき。 

(オ) その第１種一般契約を締結したＦＯＭＡ契約者が、身体障がい者等割引の適用を受けること

となるとき。 

(カ) その第１種一般契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡユビキタス第１種一般契約又はＸｉサー

ビス契約約款に規定する一般契約を締結する場合であって、この約款又はＸｉサービス契約約款

に規定する身体障がい者等割引の適用を受けることとなるとき。 

 エ （略） 

 オ アからエの規定によるほか、当社は、Ｘｉサービス契約約款の規定によりフラット型保留解約金が登録

されたタイプ2in1又はデータ専用プランに係る第１種一般契約のＦＯＭＡについて、次のいずれかに

該当するときは、フラット型保留解約金の登録を削除します。 

(ア)（略） 

(イ) その第１種一般契約の解除と同時に新たにＸｉに係る定期契約、ＦＯＭＡに係る２年定期契

約又は第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約（トランシーバプランに係るものを除きます。）を締結

するとき。 

(ウ) その第１種一般契約を締結した者又はその第１種一般契約に係る登録利用者等の死亡に関

する届出があった場合であって、その死亡日から当社が定める期間内にその第１種一般契約の解

除があったとき。 

(エ) その第１種一般契約に係るＦＯＭＡにおいて、身体障がい者等割引の適用を受けることとなると

き。 

(オ) その第１種一般契約の解除と同時に新たに第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約又はＸｉサー

ビス契約約款に規定する一般契約を締結する場合であって、この約款又はＸｉサービス契約約款

に規定する身体障がい者等割引の適用を受けることとなるとき。 

 カ オの場合において、契約者は、フラット型保留解約金に係る定期契約の満了日までの間に、新たに契
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約した一般契約のＦＯＭＡの契約の解除又は基本使用料の料金種別の変更があったときは、オの

(イ)から(オ)のいずれかに該当する場合を除き、フラット型保留解約金を支払っていただきます。 

 キ（略） 

 ク キの場合において、当社は、次のいずれかに該当するときは、フラット型保留解約金の登録を削除しま

す。 

(ア)（略） 

(イ) 総合利用プランに係る２年定期契約の解除と同時に新たに総合利用プランに係る一般契約を締

結した場合であって、その一般契約の締結と同時に電話番号保管を請求したＦＯＭＡにおいて、

その一般契約の解除と同時に新たに２年定期契約又はＸｉに係る定期契約を締結するとき。 

 

(ウ)～(オ)（略） 

(カ) その一般契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡユビキタス一般契約又はＸｉに係る一般契約を

締結する場合であって、この約款又はＸｉサービス契約約款に規定する身体障がい者等割引の適

用を受けることとなるとき。 

 ケ～コ（略） 

 

   ２ 料金額 

１契約ごとに 

区       分 

解 約 金 の 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

（略） （略） 

２年定期契約又はＦＯＭＡユビキタス定期契約に係るもの （略） 

 

  第５ 手続きに関する料金 

   １ 適用 

手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用 

(1) 手続きに関する料金

の種別 

手続きに関する料金は、次のとおりとします。 

 
料金種別 内   容 

 

  
ア～ウ（略） （略） 

 

エ 携帯電話番号ポータビリティ

手数料 

第19条（第１種一般契約者が行う第１種一般契約の解

除）第２項又は第24条（その他の提供条件）の規定に

基づく申出をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料

金 

約した第１種一般契約のＦＯＭＡの契約の解除又は基本使用料の料金種別の変更があったとき

は、オの(イ)から(オ)のいずれかに該当する場合を除き、フラット型保留解約金を支払っていただきます。 

 キ（略） 

 ク キの場合において、当社は、次のいずれかに該当するときは、フラット型保留解約金の登録を削除しま

す。 

(ア)（略） 

(イ) 総合利用プランに係る２年定期契約又は第２種定期契約の解除と同時に新たに総合利用プラ

ンに係る一般契約を締結した場合であって、その一般契約の締結と同時に電話番号保管を請求し

たＦＯＭＡにおいて、その一般契約の解除と同時に新たに２年定期契約、第２種定期契約又は

Ｘｉに係る定期契約を締結するとき。 

(ウ)～(オ)（略） 

(カ) その一般契約の解除と同時に新たに第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約又はＸｉに係る一般

契約を締結する場合であって、この約款又はＸｉサービス契約約款に規定する身体障がい者等割

引の適用を受けることとなるとき。 

 ケ～コ（略） 

 

   ２ 料金額 

１契約ごとに 

区       分 

解 約 金 の 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

（略） （略） 

２年定期契約、第２種定期契約又は第２種ＦＯＭＡユビキタス

定期契約に係るもの 

（略） 

 

  第５ 手続きに関する料金 

   １ 適用 

手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用 

(1) 手続きに関する料金

の種別 

手続きに関する料金は、次のとおりとします。 

 
料金種別 内   容 

 

  
ア～ウ（略） （略） 

 

エ 携帯電話番号ポータビリティ

手数料 

第19条（第１種一般契約者が行う第１種一般契約の解

除）第２項又は第23条の２（その他の提供条件）の規

定に基づく申出をし、その承諾を受けたときに支払いを要する

料金 
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  オ 保管手数料 第14条の２（ＦＯＭＡの電話番号保管）に規定する電

話番号保管又は別表２（付加機能）に規定するメールア

ドレス保管（以下「電話番号保管等」といいます。）を行っ

ている期間において支払いを要する料金 

 

  
カ～キ（略） （略） 

 

     

(2) 契約事務手数料の

適用 

ア （略） 

イ １年定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たに２年定期契約を締結する場合及

び２年定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たに１年定期契約を締結する場合の

契約事務手数料については、(1)欄及び２（料金額）の規定にかかわらず、適用しません。 

ウ 総合利用プランに係る２年定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たにデータ専用

プランに係る２年定期契約を締結する場合、データ専用プランに係る２年定期契約を締結している者が

その契約の解除と同時に新たに総合利用プランに係る２年定期契約を締結する場合、定額データプラ

ンスタンダードに係る２年定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たに定額データプラン

スタンダード２、定額データプランフラット若しくは定額データプラン128Ｋに係る２年定期契約を締結す

る場合、定額データプランスタンダード２及び定額データプランフラット若しくは定額データプラン128Ｋに

係る２年定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たに定額データプランスタンダードに係

る２年定期契約を締結する場合の契約事務手数料については、(1)欄及び２（料金額）の規定にか

かわらず、適用しません。 

 

 

 

 

 エ～オ（略） 

(3)～(8)（略） （略） 

 

   ２ 料金額 

    ２－１ ２－２以外のもの 

料 金 種 別 単  位 

料 金 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

(1) 契約事務手数料  １契約ごとに （略） 

    

(2)～(6)（略） （略） （略） 

２－２ （略） 

 

  第６ （略） 

 

  オ 保管手数料 第14条の２（ＦＯＭＡの電話番号保管）若しくは第23

条の７（ＦＯＭＡの電話番号保管）に規定する電話番

号保管又は別表２（付加機能）に規定するメールアドレス

保管（以下「電話番号保管等」といいます。）を行っている

期間において支払いを要する料金 

 

  
カ～キ（略） （略） 

 

     

(2) 契約事務手数料の

適用 

ア （略） 

イ １年定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たに２年定期契約若しくは第２種定

期契約を締結する場合及び２年定期契約若しくは第２種定期契約を締結している者がその契約の解

除と同時に新たに１年定期契約を締結する場合の契約事務手数料については、(1)欄及び２（料金

額）の規定にかかわらず、適用しません。 

ウ 総合利用プランに係る２年定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たにデータ専用

プランに係る２年定期契約を締結する場合、データ専用プランに係る２年定期契約を締結している者

がその契約の解除と同時に新たに総合利用プランに係る２年定期契約を締結する場合、定額データプ

ランスタンダードに係る２年定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たに定額データプラ

ンスタンダード２、定額データプランフラット若しくは定額データプラン128Ｋに係る２年定期契約を締結

する場合、定額データプランスタンダード２、定額データプランフラット若しくは定額データプラン128Ｋに係

る２年定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たに定額データプランスタンダードに係る

２年定期契約を締結する場合及び総合利用プランに係る第２種定期契約を締結している者がその契

約の解除と同時に新たにデータ専用プランに係る第２種定期契約を締結する場合、データ専用プランに

係る第２種定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たに総合利用プランに係る第２

種定期契約を締結する場合の契約事務手数料については、(1)欄及び２（料金額）の規定にかかわ

らず、適用しません。 

 エ～オ（略） 

(3)～(8)（略） （略） 

 

   ２ 料金額 

    ２－１ ２－２以外のもの 

料 金 種 別 単  位 

料 金 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

(1) 契約事務手数料 ア イ以外のもの １契約ごとに （略） 

 イ 第２種ＦＯＭＡユビ

キタス契約に係るもの 

１契約ごとに 2,000円 (2,160円) 

(2)～(6)（略） （略） （略） 

２－２ （略） 

 

  第６ （略） 
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  第７ 請求書等の発行に関する料金 

   １ （略） 

 

   ２ 料金額 

    ２－１ ２－２以外のもの    

  表 （略） 

２－２ 限定利用プランに係るもの 

１契約について１通ごとに  

区       分 

手 数 料 の 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

請求書等発行

手数料 
請求書の発行に係るもの 150 円 ( 162 円) 

口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書

の発行に係るもの 
100 円 ( 108 円) 

  

 

 第２表～第３表（略） 

 

 

 第４表 国際アウトローミング利用料 

   １ 適用 

国際アウトローミング利用料の適用 

(1) 通信の種類 （略） 

(1)の２ 通信の条件 当社は、利用開始認証（(7)に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします｡)が完了した

時刻から起算してパケットパック海外オプション選択期間（(7)に規定するものをいいます。）が経過したと

きは、そのＦＯＭＡにおいて新たな利用開始認証が完了するまでの間又はパケットパック海外オプション

（(7)に規定するものをいいます。）が廃止されるまでの間、その国際アウトローミングに係る電気通信回

線との間における国際アウトローミングを利用したパケット通信モードによる通信の利用を停止します。 

 

 

 

 

(2)～(6)（略） 
（略） 

  

(7) パケットパック海外オ

プションの適用 

ア 当社は、パケット定額（料金表第１表第３（通信料）1（適用）の(7)の２に規定するものをいい

ます。）又は通則に規定する受付終了プラン（当社のインターネットホームページにて掲示するものに限

ります。以下この欄において同じとします。）を選択している場合であって、別表２に規定するspモード機

能（ｉモード機能、moperaU機能又はビジネスmoperaインターネット機能と同時に提供を受けてい

るものを除きます。以下この欄において同じとします。）の提供を受けているＦＯＭＡ契約者（当社が

指定するＦＯＭＡ契約者は除きます。以下この欄において同じとします。）が、次表に規定するパケット

 

  第７ 請求書等の発行に関する料金 

   １ （略） 

 

   ２ 料金額 

  

 表 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２表～第３表（略） 

 

 

 第４表 国際アウトローミング利用料 

   １ 適用 

国際アウトローミング利用料の適用 

(1) 通信の種類 
（略） 

(1)の２ 通信の条件 ア 当社は、利用開始認証（(7)に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします｡)が完了し

た時刻から起算してパケットパック海外オプション選択期間（(7)に規定するものをいいます。）が経過し

たときは、そのＦＯＭＡにおいて新たな利用開始認証が完了するまでの間又はパケットパック海外オプシ

ョン（(7)に規定するものをいいます。）が廃止されるまでの間、その国際アウトローミングに係る電気通

信回線との間における国際アウトローミングを利用したパケット通信モードによる通信の利用を停止しま

す。 

イ パケットパック海外オプションを選択している契約者が料金表第１表第３（通信料）１（適用）の

(7)の３のサに規定する128K通信の適用を受けている場合は、国際アウトローミングを利用したパケット

通信モードに係る通信の伝送速度は、(1)の規定にかかわらず、128kb/s以下となります。 

(2)～(6)（略） 
（略） 

  

(7) パケットパック海外オ

プションの適用 

ア 当社は、データ定額パック（第１表第３（通信料）の１（適用）の(7) の３に規定するものをい

います。）、パケット定額（料金表第１表第３（通信料）1（適用）の(7)の２に規定するものをい

います。）若しくは通則に規定する受付終了プラン（当社のインターネットホームページにて掲示するもの

に限ります。以下この欄において同じとします。）を選択している又は共有対象回線（料金表第３（通

信料）の１（適用）の(7)の４に規定するものをいいます。）である場合であって、別表２に規定する

spモード機能（ｉモード機能、moperaU機能又はビジネスmoperaインターネット機能と同時に提供
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パック海外オプション選択期間に応じた料金額を適用する取扱い（以下「パケットパック海外オプション」と

いいます。）を選択したときは、新たな利用開始認証が完了した場合において、別表９（国際アウトロ

ーミングに係る外国の電気通信事業者）のパケット通信モード欄において★又は☆が付された外国の電

気通信事業者が提供する国際アウトローミングを利用して行ったパケット通信モードによる通信（その利

用開始認証後、パケットパック海外オプション選択期間内にセッションの設定があった場合であって、spモ

ード機能を利用した通信に限ります。）について、第88条の２（国際アウトローミングの利用等）の規

定により測定した情報量を、日本国内で利用したとみなして、料金表第１表第３の通信料の１（適

用）の(7)のアに規定する累計課金対象パケット数に加算します。 

 

 

 表（略） 

 イ～カ（略） 

キ 当社は、パケットパック海外オプションを選択しているＦＯＭＡ契約者から、この取扱いを廃止する申

出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、パケットパック海外オプションを廃止します。 

(ア) パケット定額又は通則に規定する受付終了プランを選択していないとき。 

 

(イ)～(ウ)（略）  

ク（略） 

（注１）～（注２）（略） 

  

 

   ２ （略） 

 

 

 第５表～第６表（略） 

 

 第７表 その他のサービスに関する料金等 

  第１～第２（略） 

 

  第３ 情報料 

   １ 適用 

情  報  料  の  適  用 

(1)～(2)（略） （略） 

(3) 情報料の減額適用 ア （略） 

イ ＦＯＭＡ契約締結後、そのＦＯＭＡにおいて最初にｉBodymo及びspモード機能の提供を

同時に受けることとなったときは、そのｉBodymoに係る情報料について、その日から起算して31

日間は支払いを要しないものとし、２（料金額）に規定する額から減額して適用します。 

 ただし、ｉBodymo又はspモード機能の提供を廃止することとなった場合は、この限りでありま

せん。 

 

ウ （略） 

エ ＦＯＭＡ契約締結後、そのＦＯＭＡ又は第２種ＦＯＭＡユビキタスにおいて最初にｉチャ

ネル及びspモード機能の提供を同時に受けることとなったときは、そのｉチャネルに係る情報料に

ついて、その日から起算して31日間は支払いを要しないものとし、２（料金額）に規定する額

から減額して適用します。 

を受けているものを除きます。以下この欄において同じとします。）の提供を受けているＦＯＭＡ契約者

（当社が指定するＦＯＭＡ契約者は除きます。以下この欄において同じとします。）が、次表に規定す

るパケットパック海外オプション選択期間に応じた料金額を適用する取扱い（以下「パケットパック海外オ

プション」といいます。）を選択したときは、新たな利用開始認証が完了した場合において、別表９（国

際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者）のパケット通信モード欄において★又は☆が付された

外国の電気通信事業者が提供する国際アウトローミングを利用して行ったパケット通信モードによる通信

（その利用開始認証後、パケットパック海外オプション選択期間内にセッションの設定があった場合であっ

て、spモード機能を利用した通信に限ります。）について、第88条の２（国際アウトローミングの利用

等）の規定により測定した情報量を、日本国内で利用したとみなして、料金表第１表第３の通信料の

１（適用）の(7)のアに規定する累計課金対象データ量に加算します。 

 表（略） 

 
イ～カ（略） 

キ 当社は、パケットパック海外オプションを選択しているＦＯＭＡ契約者から、この取扱いを廃止する申

出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、パケットパック海外オプションを廃止します。 

(ア) データ定額パック、パケット定額若しくは通則に規定する受付終了プランを選択していないとき又は共

有対象回線でないとき。 

(イ)～(ウ)（略）  

ク（略） 

（注１）～（注２）（略） 

  

 

   ２ （略） 

 

 

 第５表～第６表（略） 

 

 第７表 その他のサービスに関する料金等 

  第１～第２（略） 

 

  第３ 情報料 

   １ 適用 

情  報  料  の  適  用 

(1)～(2)（略） （略） 

(3) 情報料の減額適用 ア （略） 

イ ＦＯＭＡ又は第２種ＦＯＭＡユビキタス契約締結後、そのＦＯＭＡ又は第２種ＦＯＭＡ

ユビキタスにおいて最初にｉBodymo及びspモード機能の提供を同時に受けることとなったとき

は、そのｉBodymoに係る情報料について、その日から起算して31日間は支払いを要しないも

のとし、２（料金額）に規定する額から減額して適用します。 

 ただし、ｉBodymo又はspモード機能の提供を廃止することとなった場合は、この限りでありま

せん。 

ウ （略） 

エ ＦＯＭＡ又は第２種ＦＯＭＡユビキタス契約締結後、そのＦＯＭＡ又は第２種ＦＯＭＡ

ユビキタスにおいて最初にｉチャネル及びspモード機能の提供を同時に受けることとなったときは、

そのｉチャネルに係る情報料について、その日から起算して31日間は支払いを要しないものとし、

２（料金額）に規定する額から減額して適用します。 
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 ただし、ｉチャネル又はspモード機能の提供を廃止することとなった場合は、この限りでありませ

ん。 

オ～キ（略） 

  

   ２ （略） 

 

  第４～第５（略） 

 

 別表１ （略） 

 

 別表２ 付加機能 

種       類 提供条件 

１～６（略） （略） 

７ ｉモード機能 

(1)～(8)（略） 

(1)～(40)（略） 

(41) 当社は、契約者から第14条の２（ＦＯＭＡの電話番号

保管）に規定する電話番号保管の請求と同時に請求があった

場合に限り、ｉモード電子メールのメールアドレス保管（そのメ

ールアドレスを、他に転用することなく、請求があった日から一定

期間、この機能を利用できないようにすることをいいます。以下こ

の欄において同じとします。）を行います。 

 

(42)～(46)（略） 

（注１）～（注２）（略） 

８～９（略） （略） 

10 グループ機能 

 専用回線等接続サービス（当社が別に定める機能を利用

するものに限ります｡)に係る接続点との間の通信を行うことが

できるようにする機能をいいます｡ 

(1) ＦＯＭＡ（共用ＦＯＭＡに係るもの及び料金表第１表第

３（通信料）の１（適用）の(7)の２に規定するらくらくパ

ケ・ホーダイを選択しているものを除きます。）及びＦＯＭＡユ

ビキタス（当社が別に定めるものに限ります。）に限り提供しま

す。 

(2)～(3)（略） 

11～12（略）  

13～30（略） （略） 

31 番号変換機能（ＦＯＭＡオフィスリンク） 

(1)～(4)（略）  

(1) ＦＯＭＡ（共用ＦＯＭＡに係るものを除きます。）に限り

提供します。 

 

(２)～(4)（略） 

(5) 契約者は、第９種接続装置に係る契約者がＸｉ等内線番

号を登録する場合又は海外転送機能の利用に係る請求を行

う場合は、第５（手続きに関する料金）に規定する手続きに

関する料金の支払いを要します。 

(6)～(11)（略） 

32 （略）  （略） 

 ただし、ｉチャネル又はspモード機能の提供を廃止することとなった場合は、この限りでありませ

ん。 

オ～キ（略） 

  

   ２ （略） 

 

  第４～第５（略） 

 

 別表１ （略） 

 

 別表２ 付加機能 

種       類 提供条件 

１～６（略） （略） 

７ ｉモード機能 

(1)～(8)（略） 

(1)～(40)（略） 

(41) 当社は、契約者から第14条の２（ＦＯＭＡの電話番号

保管）又は第23条の６（ＦＯＭＡの電話番号保管）に規

定する電話番号保管の請求と同時に請求があった場合に限

り、ｉモード電子メールのメールアドレス保管（そのメールアドレス

を、他に転用することなく、請求があった日から一定期間、この機

能を利用できないようにすることをいいます。以下この欄において

同じとします。）を行います。 

(42)～(46)（略） 

（注１）～（注２）（略） 

８～９（略） （略） 

10 グループ機能 

 専用回線等接続サービス（当社が別に定める機能を利用

するものに限ります｡)に係る接続点との間の通信を行うことが

できるようにする機能をいいます｡ 

(1) ＦＯＭＡ（共用ＦＯＭＡに係るもの及び料金表第１表第

３（通信料）の１（適用）の(7)の２に規定するらくらくパ

ケ・ホーダイ又は(7)の３に規定するＦＯＭＡらくらくパックを選

択しているものを除きます。）及びＦＯＭＡユビキタス（当社

が別に定めるものに限ります。）に限り提供します。 

(2)～(3)（略） 

11～12（略）  

13～30（略） （略） 

31 番号変換機能（ＦＯＭＡオフィスリンク） 

(1)～(4)（略）  

(1) ＦＯＭＡ（共用ＦＯＭＡに係るものを除きます。）又はＦ

ＯＭＡユビキタス（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るもの

に限ります。）に限り提供します。 

(２)～(4)（略） 

(5) 契約者は、第９種接続装置に係る契約者がＸｉ等内線番

号を登録する場合、外線発信機能又は海外転送機能の利用

に係る請求を行う場合は、第５（手続きに関する料金）に規

定する手続きに関する料金の支払いを要します。 

(6)～(11)（略） 

32 （略）  （略） 
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33 spモード機能 

(1)～(9)（略） 

(1)～(39)（略） 

(40) 当社は、契約者から第14条の２（ＦＯＭＡの電話番号

保管）に規定する電話番号保管の請求と同時に請求があった

場合に限り、spモード電子メールのメールアドレス保管（そのメ

ールアドレスを、他に転用することなく、請求があった日から一定

期間、この機能を利用できないようにすることをいいます。以下こ

の欄において同じとします。）を行います。 

 

(41)～(49)（略） 

（注１）～（注３）（略） 

34～45（略） （略） 

 

 別表３～別表８（略） 

 

 

別表７ 他社相互接続通信に係る協定事業者 

協定事業者 内  容 

１ （略） （略） 

２ ＰＨＳ事業者 電気通信番号規則（令和元年総務省令第 4 号）に規定する電気通信

番号を用いてＰＨＳサービスを提供する協定事業者 

３ 携帯電話事業者 電気通信番号規則（令和元年総務省令第 4 号）に規定する電気通信

番号を用いて携帯電話サービスを提供する協定事業者 

４ （略） （略） 

（注） （略） 

 

別表８ （略） 

別表 9 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 

 

１ ２以外のもの 

 

地域 事業者名  

 

（略） 

通話モード 
64kb/s デジタ

ル通信モード 

データ通信モー

ド 

ショートメッセージ通

信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
方 

（略） 

33 spモード機能 

(1)～(9)（略） 

(1)～(39)（略） 

(40) 当社は、契約者から第14条の２（ＦＯＭＡの電話番号

保管）又は第23条の６（ＦＯＭＡの電話番号保管）に規

定する電話番号保管の請求と同時に請求があった場合に限

り、spモード電子メールのメールアドレス保管（そのメールアドレ

スを、他に転用することなく、請求があった日から一定期間、この

機能を利用できないようにすることをいいます。以下この欄におい

て同じとします。）を行います。 

(41)～(49)（略） 

（注１）～（注３）（略） 

34～45（略） （略） 

 

 別表３～別表６（略） 

 

 

別表７ 他社相互接続通信に係る協定事業者 

協定事業者 内  容 

１ （略） （略） 

２ ＰＨＳ事業者 電気通信番号規則第９条第３号に規定する電気通信番号を用 

いてＰＨＳサービスを提供する協定事業者 

３ 携帯電話事業者 電気通信番号規則第９条第３号に規定する電気通信番号を用 

いて携帯電話サービスを提供する協定事業者 

４ （略） （略） 

（注） （略） 

 

別表 8 （略） 

別表 9 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 

 

１ ２以外のもの 

 

地域 事業者名  

 

（略） 

通話モード 
64kb/s デジタ

ル通信モード 

データ通信モー

ド 

ショートメッセージ通

信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
方 

（略） 
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ア
ジ
ア
地
方 

（略） 

ラオス人民民主共

和国 

Lao 

Telecommunication 

Public Company 

（略） （略） （略） （略） 

 （略） （略） 

（略） 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
方 

オーストラリア連邦 （略） （略） 

キリバス共和国 

Amalgamated 

Telecom Holdings 

Kiribati Limited 

△５ － △Ａ △ 

クック諸島 （略） （略） 

（略） 

ア
ジ
ア
地
方 

（略） 

ラオス人民民主共

和国 

Lao 

Telecommunications, 
（略） （略） （略） （略） 

 （略） （略） 

（略） 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
方 

オーストラリア連邦 （略） （略） 

      

クック諸島 （略） （略） 

（略） 
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方 

（略） 

ア
フ
リ
カ
地
方 

（略） 

（略） 

 

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、令和元年 7 月 31 日までの間において提供開始予定であり、それぞれ 

提供が開始されたときにはインターネット等を利用してそのことを掲示します。 

２ （略） 

 

別表 10 通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る取扱地域 

 

１ 通話モードに係るもの 

  区  分 取   扱   地   域 

（略） （略） 

オセアニア地方 オーストラリア連邦（７）、△キリバス共和国（７）、クック諸島（７）、クリスマス島

（７）、サモア独立国（７）、ソロモン諸島（７）、トンガ王国（７）、ナウル共和国

（７）、ニューカレドニア（７）、ニュージーランド（７）、バヌアツ共和国（７）、パプアニュ

ーギニア独立国（４）、パラオ共和国（５）、フィジー共和国（７）、仏領ポリネシア

（７）、△米領サモア（４）ミクロネシア連邦（４） 

ヨーロッパ地方 アイスランド共和国（７ ただし、Landssími Íslands hf.の船舶に係る利用は６）、アイル

ランド（７）、アゼルバイジャン共和国（７）、アゾレス諸島（７）、アルバニア共和国

（７）、アルメニア共和国（７）、アンドラ公国（７）、イタリア共和国（７）、ウクライナ

（２）、ウズベキスタン共和国（２）、英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王

国）（７）、英領ジブラルタル（７）、エストニア共和国（７）、オーストリア共和国

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方 

（略） 

ア
フ
リ
カ
地
方 

（略） 

（略） 

 

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、令和元年 6 月 30 日までの間において提供開始予定であり、それぞれ 

提供が開始されたときにはインターネット等を利用してそのことを掲示します。 

２ （略） 

 

別表 10 通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る取扱地域 

 

１ 通話モードに係るもの 

  区  分 取   扱   地   域 

（略） （略） 

オセアニア地方 オーストラリア連邦（７）、クック諸島（７）、クリスマス島（７）、サモア独立国（７）、ソ

ロモン諸島（７）、トンガ王国（７）、ナウル共和国（７）、ニューカレドニア（７）、ニュー

ジーランド（７）、バヌアツ共和国（７）、パプアニューギニア独立国（４）、パラオ共和国

（５）、フィジー共和国（７）、仏領ポリネシア（７）、△米領サモア（４）ミクロネシア連

邦（４） 

ヨーロッパ地方 アイスランド共和国（７ ただし、Landssími Íslands hf.の船舶に係る利用は６）、アイル

ランド（７）、アゼルバイジャン共和国（７）、アゾレス諸島（７）、アルバニア共和国

（７）、アルメニア共和国（７）、アンドラ公国（７）、イタリア共和国（７）、ウクライナ

（２）、ウズベキスタン共和国（２）、英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王

国）（７）、英領ジブラルタル（７）、エストニア共和国（７）、オーストリア共和国
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（７）、オランダ王国（７）、カザフスタン共和国（７）、カナリア諸島（７）、ガーンジー

（７）、キプロス共和国（７）、ギリシャ共和国（７）、キルギス共和国（２）、グリーンラ

ンド（７）、クロアチア共和国（７）、サンマリノ共和国（７）、ジャージー（７）、ジョージ

ア（７）、スイス連邦（７ ただし、OnAirSwitzerland Sarl  の利用は６）、スウェーデン

王国（７）、スペイン（７）、スペイン領北アフリカ（７）、スロバキア共和国（７）、スロベ

ニア共和国（７）、セルビア共和国（７）、タジキスタン共和国（２）、チェコ共和国

（７）、デンマーク王国（７）、ドイツ連邦共和国（７）、トルクメニスタン（５）、トルコ共

和国（７）、ノルウェー王国（７ ただしAeroMobile AS,及びTelenor Maritime ASの利

用は６）、バチカン市国（７）、ハンガリー（７）、フィンランド共和国（７）、フェロー諸島

（７）、フランス共和国（７）、ブルガリア共和国（７）、ベラルーシ共和国（７）、ベルギ

ー王国（７）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（７）、ポーランド共和国（７）、ポルトガル共和国

（７）、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国（２）、マディラ諸島（７）、マルタ共和国（７ 

ただし、Vodafone Malta Limitedの船舶に係る利用は６）、マン島（７）、モナコ公国

（７）、モルドバ共和国（７）、モンテネグロ（７）、ラトビア共和国（７）、リトアニア共和

国（７）、リヒテンシュタイン公国（７）、ルクセンブルク大公国（７）、ルーマニア（７）、

ロシア（７） 

（略） （略） 

 

 

２ 64kb/sデジタル通信モードに係るもの 

  区  分 取   扱   地   域 

（略） （略） 

ヨーロッパ地方 アゾレス諸島（３）、イタリア共和国（３）、英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合

王国）（３）、エストニア共和国（３）、オーストリア共和国（３）、オランダ王国（３）、

カナリア諸島（３）、キプロス共和国（３）、ギリシャ共和国（３）、クロアチア共和国

（３）、サンマリノ共和国（３）、スイス連邦（３）、スウェーデン王国（３）、スペイン

（３）、スペイン領北アフリカ（３）、スロバキア共和国（３）、スロベニア共和国（３）、

デンマーク王国（３）、ドイツ連邦共和国（３）、トルコ共和国（３）、ノルウェー王国

（３）、バチカン市国（３）、ハンガリー（３）、フランス共和国（３）、フィンランド共和国

（３）、ブルガリア共和国（３）、ベルギー王国（３）、ポーランド共和国（３）、ポルトガ

ル共和国（３）、マディラ諸島（３）、ルーマニア（３）、ルクセンブルク大公国（３） 

（７）、オランダ王国（７）、カザフスタン共和国（７）、カナリア諸島（７）、ガーンジー

（７）、キプロス共和国（７）、ギリシャ共和国（７）、キルギス共和国（２）、グリーンラ

ンド（７）、クロアチア共和国（７）、コソボ共和国（７）、サンマリノ共和国（７）、ジャ

ージー（７）、ジョージア（７）、スイス連邦（７ ただし、OnAirSwitzerland Sarl  の利

用は６）、スウェーデン王国（７）、スペイン（７）、スペイン領北アフリカ（７）、スロバキア

共和国（７）、スロベニア共和国（７）、セルビア共和国（７）、タジキスタン共和国

（２）、チェコ共和国（７）、デンマーク王国（７）、ドイツ連邦共和国（７）、トルクメニ

スタン（５）、トルコ共和国（７）、ノルウェー王国（７ ただしAeroMobile AS,及び

Telenor Maritime ASの利用は６）、バチカン市国（７）、ハンガリー（７）、フィンランド

共和国（７）、フェロー諸島（７）、フランス共和国（７）、ブルガリア共和国（７）、ベラ

ルーシ共和国（７）、ベルギー王国（７）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（７）、ポーランド共和

国（７）、ポルトガル共和国（７）、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国（２）、マディラ諸

島（７）、マルタ共和国（７ ただし、Vodafone Malta Limitedの船舶に係る利用は

６）、マン島（７）、モナコ公国（７）、モルドバ共和国（７）、モンテネグロ（７）、ラト

ビア共和国（７）、リトアニア共和国（７）、リヒテンシュタイン公国（７）、ルクセンブルク大

公国（７）、ルーマニア（７）、ロシア（７） 

（略） （略） 

 

 

２ 64kb/sデジタル通信モードに係るもの 

  区  分 取   扱   地   域 

（略） （略） 

ヨーロッパ地方 アゾレス諸島（３）、イタリア共和国（３）、英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合

王国）（３）、エストニア共和国（３）、オーストリア共和国（３）、オランダ王国（３）、

カナリア諸島（３）、キプロス共和国（３）、ギリシャ共和国（３）、クロアチア共和国

（３）、コソボ共和国（３）、サンマリノ共和国（３）、スイス連邦（３）、スウェーデン王

国（３）、スペイン（３）、スペイン領北アフリカ（３）、スロバキア共和国（３）、スロベニ

ア共和国（３）、デンマーク王国（３）、ドイツ連邦共和国（３）、トルコ共和国（３）、

ノルウェー王国（３）、バチカン市国（３）、ハンガリー（３）、フランス共和国（３）、フィ

ンランド共和国（３）、ブルガリア共和国（３）、ベルギー王国（３）、ポーランド共和国

（３）、ポルトガル共和国（３）、マディラ諸島（３）、ルーマニア（３）、ルクセンブルク大

公国（３） 
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（略） （略） 

（注）取扱地域に△印が付されているものについては、令和元年 7 月 31 日までの間において取扱開始予定であり、それぞれ取扱いが

開始されたときにはインターネット等を利用してそのことを掲示します。 

 

 

 

     附 則（令和元年５月 21 日経企第 406 号） 

  （実施期日） 

 １ この改正規定は、令和元年６月１日から実施します。 

    ただし、この改正規定中、複数回線複合割引に係る割引回線群を構成する割引選択回線に係る契約に関する事項の開示及び定

期契約に係る通信料月極割引の指定割引回線群を構成するＸｉ等に係る契約に関する事項の開示に関する部分については、令和

元年５月 22 日から実施します。 

  （料金の支払いに関する経過措置） 

 ２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとお

りとします。 

  （ＦＯＭＡ契約及びＦＯＭＡユビキタス契約に係る経過措置） 

 ３ この改正規定実施の際現に、当社が定めるＦＯＭＡサービス契約約款の規定により締結されている次の表の左欄の契約は、この改

正実施の日において、当社と締結した同表の右欄の契約に移行したものとみなします。 

ＦＯＭＡ契約 

 第 1 種契約 

第 1 種一般契約 

   第 1 種定期契約 

ＦＯＭＡユビキタス契約 

 第１種ＦＯＭＡユビキタス契約 

第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約 

 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約 

ＦＯＭＡ契約 

 

一般契約 

定期契約 

ＦＯＭＡユビキタス契約 

  

ＦＯＭＡユビキタス一般契約 

ＦＯＭＡユビキタス定期契約 

  （ＦＯＭＡカケホーダイプラン等に係る経過措置） 

 4 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているＦＯＭＡカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、ＦＯＭＡカケホーダ

イプラン（ケータイ）、ＦＯＭＡキッズケータイプラス、ＦＯＭＡデータプラン（スマホ／タブ）及びＦＯＭＡデータプラン（ルーター）

（以下この附則において「ＦＯＭＡカケホーダイプラン等」といいます。）のＦＯＭＡ（改正前の規定により契約の申込みの承諾を受

けているものを含みます。）の料金その他の提供条件は、次のとおりとします。 

(1) 基本使用料 

    ア 基本使用料は、この改正規定実施の際現に、改正前の規定により選択している基本使用料の料金種別に応じて次表に定める

額を適用します。 

１契約ごとに 

区       分 

料 金 額（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

Ｆ Ｏ

ＭＡ 

一般契約に係るもの ＦＯＭＡカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 4,200 円 (4,536 円) 

ＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ） 3,700 円 (3,996 円) 

ＦＯＭＡキッズケータイプラス 1,000 円 (1,080 円) 

ＦＯＭＡデータプラン（スマホ／タブ） 3,200 円 (3,456 円) 

（略） （略） 

（注）取扱地域に△印が付されているものについては、平成 31 年４月 30 日までの間において取扱開始予定であり、それぞれ取扱い

が開始されたときにはインターネット等を利用してそのことを掲示します。 
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ＦＯＭＡデータプラン（ルーター） 2,700 円 (2,916 円) 

定期契約に係るもの 
ＦＯＭＡカケホーダイプラン（スマホ／タブ） 2,700 円 (2,916 円) 

ＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ） 2,200 円 (2,376 円) 

ＦＯＭＡキッズケータイプラス 500 円 (  540 円) 

ＦＯＭＡデータプラン（スマホ／タブ） 1,700 円 (1,836 円) 

ＦＯＭＡデータプラン（ルータ） 1,200 円 (1,296 円) 

    イ ＦＯＭＡカケホーダイプラン等に係る基本使用料については、料金表通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に

かかわらず、日割しません。 

    ウ 同一暦月内において、基本使用料の料金種別をＦＯＭＡカケホーダイプラン等（ＦＯＭＡキッズケータイプラスを除きます。）に

係る料金種別相互間で変更したときは、その変更があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用しま

す。 

    エ 同一暦月内において、ＦＯＭＡカケホーダイプラン等に係る定期契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡカケホーダイプラン等に係

る一般契約を締結又はＦＯＭＡカケホーダイプラン等に係る一般契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡカケホーダイプラン等に係

る定期契約を締結した場合であって、新たに契約を締結したＦＯＭＡの基本使用料の料金種別が、契約の解除があったＦＯＭ

Ａの基本使用料の料金種別と同一であるときは、その契約の解除があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金

額のみを適用します。 

    オ 同一暦月内において、Ｘｉサービス契約約款に規定するＸｉカケホーダイプラン等に係るＸｉ契約の解除と同時に新たにＦＯ

ＭＡカケホーダイプラン等に係るＦＯＭＡ契約を締結した場合であって、新たに契約を締結したＦＯＭＡの基本使用料の料金

種別が、契約の解除があったＸｉの基本使用料の料金種別と同一であるときは、その契約の解除があった暦月は基本使用料の

料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。 

    カ ＦＯＭＡ契約者は、一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結、

(8)に規定するフリーコースを選択若しくは廃止又は基本使用料の料金種別を変更する場合であって、当該月におけるＦＯＭＡ

契約の締結、フリーコースの選択若しくは廃止及び料金種別の変更の合計回数が当社が別に定める回数を超えるときは、料金表

第１表第５（手続きに関する料金）に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 

    キ アの表に規定するＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ）及びＦＯＭＡデータプラン（ルーター）は、当社が定める端末設備を

利用する場合において適用されます。 

    ク ＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ）又はＦＯＭＡデータプラン（ルーター）に係るＦＯＭＡの契約者回線に、当社が定め

る端末設備以外のものが接続されていることを当社が確認したときは、当社がその確認をした日を含む暦月の基本使用料に 500

円を加算します。この場合において、当社は暦月の初日から末日までの間において、ＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ）又は

ＦＯＭＡデータプラン（ルーター）が選択されているものとみなしてこの規定を適用します。 

    ケ ＦＯＭＡキッズケータイプラスの選択に係る申出を行うことができる者は、利用者（満 13 歳に満たない者に限ります。以下この欄

において同じとします。）のために申出を行う契約者であって、その利用者との関係が親子その他当社が定める基準に適合する者

に限り行うことができます。 

    コ 契約者は、ＦＯＭＡキッズケータイプラスの選択の申出を行うときは、１の利用者を指定し、第 88 条の４（利用者登録）に規

定する利用者登録を行っていただきます。 

    サ 当社は、次の全てに該当する場合に限り、ＦＯＭＡキッズケータイプラスを提供します。 

    （ア）料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(3)に規定する複数回線複合割引に係る割引選択回線であるとき。 

    （イ）(2)に規定する共有対象回線であるとき。 

    （ウ）その登録利用者が既に他の限定利用プランに係るＦＯＭＡに係る登録利用者でないとき。 

    （エ）コの規定により指定した利用者の利用者情報が登録されているとき。 

    シ ＦＯＭＡキッズケータイプラスに係るＦＯＭＡの契約者回線に、次表に定める端末設備が接続されていることを当社が確認した

ときは、当社がその確認をした日を含む暦月の基本使用料に次表に規定する区分に応じた料金額を加算します。この場合におい

て、当社は暦月の初日から末日までの間において、ＦＯＭＡキッズケータイプラスが選択されているものとみなしてこの規定を適用し
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ます。 

１契約ごとに 

区   分 

加 算 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

一般契約に係るもの 定期契約に係るもの 

当社が定めるインターネットホームページにおいてＦＯＭＡカケホーダ

イプラン（スマホ／タブ）向けに区分されるもの 
3,700 円( 3,996 円) 2,700 円( 2,916 円) 

当社が定めるインターネットホームページにおいてＦＯＭＡカケホーダ

イプラン（ケータイ）向けに区分されるもの 
3,200 円( 3,456 円) 2,200 円( 2,376 円) 

当社が定めるインターネットホームページにおいてＦＯＭＡデータプラ

ン（ルーター）向けに区分されるもの 
2,200 円( 2,376 円) 1,200 円( 1,296 円) 

上記以外のもの 
3,700 円( 3,996 円) 2,700 円( 2,916 円) 

    ス 当社は、シに規定する端末設備について区分の変更又は端末設備の追加を行うときは、個別に通知する方法又は当社が定め

るインターネットホームページにおいて掲示することとします。 

    セ 身体障がい者等割引（ハーティ割引）の適用は、次に定めるところによります。 

    （ア）（イ）以外のもの 

基本使用料の割引額（月額） 

1,700 円(税込額 1,836 円) 

    （イ）ＦＯＭＡキッズケータイプラスに係るもの 

基本使用料の割引額（月額） 

500 円(税込額  524 円) 

    ソ ＦＯＭＡカケホーダイプラン等に係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たに総合利用プランに係るＸｉ契約を締結したときは、そ

のＸｉ契約の締結のあった日を含む暦月の基本使用料について、継続して総合利用プランの選択があったものとみなして取り扱い

ます。 

  (2) 通信料 

    ア 通信料の額は、次の(ア)から(ウ)に定めるところによります。 

    （ア）通話モードに係るもの 

      ① ②以外のもの 

       Ａ Ｂ以外のもの      

料 金 種 別 

料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡ通信料 
ＦＯ ＭＡ からの

通信 
20 円 ( 21.6 円) 

       Ｂ ワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係るもの 

        ａ ワイドスター通信サービス契約約款に規定する第１種ワイドスターの契約者回線等への通信に係るもの 

料 金 種 別 

料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡ通信料 
ＦＯ ＭＡ からの

通信 
20 円 ( 21.6 円) 
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        ｂ ａ以外のもの 

料 金 種 別 

料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡ通信料 
ＦＯ ＭＡ からの

通信 
50 円 ( 54 円) 

      ② 相互接続通信に係るもの 

       Ａ Ｂ以外のもの 

        ａ ＦＯＭＡの契約者回線からの通信に係るもの 

料 金 種 別 
料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡ通信料 
ＦＯ ＭＡ からの

通信 
20 円 ( 21.6 円) 

        ｂ ＦＯＭＡサービスの契約者回線等への通信に係るもの 

         (ａ) (ｂ)以外のもの 

料 金 種 別 

料   金   額 

次の秒数までごとに税抜額 10 円 ( 税込額 10.8 円) 

ＦＯＭＡ通信料 
ＦＯＭＡへの通

信 
30 秒 

         (ｂ) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話の電話機等からの通信に係るもの 

料 金 種 別 

料   金   額 

次の秒数までごとに税抜額 10 円 ( 税込額 10.8 円) 

ＦＯＭＡ通信料 
ＦＯＭＡへの通

信 
15.5 秒 

       Ｂ ＫＤＤＩ株式会社との間に設置した相互接続点（当社が別に定める電気通信サービスに係るものに限ります。）への通

信に係るものその相互接続通信に伴うＫＤＤＩ株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表により算定した額から、Ｋ

ＤＤＩ株式会社の契約約款の規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額  

料 金 種 別 
料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡ通信料 
ＦＯ ＭＡ からの

通信 
20 円 ( 21.6 円) 

    （イ）64kb/s デジタル通信モードに係るもの 

      ① ②以外のもの            

料 金 種 別 

料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡデジタル通信

料 

ＦＯ ＭＡ からの

通信 
36 円 (38.88 円) 

      ② 相互接続通信に係るもの 

       Ａ Ｂ以外のもの 
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        ａ ＦＯＭＡの契約者回線からの通信に係るもの 

料 金 種 別 

料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡデジタル通信

料 

ＦＯ ＭＡ からの

通信 
36 円 (38.88 円) 

        ｂ ＦＯＭＡサービスの契約者回線等への通信に係るもの 

         (ａ) (ｂ)以外のもの 

   料 金 種 別 

料   金   額 

次の秒数までごとに税抜額 10 円 ( 税込額 10.8 円) 

ＦＯＭＡデジタル通信

料 

ＦＯＭＡへの通

信 
16.5 秒 

         (ｂ) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話の電話機等からの通信に係るもの 

料 金 種 別 

料   金   額 

次の秒数までごとに税抜額 10 円 ( 税込額 10.8 円) 

ＦＯＭＡデジタル通信

料 

ＦＯＭＡへの通

信 
8.5 秒 

       Ｂ ＫＤＤＩ株式会社との間に設置した相互接続点（当社が別に定める電気通信サービスに係るものに限ります。）への通

信に係るものその相互接続通信に伴うＫＤＤＩ株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表により算定した額から、Ｋ

ＤＤＩ株式会社の契約約款の規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額  

  料 金 種 別 

料   金   額 

30 秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡデジタル通信

料 

ＦＯ ＭＡ からの

通信 
36 円 (38.88 円) 

    （ウ）データ通信モードに係るもの 

１課金対象パケットごとに 

  料 金 種 別 

料   金   額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡデータ通信料 0.08 円 ( 0.0864 円) 

    （エ）ショートメッセージ通信モードによる通信の料金額については、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準

じて料金を適用します。 

    イ 基本使用料の料金種別がＦＯＭＡカケホーダイプラン（スマホ／タブ）又はＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ）（以下こ

の附則において「対象プラン」といいます。）のＦＯＭＡに係るＦＯＭＡ契約者は、通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードに

よる通信（（3）のアの（ア）及び（イ）（次の(ア)から(ク)のいずれかに該当する又は該当するおそれがある場合を除きま

す。）に規定する料金を適用する通信に限ります。）の料金について、その月間累計額（料金月単位で累計した額とし、対象プ

ランの選択前又は対象プラン以外への料金種別の変更後に利用した通信に係る料金額を除きます。）の支払いを要しません。 

    （ア）ワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係るもの、料金表第１表（料金）第３（通信料）の(21)のイの(ア)

から(ウ)に規定するワイドスター通信サービスの契約者回線への通信、当社が別に定める電話番号への通信に係るもの又は当

社が指定する電気通信事業者が提供する電気通信サービスへの通信等に係るものであるとき。 

    （イ）当社の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを生じさせるとき。 
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    （ウ）ＦＯＭＡサービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生

じるとき。 

    （エ）その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使

用して他人の通信を媒介したとき。 

    （オ）特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を得ているとき。 

    （カ）一方的な発信又は機械的な発信等により一定時間内に長時間又は多数の通信等を一定期間継続するものであるとき。 

    （キ）音声ガイダンスへの一方的又は長時間の通信を一定期間継続するとき。 

    （ク）その他当社の業務の遂行上支障が生じるとき。 

    ウ イの規定にかかわらず、ＦＯＭＡ契約者がイの(イ)から(ク)に規定する行為を一定期間継続する又は継続するおそれがあるとき

の、そのＦＯＭＡ契約者から行われる全ての通話モード又は64kb/sデジタル通信モードによる通信について、（3）のアの（ア）

及び（イ）に規定する料金を適用します。 

    エ 改正前の規定により提供されているシングルパック、ファミリーシェアパック、ビジネスシェアパック（以下この附則において「シングルパ

ック等」といいます。）の料金その他の提供条件は次のとおりとします。 

    （ア）シングルパック等に関する定額通信料については、次表のとおりとします。 

      ① ②以外のもの 

区   分 

定額通信料（月額） 

定額上限データ量 上限回線数 次の税抜額（かっこ内は税

込額） 

シ
ン
グ
ル

パ
ッ
ク 

ファミリーシング

ルパック 

ウルトラデータＬパック 6,000円 

( 6,480円) 

20ＧＢ 20 

ウルトラデータＬＬパック 8,000円 

( 8,640円) 

30ＧＢ 20 

 ビジネスシン

グルパック 

ウルトラデータＬパック 6,000円 

( 6,480円) 

20ＧＢ 10 

 ウルトラデータＬＬパック 8,000円 

( 8,640円) 

30ＧＢ 10 

フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ェ

ア
パ
ッ
ク 

ウルトラシェアパック30 13,500円 

(14,580円) 

30ＧＢ 20 

ウルトラシェアパック50 16,000円 

(17,280円) 

50ＧＢ 20 

ウルトラシェアパック100 25,000円 

(27,000円) 

100ＧＢ 20 

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ェ
ア

パ
ッ
ク 

ウルトラビジネスシェアパック30 13,500円 

(14,580円) 

30ＧＢ 20 

ウルトラビジネスシェアパック50 16,000円 

(17,280円) 

50ＧＢ 20 

ウルトラビジネスシェアパック100 25,000円 

(27,000円) 

100ＧＢ 30 

 

ビジネスシェアパック50 37,000円 

(39,960円) 

50ＧＢ 50 

 

ビジネスシェアパック70 51,500円 

(55,620円) 

70ＧＢ 70 

 ビジネスシェアパック100 73,000円 

(78,840円) 

100ＧＢ 100 

 ビジネスシェアパック150 109,000円 

(117,720円) 

150ＧＢ 150 

 ビジネスシェアパック200 145,000円 200ＧＢ 200 
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(156,600円) 

 ビジネスシェアパック250 180,000円 

(194,400円) 

250ＧＢ 250 

 ビジネスシェアパック300 215,000円 

(232,200円) 

300ＧＢ 300 

 ビジネスシェアパック400 280,000円 

(302,400円) 

400ＧＢ 400 

 ビジネスシェアパック500 345,000円 

(372,600円) 

500ＧＢ 500 

 ビジネスシェアパック700 480,000円 

(518,400円) 

700ＧＢ 700 

 ビジネスシェアパック1000 680,000円 

(734,400円) 

1000ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック1500 1,000,000円 

(1,080,000円) 

1500ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック2000 1,300,000円 

(1,404,000円) 

2000ＧＢ 1000 

 ビジネスシェアパック3000 1,900,000円

（2,052,000円) 

3000ＧＢ 1000 

 

      ②ベーシックパック及びバーシックシェアパックに係るもの 

区  分 データ量ステップ 定額上限デ

ータ量 

定額通信料 

（月額） 
上
限
回
線

数 

  次の税抜額（かっこ内は税

込額） 

シ
ン
グ
ル
パ
ッ
ク 

フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ン

グ
ル
パ
ッ
ク 

ベーシックパッ

ク 

ステップ１ １ＧＢまで 20ＧＢ 2,900円 

(3,132円) 

20 

 ステップ２ １ＧＢ超え 

３ＧＢまで 

20ＧＢ 4,000円 

 (4,320円) 

20 

 ステップ３ ３ＧＢ超え 

５ＧＢまで 

20ＧＢ 5,000円 

 (5,400円) 

20 

   ステップ４ ５ＧＢ超え 

20ＧＢまで 

20ＧＢ 7,000円 

 (7,560円) 

20 

 

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ン
グ

ル
パ
ッ
ク 

ベーシックパッ

ク 

ステップ１ １ＧＢまで 20ＧＢ 2,900円 

(3,132円) 

20 

 ステップ２ １ＧＢ超え 

３ＧＢまで 

20ＧＢ 4,000円 

 (4,320円) 

20 

 ステップ３ ３ＧＢ超え 

５ＧＢまで 

20ＧＢ 5,000円 

 (5,400円) 

20 

   ステップ４ ５ＧＢ超え 

20ＧＢまで 

20ＧＢ 7,000円 

 (7,560円) 

20 

フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ェ

ア
パ
ッ
ク 

ベーシックシェアパック ステップ１ ５ＧＢまで 30ＧＢ 6,500円 

 (7,020円) 

20 

ステップ２ ５ＧＢ超え 

10ＧＢまで 

30ＧＢ 9,000円  

(9,720円) 

20 

 ステップ３ 10ＧＢ超え 

15ＧＢまで 

30ＧＢ 12,000円 

 (12,960円) 

20 
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  ステップ４ 15ＧＢ超え 

30ＧＢまで 

30ＧＢ 15,000円 

 (16,200円) 

20 

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ェ
ア

パ
ッ
ク 

ベーシックシェアパック ステップ１ ５ＧＢまで 30ＧＢ 6,500円 

 (7,020円) 

20 

ステップ２ ５ＧＢ超え 

10ＧＢまで 

30ＧＢ 9,000円 

 (9,720円) 

20 

 ステップ３ 10ＧＢ超え 

15ＧＢまで 

30ＧＢ 12,000円 

(12,960円) 

20 

  ステップ４ 15ＧＢ超え 

30ＧＢまで 

30ＧＢ 15,000円 

 (16,200円) 

20 

    （イ）次のいずれかに該当するときは、シングルパック等を選択することができません。 

      ① ファミリーシングルパック又はファミリーシェアパックを選択するＦＯＭＡの契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認

める ものを含みます。以下この附則において同じとします。）のとき。 

      ② ビジネスシングルパック又はビジネスシェアパックを選択するＦＯＭＡの契約者名義が法人以外のとき。 

    （ウ）シングルパック等を選択しているＦＯＭＡ契約者は、（ア）に規定する区分の変更を行うことができます。この場合において、

変更後の区分は、その申出のあった日を含む料金月の翌料金月から適用します。 

    （エ）シングルパック等を選択している契約者は、そのシングルパック等に係る各料金月の定額上限データ量を当社が定める方法によ

り増加する申出を行うことができます。この場合において、当社はその申出があった日から、その申出のあった日を含む料金月以降

の料金月における定額上限データ量について、増加の申出があったデータ量（以下この附則において「指定追加データ量」といい

ます。）を加算した後の定額上限データ量を適用します。 

 ただし、指定追加データ量を変更する申出があったときは、その申出があった日を含む料金月の翌料金月から適用します。 

    （オ）（エ）の規定によるほか、シングルパック等を選択している契約者は、当社が別に定める方法により、そのシングルパック等に係

る各料金月の定額上限データ量を当社が定める方法により増加する申出を行うことができます。この場合において、当社はその

申出があった日から、当該料金月における定額上限データ量について、増加の申出があったデータ量（以下この附則においてに

おいて「追加データ量」といいます。）を加算した後の定額上限データ量を適用します。 

    （カ）（エ）又は（オ）に規定する申出を行う契約者が未成年であるときは、その契約者の親権者又は後見人の同意が必要とな

る場合があります。 

    （キ）当社は、シングルパック等の適用を受けているＦＯＭＡの累計課金対象データ量が、その契約者が選択しているシングルパッ

ク等に係る定額上限データ量（当該契約約款の規定により加算された１ＧＢの合計のデータ量（以下この附則において「付

与データ量」といいます。）、指定追加データ量、追加データ量又はタ若しくはチの規定により繰越データ量があるときは、その定

額上限データ量にその付与データ量、指定追加データ量、追加データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ量とします。）

を超えたことを当社が確認した時刻から当該料金月の翌料金月の初日の当社が定める時刻までの間（（エ）又は（オ）に規

定する申出があったときは、そのことを当社が確認するまでの間）、そのＦＯＭＡの契約者回線との間のデータ通信モードによる

通信を 128k 通信モードによる通信とする取扱い（以下この附則において「128k 通信」といいます。）を適用します。 

    （ク）（キ）の規定により 128k 通信の適用を受けているＦＯＭＡが行った通信に係る課金対象データについては、第 61 条（通

信時間等の測定等）の規定にかかわらず、課金対象データ量の測定から除きます。 

    （ケ）当社は、シングルパック等を選択しているＦＯＭＡ契約者から（エ）又は（オ）に規定する申出があった場合であって、当該

料金月における累計課金対象データ量が、そのシングルパック等に係る定額上限データ量（付与データ量又はタ若しくはチの規

定により繰越データ量があるときは、その定額上限データ量にその付与データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ量としま

す。）を超えるときは、その定額上限データ量を超える部分の課金対象データ量（（キ）の規定により 128k 通信の適用を受

けている課金対象データ量を除きます。）について、次表に規定する額を適用します。 

１ＧＢごとに 

料 金 種 別 
料  金  額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡパケット通信料 1,000 円 ( 1,080 円) 

    （コ）（ア）又は（ケ）に規定する定額通信料については日割しません。 
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        ただし、ＦＯＭＡを利用することができない期間があった場合の取扱いについては、ＦＯＭＡの基本使用料の取扱いに準ずる

ものとします。 

    （サ）当社は、シングルパック等（ベーシックパック及びベーシックシェアパックを除きます。）の適用を受けているＦＯＭＡに係る当該

料金月における累計課金対象データ量が、そのシングルパック等に係る定額上限データ量に満たないときは、その定額上限データ

量からその累計課金対象データ量を差し引いたデータ量（１ＧＢに満たない部分を除きます。）を繰越データ量として（キ）

及び（ケ）の規定を適用します。 

        ただし、その翌料金月においてシングルパック等に係る区分の変更があったとき又は当該料金月若しくは翌料金月において(8)

の３に規定するデータ定額共有の選択若しくは廃止があったときは、この限りでありません。 

    （シ）当社は、シングルパック等の適用を受けているＦＯＭＡに係る当該料金月における累計課金対象データ量が、そのシングルパ

ック等に係る定額上限データ量に付与データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ量を超える場合であって、その定額上限

データ量に付与データ量、指定追加データ量（（ケ）に規定する定額通信料の適用を受ける部分に限ります。）、追加データ

量及び繰越データ量を加算した後のデータ量（以下この欄において「加算後データ量」といいます。）に満たないときは、加算後

データ量からその累計課金対象データ量を差し引いたデータ量を繰越データ量として（キ）及び（ケ）の規定を適用します。 

    （ソ）当社は、シングルパック等を選択している契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する

場合には、シングルパック等を廃止します。 

      ① ＦＯＭＡ契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める場合を除きます。）。 

      ② 契約の解除があったとき。 

      ③ 電話番号保管があったとき。 

    （タ）シングルパック等を選択している契約者は、データ定額共有（共有回線群（共有代表回線（共有回線群を代表する１の

Ｘｉ又はＦＯＭＡ（その契約者に係るものであって、シングルパック等を選択しているものに限ります。）をいいます。以下この

附則において同じとします）及び共有対象回線（共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するＸｉ、Ｘｉユビキタス、

ＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタスのことをいいます。以下この附則において同じとします。）により構成される回線群をいいま

す。以下この附則において同じとします。）を構成するＸｉ（基本使用料の料金種別がＸｉカケホーダイプラン等であるものに

限ります。）、Ｘｉユビキタス（基本使用料の料金種別がＸｉデバイスプラス等であるものに限ります。）、ＦＯＭＡ（基本

使用料の料金種別がＦＯＭＡカケホーダイプラン等であるものに限ります。）及びＦＯＭＡユビキタス（基本使用料の料金

種別がＦＯＭＡデバイスプラス等であるものに限ります。）に係る累計課金対象データ量を合算して、共有代表回線に係る契

約者が選択しているシングルパック等を適用する取扱い）を選択することができます。 

    （チ）契約者は、データ定額共有を選択するときは、共有代表回線（共有回線群を代表する１のＸｉ又はＦＯＭＡ（その契約

者に係るものであって、データ定額パックを選択しているものに限ります。）を合わせて当社に申し出ていただきます。この場合にお

いて、共有代表回線は基本使用料の料金種別が総合利用プランのＸｉ又はＦＯＭＡに限ります。 

           ただし、Ｘｉ又はＦＯＭＡの契約者名義が法人である場合であって、そのＸｉ又はＦＯＭＡと当社が別に定める方法によ

り料金その他の債務を契約者ごとに一括して請求（以下この欄において「一括請求」といい、その契約者以外の者（契約者と

相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者に限ります。以下この欄において同じとしま

す。）に係る料金等と合わせて請求する場合を含みます。）している他のＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビ

キタスが既に共有代表回線又は共有対象回線であるときは、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の申出を行うことができ

ません。 

    （ツ）（チ）の規定によるほか、共有回線群の共有代表回線がフリーコースを選択している場合を除き、フリーコースを選択している

共有対象回線との間で共有回線群を構成することができません。 

    （テ）共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、１の共有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。この

場合において、当社は、共有対象回線に係る契約者がシングルパック等（カに規定するケータイパックを含みます。以下（ト）

及び（ナ）において同じとします。）を選択していないときは、合わせてベーシックパックを選択したものとみなして取扱います。 

ただし、その契約者から、他のシングルパック等を選択する申出があった場合は、この限りでありません。 

    （ト）（テ）の規定により選択したシングルパック等の定額通信料については、共有代表回線との間のデータ定額共有を選択してい

る期間において、その支払いを要しません。 

    （ナ）当社は、ＦＯＭＡキッズケータイプラスに係るＦＯＭＡが、共有対象回線でないことを当社が確認したときは、そのＦＯＭＡ

に係る契約者から（チ）の規定により選択したシングルパック等の廃止の申出があったものとみなして取扱います。 

    （ニ）共有代表回線に係る契約者及び共有対象回線に係る契約者は、共有回線群を構成する共有対象回線に係る累計課金

対象データ量を共有代表回線の契約者が引き受け、当社がデータ定額共有を適用することにあらかじめ同意するものとします。 
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    （ヌ）データ定額共有の開始は、（タ）に規定する申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 

        ただし、次のいずれかに該当するときは、その申出を当社が承諾した日を含む料金月から適用します。 

      ① ＦＯＭＡ契約者が、シングルパック等の選択と同時にデータ定額共有を選択した場合であって、（テ）の規定によりその共有

代表回線を指定して当社に申し出た全ての共有対象回線においてシングルパック等が選択されていないとき。 

      ② データ定額共有を開始した日以降に、その共有代表回線を指定して当社に申し出た全ての共有対象回線においてデータ定

額パックが選択されていないとき。 

    （ネ）共有対象回線（基本使用料の料金種別がＦＯＭＡカケホーダイプラン等（ＦＯＭＡキッズケータイプラスを除きます。）で

あるものに限ります。）の契約者は、次表に定める定額通信料の支払いを要します。 

１契約ごとに 

料 金 種 別 
料  金  額（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

定額通信料 500 円 (  540 円) 

    （ノ）（ネ）に規定する定額通信料については日割しません。 

        ただし、ＦＯＭＡを利用することができない期間があった場合の取扱いについては、ＦＯＭＡの基本使用料の取扱いに準ずる

ものとします。 

     (ハ) シングルパック等（ウルトラデータＬパック、ウルトラデータＬＬパック、ウルトラシェアパック30、ウルトラビジネスシェアパック30、ウ

ルトラシェアパック 50、ウルトラビジネスシェアパック 50、ウルトラシェアパック 100 又はウルトラビジネスシェアパック 100 に限りま

す。）を選択している契約者は、テザリング通信を行う場合（そのデシングルパック等に係る共有回線群の共有対象回線がテザ

リング通信を行う場合を含み、当社が別に定める端末設備を接続する場合を除きます。）は、あらかじめ当社に申し出ていただ

きます。 

    （ヒ）契約者は、（ハ）に規定する申出を行った場合は、次表に定める定額通信料の支払いを要します。 

１共有回線群ごとに 

料 金 種 別 
料  金  額（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

定額通信料 1,000 円 ( 1,080 円) 

    （フ）Ｘｉサービス契約約款に規定するベーシックパック又はベーシックシェアパックを選択しているＸｉ契約者が、そのＸｉ契約の解

除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結した場合であって、そのＦＯＭＡ契約の締結と同時にベーシックパック又はベーシックシェ

アパックを選択したときは、当社が定める方法により、当該料金月におけるそのＸｉ契約に係るベーシックパック又はベーシックシェ

アパックを選択している期間の課金対象パケット量とＦＯＭＡ契約に係るベーシックパック又はベーシックシェアパックを選択してい

る期間の課金対象データ量を合算して料金を算定します。    

    オ エに規定するシングルパック等の割引の適用は、次に定めるところによります。 

    （ア）シングルパック等に係る定額通信料の月極割引（ずっとドコモ割プラス）の適用は、次に定めるところによります。 

      ① シングルパック等の適用を受けているＸｉ（そのＦＯＭＡの契約者名義が個人であるとき及びそのＦＯＭＡに係る契約者が

ｄポイントプログラム会員（当社が定めるｄポイントクラブ会員規約に規定するものをいいます。以下この欄において同じとしま

す。）であるときに限ります。）に係る定額通信料について、サービスステージ（当社が定めるｄポイントクラブ会員規約に規定

するものをいいます。以下この欄において同じとします。）に応じて、次のＡ又はＢに定める額の割引を適用します。この場合に

おいて、ＦＯＭＡ契約者がベーシックパック又はベーシックシェアパックを選択しているときは、エの（ア）の規定により適用する当

該料金月の定額通信料に係るデータ量ステップに応じて、Ａ又はＢに定める額の割引を適用します。 

         ただし、契約者が料金月の末日において(8)に規定するフリーコースを選択している場合又は料金月の末日においてｄポイン

トクラブ会員規約に基づき本割引の適用に代えてｄポイント進呈を選択している場合は、この限りでありません。 

       Ａ Ｂ以外のもの 

サービス 定額通信料の減額（月額） 
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ステージ ベーシックシェアパッ

ク（ステップ１） 

ベーシックシェアパッ

ク（ステップ２） 

ベーシックシェアパッ

ク（ステップ３）、

ベーシックシェアパッ

ク（ステップ４）、

ウルトラシェアパック

30 

ウルトラシェアパック

50 

ウルトラシェアパック

100 

      

2ndステージ 100円 400円 600円 800円 1,000円 

3rdステージ 200円 600円 800円 1,000円 1,200円 

4thステージ 600円 800円 1,000円 1,200円 1,800円 

プラチナ 

ステージ 

900円 1,000円 1,200円 1,800円 2,500円 

 

       Ｂ シングルパックに係るもの 

サービス 

ステージ 

定額通信料の減額（月額） 

ベーシックパック（ステ

ップ１） 

ベーシックパック（ステ

ップ２） 

ベーシックパック（ステ

ップ３）、ベーシックパ

ック（ステップ４）、ウ

ルトラデータＬパック 

ウルトラデータＬＬパッ

ク 

2ndステージ － － 100円 200円 

3rdステージ － － 200円 400円 

4thステージ － － 600円 600円 

プラチナ 

ステージ 

200円 600円 800円 800円 

      ② シングルパック等の適用を受けているＦＯＭＡ（そのＦＯＭＡの契約者名義が法人であるとき又はそのＦＯＭＡの契約者

名義が個人である場合であって、そのＦＯＭＡに係る契約者がｄポイントプログラム会員ではないときに限ります。）に係る定額

通信料について、当該料金月のそのＦＯＭＡ契約に係る経過期間（その契約に基づき契約者回線の提供を開始した日が料

金月の初日のときはその料金月から、料金月の初日以外のときはその提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算した

期間をいいます。以下同じとします。）に応じて、次のＡ又はＢに定める額の割引を適用します。この場合において、ＦＯＭＡ

契約者がベーシックパック又はベーシックシェアパックを選択しているときは、エの（ア）の規定により適用する当該料金月の定額

通信料に係るデータ量ステップに応じて、Ａ又はＢに定める額の割引を適用します。 

        ただし、契約者が料金月の末日において(8)に規定するフリーコースを選択している場合は、この限りでありません。 

     Ａ Ｂ以外のもの 

経過期間 定額通信料の減額（月額） 

 ベーシックシェアパ

ッ ク （ ス テ ッ プ

１） 

ベーシックシェアパ

ッ ク （ ス テ ッ プ

２） 

ベーシックシェアパ

ッ ク （ ス テ ッ プ

３）、ベーシック

シェアパック（ス

テップ４）、ウル

トラシェアパック

30、ウルトラビジ

ネスシェアパック

30 

ウルトラシェアパッ

ク50又はウルトラ

ビジネスシェアパッ

ク50 

ウルトラシェアパッ

ク100又はウルト

ラビジネスシェア

パック100 

48か月超え96か月ま

で 

100円 400円 600円 800円 1,000円 
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96か月超え120か月ま

で 

200円 600円 800円 1,000円 1,200円 

120か月超え180か月

まで 

600円 800円 1,000円 1,200円 1,800円 

180か月超 900円 1,000円 1,200円 1,800円 2,500円 

       Ｂ シングルパックに係るもの 

経過期間 定額通信料の減額（月額） 

 ベーシックパック（ステ

ップ１） 

ベーシックパック（ステ

ップ２） 

ベーシックパック（ステ

ップ３）、ベーシックパ

ック（ステップ４）、ウ

ルトラデータＬパック 

ウルトラデータＬＬパッ

ク 

48か月超え96か月まで － － 100円 200円 

96か月超え120か月ま

で 

－ － 200円 400円 

120か月超え180か月

まで 

－ － 600円 600円 

180か月超 200円 600円 800円 800円 

    （イ）特定Ｘｉ等におけるデータ定額パックに係る定額通信料の月極割引（光複数割）については、次に定めるところによります。 

      ① １の共有回線群に係る特定Ｘｉ等（ＩＰ通信網サービス契約約款に定めるものをいい、特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網

契約の契約者回線の基本料の料金種別がドコモ光ミニ戸建単独タイプ／東又はドコモ光ミニ戸建単独タイプ／西の場合を除

きます。以下この欄において同じとします。）の数が２以上あるときは、２を超える特定Ｘｉ等の数１ごとに、次表に定める割

引額をその特定Ｘｉ等に係る共有回線群のシングルパック等の定額通信料に適用します。 

         ただし、その定額通信料が、（ア）に規定するシングルパック等に係る定額通信料の月極割引の適用額、（ウ）に規定する

シングルパック等に係る定額通信料の割引の割引額及び次表に定める割引額の合計額に満たないときは、その額を控除した

額を適用します。 

特定Ｘｉ等の１契約ごとに 

割 引 額（月額） 

300 円 

      ② ①の場合において、当社は同一料金月内に、特定Ｘｉ等が①に規定する割引条件を満たさなくなったときは、割引条件を

満たしている日数に応じて割引額を日割して適用するものとします。ただし、同一料金月内に特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網

契約の解除があったときは、この限りでありません。 

      ③ 特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約の契約者回線がＩＰ通信網サービス契約約款に定める光単独タイプビジネス割の基

本使用料の減額適用を受けているときは、その特定Ｘｉ等について、①に定める２を超える特定Ｘｉ等の数に含めないものと

します。 

    （ウ）シングルパック等に係る定額通信料の割引の適用は、次に定めるところによります。 

      ① シングルパック等の適用を受けているＦＯＭＡが、その適用を受けている料金月において、シングルパック等を選択する又はシ

ングルパック等に係る共有回線群を構成するＦＯＭＡが特定Ｘｉ等（ＩＰ通信網サービス契約約款に規定するものをいい

ます。以下この欄において同じとします。）であること（以下この欄において「割引条件」といいます。）を確認したときは、当社が

そのことを確認した日を含む料金月に係るデータ定額パックの定額通信料について、その特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約

（契約者回線の提供を受けているものであって、ＩＰ通信網サービス契約約款に規定する移転等を行っている場合を除きま

す。以下この附則において「対象契約」といいます。）の基本使用料の料金種別に応じて、次表に規定する額の割引を適用し

ます。この場合において、ＦＯＭＡ契約者がベーシックパック又はベーシックシェアパックを選択しているときは、エの（ア）の規定

により適用する当該料金月の定額通信料に係るデータ量ステップに応じて、次表に規定する額の割引を適用します。 
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           ただし、本割引は、１の対象契約につき１のＸｉ又はＦＯＭＡに限り適用します。 

１契約ごとに 

区   分 データ量 

ステップ 

割 引 額 

  対象契約に係る

基本使用料の料

金種別がドコモ光

ミニであるもの 

それ以外のもの 

シ
ン
グ
ル
パ
ッ
ク 

ベーシックパック ステップ１ 100円 100円 

 ステップ２ 200円 200円 

 ステップ３ 500円 800円 

 ステップ４ 500円 800円 

ウルトラデータＬパック － 500円 1,400円 

ウルトラデータＬＬパック － 500円 1,600円 

フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ェ
ア
パ
ッ
ク 

ベーシックシェアパック ステップ１ 500円 800円 

 ステップ２ 500円 1,200円 

 ステップ３ 500円 1,800円 

 ステップ４ 500円 1,800円 

ウルトラシェアパック30 － 500円 2,500円 

ウルトラシェアパック50 － 500円 2,900円 

 ウルトラシェアパック100 － 500円 3,500円 

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ェ

ア
パ
ッ
ク 

ベーシックシェアパック ステップ１ 500円 800円 

 ステップ２ 500円 1,200円 

 ステップ３ 500円 1,800円 

 ステップ４ 500円 1,800円 

 

ウルトラビジネスシェアパック30 － 500円 2,500円 

 ウルトラビジネスシェアパック50 － 500円 2,900円 

 ウルトラビジネスシェアパック100 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック50 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック70 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック100 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック150 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック200 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック250 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック300 － 500円 3,500円 
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 ビジネスシェアパック400 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック500 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック700 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック1000 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック1500 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック2000 － 500円 3,500円 

 ビジネスシェアパック3000 － 500円 3,500円 

      ② ①の場合において、対象契約の基本使用料を日割しない場合であって、データ定額パックの定額通信料を日割して適用する

ときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、データ定額パックの定額通信料を日割りする日数

に応じて①に規定する割引を日割りして適用します。 

      ③ ②の規定によるほか、データ定額パックの定額通信料を日割しない場合であって、対象契約の基本使用料を日割して適用す

るときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、対象契約の基本使用料を日割りする日数に応

じて①に規定する割引額を日割りして適用します。この場合において、対象契約に複数の基本使用料の料金種別が選択され

ている場合には、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、ドコモ光ミニに係る基本使用料の料金種

別を選択している期間、マンションタイプに係る基本使用料の料金種別を選択している期間又は選択していない期間ごとに、①

に規定する割引額を日割して適用します。 

      ④ ②又は③の規定によるほか、データ定額パックの定額通信料及び対象契約の基本使用料を日割して適用するときは、通則

第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、割引条件を満たしている日数に応じて①に規定する割引額を

日割して適用します。この場合において、対象契約に複数の基本使用料の料金種別が選択されている場合には、通則第３

項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、ドコモ光ミニに係る基本使用料の料金種別を選択している期間、マ

ンションタイプに係る基本使用料の料金種別を選択している期間又は選択していない期間ごとに、当社が定める方法により、ア

に規定する割引額を日割して適用します。 

      ⑤ ②から④の規定によるほか、本割引を適用する料金月において、複数の指定Ｘｉ等がある場合、又は１の指定Ｘｉ等に係

るＩＰ通信網契約について、複数の基本使用料の料金種別が選択されている場合は、各料金月における割引条件を満たし

ている期間に係る各々の日について、対象契約に係る本割引の割引額が最も高額となる料金種別を判定し、その料金種別

がドコモ光ミニとなる期間、マンションタイプとなる期間又はそれ以外となる期間ごとに、当社が定める方法により、①に規定する

割引額を日割して適用します。 

      ⑥ 当社は、対象契約に指定Ｘｉ等の変更があった場合は、変更があった１の指定Ｘｉ等について、①から⑤の規定を適用し

ます。        

      ⑦ ①の適用を受けているＦＯＭＡのうち、シングルパック等（ファミリーシングルパック及びファミリーシェアパックを除きます。）を選

択しているＦＯＭＡが、その適用を受けている料金月において、ＩＰ通信網契約サービス契約約款に規定する光単独タイプ

ビジネス割の適用を受けていることを当社が確認したときは、当社がそのことを確認した日を含む料金月に係る①に規定するシン

グルパック等（ファミリーシングルパック及びファミリーシェアパックを除きます。）の割引額について、それぞれの割引額から 700 円

減額して適用するものとします。 

    オ 複数回線複合割引（ファミリー割引）の適用は、次に定めるところによります。 

    （ア）ＦＯＭＡキッズケータイプラスに係るＦＯＭＡ契約を締結しているときは、そのＦＯＭＡが属する割引回線群を構成する他の

契約者回線等への通信（当社が別に定める通信を除きます。）に料金の月間累計額について、次表のとおり取り扱います。 

１契約ごとに 

区    分 割引額 

割引回線群に係る契約者

回線への通信 

通話モードに係るもの その通信（料金月の末日までに終了した通信に限りま

す。）に関する料金について、支払いを要しません。 

64kb/s デジタル通信モードに係

るもの 

その通信に関する料金の月間累計額に 0.60 を乗じて得た

額をその月間累計額から差し引いた額を適用します。 
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    （イ）複数回線複合割引の適用を受けているときは、割引回線群を構成する他の契約者回線等のｉモード機能又は sp モード機

能に係るメールアドレスを、送信先又は送信元とするⅰモード電子メールの送受信に関する通信の料金ｉモード電子メールの送

受信に関する料金について、アの（ウ）の規定にかかわらず、その支払を要しません。 

        ただし、電波状態若しくは、ｉモード機能若しくは sp モード機能の利用に係る設定等によりⅰモード電子メールが蓄積されなか

ったとき又は当社が別に定めるところによりそのｉモード電子メールが送信されたときは、この限りでありません。 

    キ ２年定期契約に係る通信料月極割引（ビジネス通話割引）の適用は、次に定めるところによります。 

    （ア）ＦＯＭＡカケホーダイプラン（スマホ／タブ）又はＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ）に係る定期契約を締結していると

きは、次表に規定する定額料を支払った場合において、そのＦＯＭＡが属する指定割引回線群を構成する他の契約者回線へ

の通信又はその他の契約者回線等への通信（当社が別に定める通信を除きます。）に関する料金の月間累計額について、次

表のとおり取り扱います。 

１契約ごとに 

区 分 

割  引  額 

(ア) (イ)以外のもの (イ) 指定割引回線群に係る契約者回線 

への通信 

通話モードに係るもの 64kb/sデジタル通信モードに係るもの 

指定

割引

回線

群に

係る 

Ｘｉ

及び

ＦＯ

ＭＡ

の数 

２～30 その通信に関する料金

の月間累計額に0.10

を乗じて得た額 

その通信（料金月の末日までに終

了した通信に限ります。）に関する

料金について、支払いを要しませ

ん。 

その通信に関する料金の月間累計額に

0.60を乗じて得た額 

31～

100 

その通信に関する料金

の月間累計額に0.20

を乗じて得た額 

101～

1000 

その通信に関する料金

の月間累計額に0.30

を乗じて得た額 

    

    （イ）定期契約に係る通信料月極割引の適用を受けているときは、割引回線群を構成する他の契約者回線等のｉモード機能又

は spモード機能に係るメールアドレスを、送信先又は送信元とするⅰモード電子メールの送受信に関する通信の料金ｉモード電

子メールの送受信に関する料金について、アの（ウ）の規定にかかわらず、その支払を要しません。 

        ただし、電波状態若しくは、ｉモード機能若しくは sp モード機能の利用に係る設定等によりⅰモード電子メールが蓄積されなか

ったとき又は当社が別に定めるところによりそのｉモード電子メールが送信されたときは、この限りでありません。 

    ク ＦＯＭＡカケホーダイプラン等（共有対象回線に係るものを除きます。）に係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉサー

ビス契約約款に規定する総合利用プランに係るＸｉ契約の締結があったときは、そのＸｉ契約の締結のあった日を含む料金月の

そのＦＯＭＡの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信について、継続して総合利用プランの選択があったものとみなして

取り扱います。 

    ケ 同一料金月内において、ＦＯＭＡカケホーダイプラン等に係る定期契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡカケホーダイプラン等に

係る一般契約を締結又はＦＯＭＡカケホーダイプラン等に係る一般契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡカケホーダイプラン等に

係る定期契約を締結した場合であって、新たに契約を締結したＦＯＭＡの基本使用料の料金種別が、契約の解除があったＦＯ

ＭＡの基本使用料の料金種別と同一であるときは、その契約の解除があった料金月の累計課金対象デ－タ量は、契約の解除が

あったＸｉに係る累計課金対象デ－タ量と新たに契約を締結したＦＯＭＡに係る累計課金対象デ－タ量を合算してエの規定を

適用します。 

(3) 定期契約に係る解約金 

    ア 定期契約に係る解約金は、次表に規定する額を適用します。 

                           １契約ごとに 

区    分 
解約金の額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

定期契約に係る解約金 9,500 円 ( 10,260 円) 
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    イ アに規定する定期契約に係る解約金の適用については、なお従前のとおりとします。       

(4) 請求書等の発行に関する料金 

    ア 請求書等の発行に関する料金は、次表に規定する額を適用します。 

１契約について１通ごとに  

区       分 

手 数 料 の 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

請求書等発行

手数料 
請求書の発行に係るもの 100 円 ( 108 円) 

口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書

の発行に係るもの 
50 円 (  54 円) 

    イ アに規定する定期契約に係る解約金の適用については、なお従前のとおりとします。 

(5) 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条件は次のとおりとします。 

    ア 電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＦＯＭＡカケホーダイプラン等のＦＯＭＡに係る料金等が、当社が別

に定める支払方法により当社が定める期日までに支払われたことを当社が確認したときは、そのＦＯＭＡに係る料金等から 20 円を

減額します。この場合において、(1)及び(2)の適用による場合は、適用した後の料金の額から減額します。 

      ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発行を受けたときはこの限りでありません。 

    イ ア以外の提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。 

(6) ＦＯＭＡカケホーダイプラン等のＦＯＭＡに係るフリーコース（定期契約であって、当社が定める期間が経過した後、定期契約に

係る解約金の支払いを要さないものをいいます。以下この附則において同じとします。）の提供条件は次のとおりとします。 

    ア 当社は、定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、更新期間である場合に限り、その申出を承諾します。 

    イ 当社は、前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡ契約及びＸｉ契約に係る経過期間が２年を超えているＦＯＭＡ契約者又はＸ

ｉ契約者がＦＯＭＡ契約に係る一般契約又はＸｉ契約に係る一般契約（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいま

す。）の解除と同時に新たに定期契約を締結する場合において、定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、その

一般契約の解除があった日を含む暦月の初日から起算して翌暦月の末日までの間に限り、その申出を承諾します。 

    ウ 当社は、ア及びイの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、そのフリーコースを選択する申出を承諾しません。 

    （ア）その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。）であるとき。 

    （イ）そのＦＯＭＡに係る基本使用料の料金種別がＦＯＭＡカケホーダイプラン等（ＦＯＭＡキッズケータイプラスを除きます。）

以外であるとき。 

    （ウ）そのＦＯＭＡに係る共有回線群の共有代表回線がフリーコースを選択していないとき。 

    エ 当社は、契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、その申出を当社が承諾した日を含む暦月の翌暦月からフリーコー

スを適用します。 

    オ 当社は、契約者からフリーコースを廃止する申出があったときは、その申出を当社が承諾した日にフリーコースの適用を廃止します。 

    カ 当社は、フリーコースを選択している契約者から定期契約の解除と同時に新たにＸｉサービス契約約款に規定する定期契約

（Ｘｉカケホーダイプランプラン等に係るものに限ります。）を締結する申出があったときは、そのＸｉ契約においてフリーコースを選

択する場合に限り、その申出を承諾します。 

    キ Ｘｉサービス契約約款に規定するＸｉカケホーダイプラン等に係る定期契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡキッズケータイプラス

に係る２年定期契約を締結したときのその２年定期契約は、定期契約の解除があった日を含む暦月の翌暦月の初日（その変更

があった日が暦月の初日となる場合はその日）から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。この場合におい

て、その定期契約が第 23 条の規定により更新されたものであるときは、その起算日を更新日として同条の規定を適用します。 

    ク ２年定期契約（ＦＯＭＡキッズケータイプラスに係るものに限ります。）に係るＦＯＭＡについて、フリーコースの選択と同時に基

本使用料の料金種別をＦＯＭＡカケホーダイプラン等へ変更したときのその 2 年定期契約は、その基本使用料の料金種別の変

更があった日を含む暦月の翌暦月の初日（その変更があった日が暦月の初日となる場合はその日）から起算して２年が経過する

こととなる日をもって満了となります。この場合において、その定期契約が第23条の規定により更新されたものであるときは、その起算

日を更新日として同条の規定を適用します。 

    ケ ２年定期契約（ＦＯＭＡカケホーダイプラン等に係るものに限ります。）に係るＦＯＭＡについて、基本使用料の料金種別を

ＦＯＭＡキッズケータイプラスへ変更したときのその 2 年定期契約は、その基本使用料の料金種別の変更があった日を含む暦月



   89 

  

の翌暦月の初日（その変更があった日が暦月の初日となる場合はその日）から起算して２年が経過することとなる日をもって満了

となります。この場合において、その定期契約が第 23 条の規定により更新されたものであるときは、その起算日を更新日として同条

の規定を適用します。 

(7) 経企第 204 号（平成 17 年５月 24 日）に規定するＦＯＭＡデータプラン 22、経企第 294 号（平成 21 年６月 24 日）

に規定する定額データプラン HIGH-SPEED、経企第 204 号（平成 22 年２月 22 日）に規定するファミリーワイド等、経企第

1251 号（平成 26 年 1 月 10 日）に規定する定額データプランスタンダード並びに経企第 1251 号（平成 26 年 1 月 10 日）

に規定する定額データプランスタンダード及び定額データプランフラットとの間の基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。 

(8) ＦＯＭＡ契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後の規定

におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。 

(9) (1)から(8)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。 

  （ＦＯＭＡデバイスプラス等に係る経過措置） 

 ５ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているＦＯＭＡデバイスプラス 300 及びＦＯＭＡデバイスプラス 500

（以下この附則において「ＦＯＭＡデバイスプラス等」といいます。）のＦＯＭＡユビキタス（改正前の規定により契約の申込みの承

諾を受けているものを含みます。）の料金その他の提供条件は、次のとおりとします。 

(1) 基本使用料 

    ア 基本使用料は、この改正規定実施の際現に、改正前の規定により選択している基本使用料の料金種別に応じて次表に定める

額を適用します。 

１契約ごとに 

区       分 
料 金 額（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡユビ

キタス 

ＦＯＭＡユビキタス

一般契約に係るもの 
ＦＯＭＡデバイスプラス 300 300 円 (  324 円) 

ＦＯＭＡデバイスプラス 500 1,000 円 (1,080 円) 

ＦＯＭＡユビキタス

定期契約に係るもの 
ＦＯＭＡデバイスプラス 500 500 円 (  540 円) 

    イ アの表に規定するＦＯＭＡデバイスプラス300又はＦＯＭＡデバイスプラス 500は、当社が定める端末設備を利用する場合に

おいて適用されます。 

    ウ ＦＯＭＡデバイスプラス 300 又はＦＯＭＡデバイスプラス 500 に係るＦＯＭＡユビキタスの契約者回線に、次表に定める端

末設備が接続されていることを当社が確認したときは、当社がその確認をした日を含む歴月の基本使用料に次表に規定する区分

に応じた料金額を加算します。 この場合において、当社は歴月の初日から末日までの間において、ＦＯＭＡデバイスプラス 300

又はＦＯＭＡデバイスプラス 500 が選択されているものとみなしてこの規定を適用します。 

 

区   分 

加 算 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡデバイスプラス 

300 

ＦＯＭＡデバイスプラス 

500 

当社が定めるインターネットホームページにおいてＦＯＭＡカケホーダ

イプラン（スマホ／タブ）向けに区分されるもの 
3,400 円( 3,672 円) 2,700 円( 2,916 円) 

当社が定めるインターネットホームページにおいてＦＯＭＡデータプラ

ン（ルーター）向けに区分されるもの 
2,900 円( 3,132 円) 2,200 円( 2,376 円) 

当社が定めるインターネットホームページにおいてＦＯＭＡデバイスプ

ラス 500 向けに区分されるもの 
700 円( 756 円) － 

上記以外のもの 
3,400 円( 3,672 円) 2,700 円( 2,916 円) 
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    エ ウに規定する端末設備について区分の変更又は端末設備の追加を行うときは、個別に通知する方法又は当社が定めるインター

ネットホームページにおいて掲示することとします。 

    オ ＦＯＭＡデバイスプラス等に係る基本使用料については、料金表通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定にか

かわらず、日割しません。 

    カ 同一暦月内において、FOMA デバイスプラス等に係る基本使用料の料金種別相互間で基本使用料の料金種別を変更したとき

は、その変更があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。 

    キ 同一暦月内において、ＦＯＭＡデバイスプラス 500 に係るＦＯＭＡユビキタス定期契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡデバイ

スプラス 500 に係るＦＯＭＡユビキタス一般契約を締結又はＦＯＭＡデバイスプラス 500 に係る一般契約の解除と同時に新た

にＦＯＭＡデバイスプラス 500 に係るｉユビキタス定期契約を締結したときは、その契約の解除があった暦月は基本使用料の料

金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。 

    ク 同一暦月内において､Ｘｉデバイスプラス等に係るＸｉユビキタス契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡデバイスプラス等に係るＦ

ＯＭＡユビキタス契約を締結したときは、その契約の解除があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを

適用します。 

    ケ 経企第 621 号（平成 22 年 8 月 24 日）に規定する定額ユビキタスプラン及び経企第 1022 号（平成 25 年 11 月 14 日）

に規定するお便りフォトプラン等との間の基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。 

(2) ショートメッセージ通信モードによる通信の料金額については、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じて料金を適用します。 

(3) ＦＯＭＡユビキタス定期契約に係る解約金 

    ア ＦＯＭＡユビキタス定期契約に係る解約金は、次表に規定する額を適用します。 

                           １契約ごとに 

区    分 
解約金の額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ＦＯＭＡユビキタス定期契約に係る解約金 9,500 円 ( 10,260 円) 

    イ アに規定する定期契約に係る解約金の適用については、なお従前のとおりとします。      

(4) Ｘｉサービス契約約款に規定するＸｉデバイスプラス等に係るＸｉユビキタス定期契約の解除と同時に新たに締結したＦＯＭＡ

デバイスプラス等に係るＦＯＭＡユビキタス定期契約は、契約の解除があったそのＸｉユビキタス定期契約に係る起算日から起算し

て２年が経過することとなる日をもって満了となります。 

(5) ＦＯＭＡユビキタス契約者は、請求書等の発行に関する料金及び支払証明書等の発行手数料の支払いを要するものとし、料金

額及びその他の提供条件については、改定後の規定におけるＦＯＭＡカケホーダイプラン等に係るＦＯＭＡの場合に準じるものとし

ます。 

(6) ＦＯＭＡユビキタス契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定

後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。 

(7) 経企第 621 号（平成 22 年 8 月 24 日）に規定する定額ユビキタスプラン及び経企第 1022 号（平成 25 年 11 月 14 日）

に規定するお便りフォトプラン等との間の基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。 

(6) (1)から(5)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。 

  （その他） 

 ６ 経企第 204 号（平成 17 年５月 24 日）の附則第５項を次のように改めます。 

(1) 第１号を次のように改めます。 

    ア イ中「第１種契約に係るデータ専用プラン」を「データ専用プラン」に改めます。 

    イ ウ中「総合利用プラン（第１種契約に係るものに限ります。以下この附則において同じとします。）」を「総合利用プラン」に改めま

す。 

    ウ 次のエを加えます。 

     エ ＦＯＭＡデータプラン 22 に係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉサービス契約約款に規定する総合利用プランに係

るＸｉ契約を締結したときは、そのＸｉ契約の締結のあった日を含む暦月の基本使用料について、継続して総合利用プランの選

択があったものとみなして取り扱います。 

(2) 第 7 号中「データ専用プラン（第１種契約に係るものに限ります。以下この附則において同じとします。）」を「データ専用プラン」に

改めます。 
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(3) 第８号を次のように改めます。 

 （8）経企第 848 号（平成 17 年 10 月 25 日）に規定するＦＯＭＡプラン 39 等、経企第 294 号（平成 21 年６月 24 日）

に規定する定額データプラン HIGH-SPEED、経企第 204 号（平成 22 年２月 22 日）に規定するファミリーワイド等、経企第

1251 号（平成 26 年 1 月 10 日）に規定する定額データプランスタンダード及び定額データプランフラット及び経企第 406 号

（令和元年５月 21 日）に規定するＦＯＭＡカケホーダイプラン等との間の基本使用料の料金種別の変更は行うことができま

せん。 

(4) 第 12 号を次のように改めます。 

 （12）契約者は、請求書等の発行に関する料金及び支払証明書等の発行手数料の支払いを要するものとし、料金額及びその他

の提供条件については、改定後の規定におけるＦＯＭＡカケホーダイプラン等に係るＦＯＭＡの場合に準じるものとします。 

(5) 第 13 号を次のように改めます。 

 （13）ＦＯＭＡデータプラン 22 に係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉサービス契約約款に規定する総合利用プランに係

るＸｉ契約の締結があったときは、そのＸｉ契約の締結のあった日を含む料金月のそのＦＯＭＡの契約者回線との間のパケッ

ト通信モードによる通信について、継続して総合利用プランの選択があったものとみなして取り扱います。 

(6) 第 14 号を第 15 号とし、第 13 号の次に次の一号を加えます。 

 （14）契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後の規定にお

けるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。 

 ７ 経企第 848 号（平成 17 年 10 月 25 日）の附則第３項を次のように改めます。 

(1) 第３項中「旧プランＦＯＭＡ」を「ＦＯＭＡプラン 39 等」に改めます。 

(2) 第３項中「改正前の規定により提供されているＦＯＭＡ（改正前の規定により契約の申込みの承諾を受けているもの及び第５

項の規定により提供するものを含みます。」を「ＦＯＭＡプラン３９、ＦＯＭＡプラン４９、ＦＯＭＡプラン６７、ＦＯＭＡプラン１

００、ＦＯＭＡプラン１５０、ビジネスプラン及びリミットプラスのＦＯＭＡ（改正前の規定により契約の申込みの承諾を受けている

ものを含みます。」に改めます。 

(3) 第１号を次のように改めます。 

    ア イの（ア）中「（第１種契約に係るものに限ります。以下この附則において同じとします。）」を削除します。 

    イ イの（ウ）を次のように改めます。 

    （ウ）ＦＯＭＡプラン 39 等に係る基本使用料の料金種別相互間の変更は行うことができません。 

    ウ ウを次のように改めます。 

     ウ プラン 39 等に係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉサービス契約約款に規定する総合利用プランに係るＸｉ契約を

締結したときは、そのＸｉ契約の締結のあった日を含む暦月の基本使用料について、継続して総合利用プランの選択があったもの

とみなして取り扱います。 

(4) 第２号の（オ）を次のように改めます。 

 （オ）プラン 39 等に係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉサービス契約約款に規定する総合利用プランに係るＸｉ契約の

締結があったときは、そのＸｉ契約の締結のあった日を含む料金月のそのＦＯＭＡの契約者回線との間のパケット通信モードに

よる通信について、継続して総合利用プランの選択があったものとみなして取り扱います。 

(5) 第３号中「第１種一般契約」を「一般契約」に改めます。 

(6) 第 10 号を次のように改めます。 

 （10）契約者は、請求書等の発行に関する料金及び支払証明書等の発行手数料の支払いを要するものとし、料金額及びその他  

の提供条件については、改定後の規定におけるＦＯＭＡカケホーダイプラン等に係るＦＯＭＡの場合に準じるものとします。 

(7) 第 13 号を次のように改めます。 

 （13）経企第 204 号（平成 17 年５月 24 日）に規定するＦＯＭＡデータプラン 22、経企第 294 号（平成 21 年６月 24

日）に規定する定額データプラン HIGH-SPEED、経企第 204 号（平成 22 年２月 22 日）に規定するファミリーワイド等、

経企第 1251 号（平成 26 年 1 月 10 日）に規定する定額データプランスタンダード及び定額データプランフラット及び経企第

406 号（令和元年５月 21 日）に規定するＦＯＭＡカケホーダイプラン等との間の基本使用料の料金種別の変更は行うこと

ができません。 

(8) 第 15 号中「(1)から(14)」を「(1)から(15)」に改め、同号を第 16 号とし、第 14 号の次に次の一号を加えます。 

 （15）契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後の規定にお

けるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。 

 8 経企第 294 号（平成 21 年６月 24 日）の附則第５項を次のように改めます。 
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(1) 第１号のカを次のように改めます。 

    カ 定額データプラン HIGH-SPEED に係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉサービス契約約款に規定する総合利用プラン

に係るＸｉ契約を締結したときは、そのＸｉ契約の締結のあった日を含む暦月の基本使用料について、継続して総合利用プラン

の選択があったものとみなして取り扱います。 

(2) 第２号のオを次のように改めます。 

    オ 定額データプラン HIGH-SPEED に係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉサービス契約約款に規定する総合利用プラン

に係るＸｉ契約の締結があったときは、そのＸｉ契約の締結のあった日を含む料金月のそのＦＯＭＡの契約者回線との間のパケ

ット通信モードによる通信について、継続して総合利用プランの選択があったものとみなして取り扱います。 

(3) 第５号を次のように改めます。 

 （5）経企第 204 号（平成 17 年５月 24 日）に規定するＦＯＭＡデータプラン 22、経企第 848 号（平成 17 年 10 月 25

日）に規定するＦＯＭＡプラン 39 等、経企第 204 号（平成 22 年２月 22 日）に規定するファミリーワイド等、経企第 1251

号（平成 26 年 1 月 10 日）に規定する定額データプランスタンダード及び定額データプランフラット及び経企第 406 号（令和

元年５月 21 日）に規定するＦＯＭＡカケホーダイプラン等との間の基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。 

(4) 第 9 号を次のように改めます。 

 （9）契約者は、請求書等の発行に関する料金及び支払証明書等の発行手数料の支払いを要するものとし、料金額及びその他  

の提供条件については、改定後の規定におけるＦＯＭＡカケホーダイプラン等に係るＦＯＭＡの場合に準じるものとします。 

(5) 第 12 号中「(1)から(11)」を「(1)から(12)」に改め、同号を第 13 号とし、第 11 号の次に次の一号を加えます。 

 （12）契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後の規定にお

けるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。 

 9 経企第 204 号（平成 22 年２月 22 日）の附則第３項を次のように改めます。 

(1) 第１号を次のように改めます。 

    ア イの（ア）中「（第１種契約に係るものに限ります。以下この附則において同じとします。）」を削除します。 

    イ ウを次のように改めます。 

     ウ ファミリーワイド等に係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉサービス契約約款に規定する総合利用プランに係るＸｉ契

約を締結したときは、そのＸｉ契約の締結のあった日を含む暦月の基本使用料について、継続して総合利用プランの選択があっ

たものとみなして取り扱います。 

(2) 第 2 号に次のウを加えます。 

    ウ ファミリーワイド等に係る基本使用料の料金種別相互間の変更、ファミリーワイド等に係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸ

ｉサービス契約約款に規定する総合利用プランに係るＸｉ契約の締結があったときは、そのＸｉ契約の締結のあった日を含む料

金月のそのＦＯＭＡの契約者回線との間のパケット通信モードによる通信について、継続して総合利用プランの選択があったものと

みなして取り扱います。 

(3) 第 4 号を次のように改めます。 

 （4）契約者は、請求書等の発行に関する料金及び支払証明書等の発行手数料の支払いを要するものとし、料金額及びその他  

の提供条件については、改定後の規定におけるＦＯＭＡカケホーダイプラン等に係るＦＯＭＡの場合に準じるものとします。 

(4) 第 9 号を次のように改めます。 

 （9）経企第 204 号（平成 17 年５月 24 日）に規定するＦＯＭＡデータプラン 22、経企第 848 号（平成 17 年 10 月 25

日）に規定するＦＯＭＡプラン 39 等、経企第 294 号（平成 21 年６月 24 日）に規定する定額データプラン

HIGH-SPEED、経企第 1251 号（平成 26 年 1 月 10 日）に規定する定額データプランスタンダード及び定額データプランフラ

ット及び経企第 406 号（令和元年５月 21 日）に規定するＦＯＭＡカケホーダイプラン等との間の基本使用料の料金種別の

変更は行うことができません。 

(5) 第 12 号中「(1)から(11)」を「(1)から(12)」に改め、同号を第 13 号とし、第 11 号の次に次の一号を加えます。 

 （12）契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後の規定にお

けるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。 

 10 経企第 621 号（平成 22 年 8 月 24 日）の附則第５項第３号を次のように改めます。  

(3) 経企第 1022 号（平成 25 年 11 月 14 日）に規定するお便りフォトプラン等及び経企第 406 号（令和元年５月 21 日）に

規定するＦＯＭＡデバイスプラス等との間の基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。 

 11 経企第 1022 号（平成 25 年 11 月 14 日）の附則第 3 項第４号を次のように改めます。  

(4) 経企第 621 号（平成 22 年 8 月 24 日）に規定する定額ユビキタスプラン及び経企第 406 号（令和元年５月 21 日）に規
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定するＦＯＭＡデバイスプラス等との間の基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。 

 12 経企第 1251 号（平成 26 年 1 月 10 日）の附則第５項を次のように改めます。 

(1) 第１号のオを次のように改めます。 

    オ 定額データプランスタンダードに係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉサービス契約約款に規定する総合利用プランに係

るＸｉ契約を締結したときは、そのＸｉ契約の締結のあった日を含む暦月の基本使用料について、継続して総合利用プランの選

択があったものとみなして取り扱います。 

(2) 第２号に次のカを加えます。 

    カ 定額データプランスタンダードに係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉサービス契約約款に規定する総合利用プランに係

るＸｉ契約の締結があったときは、そのＸｉ契約の締結のあった日を含む料金月のそのＦＯＭＡの契約者回線との間のパケット

通信モードによる通信について、継続して総合利用プランの選択があったものとみなして取り扱います。 

(3) 第 4 号を次のように改めます。 

 （4）経企第 204 号（平成 17 年５月 24 日）に規定するＦＯＭＡデータプラン 22、経企第 848 号（平成 17 年 10 月 25

日）に規定するＦＯＭＡプラン 39 等、経企第 294 号（平成 21 年６月 24 日）に規定する定額データプラン

HIGH-SPEED、経企第 204 号（平成 22 年２月 22 日）に規定するファミリーワイド等及び経企第 406 号（令和元年５月

21 日）に規定するＦＯＭＡカケホーダイプラン等との間の基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。 

(4) 第 7 号を次のように改めます。 

 （7）契約者は、請求書等の発行に関する料金及び支払証明書等の発行手数料の支払いを要するものとし、料金額及びその他  

の提供条件については、改定後の規定におけるＦＯＭＡカケホーダイプラン等に係るＦＯＭＡの場合に準じるものとします。 

(5) 第 9 号中「(1)から(8)」を「(1)から(9)」に改め、同号を第 10 号とし、第 8 号の次に次の一号を加えます。 

 （9）契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後の規定におけ

るＦＯＭＡの場合に準じるものとします。 

 13 経企第 1251 号（平成 26 年 1 月 10 日）の附則第 6 項を次のように改めます。 

(1) 第１号のクを次のように改めます。 

    ク 定額データプランフラットに係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉサービス契約約款に規定する総合利用プランに係るＸ

ｉ契約を締結したときは、そのＸｉ契約の締結のあった日を含む暦月の基本使用料について、継続して総合利用プランの選択が

あったものとみなして取り扱います。 

(2) 第２号に次のエを加えます。 

    エ 定額データプランフラットに係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉサービス契約約款に規定する総合利用プランに係るＸ

ｉ契約の締結があったときは、そのＸｉ契約の締結のあった日を含む料金月のそのＦＯＭＡの契約者回線との間のパケット通信

モードによる通信について、継続して総合利用プランの選択があったものとみなして取り扱います。 

(3) 第 4 号を次のように改めます。 

 （4）経企第 204 号（平成 17 年５月 24 日）に規定するＦＯＭＡデータプラン 22、経企第 848 号（平成 17 年 10 月 25

日）に規定するＦＯＭＡプラン 39 等、経企第 294 号（平成 21 年６月 24 日）に規定する定額データプラン

HIGH-SPEED、経企第 204 号（平成 22 年２月 22 日）に規定するファミリーワイド等及び経企第 406 号（令和元年５月

21 日）に規定するＦＯＭＡカケホーダイプラン等との間の基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。 

(4) 第 7 号を次のように改めます。 

 （7）契約者は、請求書等の発行に関する料金及び支払証明書等の発行手数料の支払いを要するものとし、料金額及びその他  

の提供条件については、改定後の規定におけるＦＯＭＡカケホーダイプラン等に係るＦＯＭＡの場合に準じるものとします。 

(5) 第 9 号中「(1)から(8)」を「(1)から(9)」に改め、同号を第 10 号とし、第 8 号の次に次の一号を加えます。 

 （9）契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後の規定におけ

るＦＯＭＡの場合に準じるものとします。 

 14 経企第 2149 号（平成 29 年 12 月 19 日）の附則第 3 項を次のように改めます。 

(1) 第３項中「第２種契約に係る総合利用プラン」を「ＦＯＭＡカケホーダイプラン（スマホ／タブ）又はＦＯＭＡカケホーダイプラン

（ケータイ）（経企第 406 号（令和元年５月 21 日）に規定するものをいいます。以下この附則において「割引対象プラン」とい

います。）」に改めます。 

(2) 第 2 号を次のように改めます。 

 （2）当社は、データ定額パック（経企第 406 号（令和元年５月 21 日）に規定するものをいい、ビジネスシェアパックを除きます。

以下この附則において同じとします。）を選択している契約者に係るＦＯＭＡ又は共有対象回線（経企第 406 号（令和元
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年５月 21 日）に規定するものをいいます。）であるＦＯＭＡが、本割引の適用を受けているときは、その適用を受ける料金月

の初日（Ｕ25 応援割の選択に係る申出の承諾を受けた日を含む料金月については、その承諾を受けた日）において、契約者

又は共有代表回線（経企第 406号（令和元年５月 21日）に規定するものをいいます。）に係る契約者が選択しているデー

タ定額パックに係る定額上限データ量に、１ＧＢを加算します。 

(3) 第 3 号の（ア）を次のように改めます。 

 （ア）割引対象プラン及びデータ定額パック以外を選択したとき。 

(4) 第 4 号中「総合利用プラン」を「割引対象プラン」に改めます。 

(5) 第５号を次のように改めます。 

 （5）削除 

 

 

 



1 

 

 国 際 電 話 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

 

第１章 （略） 

 

第２章 契約 

 

第７条～第９条 （略） 

 

（契約者の氏名等の変更の届出） 

第 10 条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに国際電話サービス

取扱所に届け出ていただきます。 

 ただし、その変更があったにもかかわらず、国際電話サービス取扱所に届出がないときは、第 13 条（当社が行う国際電話契約の解

除）、第 17条（利用停止）及び第 18条（利用限度額の設定）に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名

称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。 

２ （略） 

３ 第 1 項の規定にかかわらず、当社は請求書等の送付先への郵送等の通知が３回連続で不達であったことを確認したときは、その事

実が解消されるまでの間、請求書等の通知を行いません。 

 

第 11条～第 15条 （略） 

 

第３章～第８章 （略） 

 

 

料金表 

通則 

１～８（略） 

９ 当社は、契約者に係る奇数月の請求額情報が、当社が別に定める額に満たない場合は、その暦月と翌暦月の料金を、まとめて請

求するものとし、契約者は所定の期日までに支払っていただきます。 

   ただし、契約者から 1月毎の支払いを希望する申出があった場合は、この限りではありません。 

10～18 （略） 

（注１）第９項の当社が別に定める額は、当社のインターネットホームページに定めるところによります。 

（注２）当社は、前項の規定により料金の減免を行ったときは、関係の国際電話サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を

周知します。 

 

 第１表 料金（その他のサービスの料金を除きます。） 

   第１ 通話料 

    １ 適用 

基 本 使 用 料 の 適 用 

(1)～(6)（略） （略） 

(7) 回線群を単位と

する通話料の月極

割引（ＷＯＲＬ

ア 回線群を単位とする通話料の月極割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、次表に

規定する定額料を支払った場合に、当社が別に定める方法により料金その他の債務を契約者ごとに一

括して請求（その契約者以外の者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が

 

 

第１章 （略） 

 

第２章 契約 

 

第７条～第９条 （略） 

 

（契約者の氏名等の変更の届出） 

第 10 条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに国際電話サービス

取扱所に届け出ていただきます。 

 ただし、その変更があったにもかかわらず、国際電話サービス取扱所に届出がないときは、第 13 条（当社が行う国際電話契約の解

除）、第 17条（利用停止）及び第 18条（利用限度額の設定）に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名

称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。 

２ （略） 

 

 

 

第 11条～第 15条 （略） 

 

第３章～第８章 （略） 

 

 

料金表 

通則 

１～８（略） 

９ 削除 

 

 

10～18 （略） 

 

（注）当社は、前項の規定により料金の減免を行ったときは、関係の国際電話サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周

知します。 

 

 第１表 料金（その他のサービスの料金を除きます。） 

   第１ 通話料 

    １ 適用 

基 本 使 用 料 の 適 用 

(1)～(6)（略） （略） 

(7) 回線群を単位と

する通話料の月極

割引（ＷＯＲＬ

ア 回線群を単位とする通話料の月極割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、次表に

規定する定額料を支払った場合に、当社が別に定める方法により料金その他の債務を契約者ごとに一

括して請求（その契約者以外の者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が
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Ｄ ＣＡＬＬ い

っかつ割引）の適

用 

別に定める基準に適合する者に限ります。）に係る料金等と合わせて請求する場合を含みます。）して

いる一括請求グループ（２以上のＦＯＭＡ（当該契約約款に規定するものであって、基本使用料の

料金種別が当社が別に定めるものであるものに限ります。）をいいます。）に係る契約者回線からの国

際電話サービスに関する通話（国際ローミング機能に係るものを除きます。以下この欄において同じとし

ます。）の料金（通話の料金に合算して請求するものを含み、(6)に規定する定期包括割引の適用を

受けている通話に関する料金を除きます。以下この欄において同じとします。）の月間累計額について、

同表に規定する額の割引を行うことをいいます。 

 

 表（略） 

イ～セ （略）  

（注）アに規定する当社が別に定めるものは、ＦＯＭＡサービス契約約款に規定する総合利用プラン

（タイプリミット及び共用ＦＯＭＡに係るものを除きます。）、ＦＯＭＡキッズケータイプラス、ファミリー

ワイド及びプラン 39等（リミットプラスを除きます。）とします。 

(8) ２年定期契約

に係る通信料月極

割引又は定期契

約に係る通信料月

極割引（ビジネス

通話割引）の適

用 

ア 国際電話サービスの利用に係るＦＯＭＡ又はＸｉ（基本使用料の料金種別が当社が別に定める

ものであるものを除きます。）において、当該契約約款に定めるところによりビジネス通話割引の適用を受

けている場合は、国際電話サービスに係る通話（国際ローミング機能に係る通話を除きます｡ 以下この

欄において同じとします。）に関する料金（通話の料金に合算して請求するものを含みます。以下この

欄において同じとします。）の月間累計額について、次表に規定する割引を行います。 

イ （略） 

（注）アに規定する当社が別に定めるものは、Ｘｉサービス契約約款に規定する総合利用プラン、Ｘｉ

カケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホーダイプラン（ケータイ）及びＸｉカケホーダイプラン

（ＳＩＭフリー）並びにＦＯＭＡサービス契約約款に規定するＦＯＭＡカケホーダイプラン（スマ

ホ／タブ）及びＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ）とします。 

(9)～(10)（略） （略） 

 

    ２ （略） 

 

 第２表 （略） 

 

 別表 （略） 

 

 

 

   附 則（令和元年５月 21日経企第 406号） 

 この改正規定は令和元年６月１日から実施します。 

 

 

 

 

 

Ｄ ＣＡＬＬ い

っかつ割引）の適

用 

別に定める基準に適合する者に限ります。）に係る料金等と合わせて請求する場合を含みます。）して

いる一括請求グループ（２以上のＦＯＭＡサービス（当該契約約款に規定する第１種契約に係る

ＦＯＭＡ（基本利用料の料金種別が総合利用プラン（タイプシンプルを除きます。）であるものに限り

ます。）及びワイドスター通信サービス（帯域占有利用に係るものを除きます。）をいいます。）に係る

契約者回線からの国際電話サービスに関する通話（国際ローミング機能に係るものを除きます。以下こ

の欄において同じとします。）の料金（通話の料金に合算して請求するものを含み、(6)に規定する定

期包括割引の適用を受けている通話に関する料金を除きます。以下この欄において同じとします。）の

月間累計額について、同表に規定する額の割引を行うことをいいます。 

 表（略） 

イ～セ （略）  

 

 

 

(8) ２年定期契約

に係る通信料月極

割引又は定期契

約に係る通信料月

極割引（ビジネス

通話割引）の適

用 

ア 国際電話サービスの利用に係るＦＯＭＡ又はＸｉにおいて、当該契約約款に定めるところによりビジ

ネス通話割引の適用を受けている場合は、国際電話サービスに係る通話（国際ローミング機能に係る

通話を除きます｡ 以下この欄において同じとします。）に関する料金（通話の料金に合算して請求する

ものを含みます。以下この欄において同じとします。）の月間累計額について、次表に規定する割引を行

います。 

イ （略） 

(9)～(10)（略） （略） 

 

    ２ （略） 

 

 第２表 （略） 

 

 別表 （略） 
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 ワ イ ド ス タ ー 通 信 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

第１章～第２章 （略） 

 

第３章 

第４条の２～第 12 条 （略） 

 

（契約者の氏名等の変更の届出） 

第 13条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等（当社又は請求事業者（第 48条の２（債権の譲渡等）に規

定するものをいいます。）が発行するワイドスター通信サービスの利用に係る請求書、口座振替案内書又はクレジットカード利用案内

書をいいます。以下同じとします。）の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにワイドスター通信サービス取扱所に届け出てい

ただきます。 

 ただし、その変更があったにもかかわらず、ワイドスター通信サービス取扱所に届出がないときは、第８条（契約者識別番号）、第 12

条（ワイドスター通信サービスの利用休止）、第 16条（当社が行うワイドスター契約の解除）、第 29条（利用中止）及び第 30

条（利用停止）に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵

送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。 

２ 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 

３ 第 1 項の規定にかかわらず、当社は請求書等の送付先への郵送等の通知が３回連続で不達であったことを確認したときは、その事

実が解消されるまでの間、請求書等の通知を行いません。 

 

 

 

第 14条～第 16条 （略） 

 

第４章～第 13章 （略） 

 

料金表 

通則 

１～９（略） 

10当社は、契約者に係る奇数月の請求額情報が、当社が別に定める額に満たない場合は、その暦月と翌暦月の料金を、まとめて請求

するものとし、契約者は所定の期日までに支払っていただきます。 

   ただし、契約者から 1月毎の支払いを希望する申出があった場合は、この限りではありません。 

11 料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

12 当社は、前払登録額（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）の残高を減ずることにより、料

金等の支払いを受けます。この場合において、前払登録額による料金等の支払いについては、ＦＯＭＡサービス契約約款に規定する

前払登録額による料金等の支払いに関する規定に準じて取り扱います。 

（電子媒体による請求額情報の通知） 

13 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのワイドスター通信サービス（当社が提供する他の電気通信サービ

スであって、その料金等がワイドスター通信サービスに係る料金に合わせて請求される電気通信サービスを含みます。以下この項におい

て同じとします。）について、当社又は請求事業者が行うその料金等の請求に係る情報（当該契約者に係る料金等の請求額及び

通信料金明細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとします。）の送付に代えて、請求データ蓄積装置（請求額情報（料金等

の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。）を蓄積するため

の当社の電気通信設備をいいます。以下同じとします。）に登録した電子データにより、請求額情報を通知（以下「電子媒体による

請求額情報の通知」といいます。）する取扱いを行います。 

(1) その請求のあったワイドスター通信サービスに係る料金等の支払方法が、当口座振替又はクレジット払い（ｅビリングご利用規約

 

第１章～第２章 （略） 

 

第３章 

第４条の２～第 12 条 （略） 

 

（契約者の氏名等の変更の届出） 

第 13条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等（当社又は請求事業者（第 48条の２（債権の譲渡等）に規

定するものをいいます。）が発行するワイドスター通信サービスの利用に係る請求書、口座振替案内書又はクレジットカード利用案内

書をいいます。以下同じとします。）の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにワイドスター通信サービス取扱所に届け出てい

ただきます。 

 ただし、その変更があったにもかかわらず、ワイドスター通信サービス取扱所に届出がないときは、第８条（契約者識別番号）、第 12

条（ワイドスター通信サービスの利用休止）、第 16条（当社が行うワイドスター契約の解除）、第 29条（利用中止）及び第 30

条（利用停止）に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵

送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。 

２ 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 

 

 

 

 

 

第 14条～第 16条 （略） 

 

第４章～第 13章 （略） 

 

料金表 

通則 

１～９（略） 

 

 

 

10 料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

11 当社は、前払登録額（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）の残高を減ずることにより、料

金等の支払いを受けます。この場合において、前払登録額による料金等の支払いについては、ＦＯＭＡサービス契約約款に規定する

前払登録額による料金等の支払いに関する規定に準じて取り扱います。 

（電子媒体による請求額情報の通知） 

12 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのワイドスター通信サービス（当社が提供する他の電気通信サービ

スであって、その料金等がワイドスター通信サービスに係る料金に合わせて請求される電気通信サービスを含みます。以下この項におい

て同じとします。）について、当社又は請求事業者が行うその料金等の請求に係る情報（当該契約者に係る料金等の請求額及び

通信料金明細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとします。）の送付に代えて、請求データ蓄積装置（請求額情報（料金等

の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。）を蓄積するため

の当社の電気通信設備をいいます。以下同じとします。）に登録した電子データにより、請求額情報を通知（以下「電子媒体による

請求額情報の通知」といいます。）する取扱いを行います。 

(1) その請求のあったワイドスター通信サービスに係る料金等の支払方法が、当口座振替又はクレジット払い（ｅビリングご利用規約
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に規定するものをいいます。以下同じとします。）ではないとき。 

(2) その請求のあったワイドスター通信サービスに係る料金等が、他のワイドスター通信サービス、ＦＯＭＡサービス又はＸi サービスに

係る料金等と一括して請求されている場合であって、当社が別に定めるとき。 

(3) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

14 当社は、１のワイドスターにおいて、別表２（付加機能）に規定する moperaU 機能の提供を受けていること及び料金等の支払

方法が口座振替又はクレジット払いであることを確認したとき（当社が定めるときを除きます。）は、当社がそのことを確認した日におい

て、そのワイドスターについて契約者から前項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。 

 ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでありません。 

(1) 契約者から電子媒体による請求額情報の通知に関する請求を行わない旨の意思表示があったとき。 

(2) そのワイドスターについて、請求書の分割送付の取扱いを受けているとき。 

15 当社は、ワイドスター通信サービスに係る料金その他の債務がワイドスター通信サービス、ＦＯＭＡサービス又はＸi サービス（当該

契約約款に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているものに限ります。）に係る料金等と一括して請求され

ている場合は、そのワイドスター通信サービスについて契約者から前項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。 

16 当社は、第13項に規定する請求データ蓄積装置に、当該契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、その請求額情報を契

約者に通知したものとみなします。 

17 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているワイドスターについて、次のいずれかに該当することを当社が確認

したときは、そのワイドスター通信サービスの利用に係る口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書を発行します。 

(1) 第 30条（利用停止）の規定によりそのワイドスターの利用が停止されているとき。 

(2) 第 16条（当社が行うワイドスター契約の解除）の規定によりそのワイドスター契約が解除されたとき。 

18 当社は、第 13 項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているワイドスター通信サービスに係る料金等が、

口座振替又はクレジット払いにより当社が定める期日までに支払われたことを当社が確認したときは、そのワイドスター通信サービスに係

る料金等から 20円を減額します。この場合において、料金表の適用による場合は、適用した後の料金の額から減額します。 

 ただし、前項の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発行を受けたときはこの限りでありません。 

19 ＦＯＭＡ等に係る契約を締結している者又はＸi に係る契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにワイドスター契

約を締結した場合は、継続してワイドスター契約を締結していたものとみなして取り扱います。 

 ただし、契約の解除のあったＦＯＭＡ等又はＸi 係る料金等において、ＦＯＭＡサービス契約約款又はＸi サービス契約約款に

規定する電子媒体による請求額情報の通知を受けている場合の料金等の減額が適用される暦月については、この減額を適用しま

せん。 

20 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているワイドスター通信サービスについて、契約者からこの取扱いを廃止

する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、この取扱いを廃止します。 

(1) 第 13項各号のいずれかに該当することとなったとき。 

(2) 第 16条（当社が行うワイドスター契約の解除）の規定によりそのワイドスター契約が解除されたとき。 

21 前項の規定により電子媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃止があったときは、その廃止があった日を含む暦月までのそのワイ

ドスターに係る料金等を、第 18項に規定する減額の対象とします。 

   ただし、歴月の初日におけるワイドスター契約の解除により電子媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃止があったときは、その

廃止があった日を含む暦月の前暦月までのそのワイドスターに係る料金等を、第 18項に規定する減額の対象とします。 

22 電子媒体による請求額情報の通知に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 

（料金の一括後払い） 

23 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、２月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払

っていただくことがあります。 

（消費税相当額の加算） 

24 第 40 条（基本使用料等の支払義務）から第 43 条（工事費の支払義務）までの規定、第 44 条（相互接続通信に係る料

金の取扱い）の規定及び第 70 条（番号案内料等の支払義務等）の規定等により、この料金表に定める料金又は工事費の支払

いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。 

 ただし、税込額のみで料金を定める場合は、その額とします。 

（料金等の臨時減免） 

25 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事費を減免する

ことがあります。 

に規定するものをいいます。以下同じとします。）ではないとき。 

(2) その請求のあったワイドスター通信サービスに係る料金等が、他のワイドスター通信サービス、ＦＯＭＡサービス又はＸi サービスに

係る料金等と一括して請求されている場合であって、当社が別に定めるとき。 

(3) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

13 当社は、１のワイドスターにおいて、別表２（付加機能）に規定する moperaU 機能の提供を受けていること及び料金等の支払

方法が口座振替又はクレジット払いであることを確認したとき（当社が定めるときを除きます。）は、当社がそのことを確認した日におい

て、そのワイドスターについて契約者から前項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。 

 ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでありません。 

(1) 契約者から電子媒体による請求額情報の通知に関する請求を行わない旨の意思表示があったとき。 

(2) そのワイドスターについて、請求書の分割送付の取扱いを受けているとき。 

14 当社は、ワイドスター通信サービスに係る料金その他の債務がワイドスター通信サービス、ＦＯＭＡサービス又はＸi サービス（当該

契約約款に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているものに限ります。）に係る料金等と一括して請求され

ている場合は、そのワイドスター通信サービスについて契約者から前項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。 

15 当社は、第12項に規定する請求データ蓄積装置に、当該契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、その請求額情報を契

約者に通知したものとみなします。 

16 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているワイドスターについて、次のいずれかに該当することを当社が確認

したときは、そのワイドスター通信サービスの利用に係る口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書を発行します。 

(1) 第 30条（利用停止）の規定によりそのワイドスターの利用が停止されているとき。 

(2) 第 16条（当社が行うワイドスター契約の解除）の規定によりそのワイドスター契約が解除されたとき。 

17 当社は、第 12 項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているワイドスター通信サービスに係る料金等が、

口座振替又はクレジット払いにより当社が定める期日までに支払われたことを当社が確認したときは、そのワイドスター通信サービスに係

る料金等から 20円を減額します。この場合において、料金表の適用による場合は、適用した後の料金の額から減額します。 

 ただし、前項の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発行を受けたときはこの限りでありません。 

18 ＦＯＭＡ等に係る契約を締結している者又はＸi に係る契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにワイドスター契

約を締結した場合は、継続してワイドスター契約を締結していたものとみなして取り扱います。 

 ただし、契約の解除のあったＦＯＭＡ等又はＸi 係る料金等において、ＦＯＭＡサービス契約約款又はＸi サービス契約約款に

規定する電子媒体による請求額情報の通知を受けている場合の料金等の減額が適用される暦月については、この減額を適用しま

せん。 

19 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているワイドスター通信サービスについて、契約者からこの取扱いを廃止

する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、この取扱いを廃止します。 

(1) 第 12項各号のいずれかに該当することとなったとき。 

(2) 第 16条（当社が行うワイドスター契約の解除）の規定によりそのワイドスター契約が解除されたとき。 

20 前項の規定により電子媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃止があったときは、その廃止があった日を含む暦月までのそのワイ

ドスターに係る料金等を、第 17項に規定する減額の対象とします。 

   ただし、歴月の初日におけるワイドスター契約の解除により電子媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃止があったときは、その

廃止があった日を含む暦月の前暦月までのそのワイドスターに係る料金等を、第 17項に規定する減額の対象とします。 

21 電子媒体による請求額情報の通知に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 

（料金の一括後払い） 

22 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、２月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払

っていただくことがあります。 

（消費税相当額の加算） 

23 第 40 条（基本使用料等の支払義務）から第 43 条（工事費の支払義務）までの規定、第 44 条（相互接続通信に係る料

金の取扱い）の規定及び第 70 条（番号案内料等の支払義務等）の規定等により、この料金表に定める料金又は工事費の支払

いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。 

 ただし、税込額のみで料金を定める場合は、その額とします。 

（料金等の臨時減免） 

24 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事費を減免する

ことがあります。 



3 

 

（注１）第 10項の当社が別に定める額は、当社のインターネットホームページに定めるところによります。 

（注２）当社は、第 25項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係のワイドスター通信サービス取扱所に掲示する等の方法によ

り、その旨を周知します。 

 

 

第１表～第５表 （略） 

別表１～６ （略） 

 

別表７ 他社相互接続通信に係る協定事業者 

協定事業者 内  容 

１ （略） （略） 

２ ＰＨＳ事業者 電気通信番号規則（令和元年総務省令第 4 号）に規定する電気通信

番号を用いてＰＨＳサービスを提供する協定事業者 

３ 携帯電話事業者 電気通信番号規則（令和元年総務省令第 4 号）に規定する電気通信

番号を用いて携帯電話サービスを提供する協定事業者 

４ （略） （略） 

（注） （略） 

別表８ （略） 

 

 

 

附 則（令和元年５月 21日経企第 406号） 

（実施期日） 

 この改正規定は令和元年６月１日から実施します。 

 

 

 

 

（注）当社は、第 24 項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係のワイドスター通信サービス取扱所に掲示する等の方法によ

り、その旨を周知します。 

 

 

第１表～第５表 （略） 

別表１～６ （略） 

 

別表７ 他社相互接続通信に係る協定事業者 

協定事業者 内  容 

１ （略） （略） 

２ ＰＨＳ事業者 電気通信番号規則第９条第３号に規定する電気通信番号を用 

いてＰＨＳサービスを提供する協定事業者 

３ 携帯電話事業者 電気通信番号規則第９条第３号に規定する電気通信番号を用 

いて携帯電話サービスを提供する協定事業者 

４ （略） （略） 

（注） （略） 

別表 8 （略） 
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 グ ロ ー バ ル 衛 星 通 信 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

第１章～第２章 （略） 

 

第３章 

第５条～第 10条 （略） 

 

（契約者の氏名等の変更の届出） 

第 11 条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属グローバル衛

星通信サービス取扱所に届け出ていただきます。 

 ただし、その変更があったにもかかわらず、所属グローバル衛星通信サービス取扱所に届出がないときは、第８条（契約者識別番

号）、第 14 条（当社が行うグローバル衛星通信契約の解除）、第 25 条（利用中止）及び第 26 条（利用停止）に規定する

通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもってその通知

を行ったものとみなします。 

２ 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 

３ 第 1 項の規定にかかわらず、当社は請求書等の送付先への郵送等の通知が３回連続で不達であったことを確認したときは、その事

実が解消されるまでの間、請求書等の通知を行いません。 

 

第 12条～第 14条 （略） 

 

第４章～第 12章 （略） 

 

料金表 （略） 

 

別表 （略） 

 

 

附 則（令和元年５月 21日経企第 406号） 

（実施期日） 

 この改正規定は令和元年６月１日から実施します。 

 

 

 

 

第１章～第２章 （略） 

 

第３章 

第５条～第 10条 （略） 

 

（契約者の氏名等の変更の届出） 

第 11 条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属グローバル衛

星通信サービス取扱所に届け出ていただきます。 

 ただし、その変更があったにもかかわらず、所属グローバル衛星通信サービス取扱所に届出がないときは、第８条（契約者識別番

号）、第 14 条（当社が行うグローバル衛星通信契約の解除）、第 25 条（利用中止）及び第 26 条（利用停止）に規定する

通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもってその通知

を行ったものとみなします。 

２ 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 

 

 

 

第 12条～第 14条 （略） 

 

第４章～第 12章 （略） 

 

料金表 （略） 

 

別表 （略） 
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 無 線 Ｉ Ｐ 通 信 網 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

        第１章～第 2章 （略） 

 

 

      第３章  無線ＩＰ契約 

 

第６条～第 10条 （略） 

 

（契約者の氏名等の変更の届出） 

第 11 条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属無線ＩＰ通

信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

 ただし、その変更があったにもかかわらず、所属無線ＩＰ通信網サービス取扱所に届出がないときは、第 10条（契約者識別番号）、

第 14条（当社が行う無線ＩＰ契約の解除）及び第 23条（利用停止）に規定する通知については、当社に届出を受けている氏

名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。 

２ （略） 

３ 第 1 項の規定にかかわらず、当社は請求書等の送付先への郵送等の通知が３回連続で不達であったことを確認したときは、その事

実が解消されるまでの間、請求書等の通知を行いません。 

 

第 12条～第 14条 （略） 

 

 

        第３章の２ 国際無線ＩＰ契約  

 

 第 15条～第 16条 （略） 

 

   （国際無線ＩＰ契約申込の承諾） 

 第 17条 当社は、国際無線ＩＰ契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ （略） 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。 

  (1) 国際無線ＩＰ契約の申込みをした者が指定したＸｉ等の基本使用料の料金種別が当社が別に定めるもの以外であって、当社

が別に定めるデータ定額を選択していないとき。 

 

  (2)～(5) （略） 

 （注１）本条第３項第１号に規定する当社が別に定めるものは、ＸｉにおいてはＸｉサービス契約約款に規定する総合利用プラン、

データ専用プラン、Ｘｉデータプラン等及びタイプＸｉ等（タイプＸｉ及びタイプＸｉにねんを除きます。）、ＦＯＭＡにおいてはＦ

ＯＭＡサービス契約約款に規定する定額データプラン、定額データプラン HIGH-SPEED、定額データプランスタンダード及び定額デ

ータプランフラットとします。 

 （注２）本条第３項第１号に規定する当社が別に定めるデータ定額は、ＸｉにおいてはＸｉサービス契約約款に規定するシングルパ

ック等、ケータイパック、データＳパック等、データＬパック等、らくらくパック、Ｘｉパケ・ホーダイダブル及びＸｉパケ・ホーダイフラット等、

ＦＯＭＡにおいてはＦＯＭＡサービス契約約款に規定するパケット定額、シングルパック等、データＳパック等、データＬパック等、らく

らくパック、パケ・ホーダイダブル２及び旧パケット定額とします。 

 

 第 17条の２～第 17条の３ （略） 

 

 

        第１章～第 2章 （略） 

 

 

      第３章  無線ＩＰ契約 

 

第６条～第 10条 （略） 

 

（契約者の氏名等の変更の届出） 

第 11 条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属無線ＩＰ通

信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

 ただし、その変更があったにもかかわらず、所属無線ＩＰ通信網サービス取扱所に届出がないときは、第 10条（契約者識別番号）、

第 14条（当社が行う無線ＩＰ契約の解除）及び第 23条（利用停止）に規定する通知については、当社に届出を受けている氏

名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。 

２ （略） 

 

 

 

第 12条～第 14条 （略） 

 

 

        第３章の２ 国際無線ＩＰ契約  

 

 第 15条～第 16条 （略） 

 

   （国際無線ＩＰ契約申込の承諾） 

 第 17条 当社は、国際無線ＩＰ契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

 ２ （略） 

 ３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。 

  (1) 国際無線ＩＰ契約の申込みをした者が指定したＸｉ等の基本使用料の料金種別が当社が別に定めるもの以外であって、データ

定額パック（当該契約約款に規定するものをいいます。）又はパケット定額若しくは旧パケット定額（ＦＯＭＡサービス契約約款に

規定するものをいいます。以下同じとします。）を選択していないとき。 

  (2)～(5) （略） 

 （注）本条第３項第１号に規定する当社が別に定めるものは、ＸｉにおいてはＸｉサービス契約約款に規定するデータ専用プラン

（第１種契約に係るものに限ります。）及びＸｉデータプラン等、ＦＯＭＡにおいてはＦＯＭＡサービス契約約款に規定する定額

データプラン、定額データプラン HIGH-SPEED、定額データプランスタンダード及び定額データプランフラットとします。 

 

 

 

 

 

 

 第 17条の２～第 17条の３ （略） 
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        第３章の３～第 11章 （略） 

 

料金表 

 

通則 

１～９（略） 

10当社は、契約者に係る奇数月の請求額情報が、当社が別に定める額に満たない場合は、その暦月と翌暦月の料金を、まとめて請求

するものとし、契約者は所定の期日までに支払っていただきます。 

   ただし、契約者から 1月毎の支払いを希望する申出があった場合は、この限りではありません。 

11～14 （略） 

（注１）第 10項の当社が別に定める額は、当社のインターネットホームページに定めるところによります。 

（注２）当社は、第 14 項の規定により料金の減免を行ったときは、関係の無線ＩＰ通信網サービス取扱所に掲示する等の方法によ

り、その旨を周知します。 

 

第１表～第５表 （略） 

 

別表 （略） 

 

 

 

   附 則（令和元年５月 21日経企第 406号） 

 この改正規定は令和元年６月１日から実施します。 

 

 

        第３章の３～第 11章 （略） 

 

料金表 

 

通則 

１～９（略） 

 

 

 

10～13 （略）  

 

（注）当社は、第 13 項の規定により料金の減免を行ったときは、関係の無線ＩＰ通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、

その旨を周知します。 

 

第１表～第５表 （略） 

 

別表 （略） 

 

 

 

 



専 用 回 線 等 接 続 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

第１章～第２章 （略） 

 

第３章 

第７条～第 14条 （略） 

 

第 15条 ビジネスmopera 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに

所属専用回線等接続サービス取扱所に届け出ていただきます。 

 ただし、その変更があったにもかかわらず、所属専用回線等接続サービス取扱所に届出がないときは、第 10 条（契約者識別番号）､

第 12条（アクセス回線の登録等）、第 18条（当社が行うビジネスmopera 契約の解除）､第 37条（接続休止）及び第 38

条（利用停止）に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵

送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。 

２ 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 

３ 第 1 項の規定にかかわらず、当社は請求書等の送付先への郵送等の通知が３回連続で不達であったことを確認したときは、その事

実が解消されるまでの間、請求書等の通知を行いません。 

 

第 16条～第 23条 （略） 

 

第４章～第 11章 （略） 

 

第 12章 雑則 

 

   （発信者番号通知） 

 第 56条 第９種接続装置又は第 10種接続装置に接続された専用回線等に係る接続点からの通信等については、ＩＰ電話番号又

は内線番号をその通信の着信のあったアクセス回線等へ通知します。 

    ただし、内線グループにおける通信以外の通信に限り、発信者は当社が別に定める方法によりＩＰ電話番号を通知しないことができ

ます。 

 ２ （略） 

 （注）（略） 

 

 第 57条～第 62条 （略） 

 

第 13章 （略） 

 

 

 

料金表 

 

通則 （略） 

 

第１表 料金（その他のサービスの料金を除きます。） 

  

 

第１章～第２章 （略） 

 

第３章 

第７条～第 14条 （略） 

 

第 15条 ビジネスmopera 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに

所属専用回線等接続サービス取扱所に届け出ていただきます。 

 ただし、その変更があったにもかかわらず、所属専用回線等接続サービス取扱所に届出がないときは、第 10 条（契約者識別番号）､

第 12条（アクセス回線の登録等）、第 18条（当社が行うビジネスmopera 契約の解除）､第 37条（接続休止）及び第 38

条（利用停止）に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵

送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。 

２ 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 

 

 

 

第 16条～第 23条 （略） 

 

第４章～第 11章 （略） 

 

第 12章 雑則 

 

   （発信者番号通知） 

 第 56条 第９種接続装置又は第 10種接続装置に接続された専用回線等に係る接続点からの通信等については、ＩＰ電話番号又

は内線番号をその通信の着信のあったアクセス回線等へ通知します。 

    ただし、内線グループにおける通信及び第 10 種接続装置に接続された専用回線等に係る接続点からの通信以外の通信に限り、

発信者は当社が別に定める方法によりＩＰ電話番号を通知しないことができます。 

 ２ （略） 

 （注）（略） 

 

 第 57条～第 62条 （略） 

 

第 13章 （略） 

 

 

 

料金表 

 

通則 （略） 

 

第１表 料金（その他のサービスの料金を除きます。） 

 



第１ （略） 

 

第２ 付加機能使用料 

１ 適用 

付 加 機 能 使 用 料 の 適 用 

(1) （略） 

(2) 分割送信機能及び音

声会議機能に係る付加

機能使用料の適用 

分割送信機能及び音声会議機能（アクセス回線等に関するものに限ります。）に係る付加機

能使用料については、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定にかかわらず、

日割しません。 

(3) （略）  

   

 

 

  ２ 料金額 

区     分 単   位 

料 金 額     （月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

（略） （略） （略） 

音声会議機能 
１ＩＰ電話番号ごとに 100円 ( 108円) 

１アクセス回線等ごとに 300円 ( 324円) 

 

第３～第５ （略） 

 

第２表～第３表 （略） 

 

別表１ （略） 

 

 

別表２ 付加機能 

種          類 提供条件 

１～23 （略） （略） 

24 音声会議機能  

主として契約者があらかじめ登録したＦＯＭＡサ

ービス又はＸｉサービスに係る１又は複数の契約者

回線との間で通話を同時に行うことができるようにする

機能をいいます。 

 

(1) 第９種接続装置に係るビジネス mopera サー

ビスに限り提供します。 

(2) この機能の提供を受けるビジネス mopera 契

約者は、あらかじめ音声会議機能を利用するた

めの IP 電話番号の希望数及びアクセス回線等

の数を申し出ていただきます。この場合においてビ

第１ （略） 

 

第２ 付加機能使用料 

１ 適用 

付 加 機 能 使 用 料 の 適 用 

(1) （略） 

(2) 分割送信機能に係る

付加機能使用料の適用 

分割送信機能に係る付加機能使用料については、通則第３項（料金の計算方法等）及び

第４項の規定にかかわらず、日割しません。 

 

(3) （略）  

   

 

 

２ 料金額 

区     分 単   位 

料 金 額     （月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

（略） （略） （略） 

 

 

 

 

第３～第５ （略） 

 

第２表～第３表 （略） 

 

別表１ （略） 

 

 

別表２ 付加機能 

種          類 提供条件 

１～23 （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

sp モード標準機能（申込み不要サービス）

として＋メッセージを規定。 

＜確認＞ 

+メッセージ未利用ユーザへはSMSでメッ

セージ送信されますが、その場合の SMS の

スペックは既存 SMS と完全同一（文字数上

限 70文字、ファイル添付不可、グループメ

ッセージ不可）でしょうか？ 

未受信+メッセージのサーバ保管期間上限

について規定。 

はい。既存 SMSと完全同一です。 

時間以外の制限はありません。 

sp モード標準機能（申込み不要サービス）

として＋メッセージを規定。 

＜確認＞ 

+メッセージ未利用ユーザへはSMSでメッ

セージ送信されますが、その場合の SMS の

スペックは既存 SMS と完全同一（文字数上

限 70文字、ファイル添付不可、グループメ

ッセージ不可）でしょうか？ 

未受信+メッセージのサーバ保管期間上限

について規定。 

はい。既存 SMSと完全同一です。 

時間以外の制限はありません。 



 ジネスmopera契約者は、会議グループ（第９

種接続装置に接続された専用回線等に係る接

続点との間の通信を同時に行うことのできるグル

ープをいいます。以下この欄において同じとしま

す。）ごとにアクセス回線等の数を指定して当社

が指定する方法により申し出ていただきます。 

(3) 当社は、(2)の規定によりビジネス mopera 契

約者から申出があったときは、次の場合を除い

て、会議グループに係る通信を行うために必要と

なる登録を行います。 

  ① 登録する IP電話番号の数又はアクセス回線

等の数が、当社が別に定める数を超えることとな

るとき 

  ② その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

(4) ビジネスmopera契約者は、IP電話番号の数

及びアクセス回線等の数の変更を請求することが

できます。 

(5) 当社は、(4)の規定によりビジネス mopera 契

約者から請求があったときは、(3)の規定に準じて

取り扱います。 

(6) 当社は、ビジネスmopera契約者からの申出に

よるほか、(3)の規定のいずれかに該当することが

判明したとき又は該当することとなったときは、アク

セス回線に係る登録を削除します。この場合にお

いて、当社は、ビジネスmopera契約者へあらか

じめその旨を通知します。 

(7) ＩＰ電話番号の変更及びＩＰ電話番号に係

る発信者番号通知については、第 10 条の２

（ＩＰ電話番号）及び第 56 条（発信者番

号通知）の規定をそれぞれ適用します。 

（注）(3)に規定する当社が別に定める数は、IP電

話番号の数については 100、１の会議グループ

に係るアクセス回線等の数については 200 としま

す。 

別表３～別表４ （略） 

 

    附 則（令和元年５月 21日経企第 406号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和元年６月３日から実施します。 

   ただし、ビジネスmopera 契約者の氏名等の変更の届出に関する部分については、令和元年 6月 1日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務 

については、なお従前のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表３～別表４ （略） 

 

 



個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん 契 約 約 款 の 一 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

第１条～第２条 （略） 

 

（本契約の申込みをすることができる者の条件） 

第３条 本契約の申込みをすることができる者は、次のいずれかに該当する者とします。 

(1) 当社のＸｉサービス契約約款（以下「Ｘｉ約款」といいます。）に定めるところにより、当社とＸｉ契約又はＸｉユビキタス

契約（基本使用料の料金種別が、Ｘｉ約款に規定するＸｉデバイスプラス 300又はＸｉデバイスプラス 500であるものに限

ります。）を締結している者 

(2) 当社のＦＯＭＡサービス契約約款（以下「ＦＯＭＡ約款」といいます。）に定めるところにより当社とＦＯＭＡ契約（基

本使用料の料金種別が、ＦＯＭＡ約款に規定するバリュープラン以外のものであるものを除きます。）を締結している者 

(3) 当社のＦＯＭＡ約款に定めるところにより、当社とＦＯＭＡユビキタス契約（基本使用料の料金種別が、ＦＯＭＡ約款に

規定するお便りフォトプランフラット、お便りフォトプラン等、定額ユビキタスプラン、ＦＯＭＡデバイスプラス300又はＦＯＭＡデバ

イスプラス 500 に係るものに限ります｡）を締結している者 

 

第４条～第 19条 （略） 

 

第１条～第２条 （略） 

 

（本契約の申込みをすることができる者の条件） 

第３条 本契約の申込みをすることができる者は、次のいずれかに該当する者とします。 

(1) 当社のＸｉサービス契約約款（以下「Ｘｉ約款」といいます。）に定めるところにより、当社とＸｉ契約又は第２種Ｘｉユ

ビキタス契約を締結している者 

(2) 当社のＦＯＭＡサービス契約約款（以下「ＦＯＭＡ約款」といいます。）に定めるところにより当社とＦＯＭＡ契約（バリ

ュープランを選択している者に限ります。）又は第２種ＦＯＭＡユビキタス契約を締結している者 

 

 

 

 

 

第４条～第 19条 （略） 

 



1 

 

 Ｉ Ｐ 通 信 網 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

第１章～第２章 （略） 

 

第３章 

第 1節 （略） 

第 2節 一般契約 

第８条～第 12条の３ （略） 

 

（一般契約者の氏名等の変更の届出） 

第 13 条 一般契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書若しくは電子メール等の送付先に変更があったときは、そのことを

速やかに所属ＩＰ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

 ただし、その変更があったにもかかわらず、所属ＩＰ通信網サービス取扱所に届出がないときは、第 11 条（契約者識別番号)、第 17

条（当社が行う一般契約の解除) 、第 34 条（利用中止）及び第 35 条（利用停止）に規定する通知については、当社に届出

を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知を発したことをもってその通知を行ったものとみな

します。 

２ 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 

３ 第 1 項の規定にかかわらず、当社は請求書等の送付先への郵送等の通知が３回連続で不達であったことを確認したときは、その事

実が解消されるまでの間、請求書等の通知を行いません。 

 

第 14条～第 17条 （略） 

第 3節 （略） 

第４章～第 15章 （略） 

 

料金表 

通則 

１～17（略） 

18当社は、契約者に係る奇数月の請求額情報が、当社が別に定める額に満たない場合は、その暦月と翌暦月の料金を、まとめて請求

するものとし、契約者は所定の期日までに支払っていただきます。 

   ただし、契約者から 1月毎の支払いを希望する申出があった場合は、この限りではありません。 

19 料金その他の債務は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

20 当社は、当社に特別の事情がある場合は、ＩＰ通信網契約者の承諾を得て、２月以上の料金を、当社が指定する期日までに、

まとめて支払っていただくことがあります。 

（消費税相当額の加算） 

21 第 39条（基本使用料等の支払義務）から第 42条（工事費の支払義務）及び第 54条（支払証明書等の発行）までの規

定の規定等により、この料金表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した

額とします。 

（ＩＰ通信網契約に係る利用料金の減額） 

22 特定ＦＴＴＨ事業者（東日本電信電話株式会社に限ります。以下この項において同じとします。）の契約約款に規定するメニュ

ー５に係る利用料金の割引等の適用を受けているＩＰ通信網契約について、サービス転用により、新たに当社とＩＰ通信網契約を

締結した場合であって、当社が認めたときは、そのＩＰ通信網契約に係る料金等を減額します。この場合において、減額適用の終了

日及び各歴月におけるその額は、契約者が特定ＦＴＴＨ事業者との間で締結していたサービス転用前のＩＰ通信網契約におけるメ

ニュー５に係る利用料金の割引等の適用条件と同一とします。 

 ただし、その額がそのＩＰ通信網契約に係る料金等に満たない場合は、ＩＰ通信網契約に係る料金等と同額を減額します。 

23 当社は、ＩＰ通信網契約の解除があったときは、その解除があった日を含む暦月をもって、前項に規定する減額を廃止します。 

 

第１章～第２章 （略） 

 

第３章 

第 1節 （略） 

第 2節 一般契約 

第８条～第 12条の３ （略） 

 

（一般契約者の氏名等の変更の届出） 

第 13 条 一般契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書若しくは電子メール等の送付先に変更があったときは、そのことを

速やかに所属ＩＰ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

 ただし、その変更があったにもかかわらず、所属ＩＰ通信網サービス取扱所に届出がないときは、第 11 条（契約者識別番号)、第 17

条（当社が行う一般契約の解除) 、第 34 条（利用中止）及び第 35 条（利用停止）に規定する通知については、当社に届出

を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知を発したことをもってその通知を行ったものとみな

します。 

２ 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 

 

 

 

第 14条～第 17条 （略） 

第 3節 （略） 

第４章～第 15章 （略） 

 

料金表 

通則 

１～17（略） 

 

 

 

18 料金その他の債務は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

19 当社は、当社に特別の事情がある場合は、ＩＰ通信網契約者の承諾を得て、２月以上の料金を、当社が指定する期日までに、

まとめて支払っていただくことがあります。 

（消費税相当額の加算） 

20 第 39条（基本使用料等の支払義務）から第 42条（工事費の支払義務）及び第 54条（支払証明書等の発行）までの規

定の規定等により、この料金表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した

額とします。 

（ＩＰ通信網契約に係る利用料金の減額） 

21 特定ＦＴＴＨ事業者（東日本電信電話株式会社に限ります。以下この項において同じとします。）の契約約款に規定するメニュ

ー５に係る利用料金の割引等の適用を受けているＩＰ通信網契約について、サービス転用により、新たに当社とＩＰ通信網契約を

締結した場合であって、当社が認めたときは、そのＩＰ通信網契約に係る料金等を減額します。この場合において、減額適用の終了

日及び各歴月におけるその額は、契約者が特定ＦＴＴＨ事業者との間で締結していたサービス転用前のＩＰ通信網契約におけるメ

ニュー５に係る利用料金の割引等の適用条件と同一とします。 

 ただし、その額がそのＩＰ通信網契約に係る料金等に満たない場合は、ＩＰ通信網契約に係る料金等と同額を減額します。 

22 当社は、ＩＰ通信網契約の解除があったときは、その解除があった日を含む暦月をもって、前項に規定する減額を廃止します。 
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（料金等の臨時減免） 

24 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金その他の債務を減免す

ることがあります。 

25 当社は、前項の規定により料金その他の債務の減免を行ったときは、関係のＩＰ通信網サービス取扱所に掲示する等の方法によ

り、その旨を周知します。 

 

 

第１表～第３表 （略） 

別表 （略） 

 

附 則（令和元年５月 21日経企第 406号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は令和元年６月１日から実施します。 

（工事費無料特典の適用） 

２ 当社はこの改正規定実施の日から当社が別に定める日までの間において、契約者回線の提供開始日がＩＰ通信網契約の締結が

あった日を含む暦月の翌暦月から起算して６暦月の間であるときは、ＩＰ通信網契約を締結（当社が提供する電気通信サービスに

係る契約の解除と同時に新たにＩＰ通信網契約を締結する場合及びサービス転用を利用して当社とＩＰ通信網契約を締結する場

合を除きます。）した場合、工事費無料特典（契約者回線に係る工事費のうち、料金表第２表（工事費）２（料金額）に規

定する基本工事費、交換機工事費及び回線終端装置工事費の支払いを要しない取扱いをいいます。以下この附則において同じと

します。）を適用します。 

（注）第２項に規定する当社が別に定める日は、当社が工事費無料特典の適用を終了する日の７日前までに、当社のインターネッ

トホームページにおいて掲示することとします。。 

 

 

 

（料金等の臨時減免） 

23 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金その他の債務を減免す

ることがあります。 

24 当社は、前項の規定により料金その他の債務の減免を行ったときは、関係のＩＰ通信網サービス取扱所に掲示する等の方法によ

り、その旨を周知します。 

 

 

第１表～第３表 （略） 

別表 （略） 
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 音 声 利 用 Ｉ Ｐ 通 信 網 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

第１章 総則 

 

第 1条～第 2条 （略） 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 内容 

１～２ （略） （略） 

３ 音声利用ＩＰ通信網 主として通話並びに通話に付随する映像通信及び符号による通信（電気通

信番号規則（令和元年総務省令第 4 号）に規定する電気通信番号（当

社が定めるものに限ります。）を相互に用いて行うものとします。）の用に供す

ることを目的としたインターネットプロトコルにより伝送交換を行う電気通信回線

設備（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一

体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じと

します。） 

４～23 （略） （略） 

第 4条 （略） 

第 2章 （略） 

 

第３章 

第７条～第 13条 （略） 

 

（契約者の氏名等の変更の届出） 

第 14条 契約者は、氏名、名称、住所、居所若しくは請求書の送付先又は電子メール等の送信先に変更があったときは、そのことを速

やかに所属音声利用ＩＰ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

ただし、その変更があったにもかかわらず、所属音声利用ＩＰ通信網サービス取扱所に届出がないときは、第 11 条（契約者識別

番号)、第18条（当社が行う音声利用ＩＰ通信網契約の解除) 、第32条（利用停止）及び第34条（通信の態様）に規定

する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所、居所若しくは請求書の送付先への郵送による通知又は電子メール

の発送による通知を発したことをもってその通知を行ったものとみなします。 

２ 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 

３ 第 1 項の規定にかかわらず、当社は請求書等の送付先への郵送等の通知が３回連続で不達であったことを確認したときは、その事

実が解消されるまでの間、請求書等の通知を行いません。 

 

第 15条～第 18条 （略） 

 

第４章～第 15章 （略） 

 

 

料金表 

通則 

１～13（略） 

14当社は、契約者に係る奇数月の請求額情報が、当社が別に定める額に満たない場合は、その暦月と翌暦月の料金を、まとめて請求

するものとし、契約者は所定の期日までに支払っていただきます。 

 

第１章 総則 

 

第 1条～第 2条 （略） 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 内容 

１～２ （略） （略） 

３ 音声利用ＩＰ通信網 主として通話並びに通話に付随する映像通信及び符号による通信（電気通

信番号規則（平成９年郵政省令第 82 号）に規定する電気通信番号

（当社が定めるものに限ります。）を相互に用いて行うものとします。）の用に

供することを目的としたインターネットプロトコルにより伝送交換を行う電気通信

回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれ

と一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同

じとします。） 

４～23 （略） （略） 

第 4条 （略） 

第 2章 （略） 

 

第３章 

第７条～第 13条 （略） 

 

（契約者の氏名等の変更の届出） 

第 14条 契約者は、氏名、名称、住所、居所若しくは請求書の送付先又は電子メール等の送信先に変更があったときは、そのことを速

やかに所属音声利用ＩＰ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

ただし、その変更があったにもかかわらず、所属音声利用ＩＰ通信網サービス取扱所に届出がないときは、第 11 条（契約者識別

番号)、第18条（当社が行う音声利用ＩＰ通信網契約の解除) 、第32条（利用停止）及び第34条（通信の態様）に規定

する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所、居所若しくは請求書の送付先への郵送による通知又は電子メール

の発送による通知を発したことをもってその通知を行ったものとみなします。 

２ 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 

 

 

 

第 15条～第 18条 （略） 

 

第４章～第 15章 （略） 

 

 

料金表 

通則 

１～13（略） 
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   ただし、契約者から 1月毎の支払いを希望する申出があった場合は、この限りではありません。 

15 料金その他の債務は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

（料金の一括後払い） 

16 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、２月以上の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っ

ていただくことがあります。 

（消費税相当額の加算） 

17 第 44 条（基本使用料等の支払義務）の規定から第 48 条（工事費の支払義務）までの規定、第 76 条（番号案内料の支

払義務等）の規定等により、この料金表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額

を加算した額とします。 

 ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。 

（料金等の臨時減免） 

18 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事費を減免する

ことがあります。 

（注１）第 14項の当社が別に定める額は、当社のインターネットホームページに定めるところによります。 

（注 2）当社は、第 18項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係の音声利用ＩＰ通信網サービス取扱所に掲示する等の方

法により、その旨を周知します。 

 

第１表～第５表 （略） 

別表１～２ （略） 

 

別表３ 他社相互接続通信に係る協定事業者 

協定事業者 内  容 

１ （略） （略） 

２ ＰＨＳ事業者 電気通信番号規則（令和元年総務省令第 4 号）に規定する電気通信番

号を用いてＰＨＳサービスを提供する協定事業者 

３ 携帯電話事業者 電気通信番号規則（令和元年総務省令第 4 号）に規定する電気通信番

号を用いて携帯電話サービスを提供する協定事業者 

４～５ （略） （略） 

 

別表４～６ （略） 

 

 

附 則（令和元年５月 21日経企第 406号） 

（実施期日） 

 この改正規定は令和元年６月１日から実施します。 

 

 

 

 

14 料金その他の債務は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

（料金の一括後払い） 

15 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、２月以上の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っ

ていただくことがあります。 

（消費税相当額の加算） 

16 第 44 条（基本使用料等の支払義務）の規定から第 48 条（工事費の支払義務）までの規定、第 76 条（番号案内料の支

払義務等）の規定等により、この料金表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額

を加算した額とします。 

 ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。 

（料金等の臨時減免） 

17 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事費を減免する

ことがあります。 

 

（注）当社は、第 17項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係の音声利用ＩＰ通信網サービス取扱所に掲示する等の方法

により、その旨を周知します。 

 

第１表～第５表 （略） 

別表１～２ （略） 

 

別表３ 他社相互接続通信に係る協定事業者 

協定事業者 内  容 

１ （略） （略） 

２ ＰＨＳ事業者 電気通信番号規則第９条第３号に規定する電気通信番号を用 

いてＰＨＳサービスを提供する協定事業者 

３ 携帯電話事業者 電気通信番号規則第９条第３号に規定する電気通信番号を用 

いて携帯電話サービスを提供する協定事業者 

４～５ （略） （略） 

 

別表４～６ （略） 
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